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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7 .11.11 資料1一1

障害者自立支援法案の審議状況

※敬称略

第16 2回国会

2月10日

4月2 6日

2 7 B

5月11日

13 0

「障害者自立支援法案」閣議決定・国会提出

衆•本会議趣旨説明 .質疑

中根康博（民主） 古屋 範子（公明）

衆•厚生労働委員会 提案理由説明

衆•厚生労働委員会 法案質疑① （5時間）

石崎 岳（自民） 30分 古屋範子 （公明） 30分
阿部知子（社民） 30分 石毛鏤子 （民主） 90分
園田康博（民主） 90分 山口富男 （共産） 30分
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衆•厚生労働委員会 法案質疑② （7時間 15分）

園田康博（民主） 30分 中山 泰秀（自民）

小林千代美（民主） 60分 山口 富男（共産）

阿部知子（社民） 30分 松野 信夫（民主）

山井和則（民主） 60分 泉 健太（民主）

中根康浩（民主） 60分

17 0 衆・厚生労働委員会 参考人質疑①

森 祐司（社会福祉法人日本身体障害者団体連合会事務局長） 

笹川 吉彦（社会福祉法人日本盲人会連合会長）

尾上 浩二（特定非営利活動法人DP I日本会議事務局長） 

松友 了（社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事） 

小松正泰（財団法人全国精神障害者家族会連合会理事長 ） 

安藤 豊喜（財団法人全日本聾啞連盟理事長）

大濱 眞（社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長）

藤井 克徳（日本障害者協議会常務理事）

18日 衆・厚生労働委員会

桝屋敬悟（公明）

馬淵澄夫（民主） 

五島正規（民主） 

阿部知子（社民）

（7時間）

城島正光（民主）50分
水島広子（民主）90分
山口 富男（共産）30分
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19 0 衆・厚生労働委員会 参考人質疑②

輪島 忍（社団法人日本経済団体連合会労働政策本部雇用•労務管理 

グループ長）

長谷川裕子（日本労働組合総連合雇用法制対策局長）

土師修司（特定非営利活動法人障害者雇用部会副理事長 ） 

竹中 ナミ（社会福祉法人プロップ•ステーション理事） 

高橋清久（藍野大学学長）

一1一



6月 7 0 衆•厚生労働委員会 参考人質疑③

松浦稔明（坂出市長）

山本文男（全国町村会長）

江草 安彦（日本重症児福祉協会理事長）

中西 正司（全国自立生活センター協議会代表）

白沢 仁（障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会事務局長） 

佐藤順恒（医療法人社団順風会上尾の森診療所院長）

7月 1日 衆•厚生労働委員会 法案質疑④（4時間30分）

園田康博（民主）60分 

五島正規（民主）65分 

山口 富男（共産）30分

山井和則（民主）45分 

水島広子（民主）40分 

阿部知子（社民）30分

6 0 衆•厚生労働委員会

菅原一秀（自民） 

横路孝弘（民主） 

中根康浩（民主） 

三井辨雄（民主） 

阿部知子（社民）
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（6時間）

吉野 正芳（自民） 30分
房穂（民主） 60分
健太（民主） 30分

山口 富男（共産）30分

分

分

分

分

分

8日 衆•厚生労働委員会 法案質疑⑥（2時間10分）

福島 豊（公明）30分 

橋本清仁（民主）30分 

阿部知子（社民）20分

藤田一枝（民主）30分 

高橋千鶴子（共産）20分

13 0

•ハ代英太他2名より修正案の提案

衆•厚生労働委員会 法案質疑⑦•採決 （4時間50分）

藤田 一枝 （民主） 10分 阿部 知子 （社民） 10分
大村 秀章 （自民） 30分 高木美智代 （公明） 30分
石毛 磺子 （民主） 120分 正規 （民主） 30分
山口 富男 （共産） 30分 阿部 知子 （社民） 30分

•採決等の状況

「•修正案及び原案:賛成多数（自民、公明）

I ・附帯決議（自民、公明、民主提案）:全会一致

15日 衆•本会議において可決

衆•厚労委 質疑7回（延べ36時間45分） 参考人質疑3回（参考人計19人）

7月2 2日参•本会議趣旨説明•質疑 

平田健二（民主） 鰐淵洋子（公明）

7月26日 参・厚生労働委員会 提案理由説明

2 8 0 参•厚生労働委員会 法案質疑（6時間）

清水嘉与子（自民）30分 坂本由紀子（自民）60分 

朝日 俊弘（民主）55分 山本 孝史（民主）55分
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足立 信也（民主）55分 草川 昭三（公明）55分 

小池晃（共産）25分 福島みずほ（社民）25分

8月8日 衆議院解散に伴い審議未了により廃案

参•厚労委 質疑1回（延べ6~時間）

第16 3回国会

9月3 0日「障害者自立支援法案」閣議決定•国会提出

10月 5日参•本会議趣旨説明•質疑

下田敦子（民主）

6 0 参•厚生労働委員会

小林正夫（民主）

坂本由紀子（自民）

西島英利（自民）

遠山清彦（公明） 

福島みずほ（社民）

提案理由説明•法案質疑①（6時間）

朝日 俊弘（民主）100分 

中村博彦（自民）40分 

草川昭三（公明）30分 

小林美恵子（共産）25分
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7日 参•厚生労働委員会 地方公聴会（大阪）

中尾正俊（大阪府医師会理事）

古田 朋也（障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議事務局長 ） 

竹中 ナミ（社会福祉法人プロップ•ステーション理事長）

播本裕子（大阪知的障害者育成会吹田支部事務局長 ）

塚本正治（大阪精神障害者連絡会事務局長）

110 参•厚生労働委員会 法案質疑② （6時間）

家西 悟 （民主） 70分 辻 泰弘 （民主） 70分
森ゆうこ （民主） 70分 中原 爽 （自民） 30分
鰐淵洋子 （公明） 30分 紙 智子 （共産） 45分
福島みずほ （社民） 45分

13日 参•厚生労働委員会 法案質疑③ •採決 （6時間）

水落敏栄 （自民） 30分 家西 悟 （民主） 15分
島田智哉子 （民主） 55分 津田弥太郎 （民主） 55分
下田敦子 （民主） 55分 谷 博之 （民主） 30分
草川昭三 （公明） 20分 遠山 清彦 （公明） 10分
小池 晃 （共産） 45分 福島みずほ （社民） 45分

•採決等の状況

ヽ 原案:賛成多数（自民、公明）

「附帯決議（自民、公明、民主提案）:賛成多数（自民、公明、民主）

14 B 参•本会議において可決

参•厚労委 質疑3回（延べ18時間） 地方公聴会1回（公述人5人）
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10月18日 衆•本会議 趣旨説明•質疑

菅原一秀（自民） 菊田真紀子（民主） 高橋千鶴子（共産）

19 0 衆•厚生労働委員会 提案理由説明

210 衆•厚生労働委員会 法案質疑① （6時間）

大村 秀章 （自民） 40分 松浪 健太 （自民） 25分
福岡 資曆 （自民） 25分 桝屋 敬悟 （公明） 30分
阿部 知子 （社民） 30分 園田 康博 （民主） 90分
笠井 売 （共産） 30分 柚木 道義 （民主） 60分
糸川 正晃 （国民） 30分

250 衆•厚生労働委員会 参考人質疑

亀井利克（名張市長）

松永正昭（社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい専務理事） 

浅輪田鶴子（さいたま市手をつなぐ育成会会長） 

相澤與一（福島県精神障害者家族会連合会会長） 

水谷幸司（全国心臓病の子どもを守る会事務局次長） 

広田和子（精神医療サバイバー）

法案質疑③•採決

260 衆•厚生労働委員会 法案質疑② （5時間）

福島 豊 （公明） 30分 林 潤 （自民） 30分
菊田真紀子 （民主） 30分 田名部匡代 （民主） 30分
五島正規 （民主） 60分 山井 和則 （民主） 60分
笠井 亮 （共産） 30分 阿部 知子 （社民） 30分

（5時間）280 衆・厚生労働委員会

木原誠二（自民） 

郡 和子（民主） 

園田康博（民主）

笠井 亮（共産）
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•採決等の状況:賛成多数（自民、公明）

310 衆•本会議において可決•成立

衆•厚労委 質疑3回 艇べ16時間） 参考人質疑1回（参考人6人） 

合計

厚労委 質疑 14回（延べ76時間45分）

参考人質疑4回（参考人計25人）、地方公聴会1回（公述人5人）

11月 7日 公布（平成1?年法律第12 3号）
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1フ・11.11 資料1-2

第163回特別国会において新たに示された事項について

I.障害認定区分■支給決定

1.障害程度区分の区分数及び決定時期について

〇国務大臣（尾辻秀久君）どの程度の段階を考えておるのかということでご 

ざいましたので、六段階程度を考えておりますということは申し上げたいと思 

います。（中略）

年内には適切な障害程度区分を設定したいというふうに考えております。 

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

2. 障害程度区分の検証について

〇 政府参考人（中村秀一君） 委員に御説明いたしましたように、そのような 

新しい 次判定のコンピューターソフトをつくろうとしております。その結果、 

見直しましたコンピューターソフトを含めまして、新たに障害程度区分につい 

ても設定しなきゃなりませんので、そういったものについて、まずは、試行事 

業でサンプルデータが収集されておりますので、それをもとに検証を行いたい 

と考えますけれども、今委員から御指摘があった、具体的に現場でどのように 

やればその検証になるのかといったことなんかにつきましても、有識者の意見 

もお伺いしながらやってまいりたいと思います。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

3. 利用者本人への通知について

〇政府参考人（中村秀一君）市町村が行う支給決定事務のうち行政処分であり 

ます障害程度区分の認定結果、それから支給決定の結果、支給の要否及び支給量 

は御本人に通知する、こういうことが原則であるというふうに考えております。

（中略）

定型か非定型かの判断などについては、申請から行政処分に至る一連の過程で 

ございますので、その過程すべてを通知するということは市町村に大きな事務負 

担にもなりますので、私どもの方からガイドラインにせよ一律にということを義 

務づけることは考えておりませんが、サービス利用の意向を聴取したり、そうい 

った中で、例えばその方の場合については丁寧に対応をし、そういった状況にっ 

いても中間的な経過をお伝えするというようなことは市町村の方でやっていた 

だけるのではないかと考えております。

（平成17年10月2 8日 衆•厚生労働委員会）
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4.市町村審査会の委員について

〇 政府参考人（中村秀一君）委員につきまして、どういう職種でなければな 

らないというふうに指定しているわけではございませんが、精神科の領域であ 

れば精神科の医療に精通された方が望ましく、そういった意味では、医師の中 

でも精神科医が望ましいということは、地域で確保ができるのであればそれに 

こしたことはないし、精神科の医師の方については、この自立支援法の実施に 

当たっては是非中核的な役割を果たしていただきたいと考えているところで 

ございます。

（平成17年10月11日 参•厚生労働委員会）

n.相談支援事業について

1. ケアマネジメントにおける医師意見の活用について

〇 政府参考人（中村秀一君） 医師の今お話にありました所見ということは、入 

所等の判定に係る病状の把握でございますとか、サービス事業者が例えば服薬管 

理しなきゃならないというような留意事項などにも役立つと考えておりますの 

で、今度の障害程度区分や支給決定、サービス利用のプロセスの中で医師の意見 

というものをうまく吸収できるような仕組みを現場の御意見も伺いながらよく 

検討してまいりたいと思います。

（平成17年10月6日 参•厚生労働委員会）

2. 相談支援事業の委託について

〇 政府参考人（中村秀一君） 参議院での議論は、髙齢者の在宅介護支援センタ 

ーについても、そういったただいま申し上げました'障害について専門性を有し、 

かつ中立公平性が確保できると市町村が判断した場合には候補者の一つになり 

得る、委託の対象になり得る、そういうことの議論であったと承知いたしており 

ます。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

〇 政府参考人 仲村秀一君） 地域から委託を受ける場合につきましてはより公 

益性が高いということでございますので、一般の相談支援事業者、例えば専門的 

な相談員を置くとか、そういった要件に付加して、常勤の専門員を置く、そして、 

市町村が設置した地域自立支援協議会においてその運営内容について評価され 

るというような付加的な要件をつけていきたいと考えております。

（平成・17年10月2 8日 衆•厚生労働委員会）
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n.障害福祉サービス（報酬•基準）

1. サービス提供における専門性の配慮について

〇 政府参考人（中村秀一君） 実際のサービス提供においてはさまざまな専門 

性がありますので、それぞれの施設が障害の特性に応じましたノウハウを持つ 

ておられたり、またそれに習熟されている'また専門性も十分持っているとい 

うことがありますので、実際上、それぞれの専門性に応じまして、最も適切な 

利用者の方に対応する、また利用者の方もできる限り最も最適な施設の方を利 

用される、こういう形になろうかと思いますので、いわゆる合理的な理由なく 

サービスの提供を拒んではならないという規定と、自分のところの専門性でど 

ういった利用者の方を主として考えるかということの両立を図っていかなけ 

ればならないと思いますので、そういった意味で、専門性については十分配慮 

されるような運用をできるようにしてまいりたいと考えております。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

2. 日払い化について

〇 政府参考人（中村秀一君） キャンセルの問題ですとか入院や外泊の問題な 

ど、さまざま定員と実員の乖離が生ずるようなことがございますので、そうい 

ったことについて一定の配慮を行うことは、これは当然だろうということが第 

一点でございます。

第二点は、それぞれの制度の施設がございますが、いわば措置制度に使って 

いる期間が長い施設ほど月額払いが定着しておりますので、そういった施設に 

ついては現にかなり定員を下回っておられながら運営されているところもあ 

りますので、一挙に日払い方式を適用されると本当に経営が破綻してしまうと 

いうおそれもあろうかと思います。激変措置を講じ、そういったことがないよ 

うに軟着陸をよく考えていきたい。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

3.最低定員について

〇政府参考人（中村秀一君）新体系におけるサービス利用のいわば最少人数に 

ついてどうかということでございますが、社会福祉法に定める最低人員は二十人 

でございますので、二十人を一応の原則と考えておりますが、例えば、離島、過 

疎地等において、単独で二十人の利用を確保することが困難な場合は、その二十 

人を緩和することを検討いたしております。地域活動支援センターにつきまして 

は、地域の実情により、より柔軟な運営を可能とするため、より少人数の最低定 

員とする方向で検討いたしております。

さらに、それぞれの機能、複数の機能をお持ちになる場合、一つ一つの事業に 

ついて最低人数ではなくて、四事業を行う場合でも、その四事業について、トー 

タルで二十人の最低利用人数がいればそういうことができるというような柔軟 

な体系を考えております。

（平成17年10月2 8 E！衆•厚生労働委員会）
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4.施設、事業者の応諾義務について

〇 政府参考人（中村秀一君） 今度の自立支援法でも、新しくこの事業者指 

定するということになるわけでございますが、その際にも、指定基準におい 

て、施設や在宅サービス事業者は正当な理由なくサービスの提供を拒んでは 

ならないと、HI Vその他の感染症に感染しているということでサービスの 

提供を拒否することはできないということを明確に規定してまいりたいと 

考えております。

（平成17年10月11日 参•厚生労働委員会）

IV.障害福祉サービス（グループホーム）

1.施設や病院の敷地内のグループホーム、ケアホームの設置について

〇 国務大臣（尾辻秀久君） グループホームでありますとか、ケアホームは、 

病院や施設とは異なりまして、地域に住む人と自然に交わりながら、住居から 

離れた日中活動の場へと通うという点に特徴があると考えております。御指摘 

の設置場所の問題につきましては、関係者の間でもこれは本当にいろいろ御意 

見があるところでございまして、入所施設や病院の敷地内に設置する場合、入 

所、入院と大きく変わることなく、認めるべきではないのではないかといった 

ような御意見があります一方で、設置場所にかかわらず、施設や病院との独立 

性が担保されていれば認めてよいのではないか、こういった御意見があること 

も事実でございます。現実には直ちに十分なサービス量を地域に確保すること 

が困難な中で、一定の条件のもと、施設や病院の敷地を利用することも否定で 

きないのではないか、こういった現実を見てという御意見もあることは承知を 

いたしております。申し上げたように、この点につきましてはいろいろ御意見 

があるものですから、社会保障審議会障害者部会などの場において、今お話い 

ただいたようなことなども含めて十分に意見を伺いながら、私どもも具体的な 

取り扱いについてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

2.身体障害者のグループホームについて

〇政府参考人（中村秀一君）身体障害者のグループホームの議論もございます 

が、他方、身体障害者の方々については、むしろ住居の整備、住宅施策の方を追 

求すべきではないかというような御意見もございまして、グループホームという 

点につきましては、まず、重度の身体障害者の方について試行的にケアホームの 

利用をお認めし、その効果等を検証しながら、身体障害者の方のグループホーム 

というサービス形態があり得るのか、あり得るのかという言い方は変な言い方で 

すが、制度化が必要なのかどうかということを考えてまいりたいと思います。今 

お話の中に出ました身体障害者福祉ホームにつきましては、地域生活支援事業の 

中で今後も実施していくこととしておりますので、現在その制度を御利用の方に 

ついては引き続き利用できるものと考えております。

（平成17年10月2 8 E! 衆•厚生労働委員会）
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V.障害福祉サービス（就労支援等）

1.就労継続支援事業の工賃について

〇 政府参考人（中村秀一君） 雇用契約に基づく就労機会を提供する就労継統 

支援事業につきましては、障害者以外の方の雇用も認め、障害者の方と障害者 

以外の方とともに働くということで生産性を高めていく、そういった形の中か 

ら工賃の引き上げということが一つあるのではないかと考えております。

こういう雇用型ではない、非雇用型の場合におきましても、今お話がございま 

したけれども、事業所ごとに目標工賃水準を設定するということと、実際の工 

賃水準の公表などを通じましてその引き上げを図りたいと思っておりますし、 

できる限り雇用型への移行を促すため、そういったことを促進するような、ま 

たそういったことが進められるような事業所に対する報酬面での手当も進め 

てまいりたいと思います。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

VI.障害福祉サービス（対象者）

1.「行動援護」の対象者について

〇 政府参考人（中村秀一君） 行動援護の対象者の選定基準として、今委員か 

らお話ありましたように、十項目についてそれぞれ二点で、十点以上それに該 

当した方について対象者になる、こういうやり方をしているわけでございます。 

二十点満点中十点以上、こういった判定基準がよいかどうかということにつき 

まして、専門家の方々の御意見もよくお聞かせいただいて考えてまいりたいと 

思います。

私のところにも専門家の方が来られまして、そういう一つの項目について非 

常に重度のケースもあるので、一律十点以上というのはやや画一的に過ぎるん 

ではないかというようなお話もいただいたこともございますので、よく検討さ 

せていただきたいと存じます。

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）

2.通所施設利用者についての経過措置について

〇 国務大臣（尾辻秀久君） 障害者の通所施設の場合、高齢者のデイサービス 

などと異なりまして、通常は毎日通う施設として位置づけられておりますこと 

から、来年十月の時点で現行制度により通所施設を利用している方については、 

その施設が新体系に移行した後においても、二十四年三月までの約五年の間は 

弓Iき続きその施設に通い続けることができるような経過措置を設ける方向で 

検討いたしております。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）
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3.重症心身障害児施設入所者（18歳以上）についての経過措置について

〇 政府参考人（中谷比呂樹君） 今回の改正におきまして、障害児の施設利用 

につきましては、平成十八年十月に措置制度から契約制度へ移行することとな 

りますけれども、重症心身障害児の施設、これは障害者自立支援法に定める障 

害者の施設とは異なりまして、施設体系の見直しは行わないため、重症心身障 

害児施設において提供されるサービスについては従来どおり引き続き提供さ 

れます。

また、十八年十月以降に十八歳以上の入所者がいる施設、これは療養介護等 

へ移行することも可能でございますけれども、この場合は現に重症心身障害児 

施設に入所しています十八歳以上の入所者の方が施設を利用できなくなるこ 

とがないよう、経過措置を講ずるなど、適切に対応してまいろうというもので 

ございます。

（平成17年10月11日 参•厚生労働委員会）

vn.障害福祉サービス（重度者）

1. 重度訪問介護や重度障害者等包括支援について

〇 国務大臣（尾辻秀久君） そこで、さらに、こうした皆さんが地域でお暮ら 

しになる場合に二十四時間通しての支援が必要となるケース、今お話しになっ 

た場合でありますけれども、そうしたケースも想定されますので、その場合は、 

今国庫負担基準を上げる方向で検討しますということを申し上げましたけれ 

ども、その検討にあわせまして、長時間のサービス利用という実態に即した報 

酬基準のあり方、それから、重度の障害者の地域生活を、より効果的、効率的 

に支えるための給付内容はどうあればよいか、こういったことについてきっち 

りと検討を進めまして答えを出します。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

2. 重度障害者等包括支援の事篥者について

〇 国務大臣（尾辻秀久君） 重度障害者等包括支援の事業所は、みずからすべ 

てのサービスを直接提供する必要はないと考えております。直接みずからが全 

部提供するというふうには考えておりませんで、むしろ豊富な知識と経験を有 

する人材を配置しておるということや、それから医療機関を初め他の地域資源 

と密接な連携が確保できる事業所であること、すなわちネットワークが組めれ 

ばいいと私どもは考えておりまして、そういったようなことが必要であります 

ので、現在重度障害者の方にサービスを提供しておる事業者についても、こう 

した条件を満たしていただくならば、当然引き続き事業を行っていただくもの 

と考えておるところでございます。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）
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3.重度障害者等包括支援の基盤整備について

〇 政府参考人（中村秀一君） 普及に当たっては先進事例や、皆さんそれぞれ御 

苦労をされ、試行錯誤、いろんな失敗や成功を重ねながらやっておられるという 

ことでございますので、我々も国でございますので、そういったノウハウの収集、 

提供あるいはモデル事篥の御支援、それから研究の事篥を、国としても研究を行 

うといったようなことを努めて、こういったことが各地で事業が広がるように努 

めてまいりたいと思います。

（平成17年10月13日 参・厚生労働委員会）

VOし国庫負担基準

〇 国務大臣（尾辻秀久君） 現在の、まず申し上げた月2 2万円という水準につ 

いて、特に重度の障害者の方々の全国のサービス利用実態など、申し上げている 

ようなことであります、踏まえて、今度は上げる方向で見直していく。この基準 

額は、まず国庫負担基準額は上げる方向で見直していくということはお約束を申 

し上げておきたいと存じます。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

〇国務大臣（尾辻秀久君）障害をお持ちの方で今サービスを受けておられる方、 

この方々が適切なサービスを受けておられるという、その水準を私どもが下げる 

ということは決して考えておりませんし、また、そんなこともいたしません。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

〇政府参考人（中村秀一君）制度移行時の対応をどうするかについては、新 

たに定める国庫負担基準の水準、これは新しい基準を今定めようと思っておリ 

ますが、そういったことも踏まえながら、激変緩和については当然検討させて 

いただきたいと思っております。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

〇西副大臣今回の制度変更に伴い、現にサービスを利用している方に大きな 

変化が生じないよう配慮する必要もあることから、今後、こうした流用の取扱 

いについては、新たに設定する国庫負担基準の水準などを勘案しつつ、検討し 

てまいりたい。なお、小規模な自治体において流用などの対応が困難なため支 

障が生じるとのご指摘については、今後、現行制度においてどのような事態が 

生じているかについて検証した上で、対応の必要性を含め、検討したいと考え 

ている。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）
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K.障害福祉計画

1. 障害者の意見聽取

〇 ・政府参考人（中村秀一君） 計画策定に当たりましては、障害者を始めとす 

る住民の方の意見を反映するということが必要であり、計画策定のプロセスと 

いうことが大事になると思いますので、住民の意見を反映させるための措置を 

講ずる旨の規定を設けますとともに、地方障害者施策推進協議会の意見を聴く 

というようなことで、当事者の方々の御意見、またニーズのくみ上げに対応し 

てまいりたいと思っております。

どういう、実際に策定プロセス、過程を経るかということについては、自治 

体ごとのそれぞれのお考えもあるとは思いますが、私どもといたしましては、 

御指摘の点も踏まえまして、障害者の意見が反映するよう、少なくとも障害者 

の御意見を睫く機会を設けるなど、そういったことは私どもの基本方針に盛り 

込んで各自治体にお示しをしてまいりたいと考えております。

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）

2. 障害福祉計画策定に係る国の市町村に対する支援について

〇政府参考人（中村秀一君）非常に小さな規模の町村においてはなかなか策 

定が難しいと思いますので、まず一つは、限られた職員の方でも比較的容易に 

計画策定の実務ができるきめ細かなマニュアルをつくらせていただきたいと 

思っております。二つ目は、障害者の方もお一人というお話がありましたけれ 

ども、そういったところでは単独ではなかなかサービスも計画もっくりにくう 

ございますので、そこのところは広域的な対応をする必要がある。これは、福 

井の例でいえば、福井県の方とその町と協力してやっていただく、県がバック 

アップしていただく、こういうことは考えておりますので、そういう対応を私 

どもも県の方と御相談してやってまいりたいと思います。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

X.地域生活支援事業

1.地域生活支援事業の配分方法

〇政府参考人（中村秀一君）障害者福祉の地域における推進の観点から地域生 

活支援事業を創設することといたしておりますが、この事業につきましてはさま 

ざまなメニューがございますし、また、そういったメニューについて、市町村で 

必ずやっていただかなければならないというような事項にもなっております。二 

種の統合補助金でございますので、基本的には、個々の事篥の所要額に基づく配 

分というよりは、一定の基準に基づきまして配分する予定、今委員からお話があ 

りました'その際、人口規模等というのも一定の基準に入ると思います。

しかし、もう一つ、現在の事業の実施水準について、これは問題となっており 

ますけれども、かなり地域格差があることも事実でございまして、非常にサービ 

スが行われている地域、それからまだ全くサービスがない地域ございます。そう 
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いった現状に対して、機械的に配分するということは、ある意味では進んでいる 

地域を抑制することにもなりかねませんので、現在の事業の実施水準ということ 

もよく考慮いたしながら、この事篥費の配分ということはさせていただきたいと 

思います。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

2. 地域活動支援センター（小規模作業所）について

〇政府参考人（中村秀一君）現在の小規模作業所に対しましては、国としてー 

定の要件を満たす場合に一カ所当たり百十万円の運営費補助を行っております 

ほか、今委員からご紹介ございましたように、地方交付税措置が都道府県分、市 

町村分として講じられております。私ども、小規模作業所からの移行が多く見込 

まれる地域活動支援センターを今度位置付けようと考えておりますが、今委員か 

らお話しがありました交付税財源措置も含めまして、安定的な事篥運営が確保さ 

れるよう、予算編成過程で、交付税措置については総務省にもお願いしなければ 

なりませんので、その辺はやってまいりたいと思っています。また、地域活動支 

援センターにつきましては、今の財源のほかに、地域の特性を踏まえた柔軟な運 

営の確保とか、小規模作篥所からの移行が多いと思われますので、そういったこ 

とを踏まえた対応を、私どもとしても財政基盤をきちんとするように努力したい 

と思っております。

（平成17年10月26日 衆•厚生労働委員会）

3. 地域活動支援センターの基準について

〇 政府参考人（中村秀一君） 地域活動支援センターの基準というのは、地域. 

の実情に応じた柔軟な事業展開を可能とする方向で検討しており、利用料の設 

定をも含め自治体が柔軟な対応をできるようにしたいと考えております。

（平成17年10月11日 参・厚生労働委員会）

XI.自立支援医療

1.育成医療における一層の負担軽減措置について

〇 国務大臣（尾辻秀久君） 今申し上げました市町村民税が課税されるけれど 

も所得税額が三十万円未満の中間層の世帯のうち、二つに分けると申しました 

けれども、所得税非課税世帯では一万円を定率負担の上限額として、これと食 

費標準負担額を御負担いただくことに、御負担いただくことにいたします。

すなわち、まず医療費の方は一万円を定率負担の上限額とさせていただきま 

す。それからまた、所得税課税世帯では四万二百円を定率負担の上限額とする 

ということにいたしております。

（平成17年10月6日 参•厚生労働委員会）
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2.負担上限額を定める所得区分を所得税額によって決定することについて

〇 政府参考人（中村秀一君） 今御指摘いただきました点につきましては、地 

方自治体関係者あるいはその関係団体から、申請者に税務署から証明書類を入 

手するなどの手続の負担が生じることから、所得税額ではなく、地方自治体に 

おいて把握し得る指標によって所得区分を判定すべきなど、申請手続の簡素化 

について御意見をいただいているところでございます。今後、所得区分につい 

て、例えば各世帯の地方税額又は収入額等によって設定するなど、申請手続で 

御指摘がございました御負担が生じないよう、簡素化する方向で詰めさしてい 

ただきたいと思います。

（平成17年10月6日 参•厚生労働委員会）

刈.補装具

〇 政府参考人（中村秀一君） 補装具の支給につきましては、今度の自立支援法 

で購入又は修理に要した費用の一割の定率負担をお願いすることといたしてお 

りますが、負担が家計に与える影響を考慮しまして、負担の上限額を設定するこ 

とといたしております。

この上限額につきましては、予算編成の過程で設定することといたしております 

が、障害福祉サービス費の負担上限額などを念頭に置きながら設定をするという 

ことで、例えば低所得世帯 でありましたら一万五千円、低所得世帯二でありま 

したら二万四千六百円、一般世帯でしたら四万円というようなことを想定してお 

りますので、委員が提示されました補装具代の場合、ハ十万の一割ということの 

ようでございますが、座位保持いすの十五年度の一件当たりの平均単価は二万四 

千三百円になっておりますが、非常に重度な方で大変高額な座位保持いすを使わ 

れる場合だと思いますが、今申し上げました所得にもよりますけれども、一定の 

負担の上限を掛けたいと思っているところでございます。

（平成17年10月6日 参•厚生労働委員会）

〇政府参考人（中村秀一君）利用者の方が補装具を購入する際に一時的な御 

負担が過剰なものとならないよう配慮することも必要であるということを認 

識いたしておりますので、利用者の方が全額用意しなくてもよいような仕組み 

が工夫できないか、検討させていただきたいと思います。

（平成17年10月13日 参•厚生労働委員会）
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XIII•広報及び自治体の施行準備について

〇 政府参考人（中村秀一君） 特に、私どもとしては、自治体の施行準備に向 

けた問い合わせ等に対応するヘルプデスクも設けて対応してまいりたいと思 

いますし、できるだけ多く、御説明の機会を得ましたらそういったところにも 

出向いて説明するというような努力をしたいと思いますし、何しろ市町村、都 

道府県の施行に間に合うように、きちんと私どもとして必要な作業もさせてい 

ただきたいと考えております。

（平成17年10月21日 参•厚生労働委員会）

〇 政府参考人（中村秀一君） 法律が成立いたしましたとして、実施までに相 

当短い期間で準備しなければなりませんので、私どもさまざまな機会を通じま 

して、都道府県と連携を図りながら、市町村の方にお伝えをしていきたい。ま 

たそれ以外に、この事業は当然、利用者の方、当事者の方々によく理解してい 

ただく必要がありますので、そういったそれぞれのお立場の方が自分がどうな 

るのかというわかりやすい資料、それからサービスを提供される事樂者の方々 

も大変大事でございますので、サービス事樂者の方々に対してわかりやすい説 

明をしてまいりたいと考えております。

（平成17年10月21日 衆•厚生労働委員会）

（注）10月26日及び10月28日分は、会議録の未定稿版をもとに作成。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.11.11 資料2

障害者自立支援法の施行に向けた当面のスケジュール（主なもの） Q国提示•市町村等の対闹

区 分
17年 18年

年 内 1月~ 3月 4月以降

利用者負担の見直し 
（福祉サービス、自立 
支援医療）

〇事務処理要領の
提示 •利用者への周知 説明、負担額の見直し手続、利用者負担上限月額の決定等

（施行）

障害程度区分• 
ケアマネジメント

〇障害程度区分の 
提示

〇1次判定ソフト 
のインタ-フ:!-ス提示

〇1次判定ソフト・市町村審査会委 
の配布 員定数条例制定

〇相談支援事業者の 〇相談支援事業者
指定の考え方の提 の指定運営基準
示 ・報酬告示

・準備支給決定（〜9月）
（申請受付、認定調査、市町 
村審査会、支給決定）

・指定相談支援事業者の準備指 
定（~9月）

基準・報酬
（旧体系•新体系）

〇基本的な考え方 
の提示

〇サービスごとの基 〇指定運営基準•
準に関する考え方 報酬告示
の提示

（旧体系の見直しの施行）
•新体系サービスに係る事業者 

の準備指定（〜9月）

地域生活支援事業 〇基本的な考え方 
の提示

〇ガイドライン 〇ガイドライン
（実施要綱） （実施要綱）
案の提示 の通知

〇交付要綱の通知（4月）

障害福祉計画 〇基本的な考え方 
の提示

〇基本指針素案の 〇基本指針の告示
提示

•施設•事業所の移行調査（4 
月〜）

・サービス見込み量の推計開始

政
省
令

18年4月施行分 〇パブリックコメ 〇政令の公布 
ントの実施 〇省令の公布

18年10月施行分 〇パブリックコメ 〇政令の公布 
ントの実施 〇省令の公布

全国課長会議 11月 12月
〇利用者負担 〇障害程度区分
〇自立支援医療 〇サービス内容
〇地域生活支援事〇地域生活支援事 
業 業

〇障害福祉計画 
〇政省令

1月 2~3月
018年度予算案 〇地域生活支援事
〇地域生活支援事業 業が仆・ライン

が仆・ライン案 〇指定運営基準•
〇報酬基準の考え方 報酬告示案
〇相談支援事業者の 〇基本指針告示案
指定の考え方 •移行調査

〇計画の基本指針素案 〇政省令案

4月以降も随時実施



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7 .11.11 資料3

当面の支給決定の取扱いについて

1 18年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱い・ ■ ■ •1

2 現行サービス利用者に係る支給決定の取扱い...................................... 2

平成17年11月

厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部

障害保健福祉改革推進室



118年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱い

〇 新支給決定は、市町村等の施行準備に要する期間を考慮し、18年9月末までは市町村審査会を置かず、 

支給決定の勘案事項も「障害程度区分」ではなく「障害の種類及び程度」とすることができることとしてお 

り、すべての市町村において、すべての居宅サービス利用者に対して新たな基準により支給決定が行われる 

のは、!8年1〇月となる。

〇 こうしたことから、18年9月末日分までの居宅サービスのサービス対象者の基準や報酬体系については、 

新たな障害程度区分を前提とせず、現行の基準等を基本的に踏襲することとしている。

〇 従って、18年9月末日分までの居宅サービスの支給決定については、市町村審査会を設置した市町村で 

あっても、現行の支援費と同様の方法により支給決定（※丿を行うことが適当と考えている。

（探）•精神障害者も支援費と同様の方法により支給決定

•具体的な方法については、報酬の見直しを踏まえて今後提示。



2 現行サービス利用者に係る支給決定の取扱い

居宅サービス
〇 現行支援費の居宅サービス利用者については、18年4月1日に、一律に18 
年9月末までを支給決定期間とする「みなし支給決定」の取扱いを行う。（※门 

（※■〇支給決定期間が18年3月31日で満了する者は、「みなし」により支給決定されず、現行支援費と同 
様の方法による支給決定を行う。

〇精神の居宅サービス利用者については、現在法律上の支給決定制度がないた 

め、「みなし支給決定」の取扱いは行わず、18年3月末までに準備支給決定を 

行う。（現行支援費と同様の方法による） ハm

彳8年4月 18年10月
みなし支給決定

新支給決定 >

精神

現在のサービス利用者を含め、3月末、A 

までに現行支援費と同様の方法により 

準備支給決定を行う。

•有効期限は9月末まで
•その他の具体的な取扱いは今後提示

支給決定 ,〉

9月末ま;f汇W八 

準備支給決定を行う。 厂 耕文稻决疋レ"

•外出介護のみ利用する者は新支給決定は不要

（探2）既に18年1〇月以降までの支給決定期間を設定したケースについては、当該利用者に対し、10月分からは改めて新制度での支給決定を 
受け直す必要が生じる旨を適宜説明しておくことが望ましい。

（注）18年4月〜9月サービス分に係る国庫負担基準については、身体・知的については従前どおり、精神については次回課長会議において提示予定。 2



施設サーヒス 現行の施設訓練等支援費受給者については、18年1〇月1日に「みなし支給 

決定」の取扱いを行うとともに（探）ヽ5年間は継続して入所又は通所できる 

ように経過措置を設ける。

（探）支給決定期間が18年9月3 0日で満了する者は、残存期間がなく、 「みなし」とはならず、旧基準に 
よる支給決定を行う。

18年10月 23年度末

今後行う支給決定については、 
これまでどおり最長3年間の 
支給決定をしていく。

新体系へ転換

施設訓練等支援

みなし支給決定

士便荃士g込3

みなし支給決定 

【附則第19条第1項】

みなし支給決定期間は支援費支給決定 
期間の残存期間となることから、利用施 
設が新体系に移行する前にみなし支給 
決定期間が終了した場合は、旧基準（A 
BC区分等）により更新する。（最長3年）

•支給決定期間、障害程度区分 
（ABC区分）は、現に受けてい 
る支援費支給決定の内容を 

引き継ぐ。（利用施設が10月 
1日で新体系に移行する場合 
を除く。）

法
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経過措置（〜23年度末）【入所:附則 

第22条第3項、通所:政令】

•新障害程度区分にかかわらず、引 

き続き当該施設に入所又は通所し 

ている限りは、支給を受けられる。

（18年10月以降に新規に旧法施設

利用施設が新体系に移行する場合 

には、新体系移行時までに新支給 

決定を受ける
4 支援を利用する場合は経過措置

の対象外。）

3



障害者自立支援法のPR・広報体制について

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.11.11 資料4

平成17年月

基本的な考え方

・来年4月の施行に向けて、実施主体である地方自治体は、利用者負担 

の見直し等の手続を進める中で、障害者、事業者等に対して、給付や負 

担の内容について、きめ細かく、計画的に制度周知を行う

・国は、以下のとおり、広く国民全体を対象に、制度改革の趣旨や内容に 

ついて、様々な媒体を活用して広報を行うとともに、施行に向けて地方自 

治体との実務的な連携を強化する

\

【国は来年4月までに以下のPR・広報を展開する予定】

（1）国民への広報

〇インターネットを活用したPR

厚生労働省HPに各種情報を掲載

•障害者自立支援法の概要資料

■障害者自立支援法Q&A等

〇政府広報の活用

〇新制度PRパンフレットの作成

〇全国課長会議の模様のテレビ放送

（2）地方自治体への広報

〇障害者自立支援サミット（仮称）の開催（1月予定）

地方自治体の首長を対象に、全国8つの地方厚生局単位で障害者自 

立支援法に関する「サミット」を開催し、法案の内容を説明•意見交換

〇全国対話キャラバン（仮称）の実施（11月~3月随時）

都道府県等の要請に応じて、説明官を派遣し、説明•意見交換

〇ヘルプデスクの開設

施行に向けた地方自治体の照会に対する窓口を引き続き開設

〇各自治体への定期的な情報提供

施行に向けた最新情報をまとめて、定期的に情報提供

疔:



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1フ.11,11 資料5-1

利用者負担について

平成17年11月11B

1.利用者負担の見直しに必要な手続き等....................2

(1) 所得区分認定、個別減免、補足給付の認定方法について2

① 月額負担上限額を定める際の所得区分の設定について…2

② 個別減免の収入、資産等の認定について............... 6
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(2) 月額上限額の管理方法............................... 18
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(4) 高額障害福祉サービス費について.....................23

(5) 社会福祉法人減免について........................... 28
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1.利用者負担の見直しに必要な手続き等

（1）所得区分認定、個別減免、補足給付の認定方法について

①負担上限額を定める際の所得区分の設定について

〇所得区分の設定の際に低所得1の区分に該当するか否かの判定に当たって 

は、市町村の事務負担を考慮し、稅情報を基本とする。

さらに、税情報に加えて、税情報では収入額を把握できないが、障害者に対 

する一般的な制度として給付される収入として、障害年金や、手当等による収 

入額を加えて判定することとする。

【具体的な区分の算定方法】

〇!8年空月より利用者負担の月額上限額については、利用者本人の属する 

世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定する。

① 生活保護•・生活保護受給世帯

② 低所得1••・市町村民税世帯非課税であって障害者又は障害児の保護者

の収入が8 0万円以下である者

具体的には以下のとおり。

ア）市町村民税世帯非課税であること（注1）
イ）アに該当するもののうち、以下の合計額が年間8 0万円以下の者

•地方税法上の合計所得金額（注2）
（合計所得金額がマイナスとなる者については、〇と見なして計算する）

•障害年金等（注3）

•特別児童扶養手当等（注4）

（注） 老人保健制度における高額医療費の負担区分の低所得Iの基準では、雑所得での 

公的年金等控除額を6 5万円とした上で、地方税法上の各所得金額がそれぞれすべて 

〇円であるときを要件としている。

これと同様の方法を採用した場合、

•各所得項目につき、それぞれ税情報を取り寄せる必要があることから、事務が繁 

雑となること。

•黒字の所得項目がないこと（所得項目のいずれもが〇円であること）が要件とな 

っているため、黒字所得と赤字所得を相殺する損益通算後の合計所得金額を用い 

る場合より、対象者の範囲が狭くなること。

から、老人保健制度とは異なり合計所得金額を基本として、算定することとする。

2



③ 低所得2

••市町村民税世帯非課税であるもののうち、②に該当しないもの

④ 一 般・・市町村民税課税世帯

（注1）市町村民税世帯非課税• •その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が障害福祉 

サービスを受ける日の属する年度（障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から 

6月・までである場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和2 5年法律第2 2 6号） 

の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第3 2 8 
条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ）が課されていない者又は当該市町村 

の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村民税の賦課期 

日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である世帯

・法制局と今後調整を要する事項。

（注2）合計所得金額• ・地方税法2 9 2条第1項第13号に規定する合計所得金額

（注3）障害年金等••障害を事由に支給される公的年金（障害基礎年金、障害厚生年金、 

障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由として支給される労災による年金（前払一 

時金含む。）等）、障害を事由に支給される年金を受給できる者が他の年金を受給できる 

場合に選択する可能性のある公的年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、 

老齢基礎年金、老齢厚生年金等）の公的年金・*

*・法制局と今後調整を要する事項

（注4）特別児童扶養手当等••特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別 

児童扶養手当

【手続き等】

〇 障害者の申請により、どの区分に該当するか市町村が認定する。（申請がな 

ければ、基本的に④の世帯に該当するものとみなす。）

現在すでに障害福祉サービスを利用している障害者については、区分を設 

定するため、申請を出すように周知することが必要。

※負担上限額の申請と支給決定の申請は別の申請であるが、市町村の事務の 

便宜上、支給決定の申請様式と負担上限額の申請様式で共通化できる部分を 

共通化して利用することは可能。

〇申請する際に、添付する必要のある書類は下記のとおり。

なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能で 

あるが、円滑に事務を行うため、申請の際に・必要な税情報、手当の受給状況 

等について調査同意を取る取り扱い等を行うことは差し支えない。

本人の添付書類により状況が確認できる場合は、添付書類で確認する。添付 

書類だけで確認できない場合は、必要に応じ、税部局や社会保険事務所等に確 

認する。

①利用者の属する世帯の市町村民税の課税状況等が分かる資料

•市町村の証明書（利用者の属する世帯全員の市町村民税の課税•非課税
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（均等割）の状況）

・生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書等

②利用者の属する世帯の障害年金等 、特別児童扶養手当等の受給状況がわか 

る資料

•年金証書の写し、振込通知書の写し

・特別児童扶養手当等の証書の写し

〇世帯の範囲については支給決定を受けた者（障害者又は障害児の保護者）が 

属する住民基本台帳上の世帯を原則とする。

-同一の世帯に属する者を確認するため、住民票の提出を求める等により 

世帯の範囲の確認を行う必要がある。

ただし、2〇歳未満（18,19歳）の施設に入所する障害者については、 

保護者等の当該障害者を監護する者の属する世帯の所得で認定を行う。

〇 ただし、下記の場合は、住民基本台帳上同一世帯であるが、特例的に、障害 

者及びその配偶者を別世帯とみなす場合の取り扱いを行う。

特例的な取り扱いを認める場合は、障害者及びその配偶者は市町村民税均等 

割非課税であるが、これ以外に同一の世帯に属する者が市町村民税均等割課税 

である場合とする。

① 同一世帯に属する他の者が障害者及びその配偶者を地方税法上、扶養控除 

の対象としていないこと。

② 障害者及びその配偶者が同一世帯に属する他の者の健康保険の被扶養者 

となっていない（当該世帯に属する者が全員国民健康保険の加入者である 

場合を含む。）こと。

上記の特例的な取り扱いを行う際には、申請書の他、下記について確認する 

こととする。

•同一世帯に属する者の市町村民税の税情報（障害者及びその配偶者が扶養 

控除の対象となっていないか確認するため）

※ なお、税の申告は年に1回のみとなるため、生計を別にしたため、次回税申告時 

には扶養控除の対象から外れることとなる者については、その旨の確認を本人か 

ら取ることにより、別の世帯とみなす取り扱いができるものとする。

•障害者及びその配偶者が国民健康保険に加入していること又は健康保険の 

被保険者及び障害者又はその配偶者の被扶養者であることの証明（保険証 

のコピー等）

〇 月額負担上限額については、原則として、施設入所者は毎年7月に、それ以 

外の者については年1回、支給決定月に直近に把握した所得状況に基づき月額 

負担上限額を認定する。

ただし、18年度については、18年4月に利用者負担の見直しを行うため、 

事務の簡素化の観点から、18年7月又は年に1回の見直しは行わなくてもよ 
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いこととする。ただし、市町村の判断により必要に応じて利用者負担の見直し 

を行うことは差し支えない。

なお、18年1〇月以降の新サービス体系にかかる支給決定を受けた場合の 

月額負担上限額の認定時期の詳細については、新サービス体系に係る支給決定 

期間と併せて別途お示しする予定。

〇世帯員の構成等世帯の状況が変化した場合は、世帯の状況が把握できる書類 

を添付の上、速やかに変更の届け出をしてもらう。月額負担上限額の変更の必 

要があれば、変更し、翌月の初日から変更する。ただし、申請日が月の初日の 

場合は、当該月の初日から変更すること。

【未申告者の取り扱いについて】

〇 非課税であることから、申告をしておらず、課税•非課税の確認がとれない 

方については、原則として、申告し、非課税の証明書を取り、提出してもらう 

よう促すこととする。

〇 ただし、当分の間は、利用者負担の見直しに伴い、利用者の所得状況の把握 

に関する市町村の事務量が増えることから、非課税であるとみなすことができ 

ると市町村が判断できる場合等については、未申告であることをもって非課税 

である者の取り扱いを取ることができることとする。

〇 なお、上記の者については、合計所得金額が確定できず、収入が8 〇万円以 

下であることの確認がとれないため、低所得2として取り扱うことが原則と考 

えられるが、市町村の判断により、その者を低所得1とみなす取り扱いをする 

場合は、障害基礎年金1級を受給する者とのバランスを失することがないよう、 

その者の収入状況等を十分に確認した上で取り扱うよう留意されたい。
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②個別減免の収入 、資産等の認定について

（グループホーム入居者、施設入所者対象）

〇グループホーム入可［蚩、施設入所者...〈支給決定時に2 0歳以上である者）.・に対 

する定率負担の個別減免の認定にあたっては、入所者本人の収入等の状況を把握 

すればよいこと、人数が一定程度限られていることから、実際の収入状況を基本 

に、認定を行うこととする。

【手続き等】

障害者の申請により、障害者の収入額、資産を市町村が認定する。（申請がな 

ければ、個別減免は行わない。）

このため、現在すでにグループホームに入居、施設に入所している障害者にっ 

いては、申請を出すように周知することが必要。

【個別減免の対象者】

〇 市町村民税世帯非課税である者（低所得1,2）のうち、障害者本人名義の 

一定の資産を有していない場合には、個別減免の対象とする。具体的な基準は 

以下の通り。

※ 個別減免については、障害者本人の収入、資産等の状況のみで簡易に負担能力を判断 

できることを要件とするため、住民票が入所（入居）前の世帯に残っている場合は、個 

別減免の対象としない。

1下記ア〜ウの要件をすべて満たすこと。

ア）本人名義の預貯金等（障害者等の利子非課税（マル優）の対象となる預貯 

金、国債等）が3 5 0万円以下であること（2の資産を除く）。

・マル優の対象となる預貯金等であるか、又は実際に預貯金の残高が3 5 〇 

万以下であること。

イ）以下の不動産を除き、本人名義の不動産を有さないこと。

•現に配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産（土地、 

建物）

•資産価値が低いことにより現実的に処分が困難であると市町村が判断した 

不動産

（例）負債の額が不動産の評価額を上回る場合

ウ）その他、社会通念上、個別減免の対象とするには不適切と考えられる資産 

を保有していないと市町村が判断すること。

（不適切と考えられる例）

•高価な貴金属を身につけている場合

・髙額な株券を保有していることが明らかである場合

6



2下記の場合には、資産を利用できる状態となった際に、負担能力を認定する 

ことが適当であるため、個別減免の対象外となるような資産を保有していると 

みなさず、実際に資産を利用できる状態となった場合に収入認定する。

ア）将来、現金化された際に収入認定することが可能である保険商品や個人年 

金等の一定期間は利用できない状態にある資産

•生命保険料控除、個人年金保険料控除の対象となっている個人年金等

イ）親等が障害者を受益者として設定する信託財産

•特定贈与信託や他益信託で一定期間解約できないなどの要件を備えたもの

【減免後の額を計算する際の収入の種類ごとの負担額】

〇 減免後の負担額を算定するにあたっては、下記のア、イの通り、収入の種 

類に応じて負担額を算定し、その合計額を減免後の額とする。

〇 一月あたりの負担額については、下記イ①及び②の収入の種類ごとに、障 

害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービスを受ける日の属 

する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）の収入の合計額を12 
で除した額をもとに算出する（年間の収入を把握することが困難な場合は、 

平均的な月収として市町村が認める額とする）。

その際、ウの障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）にか 

かる必要経費を12で除した額をイの②から控除した額をもとに負担額を 

算定すること。（ウの額がイ②の額を超える場合については、当該超えた額 

をイ①から控除する）

ア）負担を取らない収入

〇 特定目的収入•・国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため 

に支給されるもの

•地方公共団体又はその長から家賃補助として支給される手当として、 

実際の家賃額を超えない額

-グループホームに入所することによって、特に必要となる家賃等に充てる 

ことを想定して地方自治体が給付している趣旨を考慮し、家賃額までは、利 

用者負担の負担に充てることができる収入に含まないこととする。

•地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特 

別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相 

当する額

・児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の 

用途に充てることとされている金銭

•生活保護法において収入として認定されないこととされている収入 

（下記イにおいて明記されているものを除く）

イ）負担を取る収入（アを除く収入）

① 稼得等収入・•就労により得た収入又は国により稼得能力の補填と

7



して給付される収入

・工賃等の就労収入

•障害年金等（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、老齢年 

金、遺族年金等の公的年金、障害補償年金等労災保険法に基づく給 

付等）（低所得1の判定の際に年間8〇万円以下の収入として算定 

する公的年金の範囲と同様の範囲。）

・特別障害者手当等（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉 

手当）（低所得1の判定の際に年間8 0万円以下の収入として算定 

する範囲と同様の範囲。ただし、特別児童扶養手当は本人に支給さ 

れないため、含まない。）

・その他地方公共団体が支給するもののうち、公的年金に相当するも 

のとして市町村が判断するもの

・心身障害者扶養共済の給付金

•外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様の額を地方公共団 

体が支給するもの

②その他の収入••イ①以外 （アを除く）のすべての収入。

・不動産等による家賃収入

•地方公共団体から支給される手当（①に該当しない福祉手当等。生 

活保護法において収入として認定されない部分を除く。）

・親等からの仕送り 等

ウ）必要経費とするもの

•租税の課税額

・社会保険料（6 5歳以上の施設入所者（療護施設入所者除く）につい 

ては、介護保険料を除く。）

【個別減免の収入の種類ごとの負担額】

〇 個別減免の対象者の負担額は、下記の計算方法により、算定する。

① 【収入の種類ごとの負担額】に記載された収入のイ①の収入のうち、 

66,66?円（年収8 0万円を12で割った額）まで（イ①の収入が66,667 
円に満たない場合は、不足分に、イ②の収入を充てる）••全額控除（定 

率負担なし）

② 66,667円を超える分については、収入の種類に応じて負担額を設定

A）上記イ）①稼得等収入

•グループホーム入居者・ •3,000円控除の上、66, 66?円を超える収 

入額の15%を負担。ただし、109,667円（注）を超えた収 

入額以降は5〇％を負担。

…*- ■施設入所者

（その他生活費の額※が2. 5万円である者）• ■ 3, 000円控除 
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の上、66, 66?円を超える収入額の5 〇%を負担。

（その他生活費の額※が2. 8万円又は3. 〇万円の者）66, 667 

円を超える収入の50%を負担。

※その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額）

-2 〇歳〜59歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円

・障害基礎年金1級受給者、6 0歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円

-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

（注）109,667円は、66, 667円に3, 000円及び40, 000円を足したもの。

施設入所者、グループホーム入居者の平均的な工賃収入が40, 000円であり、 

40, 000円の収入があれば、平均的なグループホームの利用料6,000円を払ってもら 

えるよう、15 %を設定。

就労収入については、特に他の収入と比較して低い負担額となるよう、上記の設 

定をしているが、平均的な工賃収入以上ある方については、負担能力があるものと 

考え、それ以降を5 0%の負担額としている。

このため、66, 667円（全額控除額）+3, 000円（工賃控除額）+40, 000円（平均 

的な工賃額）=109,667円を超える額は5 〇%負担となる。

B）上記イ）②その他の収入・ • 5 0%を負担。（①で全額控除の対象と 

なった収入を除く）

〇 上記A、Bの収入の種類ごとに計算した負担額の合計額を個別減免を講じ 

た後の定率負担額とする。（合計した後に、1円未満切り捨て）

例）グループホーム入居者、年金2級（66, 208万円）受給、工賃収入20,000円、仕送り 

10, 000円、国保保険料1,000円の場合

仕送り収入10,000—1,000 （国保保険料）=9,000円
-66,667円までの収入••全額控除

66, 66?円（年金66, 208円+工賃459円）まで全額控除（全額控除に充てる場合は、 

稼得等収入を優先して充てる。）

3千円控除の上、15%の負担となるもの20, 000-459 = 19, 541

（19, 541-3, 000） x0.15 = 2, 481.1

仕送り収入による負担9,000x0.5=4,500

計 2, 481. 1+4, 500=6, 981.1=6,981円（1円未満切り捨て） 

個別減免後の定率負担額・ • 6, 98!円

【個別減免の適用に当たっての算定手順】

〇具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。

① 個別減免の対象者であることの認定を行う。

9



市町村民税世帯非課税者であること、預貯金等、資産の状況を確認する。

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。

対象者の年間収入を、I 特定目的収入（上記ア）、!I稼得等収入（上記 

イ①）、inその他の収入（上記イ②）の3つに分類し、それぞれを12で割 

る（月収の算定仝…端数については切り捨て）。年収が不明の場合は、平均的 

な月収として考えられる額を認定する。

必要経費についても、年間分を12で割る.（端数については切り捨て）。

③ 月収から、必要経費を控除する。

②で算定した月収のうち、inその他の収入から必要経費を控除。必要経費 

の額がその他の収入より多い場合は、控除した残りの額をII稼得等収入から 

控除。

④ 月収から、負担を取らない部分を控除する。

稼得等収入から66, 66?円を控除。稼得等収入が66, 66？円より少ない場合 

は、残りの額をその他収入から控除する。

⑤ 負担を取る部分について、額を算定する。

ア対象者がグループホー厶入居者の場合

④の66, 667円を控除した残りの額について、

•稼得等収入の場合は、3千円控除の上、15%を乗じる。

・その他の収入の場合は、5 0%を乗じる。

ィ対象者が施設入所者の場合

④の66,667円を控除した残りの額について、

•稼得等収入の場合は、

（対象者がその他生活費※2. 5万円の者）3千円控除の上、5 〇%を 

乗じる。

（対象者がその他生活費※2. 8万円又は3. 〇万円の者）5 0%乗じ 

る〇

•その他収入の場合は、5 〇%を乗じる。

※その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額）

-2 〇歳〜5 9歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円

・障害基礎年金1級受給者、6〇歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

⑥ ⑤で算定した額の合計額を定率負担の上限額とする。合計した後、1円未 

満は切り捨て。

【添付書類等】

〇 障害者が申請する際に添付する必要のある書類は以下のとおり。

＜資産の状況がわかる書類〉

① 保有する預貯金等の額が3 5 〇万円未満であることが分かる資料
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・年金等が振り込まれる本人が主に利用している通帳、預貯金額が最も多い 

通帳の写し

•マル優の非課税の証明書（非課税貯蓄申込書）

・その他申告の内容により必要と認められる書類（例えば、国債等を保有し 

ていることを申告した場合の国債等の写しなど）

② 居住用以外の不動産を保有していないことが分かる資料

・本人が居住する市町村における証明書（固定資産税）

•本人名義の固定資産がある場合は、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親 

族が居住していることが分かるもの（住民票）

③ その他市町村が必要と認める資料

＜収入の状況がわかる書類〉

① 本人の収入額が分かるもの

・年金証書、振込通知書、手当の証書等

•工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明）

•源泉徴収票

•市町村の課税•非課税証明書

-市町村が支給する家賃補助、手当等の額が分かる書類

•その他申告の内容により必要と認められる書類

② 必要経費の額が分かるもの

・市町村の課税・非課税証明書

•国民健康保険の保険料等を納付した証明書等

③ その他

• グループホームの家賃額（事業者の証明書）

〇 原則として、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付されていれ 

ぱよいこととする。

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等について 

は、必要に応じて調査を行うこととする。

（具体的な調査方法の例）

•税部局に対する情報の確認

・申請者の居住する場所から最寄りの主要な金融機関への問いあわせ
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③補足給付の認定について

施設入所者の低所得者にかかる食費・光熱水費の実費負担を軽減するため、補足 

給付（18年4月から9月までの間は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づ 

く特定入所者食費等給付費、平成18年1〇月以降は障害者については、特定障害 

者特別給付費、障害児については、特定入所障害児食費等給付費）を支給する。

補足給付を支給するに当たっては、支給決定時に2 〇歳以上の入所者については、 

個別減免の定率負担額を支払った後に、手元に一定額が残るよう、補足給付を支給 

する。また、支給決定時に2 0歳未満の入所者については、地域で子どもを養育す 

るために通常要する程度の負担となるように補足給付を支給する。

年齢については、次回利用者負担見直し時に確認する。なお、平成18年4月時 

点での取り扱いは、・一壬成」..8年4月.1..日時点の年齢で判斷すること。.

（1）支給決定時に2 〇歳以上の入所者

【手続き等】

障害者の申請により、障害者の収入額を市町村が認定する。（個別減免や月 

額負担上限額の認定の申請と併せて行う。）

このため、現在すでに入所している障害者については、申請を出すように周 

知することが必要。

【補足給付の対象者】・•・生活保護、低所得1、低所得2の者

【具体的な認定方法】

〇 原則として、個別減免、月額負担上限額の認定の申請と併せて行う。

〇収入額については、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付さ 

れていればよいこととする。（個別減免の際の添付書類を活用する）

〇 補足給付の算定に係る収入額については、個別減免における収入と基本的 

に同じ考え方とする（個別減免においては、3種類に分類していた収入を2 
種類に分類する点以外は基本的に同じ）。

具体的には、障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）の収 

入の合計額を12で除した額（端数については切り捨て）をもとに算出する 

（年間の収入を把握することが困難な場合は、平均的な月収として市町村が 

認める額とする）。

その際、ウの障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）にか 

かる必要経費を12で除した額…（端数については切り捨て。）…をイから控除 

した額をもとに負担額を算定すること〇

ア）負担を取らない収入 
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〇 特定目的収入・•国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため 

に支給されるもの

•地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当 

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特 

別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相 

当する額

・児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の 

用途に充てることとされている金銭

・生活保護法において収入として認定されないこととされている収入 

（下記イ）に明記しているものを除く）

※地方公共団体又はその長から家賃補助等の施設に入所することによって係 

る費用について補助するものについては、すでに補足給付により施設に入所 

することによりかかる食費・光熱水費等について公費が給付されているため、 

グループホームとは異なり、特定目的収入としない。

イ）負担を取る収入（ア）を除く収入）（個別減免と異なり、稼得等収入と 

その他収入の区別はなし）

ウ）必要経費とするもの

•所得税等の租税の課税額

・社会保険料（6 5歳以上の施設入所者（療護施設入所者除く）につい 

ては、介護保険料を除く。）

【具体的な計算方法】

〇 補足給付については、日額として額を確定する。

〇 算定手順としては、月収を元に算定した月額の補足給付を3〇, 4で除し 

て日額を算定（1円未満切り上げ）する。

① 上記イ）からウ）を控除した額を12で除して得た額（端数については、 

切り捨て。一以下、認定収入額という。）が66, 66?円以下の場合

負担限度額（月額）=認定収入額一その他生活費の額※

※その他生活費の額

-2 〇歳〜59歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円

・障害基礎年金1級受給者、6〇歳~6 4歳の者、6 5歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

補足給付額（月額）=58,000円・一負担限度額（月額）

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）4-3 〇, 4 （1円未満切り上げ） 

ただし、補足給付額（月額）が36, 000円を超える場合には、36,00〇円と 

する。

また、実際に要した費用が補足給付額を下回る場合は、実際に要した費用 

を補足給付額とする。
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② 認定収入額が66,66?円を超える場合

負担限度額（月額）=（66, 667円一その他生活費）+ （認定収入額一66, 667

円）xO. 5
補足給付額（月額）=58, 00〇・—負担限度額（月額）

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）4-3 〇, 4 （1円未満切り上げ） 

実際に要した費用が補足給付額を下回る場合は、実際に要した費用を補足 

給付額とする。

〇 補足給付については、負担限度額と58, 000円の差額を補足給付額として 

確定し、施設において実際に要した費用が5&000円を下回った場合につい 

て、補足給付額を減額する取り扱いは取らない。ただし、実際に要した費用 

以上に補足給付を支払うことがないよう、実際に要した費用が補足給付額を 

下回る場合は、実際に要した費用まで減額して支払うこととする。

〇食費等にかかる実費負担額として、補足給付額を算定する際に計算した負 

担限度額以上、実費等負担にかかる費用を事業者が利用者から徴収していた 

場合は、補足給付は支給しないことする。

これは、食費等の実費負担について、低所得者から負担限度額を超える額 

の負担を求めないこととする補足給付を設けた趣旨を無にするものである 

ため、限度額を超えて徴収することを認めないこととするために設けるもの 

である。

〇 事業者には、あらかじめ、食費、光熱水費にかかる実費負担として利用者 

から徴収する額（補足給付額と実際に実費として徴収する額）を契約書に明 

示することを義務付け、事業者はその額を都道府県に届け出ること等により、 

事業者が利用者より徴収している負担額について確認することとする空体 

的な費用の額を把握する方法は検討中）。

* 58,00〇円については、補足給付を支給する基準額として暫定的に設定して 

いるが、今後、経営実態調査等の実績を踏まえ、変更する可能性がある。

（例）5 5歳、年金2級（66,208円）受給、工賃収入20, 000円、仕送り10, 000円、国保保 

険料1,000円
認定収入額=66, 208+20, 000+10, 000-1,000=95, 208

負担上限額= 66, 667 — 25,000+ （95,208-66,667） x 0. 5 = 41,667+14, 270.5 = 

55, 937. 5
補足給付額（月額）=58, 000—55,937.5 = 2, 062. 5

補足給付額（日額）=2,062.5 + 30.4=67.8=68 （1円未満切り上げ）
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【補足給付支給に当たっての算定手順】

〇具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。

① 補足給付の対象者であることの認定。

市町村民税世帯非課税者であることを確認する。

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。

対象者の年間収入を、ア）負担を取らない収入（特定目的収入）とイ）負 

担を取る収入の2つに分類し、12で割る（月収の算定2 一端数については切 

リ捨て）。年収が不明の場合は、平均的な月収として考えられる額を認定す 

る〇

必要経費についても、年間分を12で割る..（端数に.ついて.は切り捨て丄。

③ 月収から、必要経費を控除する。

②で算定した月収のうち、負担（探）を取る収入から必要経費を控除する。

④ 対象者の「その他生活費」の額を確認する。

※その他生活費の額

• 2 0歳~ 5 9歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円
•障害基礎年金1級受給者、6 0歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3.〇万円

⑤ 対象者の収入額に応じて、補足給付額を計算する。

ア 月収が66, 66?円以下の場合

•負担限度額（月額）=認定収入額一その他生活費の額

•補足給付額（月額）=58,000-負担限度額
（補足給付額が36, 000円を超える場合は、36, 000円を補足給付額とす 

る。また、実際に要した費用が補足給付額を超える場合は、実際に要し 

た費用を補足給付額とする。）

•補足給付額（日額）=補足給付額（月額）4-3 〇, 4 （1円未満切り上 

げ）

ィ 月収が66, 66?円を超える場合

・負担限度額（月額）=（66, 66?円一その他生活費）+ （認定収入額一66, 667 

円）x0. 5
•補足給付額（月額）=58,000 —負担限度額
（実際に要した費用が補足給付額を:E回直場合は、実際に要した費用を補 

足給付額とする。）

・補足給付額（日額）二補足給付額（月額）=3 0. 4 （1円未満切り上げ）

【添付書類】

＜収入の状況がわかる書類〉

（個別減免の添付書類で足りる場合はそれにより確認）

①本人の収入額が分かるもの

•年金証書、振込通知書、手当の証書等
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•工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明）

•源泉徴収票

•市町村の課税・非課税証明書

・その他申告の内容により必要と認められる書類

② 必要経費の額が分かるもの

•市町村の課税•非課税証明書

•国民健康保険の保険料等を納付した証明書等

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等について 

は、必要に応じて調査を行うこととする。

（2 ）支給決定時に2 〇歳未満の入所者

【手続き等】

障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）の申請により、月 

額負担上限額の所得区分に応じて、市町村が認定する。

このため、現在すでに入所している障害者等については、申請を出すように 

周知することが必要。

なお、18,19歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監護す 

る義務があるため、保護者等の障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を 

認定して、決定する。

【具体的な認定方法】

〇 原則として、月額負担上限額の認定の申請と併せて、補足給付の申請を行 

う。

〇 月額負担上限額の区分に応じて下記の額を給付。（ただし、実際に要した 

費用が補足給付額を超える場合は、実際に要した費用を補足給付額とする。） 

〇 補足給付については、負担限度額と5&000円の差額を補足給付額として 

確定し、施設において実際に要した費用が58,000円を下回った場合につい 

て、補足給付額を減額する取り扱いは取らない。ただし、実際に要した費用 

以上に補足給付を支払うことがないよう、実際に要した費用が補足給付額を 

下回る場合は、実際に要した費用まで減額して支払うこととする。

① 生活保護世帯

補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円・* （定率負担相 

当額）+58,000円一50, 000円（地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用）=48,000円
補足給付額（日額）=48,000+30.4=1,578.9=1,579円（1円未満切り上げ）

② 低所得1

補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円・* （定率負担相 

当額）+58, 000円一50, 000円（地域で子どもを養育するのに通 
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常要する費用）-48, 000円
補足給付額（日額）=48,000—30.4=1,578.9=1,579円（1円未満切り上げ）

③ 低所得2

補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円・* （定率負担相 

当額）+58, 000円一50, 000円（地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用）=4&000円
補足給付額（日額）=48,000+30.4=1,578. 9コ,579円（1円未満切り上げ）

④ 一般世帯

補足給付額（月額）=25,00〇円・+定率負担額・**+58,00〇円一79,000円（地 

域で子どもを養育するのに通常要する費用（所得階層ごと））

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）+3〇, 4 （1円未満切り上げ）

*18歳未満の場合は、教育費相当分として,25,000円に9,000円加算し.34,000 
円とする。

*・生保及び低所得1,2の定率負担相当額は実際の負担額にかかわらず!5,000 
円とする。（当該定率負担相当額については、補足給付の計算の際に用いる数 

字であり、定率負担額として計算する際には、単価の1割を算定する。（上限 

額を超える場合は、上限額）

**・定率負担額については、当該利用者に係る単価/日x 3 〇, 4X0.1によ 

り算出

探 18年4月より利用者負担が見直される20歳未満の者で、施設訓練等支援 

費を支給され、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所する者に 

ついては、報酬単価を日額化する見直しと併せ、補足給付額については、20 
歳以上と同様に、月額で算出した上で、その額を3 〇， 4で除して得た額を日 

額（1円未満切り上げ）とする。

※ ただし、児童福祉施設に入所する場合については、児童福祉施設の契約制度 

の導入、利用者負担の見直しは、18年1〇月から実施されることとなるた 

め、上記の補足給付額の支給等についても18年1〇月から実施する。その 

際の報酬単価の見直しと併せ、補足給付額の月額•日額化についても併せて 

決定することとする。

なお、児童福祉施設の給付の決定については、都道府県が行うため、補足 

給付額、月額負担上限額の決定等の事務についても、都道府県において行う 

こととなる。
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(2)月額負担上限額の管理方法

〇 月額負担上限額の管理方法については、月額負担管理表による管理方法をお 

示ししていたところであるが、現在、19年1〇月以降の国保連のシステムの 

検討とあわせて、別の管理方法の検討を進めているところであり、具体的な方 

法については、丄Z月中を目途にお示しする方向。

〇 ただし、すぐに統一的な方法によって管理できない場合もあることから、 

引き続き、現行の支援費制度と同様、月額負担管理表(事業者が利用者負担 

額と累積額を管理表に記入して利用者負担額を確認する方式)により管理す 

る方法も差し支えないものとする。

※ このほか、適切な管理方法がある場合については、市町村の判断により、 

管理することは差し支えない。
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（3）生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について

＜考え方〉

利用者負担の見直しにより、障害福祉サービスを利用する者が生活保護 

の受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで利用 

料を減額することとする。

また、受給対象者施設に入所する障害者が、食費等実費負担が重いこと 

により、生活保護受給対象者となる場合については、定率負担にあわせ、 

食費等実費負担についても、一定額まで軽減することとする。

＜軽減の方法〉

① 定率負担の軽減措置（居宅•施設共通）

障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象で 

なくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の 

区分を下げる。.〈個別減免が受けられる場合は、個別減免による負担上限額 

より下の区分まで下げる）

負担上限額40,200円 -24,600円 -15,000円 -0円

送_社会福祉法人滅免については、…当該地域の状況や、本人の状況筹を勘案し、…社会福祉法 

人減免が受けられると市町村が認める煬合は、社会福祉法人;咸免が受けられる後の額で判 

断する。

② 施設入所者の食費負担軽減措置

（2 0歳以上）

定率負担の利用者負担を〇円まで減免しても生活保護対象者となる場 

合は、生活保護の適用対象にならなくなる範囲まで食費等を軽減する。

軽減する範囲については、36, 000円（月額）を上限とし、生活保護の受 

給対象とならなくなるまで補足給付を支給。

なお、生活保護の対象者については、収入額にかかわらず、36, 000円 

（月額）を支給する。

生保世帯 低所得世帯 一般世帯

① 定率負担 〇 24, 600-15,000-0 40, 200—24, 600T5, 000—0

②

実費負担 22, 000 58, 000〜22,000 （生保適用対象でなくなるまで減免）

補足給付 36,000 36, 000〜1
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（20歳未満）

一般世帯において、定率負担の利用者負担を〇円まで減免しても生活 

保護対象者となる場合は、低所得者世帯とみなして、補足給付を支給。

すでに低所得者世帯の補足給付を支給されている場合は、どこで暮ら 

していてもかかる費用の負担を求める考え方から、それ以上の補足給付 

の特例措置は講じないこととする。

生活保護の対象者については、低所得者世帯と同様の実費負担を求め 

ることとする。

※補足給付の計算方法

•生活保護世帯、低所得1、2
補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円・* （定率負担相 

当額）+58,000円一50, 000円（地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用）=4&000円
補足給付額（日額）=48,000^30.4 = 1,57& 9=1,579円（1円未満切り上げ）

• 一般世帯

補足給付額（月額）=25,00〇円・+定率負担額・**+58,000円一79, 000円（地 

域で子どもを養育するのに通常要する費用（所得階層ごと））

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）+3 〇, 4 （1円未満切り上げ）

*18歳未満の場合は9,00〇円加算して、34,000円とする。

児童福祉施設における報酬単価を日額化するかどうかについては、 

検討中。

（）内は18歳未満の場合

・低所得者世帯については、補足給付の特例措置は行われない。

定率負担を19,000円（月暂りとした場合

生保世帯 低所得世帯・ 一般世帯

① 定率負担 〇 24,60〇->15,000^0 40,200—24,600->15,000—0

② 実費負担 10,000
(1,000)

10,000
(1,000)

35,000-^10,000
(26,000-*1,000)

補足給付 48,000
(57,000)

48,000
(57,000)

23,000148,000 
(32,000->57,00〇)

V手続き〉

福祉事務所において、生活保護の申請をした者について、

① 定率負担のみ軽減すれば生活保護の対象者とならない場合

保護の却下を行うとともに、却下通知書に定率負担を24,600円または 

15,000円または〇円とすることを記載する。

利用者は保護の却下通知書を添えて、市町村に定率負担の減免の申請 
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を行う。

市町村においては、申請を受けた場合は、定率負担の減免措置を講ず 

る。なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該上限額 

を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定の見 

直し）が行われるまで適用する。

② ①に加え、食費負担を減免すれば生活保護の対象者とならない場合 

保護の却下を行うとともに、却下通知書に、下記事項を記載する。

•特例補足給付対象者であること

•生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の 

最低生活費の額

利用者は保護の却下申請書を添えて、市町村に定率負担の減免及び補 

足給付の特例額の申請を行う。

市町村においては、保護の却下申請通知書に記載された情報を元に、 

特例補足給付の額を決定する。

なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該補足給付 

の額を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定 

の見直し）が行われるまで適用する。

<市町村及び福祉事務所での具体的な事務の流れ〉

1 障害福祉サービスを利用する者が、福祉事務所に生活保護の申請を行 

った場合、福祉事務所に対し、市町村の障害部局は

① 該当者の定率負担の額（個別減免後の額）

② 実際に要する食費からすでに支給されている補足給付の額を控除し 

た額

③ 補足給付の額

を情報提供する。

2 福祉事務所においては、生活保護基準に上記①及び②の額を加算した 

額と、申請者の収入額を比較し、

A ①の額を減免しなくても生活保護の受給対象とならない場合 

生活保護を却下する。（障害部局での対応は不要）

B ①の額を24,600->15,000  ̂〇に減免すれば生活保護の受給対象とな 

らない場合

保護を却下し、却下通知書に「定率負担減免相当」及びどの段階で 

あるかを記載する。

C ①の額を〇円にしても、生活保護の受給対象となる力ヾ、③の額を最大 

36,000円まで増額すれば食費等実費負担額が軽減され、生活保護の受 

給対象とならない場合

保護を却下し、却下通知書に以下のことを記載する。
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•「定率負担減免相当」及びその額が0円であること。

•特定入所者食費等給付費（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法（平 

成18年4月〜9月）。平成18年1〇月以降については、特定障害 

者特別給付費（障害者自立支援法）、障害児については、特定入所障 

害児食費等給付費）の増額対象者であること。

D ①の額を〇円にしても、③の額を3. 6万円まで増額しても食費等 

実費負担額が重く、生活保護基準を下回る場合

生活保護の対象となる。

3 利用者は却下通知書を添えて、市町村の障害部局に定率負担減免また 

は補足給付増額申請を行う。

4利用者から申請された市町村の障害部局は、

Bの場合は、却下通知書に記載された額まで定率負担を減免する。

cの場合は、定率負担を0円にしたうえで、却下申請書に記載された 

情報を元に、生活保護基準に1②の額を加えた額から認定収入額を控除 

した額を、現在支給している補足給付の額に加えて支給することとする。

変更後の定率負担及び補足給付の額は申請のあった月の属する日の初 

日にさかのぼって適用する。

5 市町村の障害部局はDの場合については、補足給付を36,000円（月 

額）支給する。この場合、保護が開始された月に属する月にさかのぼっ 

て効力を有するものとする。
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（4）高額障害福祉サービス費について

＜合算の対象とする費用〉

同一世帯に属するものが同一月に受けたサービスによりかかる下記①の利用 

者負担額と②〜⑤のいずれかの利用者負担額を合算する。

① 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特 

例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）に係る定率負担額

② 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月〜9 

月まで）

③ 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月〜9 

月まで）

④ 児童福祉法に基づく障害児施設給付費（高額障害児施設給付費として償還さ 

れた費用を除く。）（18年10月以降）

⑤ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費により償還された費用を除 

く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスに基づく介護給付等を受けた者で 

ある場合に限る。

探①〜④にっき、

ア）通所施設利用者、ホームヘルプ利用者に係る社会福祉法人減免

イ）災害等による利用者負担減免

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。

※障害者自立支援法のサービスを利用していない利用者については、（身体障 

害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に基づくサービスの利用者）それ 

ぞれ、各法の規定に基づき按分した額を償還する。

＜支給額〉

一人当たりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額（上記①〜④ 

を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉 

サービス費を支払う。

（償還基準額）

低所得1■ ■15, 0〇〇円

低所得2 - -2 4, 6 0 0円

一般世帯・ • 4〇,2 0〇円

（階層については、月額負担上限額と同じ。生活保護減免により、月額負担上限 

額が下がった者については、当該額）

•1人当たりの負担上限額=償還基準額x
利用者負担額（1人当たり）/利用者負担全体合算額

•1人当たりの高額障害福祉サービス費=

利用者負担額（1人当たり）一1人当たり負担上限額

①

②

③
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※ 利用者ごとに按分した場合の端数の割り振り方については、ayjtx<5®re 

はなく・ゝ..利帝者負担額が少ない方［二孑弓據Cなと;:・よリ、世帯の合計額で調整 

する。

探※ 低所得1については、15,〇0〇円が個人としての負担上限額であるた 

め、上記の計算額が15,〇0 0円を超える場合には、15, 000円となる 

よう高額障害福祉サービス費を支払う。（事例3参照）

※※※世帯の特例の取り扱いを取った場合は特例による世帯で高額障害福祉 

サービス費を算定する。ただし、介護保険の利用者負担額の合計額（高額介護 

サービス費による償還後の負担額の合計額）が高額障害福祉サービス費の償還 

基準額を超えるときは、介護保険の利用者負担額のうち、高額障害福祉サービ 

ス費の償還基準額までを合算の対象とする。（事例4、5参照）

<事例〉

事例1 介護保険と障害サービスの合算（単身世帯）

• Aさんが低所得2に該当する場合

Aさんの利用者負担額

介護保険 3 5,〇〇〇円 障害福祉サービス 2 4, 6 0 0円

① 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円（35, 000—24,600

= 10, 400）は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24, 600円

② 49, 200 （ = 24, 600x 2 ） -24, 600=24, 600円（高額障害福祉サービス費の額）

事例2 同一世帯における合算①

• Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合

Aさん（利用者負担額） 介護保険35, 000円 障害福祉サービス24, 600円
Bさん（利用者負担額） 介護保険!5, 000円

Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費24, 600円

① 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる

A さん 24, 600 x35, 000 円/ （35,000+15,000） =17,220 円

一実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額 

B さん 24, 600x 15,00〇 円/ （35,000+15,000） = 7,380 円
一実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額

② Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 

このため、

Aさんの介護保険の利用者負担（17,220円）

障害福祉サービスの利用者負担（24, 60〇円）、

Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担（24, 600円）

を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24, 60〇円となるよう割り振って高 

額費を支給。
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A 24, 600 x （17,220+24, 600） / （17,220+24,600+24, 600）=15,488

-Aさんの合算後の利用者負担額

41,820 （=17,220+24,600） —15, 488=26, 332-Aさんに支給される高額障害福 

祉サービス費（自立支援法）

〇 24, 600 x 24, 600/ （17,220+24,600+24, 600） =9,111

-Cさんの合算後の利用者負担額

24, 600-9,111=15,489 - Cさんに支給される高額施設訓練等支援費（身 

障法又は知障法）

※ 利用者負担額としては、合算して計算するが、償還する場合には、それぞれ 

支給決定を受けた法律に基づく給付により償還する。

事例3 同一世帯における合算②

・世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合

Aさん（利用者負担額） 介護保険35, 000円 障害福祉サービス!5,000円
Bさん（利用者負担額） 介護保険20, 000円
Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費15,000円

① 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる

A 24, 600 x 35, 000 円/ （35,000+20,000） =15, 654 円一15,000 円
B 24, 600 x 20, 000 円/ （35, 000+20, 000） = 8,945 円

② Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 

このため、

Aさんの介護保険の利用者負担額（15,000円）

障害福祉サービスの利用者負担額（15,000円）

Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担額（15,000円）

を合算し、Aさんと〇さんの負担を合わせて24, 600円となるよう割り振って高額 

費を支給。

A 24, 600 x （15,000+15,000） / （15,000+15,000+15, 000）

= 16, 399-15,000 （負担額）

30, 000 （=15,000+15,000） -15,000=15,000 （高額障害福祉サービス費。自立 

支援法）

C 24, 600x 15, 00〇/ （15,000+15,000+15,000） =&199 （負担額）

15, 000一&199=6,801（高額施設訓練等支援費。身障法又は知障法）

※ 利用者負担額としては、合算して計算するが、償還する場合には、それぞれ支 

給決定を受けた法律に基づく給付により償還する。

25



事例4 介護保険と障害サービスの合算（特例を使っている世帯の例）

•介護保険の利用者負担世帯合算額が37,20〇、障害福祉サービスの上限額が

24, 600円の場合

① Aさんの介護保険の負担額

26, 040 円（=37,200x35,000 円/ （35,000+15,000））
② 介護保険の負担額が障害福祉サービスの償還基準額の24, 600円を超えるため、 

Aさんの介護保険の負担額のうち、高額障害福祉サービス費の合算の対象とな 

る額は、24, 600円
③ A さん 24, 600x （24, 600+20, 000） / （24, 600+20, 000+15, 000）=1 & 408

（24, 600+20, 000）-18, 408 = 26,192 （高額障害福祉サービス費）

-Aさんの実際の負担額

26,040（介護の負担額（高額介護サービス費償還後））+20,000 （障害福祉 

サービスの負担額）一26,192 （高額障害福祉サービス費）=19,848円

B さん 24, 600x 15, 00〇/ （24, 600+24, 600+15,000） =6,191（負担額） 

15,000-6,191=8,809 （高額障害福祉サービス費）

住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37, 200円

Cさん 介護保険のみ利用15,000円

障害福祉サービスにおける世帯 基準額24, 600円

Aさん 介護保険35, 000円、障害福祉サービス20, 000円

Bさん 障害福祉サービス 15,000円

事例5 介護保険と障害サービスの合算（特例を使っている世帯の例）

| ・介護保険の利用者負担世帯合算額が37, 200巴、障害福祉サービスの上限額が

24, 600円の場合

①介護保険の負担額

A さん !6,275 円(=37, 200x35, 00〇/ (35,000+30,000+15,000))

B さん !3, 950 円(=37, 200x30, 00〇/ (35,000+30, 000+15,000))

住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37, 200円

Cさん 介護保険のみ利用!5,000円

障害福祉サービスにおける世帯 基準額24, 600円

Aさん 介護保険35, 000円、障害福祉サービス20, 000円

Bさん 介護保険30, 000円 障害福祉サービス!0,000円
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② AさんとBさんの介護保険の負担額の合計額（30,225円）が障害福祉サービ 

スの償還基準額の24, 600円を超えるため、AさんとBさんの介護保険の負担 

額を合算して、24, 600円までを高額障害福祉サービス費の合算の対象とする。

Aさん、Bさんそれぞれの対象とする額は、24,600円を割り振って計算する。

Aさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額

一 24, 600 x 16, 275/ （16, 275+13, 950）=13, 246

Bさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額

-24, 600 x 13, 95〇/ （16, 275+13, 950）=11,354
③ A さん 24, 600x （13, 246+20, 000） / （13, 246+20, 000+11354+10, 000）=14, 978

（13, 246+20, 000）-14, 978 = 18, 268 （高額障害福祉サービス費）

fAさんの実際の負担額

16,275（介護の負担額（高額介護サービス費償還後））+20,000 （障害福祉 

サービスの負担額）一18,268 （高額障害福祉サービス費）=18,007円

B さん 24, 600 x （11,354+10, 000） / （13, 246+20, 000+11,354+10, 000） =9,621 
（11,354+10, 000）-9,621=11,733 （高額障害福祉サービス費）

~Bさんの実際の負担額

13,950（介護の負担額（高額介護サービス費償還後））+10,000 （障害福祉 

サービスの負担額）一11,733 （高額障害福祉サービス費）=12,217円
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（5）社会福祉法人減免について

【基本的考え方】

〇 社会福祉法人については、低所得者も福祉サービスを利用できるようにする 

ことを目的とする公共性の高い法人として制度上位置づけられているもので 

あり、このため、社会福祉法人が利用料を自ら負担することで、利用者負担を 

減免することができるものとする。

その際、激変緩和の観点から、一定の範囲の者に対する利用料減免措置にっ 

いては、経過的に、特に公費による助成を行うことによりその実施を促進する。

【公費負担による減免対象】

〇減免対象

下記サービスを利用する場合の一の事業者（社会福祉法人又は市町村、都道 

府県が実施する社会福祉事業体（以下「社会福祉法人等」という。））に係る一 

月の利用額のうち、月額負担上限額の半額を超える額を減免

低所得1- 7,500円を超える額

低所得2 ---12,300円（①については、7,500円）を超える額

① 在宅で生活をする者のうち、通所施設、デイサービス（障害者ディサービ 

ス、児童デイサービス）を利用する場合の定率負担分

② 20歳未満の施設入所者の定率負担分

③ ホームヘルプ等（居宅介護、行動援護、外出介護）の定率負担分

※食費等実費負担については、すでに低所得者に対する配慮措置を講じていることから、 

減免の対象としない。

探 18年1〇月以降の対象とするサービスについては、引き続き検討。

【公費負担による減免対象となる低所得者】

〇 低所得者1,2の者のうち、申請者（支給決定を受けた障害者又は障害児 

の保護者）及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者（以下「申請者等」 

という。）が一定の不動産以外の不動産・を有さず（個別減免の基準と同様）ヽ 

申請者等の収入及び預貯金等の額が基準額以下の者

単身世帯 2人世帯 3人世帯

（収入基準額） 150万円 2 0 0万円 2 5 0万円
（預貯金等額） 3 5 0万円 450万円 5 5 0万円

（収入基準額については、世帯人数が一人増えるごとに5 0万円加算、預貯金額等については、
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10 0万円加算）

・ 一定の固定資産（個別減免の基準と同様）

•現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産（土地、建物） 

•資産価値が低いことにより現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産

（例）負債の額が不動産の評価額を上回る場合

・預貯金等の範ISについては、墓本的に癒刖滅免と同様の基準とする。この際、障書者名義 

©儷人生金主丄一ー.障晝養を豈・益畫とし・て・護屋主る.信託・財産［二2し、-て.直障畫晝室厶のため!こ 

将来使われるものであり、…その際に、負担能力を判断することが適切であるため、預貯金 

等の額に含まない財産とするが、主たる生計維持者の名羲の個人年金や倩託財産について 

は、預貯金等の額には含まない財産とはしない・二ととする” 

（対象者の認定方法）

〇 減免対象者であることを利用者が必要書類を添付して申請する。ただし、実 

際の申請を行う場合には、事業者がとりまとめて、市町村に申請書を提出する 

ことも認める〇

市町村において対象者である認定を行った場合は、社会福祉法人減免の公費 

助成対象者である旨を受給者証に記載する。

〇 在宅で暮らす者について、収入や資産額を認定するものであるため、多様な 

生活実態があることを踏まえ、市町村の事務の簡素化の観点等から、申請者の 

属する世帯の主たる生計維持者・の収入額及び障害者の受ける年金額、資産を 

確認することで、当該世帯における収入額、資産額を確認したものとみなす。

・主たる生計維持者は世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等を収入の 

多い者としてみなすことができることとする。

〇認定方法

•申請者及び主たる生計維持者の収入額並びに障害年金の額の合計額が基準額 

以下であること。

申請者及び主たる生計維持者の収入額を確認できるもの（給与の証明書、事業収入がわか 

る資料）及び年金証書、年金振り込み通知書の写しを申請書に添付。

・預貯金額が一定額以下であること、一定の固定資産を有していないこと 

申請者及び主たる生計維持者の主たる収入を管理する通帳の写し、居住用以外の固定資 

産を有していないこと証明できるもの（固定資産税の写し、住民票の写し等）

【社会福祉法人等に対する公費助成】

軽減額のうち、法人が本来徴収すべき利用者負担額の5 %までは2分の］, 

5%を超える部分については4分の3を公費助成の対象とする方向で関係省 

庁と調整中。

（負担割合は、国1/2、市町村•都道府県1/4ずつ。ただし、児童福祉施
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設にかかるものについては、国1/2、都道府県1/2)

【社会福祉法人減免の対象となる法人について】

〇 社会福祉法人等を原則とする。

〇 なお、市町村が、!15[f!内に特定のサービスを提供する社会福祉法人等が 

ないと認めた場合は、当該地域で特定のサービスを利用する利用者が軽減措 

置を受けられないため、例外的に社会福祉法人等以外の法人も対象とする。 

圭.た,...当該嚴り扱いを行う際には、・一市蔚村は、..都道府県と穩議するものとす 

る。

〇社会福祉法人減免を行う萎集页、エちは指定を受けた都道府県知事滾ひ 

利用者の支給決定を行った市BT村の長に届け出るものとする。

〇 都道府県、甫ar材においては、障害繼鹽サービスを実施する全ての社会福 

社法人に対し、—この事業に基づく軽滅措置を設けるよう、—働きかけるものと 

する。

【高額障害福祉サービス費及び月額負担上限額の関係について】

〇 高額障害福祉サービス費については、社会福祉法人減免を適用後の利用者 

負担額をもとに算定すること。

〇 月額負担上限額の算定についても、各事業者ごとに講じられた社会福祉法 

人減免を適用した後の利甬者負担額をもとに行うこと。
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（6）利用者負担の見直しに伴うスケジュールについて
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補足給付について
障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.11.11 資料5-2

障害福祉サービス（20歳以上）_________________

一個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設において 

実際にかかった費用が減った場合は、その分利用者が負担する 

食費等負担額が減る仕組み

一障害福祉サービス、児童福祉施設（20歳未満）_____

一個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設に 

おいて実際にかかった費用が減った場合は、その分利用 

者が負担する食費等負担額が減る仕組み

〇補足給付額=基準費用額（5. 8万円固定・） 一負担限度額（下 

記①、②のとおり収入額に応じて決定）

（ただし、施設において実際にかかった費用が補足給付額を下回る場合はその額まで 

を補足給付額とする。）

* 5. 8万円については、今後経営実態調査の結果等を踏まえて修正する可能性あり。

〇負担限度額

① 認定収入額が66,66?円以下の場合

・負担限度額・*=収入額一その他生活費・

② 認定収入が66,66?円を超える場合

・負担限度額=66,667円一その他生活費・+（収入額一 66,667 
円）x1/2

・その他生活費…2. 5万円。ただし、障害基礎年金1級受給者、6〇〜65歳及び65歳以上の療護 

施設入所者2. 8万円、65歳以上（療護施設入所者除く）3. 0万円
"負担限度額が2. 2万円を下回る場合は2. 2万円とする。

（注）計算式は端数を丸めたものとしている。

〇利用者が支払う食費等負担額

施設において実際にかかる費用（5. 8万円を上限）一補足給 

付額（個人ごとの収入額に応じて固定）

〇利用者負担の段階ごとに補足給付額を決定。

〇補足給付額

① 生活保護、低所得1,低所得2の場合

・補足給付額=その他生活費・+1.5万円・* + 5. 8万円・**

-5. 〇万円・***

② 一般の場合

•補足給付額=その他生活費・ +報酬単価/日

x 30.4x0.1 **4-5. 8万円・**-7. 9万円・***

・その他生活費・・18,19歳は2. 5万円。］8歳未満は3. 4万円（教育費として0.9万円加 

算）

杯定率負担相当額。生活保護、低所得ゝ2の場合は1.5万円で固定。障害児施設の報酬 

の取り扱いについては、今後検討。

*"基準費用額。今後経営実態調査の結果を踏まえて修正の可能性あり。

槿杯通常子どもを養育するのに必要とする費用。

〇利用者が支払う食費等負担額

施設において実際にかかる費用（5. 8万円を上限）一補

足給付額（段階別に固定）

（注）補足給付は日額で支払うが、ここでは便宜的に月額で説明している。

〇負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合は、補 

足給付を支給しない（政令）

-事業者が負担限度額以上食費等負担を取ることがないよう、 

実質上規制する

〇負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合 

は、補足給付を支給しない（政令）

-事業者が負担限度額以上食費等負担を取ることがない 

よう、実質上規制する
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具体例

障害福祉サービス（20歳以上） 児童福祉施設等（20歳未満）

（収入額8. 3万円/月（年金収入）の場合） （低所得2の場合）

（身障療護・個別減免あり・65歳未満の場合）

基準費用額=5. 8万円
（単位:万円）

（知的障害児施設■18歳未満の場合・事業費約19万と 

した場合）

基準費用額=5. 8万円 （単位:万円）

かかっ 
た費用
①

補足給付
額②

（5. 8万
一③）

負担限度 
額

③

食費等負 
担額（実際 
に支払う 
額）④

（①一②）

定率負担 
額⑤

負担計⑥

（④+⑤）

5. 8 1.15 4. 65 4. 65 〇, 85 5. 5

5. 〇 1.15 4. 65 3. 85 〇, 85 4. 7

4. 7 1.15 4. 65 3. 55 〇. 85 4. 4

かかっ 
た費用
①

補足給付
額②

（5. 8万 
一③）

負担限度 
額

③

食費等負 
担額（実際 
に支払う 
額）④

（①一②）

定率負担 
額⑤

負担計⑥

（④+⑤）

5. 8 5. 7 〇.1 〇・1 1.9 2. 〇

5. 〇 5. 〇 〇 〇 1.9 1.9

4. 7 4. 7 〇 〇 1.9 1.9

（注）補足給付は日額で支払うが、ここでは便宜的に月額で説明している。

補足給付よりか 
かった費用が低い 
場合は、補足給付 
額をかかった費用 

まで下げて支給

この額を超えて事 
業者が利用者から 
負担を取った場合 
には、補足給付は 

支給されない

補足給付よりか 
かった費用が低い 
場合は、補足給付 
額をかかった費用 

まで下げて支給

この額を超えて事 
業者が利用者から 
負担を取った場合 
には、補足給付は 

支給されない
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月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について

〇事業費の1割（本来の利用者負担額）を以下の3つに分類。

① 利用者から徴収できる額

② 社福減免対象となる事業費（低所得1なら75, 000円、低所得2なら123, 〇〇〇円を超える 

額）の利用者負担額分（法人が減免する額）

③ 月額負担上限額にぶつかったために、利用者から徴収できない額（②の部分除く）

〇それぞれ、事業者が市町村に報酬請求する際には、以下の取り扱いとする。

① については、すでに利用者から徴収しているため、請求しない。

② については、社福減免の補助金の精算時に請求する。（②のうち、一定割合が公費助成の対象 

となる。）

③ については、報酬請求時に、請求する。（すべて公費が出る）



月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について

低所得1（15, 000円）、社会福祉法人減免の対象となる人の場合

（社福減免を実施するA、B、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。）

社福減免による利 
社福減免の対厂［二™'一用者負担減免

（6, 500円分）象となる事業 
費（このうち1 
割を社福減免く! 

で減免）

75, 000円

7, 500円 _____

（利用者より徴収）

ゝJ40, 000円

ノ

A事業所（ホームヘルプ）

事業費14万円

社福減免の対 
象となる事業 ・
費（このうち1J 
割を社福減免く!

で減免）

75, 000円

7, 500R^____

（利用者より徴収）

40, 000円

丿

社福減免による利 
用者負担減免

（6, 500円分）
社福減免の対＜T 
象となる事業 ・
費（このうち1J 
割を社福減免$ 

で減免）

75, 000R

本来は利用者から
7, 500円徴収す 

るが、上限額にぶV 

つかるため、徴収 
せず。

40, 000R

ノ

B事業所（ホームヘルプ）

事業費14万円

社福減免による羽 
用者負担減免

（6, 500円分）

C事業所（ホームヘルプ）

事業費14万円

社福減免実施事業所 社福減免実施事業所 社福減免実施事業所

事業費14万円1割分14, 000円

① 利用者から徴収出来る額7, 500円

② 社福減免により減免された負担額

6, 500H
③ 月額負担上限額にぶつかったために徴
収していない額 0円

事業費14万円1割分14, 000円

① 利用者から徴収出来る額7, 500円

② 社福減免により減免された負担額

6, 500円

③ 月額負担上限額にぶつかったために徴
収していない額 0円 

事業費14万円1割分14, 000円

① 利用者から徴収出来る額0円

② 社福減免により減免された負担額

6, 5OOR

③ 月額負担上限額にぶつかったために徴
収していない額 7, 500円

-4-



月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について
低所得2 （24, 600円）、社会福祉法人減免の対象となる人の場合

（社福減免を実施するA、吕、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。）

7, 500円

（利用者より徴収）

社福減免の対象と 

なる事業費（このう 
ち1割を社福減免 & 

で減免） 40, 000円
75, 000H

社福減免による利 
用者負担減免

（6, 500円分）

12, 300F^_

（利用者より徴収）

12, 300H

レ

A事業所（通所）

事業費14万円

社福減免による利 
用者負担減免

（3, 700円分） 

社福減免の対象と
・なる事業費（このう 

ち1割を社福減免 
で減免） 虫

B事業所（ホームヘルプ）

事業費16万円

160, 000円

社福減免による利 
一—用者負担減免 

ニニ 700円分）

12, 300R

C事業所（ホームヘルプ）

事業費14万円

S140, 000円

>

本来であれば 
1 2, 300R 
徴収するとこ 
ろだが、上限 
額にぶつかる 

ため、実際に 
徴収するのは、

4, 800円分

社福減免実施事業所
社福減免実施事業所 社福減免実施事業所

事業費14万円1割分14,000円

① 利用者から徴収出来る額7, 500円

② 社福減免により減免された負担額

6, 500H

③ 月額負担上限額にぶつかったために徴

収していない額 0円

事業費16万円1割分16, 000円

① 利用者から徴収出来る額12, 300円

② 社福減免により減免された負担額

3, 700円

③ 月額負担上限額にぶつかったために徴

収していない額 0円 

事業費14万円1割分14,000円

① 利用者から徴収出来る額4, 800円

② 社福減免により減免された負担額

1.700H

③ 月額負担上限額にぶつかったために徴
収していない額 7, 500H

-5-



地域生活支援事業について

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.11.11 資料 6

!地域生活支援事業の概要について..........................P1
(1) 事業の性格

(2) 全体の概要

2国庫補助の方法について.................................. P6
(1) 実施主体と負担割合

(2) 国庫補助の配分の考え方

3利用者負担の考え方 P8

4今後の施行スケジュールについて P9

※現段階での考え方をとりまとめたものであり、今後変更があり得る。



!地域生活支援事業の概要について（案）

（1）事業の性格（案）

〇地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的•効果的な事業実施が可 

能である事業

「地域の特性:地理的条件や社会資源の状況

柔軟な形態:①委託契約、広域連合等の活用

②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能

I ③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能

〇地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業

〇生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業

※ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可

〇障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

（参考）

（市町村の地域生活支援事棠）（「障害者自立支援法」第77条）

・市町村が取り組むべき事業として以下の事業を法定化

〈相談支援、コミュニケーション支援（手話通釈等）、日常生活用具の給付等、移動支援、地域活動支援〉 

•都道府県は、地域の実情を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支援事業を行うことができる。

（都道府県の地域生活支援事葉）（同第78条）

•都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事菓を行うほか、サービスの質の向上のための養成研修等を行うことが 

できる。

•市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項を定める。（同 第88条） 1



（2）全体の概要（暫定案）

※ 暫定案であり、今後事業の整理統合や名称の変更等があり得る。

〇障害者地域生活推進特別モデル事業

〇知的障害者生活支援事業（生活支援ワーカー） 

〇地域生活アシスタント事業

〇家族相談員紹介事業

〇ピアカウンセリング事業

〇奉仕員派遣等事業（手話、要約筆記奉仕員の派遣） 

〇手話通訳設置事業

〇手話通訳者派遣事業

〇日常生活用具給付等事業

〇障害者情報バリアフリー化支援事業

厂〇相談支援事業等（第4項第1号） '

（新）•相談支援体制整備事業［市町村相談支援機能強化事業］

（新）・居住サポート事業

（新）•障害者の権利擁護事業

（新）・成年後見制度利用支援事業

※一般的な相談支援については交付税措置
\_____________________________________________________________________ 丿

〇コミュニケーション支援事菓等（第1項第2号）

•手話通訳者派遣事業

•要約筆記者派遣事業

•手話通訳設置事業

•日常生活用具給付等事業

〇重度身体障害者移動支援事業

〇リフト付福祉バス運行事業

〇ホームヘルプサービス事業の移動介護の一部

〇移動支援事業（第4項第3号）

•移動支援

※事業内容について検討中

〇身障、知的デイサービスの一部

〇障害児（者）短期入所事業の日中受け入れの一部

〇家族教室等開催事業

〇生活訓練事業

〇本人活動支援事業

〇ボランティア活動支援事業

〇福祉機器リサイクル事業

〇地域活動支援センター事業等（第1項第4号）

（新）■地域活動支援センター事業

※下の従来の事業内容について統合を検討中

■"・身障、知的デイサービスの一部

、・障害児（者）短期入所事業の日中受入れの一部

（新）•生活サポート事業
ノ 2



〇身体障害者福祉ホーム

〇知的障害者福祉ホーム

〇盲人ホーム

〇訪問入浴サービス事業

〇身体障害者自立支援事業

〇バーチャル工房支援事業

〇更生訓練費•施設入所者就職支度金

〇知的障害者職親委託制度
〇スポーツ•レクリエーション教室開催等事業

〇芸術•文化講座開催等事業

〇点字•声の広報等発行事業

〇奉仕員派遗等事簾（手話、要約筆記、点訳、朗読奉仕員の養成）

〇自動車運転免許取得•改造助成事業

〇広域実施連絡調整事業



〇その他の事業（第3項）

,福祉ホー厶事業

"盲人ホーム事業

"訪問入浴サービス事業 

・身体障害者自立支援事業 

•バーチャル工房支援事業

•更生訓練費・施設入所者就職支度金

・知的障害者職親委託制度

・社会参加促進事業

ぐ・スポーツ"レクリエーション教室開催等事業

•芸術•文化講座開催等事業

・点字・声の広報等発行事業

•奉仕員養成・研修事業

•自動車運転免許取得・改造助成事業 

ゝ•広域実施連絡調整事業

3



〇「障害者110番」運営事業

〇発達障害者支援センター運営事業 

〇障害者就業•生活支援センター事業 

〇高次脳機能障害支援モデル事業

〇知的障害者生活支援事業（生活支援ワーカー） 

〇社会的入院解消のための退院促進支援事業

〇ヘルパー研修

〇障害程度区分認定調査員研修事業

〇審査会委員研修事業

〇障害者ケアマネジメント従事者研修

〇障害者ケアマネジメント新規従事者研修

〇手話通訳者養成•研修事業

〇盲ろう者通訳•介助員養成•研修事業

〇相談員活動強化事業



〇専門性の高い相談支援事業（第4項）

•発達障害者支援センター運営事業 

•障害者就業•生活支援センター事業

（新）•高次脳機能障害支援普及事業

〇その他広域的事業（第4項）

（新）•相談支援体制整備事業［広域的支援事業］

（新）・精神障害者退院促進支援事業
<__________________________________________________________________ 丿

Z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

〇サービス•相談支援者、指導者の育成事業（第2項）

・ヘルパー研修

•障害程度区分認定調査員研修事業

・審査会委員研修事業

•障害者ケアマネジメント従事者研修

•障害者ケアマネジメント新規従事者研修

・手話通訳者・要約筆記者養成・研修事業

•盲ろう者通訳・介助員養成•研修事業

•身体障害者•知的障害者相談員活動強化事業

\____________________________________________________________________ ）



〇身体障害者福祉ホーム

〇知的障害者福祉ホーム

〇盲人ホーム

〇バーチャル工房支援事業

〇在宅知的障害者巡回相談事業

〇施設外授産の活用による就職促進事業

〇手帳交付事業

〇ホー厶へルパー養成研修事業

〇障害者IT総合推進事業（障害者情報バリアフリー化支援事業を除く）

〇身体障害者補助犬育成事業

〇都道府県障害者社会参加推進センター設置事業

〇バリアフリーのまちづくり活動事業

〇生活訓練事業

〇スポーツ•レクリエーション教室開催等事業

〇芸術•文化講座開催等事業

〇音声機能障害者発声訓練•指導者養成事業

〇奉仕員養成•研修事業（手話、要約筆記、点訳、朗読）

〇スポーツ指導員養成事業

〇点字による即時情報ネットワーク事業

。点字.声の広報等発行事業

〇字幕入りビデオカセットライブラリー事業

〇手話通訳設置事業

〇盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

。手話通訳者派遣ネットワーク事業

〇指定居宅介護事業者情報提供事業

〇障害に関する正しい知織普及啓発事業

〇社会資源情報等提供事業



々?その他の事業（第2項）

•福祉ホーム事業 

・盲人ホーム事業

・バーチャル工房支援事業

•在宅知的障害者巡回相談事業

・施設外授産の活用による就職促進事業

•手帳交付事業

・生活訓練事業

~•オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設荀社会適応訓練事業 

I•音声機能障害者発声訓練•指導者養成事業

•情報支援等事業

'・手話通訳設置事業

・身体障害者補助犬育成事業

•点字による即時情報ネットワーク事業

・字幕入りビデオカセットライブラリー事業
し・盲ろう者向け通訳•介助員派遣事業

•社会参加促進事業

こ障害者IT総合推進事業
•都道府県障害者社会参加推進センター設置事業

・スポーツ•レクリエーション教室開催等事業

・スポーツ指導員養成事業

•芸術•文化講座開催等事業

・点字・声の広報等発行事業

・奉仕員養成・研修事業

•手話通訳者派遣ネットワーク事業 
し指定居宅介藉事業者情報棉供事業

丿

市町村代行事業（第77条第2項）

［〇市町村代行事業（第77条第2項） J5



2国庫補助の方法について

(1)実施主体と負担割合

実施主体

市町村

都道府県

一鼎真瓏績収令・,、【、ゝ

国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

国1/2、都道府県1/2

※給付費と同様、大都市特例の適用はなし

(ただし、「発達障害者支援法」において大都市特例の規定がある発達障害 

者支援センターについては、大都市特例を適用することとする。)

探18年4月より実施予定

6



（2）国庫補助の配分の考え方

〇統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。 

〇事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施 

するよう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する観 

点から、

① 人口に基づく全国一律の基準による配分

② 現在の事業実施水準を反映した基準による配分

を組み合わせて配分額を決定することとする。

〇なお、具体的な配分方法等は、18年度予算（案）を踏まえ今後検討。

※検討すべき事項

① 人口割りと実績評価割りの比率

② 市町村と都道府県の配分割合

③ 年度前半（地域生活推進事業）分の扱い

④ その他

7



3地域生活支援事業における利用者負担の考え方

①地域生活支援事業は、それぞれの地域の実情に応じて柔軟な実施が期待さ 
れていることから、利用者負担の方法についても全国一律に定められるべきも 
のではなく、基本的には事業の実施主体の判断によるべきこと。

② なお、従来から利用者負担を課して実施している事業については、従来の利 
用者負担の状況（その手法や額等）や、他の障害者サービス（個別給付の手法、 
低所得者への配慮）等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めるこ 

とは考えられる。

8



4 今後の施行スケジュールについて

12月下旬 ・予算編成（地域生活支援事業等の政府予算案の決定）

1月 ・「地域生活推進事業」（4月〜9月分）実施要綱案の提示

•地域生活支援事業にかかるガイドライン案の提示

・配分方法の提示

・関係自治体及び関係団体等と意見交換

2月 ・「地域生活推進事業」実施要綱の確定•通知

3月 •地域生活支援事業にかかるガイドラインの確定・通知

4月以降 ・各自治体において規定整備

•地域生活支援事業等にかかる交付要綱の通知

10月 •地域生活支援事業の施行

⑨
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自立支援医療の支給認定に関する事務



（公費負担医療の利用者負担の見直し） 
ー医療費と所得に着目一

医療費のみに着目した負担（精神）と所得にのみ着目した負担（更生•育成）を、次の観点から、「医療費と所得の 
双方に着目した負担」の仕組みに統合する。

〇制度間の負担の不均衡を解消する。（障害者間の公平=医療費の多寡•所得の多寡に応じた負担）

〇必要な医療を確保しつつ、制度運営の効率性と安定性を確保する。（障害者自らも制度を支える仕組み）

負

担

上

限(

月
額)

医療保険の 

負担上限 

（72,300 円等）

一定所得以下

〇市町村民税非課税 
低所得2 5, 000円 

低所得］2, 500円
〇生活保護0B

課税世帯（一般）
※育成医療の経過措置 

所得税課税 40,200円
所得税非課税10,000円

課税世帯（重度かつ継続） 

一定所得以上20, 000円 

所得税課税 10, 000円 

所得税非課税 5, 000円

入院時の食費（標準負担額相当）は原則自己負担（入院と通院の公平） 医療費

2



育成医療（中間所得層）に係る経過措置の見直し

【見直し案］
〇高額な医療費が発生した場合における負担の激変緩和に重点化。
〇医療費に連動した負担上限から、一定額の負担上限に見直しC

〇中間所得層の中で、「重度かつ継続」と同様に2つ（中間層I （所得税非課税世帯）、 
H（所得税課税世帯））に区分。

241,000 円 300万円 医療費

3



自立支援医療における生活保護への移行防止措置

本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれ 

ば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を 

適用する。

障害福祉サービスの場合 自立支援医療の場合

移行防止必要額まで減額

食費負担の軽減
4



!自立支援医療の支給認定

(1)支給認定事務の流れ(現行制度との比較)

①育成医療

①申請
•申請書 ②支給認定

※不承認の場合は不承認通知書

①申請
・申請書
噫見書
•所得確認書類等

②支給認定

ch] ■£■圭^^ 
中日冃百

③受給者証の交付
※不承認の場合は不承認通知書

都道府県 
政令市 
中核市

5



②更生医療

旧I

申請者

※不承認の場合は不承認通知書

身体障害者 
更生相談所

申請者

①申請

身体障害者 
更生相談所

6



③精神通院医療

申請者

②経由
•申請書受理

③進達

⑤患者票の交付

④支給認定

都道府県 
政令市

（精神保健 
福祉センター）

①申請

■申請書
・意見書
•所得確認書類等

②経由
•申請書受理 

・書類確認等 ④支給認定

③進達

申請者

⑦受給者証の交付

市町村

都道府県 
政令市

（精神保健 
福祉センター）

⑥経由
⑤受給者証の交付

7



（2）支給認定のための手続き

＜みなし支給認定のための手続き〉

〇申請者が行うもの 

・自治体が行うもの

A.旧制度による支給認定を受けている者（平成18年3月30日までに有効期限が終了する者で更新する者）__________

C〇旧制度における更新の申請（新たな有効期限が平成18年4月1日を超える者の場合）手続きと ヽ

みなし支給認定者になるための手続きを同時に行う。

① 旧制度による申請書

② 添付書類（医師の意見書（所定の様式による。以下同じ。）及び世帯、所得等が確認できるもの）

・医療受給者証の交付
I 旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付、または旧制度の患者票と新制度の受給者証を交付する。___________丿

※毎年6月に実施している旧育成・更生医療の所得の再認定は行わないものとする。

B.旧制度による支給認定を受けている者（平成18年4月1日を超えた有効期限の者）___________________________

［〇みなし支給認定者になるための手続き

① 旧制度における通院医療費公費負担患者票、更生医療券、育成医療券

② 添付書類（医師の意見書（「重度かつ継続」に係る申請の場合に限る。この場合については、簡便な様式とする 

方向で検討。）及び世帯、所得等が確認できるもの）

・医療受給者証の交付
（提出のあった旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付する。（新たな受給者証を交付しても差し支えない）

※毎年6月に実施している旧育成・更生医療の所得の再認定は行わないものとする。 

※有効期限が平成18年3月31日の者の更新手続きは下記Cによる。

＜新法による支給認定のための手続き〉

C.平成18年4月1日以降に新規便新を含む）に申請する者

r〇新法による申請の手続き ）

① 新制度による申請書（様式案は別添）

② 添付書類（医師の意見書及び世帯、所得等が確認できるもの）

•医療受給者証の交付

こ新法に基づく医療受給者証を交付（様式案は別添）する。__________________________________________________________________ ）

8



支給認定の手続き

ハ旧制度による支給認定を受けている者
A （有効期間が平成18年3月3〇日まで）

毯^;鴻懈驗騒険密^?§
ヨ:Iみまじ支給認定者になるための:手続きII

;※添付書類

i医師の意見書

;世帯、所得等が確認できるもの

〇申請手続き ]i •医療受給者証の交初一

•新制度の申請書新法に基づく医療受給 
・添付書類は） I j I者証を交付する

平成18年4月1日
（法律施行）

■, ■ ~ ■-

9



2.支給認定事務の手順

支給認定については、提出された資料に基づき、以下の流れで認定する|

自立支援医療の支給認定にあたっては、自立支援医療を受診す 

る者の「世帯」の所得に応じて、各月ごとの自己負担上限額を 

定めることとなる。

このとき

自立支援医療については、

I「世帯」の範囲は同一医療保険単位とする（資料②）

H「世帯」の所得は、医療保険の保険料の算定対象となってい， 

る者の所得を確認する（資料③）

こととすることを原則とする。

支給認定を行う都道府県•市町村は、

I「世帯」の範囲を確認

n「世帯」の所得を確認

in 必要に応じ、「重度かつ継続」かどうかを確認 

して、どの所得区分（資料①）に該当するかを判断し、 

各月ごとの自己負担上限額を決定する（右図）。

①生却・

※

対
象
疾
病
等
が
な
け
れ
ば
、
 

自
立
支
援
医
療
の
対
象
外

n 「世帯」の所得を確認

牛汪保禅世搭

市町村•民税非理現世常

所得に応じて

市町村民現非課税世搭ではない

「重度かつ継続I申請なI

「重度かつ継続I申請あり

m「重度かつ継続」かどうかを確認

②需1 ③g翫得2
『重度かつ継続Iに非孩当 「重度かつ継続Iに該当

所緡税3 〇万円 ！ 所得税3 0万円 
相当未満 ・ 相当以トー

11
所得に虑じて

④'中間所紹 ④”中間所曙用2

⑷中間蘭融・ ⑤一定所痔以上

10



資料①所得区分槪念図

1. 受診者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者（対象疾病は、従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:自己負担については1割負担（SZ!部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。

また、入院時の食費（標準負担額）については自己負担。

e一生活保護世帯ーっ

一定所得以下
市町村民税非課税

— —
本人所得ミ80万 "

------------------ヨ

市町村民税非課税 
« 本人所得>80万 ノ

中間所得層 ------- >
<・所得税非課税ー（J所譬釁器円T

W——定所得以上—

（所得税額30万円相当以上）

所得区分①

負担0円

所得区分②

負担上限額

2, 500円

所得区分③

負担上限額

5, 000円

所輔区分④ 

負0上限額
送療保険の自己更担限度額（※门 

負担上限額 育成核療の 負担上限額

1〇, 0 0 0円経ギ措漫 4 〇「2 0 0円

所得区分⑤

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

•負担限度額）

重］度かつ継彳

所得区分④' 1 所待区分④"

負担上限額 ; 負担上眼額

5, 000 円 - 10,000円

削※2）

所御区分⑤加3 
負担上限額

2 0, 0 0 0円

※丨 ① 育成医療（若い世帯）における負担の激変緩和の経過措置を実施する。

② 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に 

明確にする。

探2①当面の重度かつ継続の範囲

•疾病、症状等から対象となる者

精神.................統合失調症、躁うつ病（狭義）ヽ難治性てんかん

更生・育成......... 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害

•疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 

精神•更生•育成••医療保険の多数該当の者

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。

※彳 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者（所得区分⑤’）に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等
を踏まえて見直す。 11



資料②自立支援医療に係る『世帯』について

医療保険単位による「世帯」

〇 「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何に関わりなく、同じ医療保険に 
加入している家族によって範囲を設定する。

〇医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の 
「世帯」として取り扱う。

＜左図の例から•…〉

〇健康保険に加入するA氏とB 
氏からなる「世帯」と、国民健康 

保険に加入するC氏からなる「 

世帯」に2分される。

〇税制上はC氏が巳氏を扶養親 

族としている場合であっても、医 

療保険の加入関係が異なるの 

で、C氏とB氏は別の「世帯」。

12



資料③所得を確認する対象について

同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。

被保険者の所得 「世帯」内の被保険者全員の所得

※自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。

13



（1）対象者の範囲

① 給付の対象（旧制度と同じ）

〇育成医療

身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、

治療によって確実なる治療効果が期待できるもの。

〇更生医療

更生のために、医療が必要な身体障害者手帳所持者で、治療によって確実なる治療効果が期待

できるもの。

〇精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は、その依存症、 

知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度 
の病状にあるもの。

『②①のうち自立支援医療における重度かつ継続（継続的に相当額の医療費負担が発生する者）の対象※、、

! 〇 育成•更生医療.........腎臓機能、免疫機能、小腸機能障害 1
! 〇 精神通院医療...........統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん !

! 〇上記のほか医療保険の多数該当に該当する者

※「重度かつ継続」の範囲については現在検討会にて検討中 14



(2)有効期限の設定

現 行 自立支援法 経過措置

精神通院医療 〇有効期限

•2年以内
〇有効期限

•1年以内

〇再認定の対象

① 一定所得以下

再認定あり

② 重度かつ継続

再認定あり

③①②以外の者

再認定を認める場合や拒否 

する場合の要件については今 

後、臨床実態に関する実証的 

研究に基づき、制度施行後概ね 

1年以内に明確化。

・みなし支給認定を受け 

た者の有効期限は、改 

正前の各法による承認 

期間の残存期間とし1 
年以内の省令で定める 

期間とする。

更生医療 〇有効期限

•運用上概ね3カ月、疾病によっ 

ては最長1年以内

〇更新の場合

・医師の診断書がない場合には 

原則、2週間以内かつ1回に限る

•医師の診断書がある場合には、 

運用上最長1年以内

育成医療 〇有効期限

・運用上最長1年以内 

〇更新の場合

・運用上最長1年以内

•医師の診断書

制度移行時における経過措置のみなし認定と新制度の認定に係る有効期間の取り扱いに 

ついては次ページ以降も参照。
15



功本則支給認定•みなし認定の有効期間について

自立支援医療の支給認定（本則支給認定）の有効期間（法第5 5条）は1年以内.また、法附則第13条のみなし 
認定の有効期間は以内とする予定（省令で規定予定）であるが、平成19年3月頃に各自治体に本則支給認定 
事務が集中するおそれがあることから、各認定の有効期間等については本資料に基づき取り扱うことができるもの 
とする。

みなし認定に係る原則

みなし認定の有効期間は1年以内であることから、

① みなし認定は、従前の育成医療•更生医療•精神通院医療 

についての給付等の有効期間（従前制度有効期間）が終了す 

るまでの間、有効であるものとする（みなし認定の有効期間 

は「1年以内」であって「1年間」ではない。）。

② ただし、従前制度有効期間が平成19年4月1日以降に終 

了する場合には、みなし認定は平成19年3肩31日で終了 

するものとする。

探 ②の例は、有効期間が2年間である精神 

通院医療の場合のみ該当することとなる。

③ 自立支援医療を受ける者の状況等に応じ、彼前制度有効期 

間がある場合でも、みなし認定をせず、平成18年4月以降 
を始期とする新規の本則支給認定のみを行うこ2としてもよ

4

16



n 例タトル——ノレa

平成18年3月31日までは、みなし認定と同時に、みなし認 

定終了後（=従前制度有効期間終了後）の本則支給認定も行う 

ことができるものとする。

例:従前制度有効期間が平成18年5月31日までの場合 

みなし認定と同時に、最長で平成18年6月1日から平成19 
年5月31日までの本則支給認定を行うことができる。

この場合、「みなし認定の受給者証」と「本則支給認定の受給 

者証」の2枚を発行することとする。

ただし、各自治休の判断で、本則支給認定の受給者証は平成1 
8年3月段階では交付せず、適宜の時期に郵送・窓口手渡し等 

の方法により交付することも差し支えない。



平成18年冷月1日 平成18年Q月1日 平成19年4月1日 平成19年,6月1日

同時に（みなし認定+本則支給認定）も可

17



in 例タトノレ——ノレb

みなし認定に係る原則の②に該当する場合については、

i.みなし認定の有効期間を平成18年の「従前制度有効期間の 

終期の「月」の末日まで」としつつ（つまり、みなし認定の有 

効期間を従前制度有効期間の1年前としつつ）ヽ

ii •当該みなし認定と同時に、みなし認定終了後（=従前制度有 

効期間終了後）の本則支給認定を同時に行うことができるもの 

とする。

例:従前制度有効期間が平成19年5月31日までの場合 

みなし認定と同時に、i .みなし認定の有効期限を18年「5月 

31日」までとしつつ、ii.最長で平成18年6月1日から平成 

19年5月31日までの本則支給認定を行うことができる（な 

お、このとき例外ルールcの適用はないことに留意）。

この場合、「みなし認定の受給者証」と「本則支給認定の受給 

者証」の2枚を発行することとする。

『同時に（みなし認定+本則支給認定）も可

ただし、各自治体の判断で、本則支給認定の受給者証は平成1 
8年3月段階では交付せず、適宜の時期に郵送•窓口手渡し等 

の方法により交付することも差し支えない。

※ルールAと同様

18



m 例外ルールc

平成18年4月1日から平成18年10月31日までの間を始 

期とする新たな本則支給認定（みなし認定と同時に行われる本 

則支給認定を除く）を行う場合に限り、各自治体における本則 

支給認定•みなし認定の事務の程度を勘案し、各自治体の判断 

によって、有効期限を最長で1年6ヶ月以内の間の適宜の期間 

とすることができるものとするC

平成18年10月31日

平成18年f月1日

平成19年10月1日

平成19年什月4日 平成20年3月31日

例:平成18年10月を始期とする本則支給認定

平成19年10月31日〜平成2 〇年3月31日の間の適宜の 

各月の末日を終期とする支給認定を行うことができる。

（精神通院医療に係る）本則支給認定の有効期間 
を!年半以内の適宜の期間として可

育成医療・更生医療については、それぞれの医療の特性から考 

えれば例外ルールCの対象とはならず、箱神通院医瘦のみルー 

ル C の対集 になりうるものとする。

※みなし認定に係る原則③を踏まえれば、みなし認定 

をせずに例外ルールcを適用することもあり得ること 

に留意。

※一旦みなし認定を受けた者については、例外ルール 

cは適用しない（みなし認定ではなく、新制度の認定 

のみを行う場合に適用）ことに留意。
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(3)受給者からの変更の届出が必要な場合

障害者自立支援法第75条に基づき定める政令において、受給者に一定の事由が生じた場合には、自立支援医療 

の実施主体である市町村等への届出を求めることとしている。現時点で考えている届出事由例は以下の通り。

〇氏名の変更(例;結婚、離婚、養子縁組、改姓、改名)

・届出書記載事項;新旧氏名、受給者番号、変更年月日

•添付書類;受給者証、氏名の変更を証明するもの

〇同一実施主体の区域における住所の変更

•届出書記載事項;氏名、新旧住所、受給者番号、変更年月日

•添付書類;受給者証、住民票等新住所を証明するもの

※市町村合併等による地名の変更に伴う住所の変更の場合は不要とする。

〇資格喪失

•届出書記載事項;氏名、受給者番号、資格喪失の年月日及びその理由

•添付書類;受給者証、住所の変更が理由である埸合は新旧住所、事由を証明するもの

〇加入する医療保険の変更

・届出書記載事項;氏名、受給者番号、変更の年月日

・添付書類;受給者証、変更後の医療保険が分かる書類

(4)受給者からの変更申請が必要な場合

〇負担上限額の変更

•申請書に変更に係る書類を添付して変更認定の申請を行う(詳細は別添資料参照)

〇指定自立支援医療機関の変更

・申請書に変更を希望する指定自立支援医療機関名等を記載して変更認定の申請を行う
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（5）指定自立支援医療機関の選定

1指定自立支援医療機関の選定の意養

〇 医療機関との適切な治療関係の構築や、質の高い医療の継続的な提供といった観点から、市町村等は、 

支給認定を行った際に、支給認定を受けた障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関を選定 

することとされている。（法第5 4条第2項）

〇 自立支援医療は、あらかじめ予定された医療であり、原則として選定された医療機関以外の医療機関で 

の受診は認められないものである。

2 選定の実施方法

① みなし支給認定の対象となる者

〇 育成・更生医療については、育成医療券や更生医療券に記載された病院又は診療所、薬局等を18年4月

1日時点でそのまま選定する。（患者にとっては変更なし）

〇 他方、精神通院公費については、通院医療費公費負担患者票には病院又は診療所の記載しかないことから、 

薬局等については、施行前に所得等の資料を提出する際に、併せて薬局等に関する事項を記載した書面を提出 

させることとする。（探1）

② 新法による支給認定の対象となる者（18年4月1日以後に新たに申請を行う者又は更新の申請を行う者）

申請時に、自立支援医療を受けることを希望する病院又は診療所、薬局等の名称等に関する事項を申請書に記載する。

法施行日以後に精神通院公費の新規又は更新の申請を行う場合には、病院又は診療所に加え、薬局

等に関する事項についても記載させるようにする。

探2 支給認定を行う自治体以外の自治体に所在地のある医療機関を選定することも差し支えないことと

する。
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3 選定された指定自立支援医療機関の変更

〇選定後に医療機関を変更する場合には事前に申請の上、支給認定の変更の認定を受ける必要がある。 

（法第5 6条第1項）

4 その他指定自立支援医療機関の選定に係る留意事項

〇 選定する指定自立支援医療機関のうち、病院及び診療所については、原則としては単独の医療機関を選定 

することとなるが、単独の医療機関では必要な自立支援医療をカバーできないような合理的な理由がある場 

合に、複数の医療機関を選定する場合があり得ると考えられる。
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（6）医療受給者証の発行

〇みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行

みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行は、改正前の各法による通院医療費公費負担患者票、

更生医療券又は育成医療券を最大限活用するなど事務量の軽減を図るものとする。

〇改正前の各法による患者票及び医療券の種類__________________________________

ィ通院医療費公費負担患者票病院•診療所用

ロ更生医療券、育成医療券 病院•診療所用、薬局用、訪問看護事業者用

〇 みなし支給認定した医療券等

余白又は裏面を使って次のような表示をすることにより自立支援医療受給者証とする。

（ただし余白や裏面がない場合等、新しい受給者証に差し替えることが適切と判断される場合にはこの

限りではない。）

通院医療費公費負担患者票にあっては薬局名、訪問看護事業者名を表示するものとする。

ィ通院医療費公費負担患者票

重度かつ継続 負担上限額（月） 円 年 月 日

（確認印（公印））該当•非該当 有効期限 年 月 日

病院•診療所以外の指定自立支援医療機関名

薬局名 （有•無）

訪問看護事業者名 （有•無）

ロ更生医療券、育成医療券 （病院・診療所用、薬局用、訪問看護事業者用）

※新たに自立支援医療受給者の認定を受けた者の医療受給者証は、別添。

重度かつ継続 

該当•非該当

負担上限額（月） 円 年 月 日

（確認印（公印））有効期限 年 月 日
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(7)負担上限額の管理

自立支援医療受給者の中には、疾病•症状等、所得により月々の負担上限額の認定を受けている者がおり、

病院、薬局等2か所以上の指定自立支援医療機関の選定を受けている自立支援医療受給者に係る負担上限額

の管理を行う必要がある。

「自己負担上限額管理票」(様式案は別添)を交付し、受診等ごとに指定自立支援医療機関で徴収した額を記入し、 

負担上限額を管理する
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3 受給者に対する周知の手順

(1)周知の方法等

※ 関係団体とは日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会等自立支援医療を担当する医療機 

関等が関係する団体、関係機関とは保健所、精神保健福祉センター、更生相談所等自立支援医療に関する事務、 

相談等を行う機関を言う。

(2)周知の内容

〇法の施行関係••••制度の概要

〇諸手続きの関係• • •各申請等手続き(時期、必要書類)
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7 .11.11 資料7-2

指定自立支援医療機関の指定に関する事項



指定自立支援医療機関の概要

◎指定

■病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類（育成、更生、精神）ごとに都道府県知事が行う。 
（指定は6年間の有期。健康保険法と同様、別段の申出がないときに指定更新の申請があったものと見なす仕組みを導 

入）

•申請者が保険医療機関等でないとき、自立支援医療費の支給に関して重ねて勧告等を受けているとき、役員・職員 
が禁固・罰金を受けてから5年を経過していないとき等には、都道府県知事は指定をしないことができる。

•指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定自立支援医療機関は、良質かっ 
適切な自立支援医療を行わなければならない。

◎監督

•都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療機関の開設者等に対し報告や帳簿書類等の提出を命じ、出頭 
を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、設備や診療録等につき検査させることができる。

•診療方針等に沿って良質かつ適切な自立支援医療を実施していないと認めるときは、期限を定めて勧告することが 

でき、勧告に従わない場合に公表、命令することができる。

◎取消し

・診療方針等に違反したとき、自立支援医療費の不正請求を行ったとき、命令に違反したとき等において、都道府県 

知事は指定を取り消すことができる。
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指定自立支援医療機関の指定の手順

・指定があったものと見なす医療機関
障害者自立支援法附則第5条の規定に基づく、自立支援医療機関に関する事項の施行日（平成 

18年4月1日）に指定があったものと見なす医療機関は次のとおりである。 〇

1.平成18年4月1日において現に改正前の身体障害者福祉法第19条の2第1項
の規定の指定を受けている医療機関

平成18年4月1日現在指定を受けている医療機関

厚生労働大臣の指定
（国が開設者の医療機関）

都道府県知事等の指定

（国が開設者以外の医療機関）

平成18年4月1日に障害 

者自立支援法第54条第2 
項の指定があったものとみ 

なす

自立支援医療の種類ごとに指定 

医療機関リストの作成・公示

+

ヽ

/
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2.改正前の精神保健福祉法第32条第1項の医療を担当しているものとして厚生労働省令

 で定める基準に該当する医療機関

平成18年4月1日現在医療を担当している医療機関

7月〜9月の診療状況を基 

に当該医療機関リストを作成 

（関係団体と調整中）

国から配布したリストを基に 

都道府県で追加・修正

自立支援医療の種類ごとに指定

平成18年4月1日に障害 

者自立支援法第54条第2 
項の指定があったものとみ 

なす

※国が作成した医療機関リストは12月中に都道府県に配布予定。

3.指定期間

医療機関リストの作成•公示 
_____________________________/

+

障害者自立支援法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平 
成18年4月1日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内（平成19年3月31日ま 
でとする予定）に同法第59条第1項の申請をしないときは、当該期間の経過によって、指定 
の効力を失う。
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・施行後における指定
法施行後（平成18年4月1日）における指定自立支援医療機関の指定は、施行後において新 

たに自立支援医療を担当する医療機関の場合と同法附則第5条の規定による指定があったもの 
とみなされた医療機関の更新とがあるが、その指定の手順は次のとおりである。

なお、人員配置等指定自立支援医療機関の運営方針、指定申請書の審査事務、指定自立支 

援医療機関の指導監督等については、別途お示しする予定である。

1•新たな医療機関の指定

指定申請書受理から概ね1ヶ月後までに指定の可否を決定し、申請者に通知するとともに、 
指定を決定した場合は速やかに公示する。
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指定自立医療機関の指定について

【指定の対象機関】

指定自立支援医療機関の指定対象となるのは、障害者自立支援法に規定する病院、診療所、薬 

局のほか、政令において、訪問看護事業所を規定することとしている。

【指定の事務主体】

指定自立支援医療機関の指定は、自立支援医療の種類ごとに行うこととされており、具体的な指 
定事務の実施主体は政令で規定することとなるが、現時点においては、

・育成医療、更生医療については、都道府県、政令指定都市、中核市

・精神通院医療については、都道府県、政令指定都市

における事務とする予定。

この場合において、育成医療、更生医療については、現行制度において更生医療の指定医療機 
関が同時に育成医療の提供機関となっていることを踏まえ、新たな制度においても指定申請書の 
共通化等を図りつつ一括して指定を行うことを原則とする方向。
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2.指定があったものとみなされた医療機関の更新

同法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平成18年4月1 
日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内（平成=9年3月31日までとする予定 
に更新の申請を行うこととなっている;：



その他の手続き

〇指定に係る医療機関の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更 

一医療機関は厚生労働省令の定める事項を届ける

〇指定の辞退

一医療機関は、一月以上の予告期間を設けて指定の辞退をする

〇指定の取消

一医療機関が保険医療機関等でないとき、不正請求を行ったとき、

法63条及び67条に基づく指導勧告等に従わないとき等

公示等
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指定自立支援医療機関の遵守事項

•指定自立支援医療機関

1. 良質かつ適切な自立支援医療を行うこと（法61条）

2. 診療方針は、健康保険の診療方針の例によること（法62条）

•医師の経験等の遵守事項

具休的な自立支援医療機関の遵守事項は、現在検討中。
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指定自立支援医療機関（病院•診療所）の指定基準について（案）

J---------------------------------------------------------------------------------e

更生医療（育成医療）

・基本的に、現行の指定更生医療機関（=指定育成医療機関）の指定基準を 

引き継いだ内容とする方向。
------------------------------------------------------------------------

精神通院医療

・病院、診療所

当該医療機関に、「精神医療に関して3年以上」の実務経験を有する 

医師が勤務していること。

※「精神通院医療」はてんかんを含む。（てんかんのみでも可。）
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・精神関係

医療機関に関する基礎資料

黨檢計上
—舟殳病院 精神病院 ー舟殳診療所

精神科 1.430 1,068 4,352
神経科 6フ9 898 2,590
神経内科 1.637 81 2,1 09
心療内科 435 1 67 2,31 7
内科 7.379 681 61,91 7
小児科 3,359 33 25.862
月囱ネ申経タト科 2,365 7 1.21 2
総数 8,11 6 1,069 94,81 9

・更生・育成指定医療機関
更生医療指定医療機関の指定状況（平成15年度末）

指定医療機関数

（実数）

20,481

主た:る診療科目
——舟殳病陲 精神病咲 —舟殳診療所

精神科 一 1,695
神経科 200
神経内科 — 1 80
心療内科 .- 279
内科 一一 36,324
小児科 ーーー ーー 2.991
脳神経タト科 ーーーー 509

※精ネ申病床を育す る 医療施設:数

単科
—舟殳病陕  舟殳診療所

精神科 ^ーー^ 1 83
神経科 ...ーーーー ・一"・一- 1 7
神経内科 一 ,——一 22
心療内科 ーーー^ 21
内科 ーー 1 2,222
小児科 ^一- 一一^ 2,285
月送神経タト科 一— 59

1,670

指定医療機関数 20, 481
（実数）

区 分 医療機関数 区 分 医療機関数 区 分 医療機関数

眼 科 590 中枢神経 174 小 腸 193

耳鼻咽喉科 515 脳神経外科 326 歯科矯正 1,065

ロ 腔 226 心臓脈管外科 759 免 疫 353

整形外科 1,727 腎 臓 2,456 薬 局 14,600

形成外科 262 腎移植 156 訪問看護ステーわン 844
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障害保健福祉関係主管課長会議

H X 7.11.11 資料7 —3

実施要綱等について

（資料の構成）

〇 自己負担上限月額を定める際の所得区分の認定について

・概要資料 2頁〜

・前回会議からの修正箇所一覧 6頁〜

・資料本体9頁〜

〇 「自立支援医療費の支給認定について（案）」

・ 本案について 28頁

•資料本体 29頁〜

X かがみ

X 別紙1自立支援医療費支給認定通則実施要綱

X 別紙2自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱

X別紙3自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱

x 別紙4自立支援医療費（精神通院医療）支給認定実施要綱



自己負担上限月額を定める際の所得区分の認定について

-1-



自立支援医療に係る自己負担上眼額を定める際の所得区分の認定について

支給認定については、提出された書類に基づき、次の流れで認定する。

自立支援医療の支給認定にあたっては、自立支援医療を 

受診する者の「世帯」の所得に応じて、各月ごとの自己 

負担上限額を定めることとなる。

支給認定を行う都道府県•市町村は、

I「世帯」の範囲を確認

n「世帯」の所得を確認

n 必要に応じ、「重度かつ継続」かどうかを確認 

して、どの所得区分（資料①）に該当するかを判断し、 

各月ごとの自己負担上限額を決定する（右図）。

このとき

自立支援医療については、

1..「世蛊し （坦二医療-保陰里位と玄る一墮豐②L

卫」世缸の所得は 医療保她昼!谿の算定対象と 

なp空る者の所富を確認する（資料③）

こととすることを原則とする

※

対
象
疾
病
等
が
な
け
れ
ば
、
 

自
立
支
援
医
療
の
対
象
外

n 「世帯」の所得を確認

④中腮所再居 ⑹一定所温以上 ©‘ 一皇所耀以上（重継）

④'中間所怨扈1||④”电間所存展2

m「重度かつ継続」かどうかを確認



資料①所得区分概念図

1. 受診者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者（対象疾病は、従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:自己負担については1割負担（屋が泪部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。

また、入院時の食費（標準負担額）については自己負担。

所得区分①

負担0円

一定所得以下
市町村民税非課税

・ 本人所得W80万・

所得区分② 

負担上限額 

2, 500円

----------->
市町村民税非課税— —
本人所得>80万

中間所得医 ---------- >

j所得税非課税所魅器円T

1一定所得以上—

（所得税額30万円相当以上）

所得区分③ 

負担上限額 

巳000円

所銀段分④が口泻忙肚肚圧は泻 

往扯能品朋強迄^滇漠矣［限瀕空朋隊器应は捂澧隠 

疔斶淤汇录;•医療保険の:自;己負:担限度額江※〇BBHhibb
負担で限額皿江着戒医療り:$込負担卫限額泻m肚;ドは 

〇迫迫玛溼導稼黨茫黒ぬ订滋◎◎网 mm打营

所得区分⑤

公費負担の対象外 

（医療保険の負担割合

・負担限度額）

重度かつ継彳

所得 i SMB
B 負担 O^BbBBBB

5, 00QR 10. Q 0 OR

売備2）

注朮朮所得区分⑤沂※③江注レ 

担土腹額 i|B|B
20, 0 0 0F3

W—生活保護世帯T

① 育成医療（若い世帯）における負担の激変緩和の経過措置を実施する。

② 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に 

明確にする。

^2①当面の重度かつ継続の範囲

•疾病、症状等から対象となる者

精神.................統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

更生•育成.......... 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 

精神・更生•育成•・医療保険の多数該当の者

②重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。

^3 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者（所得区分⑤’）に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等 

を踏まえて見直す。



資料②自立支援医療に係る「世帯」について

医療保険単位による「世帯」

〇 「世帯」の単位についてはヽ同じ医療保険に加入している家族によって範囲 
を設定する。

〇 医療保険の加入関係が異なる埸合には、税制における取扱いに関係なく、別 
の「世帯」として取り扱う。

<左図の例から…■>

〇健康保険に加入するA氏とB 
氏からなる「世帯」と、国民健康 

保険に加入するC氏からなる「 

世帯」に2分される。

〇税制上はC氏がB氏を扶養親 

族としている場合であっても、医 

療保険の加入関係が異なるの 

で、C氏とB氏は別の「世帯」。



資料③所得を確認する対象について

同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。

「世帯」の所得は・当該「世帯」における医療保険の保険料の算定対愛となっている者の所得を確認

被保険者の所得 「世帯」内の被保険者全員の所得

※自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。



前回課長会議からの修正箇所一覧

＜所得区分について〉部

•1つ目の〇 （11ページ）

受給者の属する「世帯」の収入（探2箇所）

受診者の属する「世帯」の収入

•図について、育成医療の経過措置を反映させる修正（12ページ）

＜「世帯」の考え方・確認方法等について〉部

•【原則的な考え方】部の2つ目の〇（14ページ）

（育成医療の場合は受給者のものに加えて受診者の名前が記載されている被保険者 

証等の写しも同時に）を提出させるものとする。

I
（育成医療の場合は—受給者のものに加えて受診者二三］堡晝喔Lの名前が記載され 

ている被保険者証等の写しも同時に）を提出させるものとする1カード型の被保険 

者等については、その券面の写しが該当。以下同様。）。

あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の名前が記載された被保険者 

証等の写しを提出させるものとする。

I
あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の名前が記載された被保険者 

証等の写しを提出させるものとする。

なお、受診者が国民健康保険に加入している場合については、申請者の提示した 

被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどうかにつき、申請者に住民票を提出 

させる又は職権で調査する等の方法によって確認することとして差し支えない。

•【原則的な考え方】部の注（14ページ）

「市町村民税世帯非課税世帯」については、その属する「世帯」の世帯主及びすべての世帯員 

が自立支援医療を受ける日の属する年度（自立支援医療を受ける日の属する月が4月又は5月で 

ある場合にあっては、前年度）を基準として非課税であるかどうかを判断することとしていると 

ころ、仮に、自立支援医療を受ける日の属する月が4月曲空である場合であって、6月以降 

も継続して自立支援医療を受けることとなっているときには、6月以降、課税状況が判明した段 

階で、利用者の属する「世帯」が、再度市町村民税世帯非課税世帯に該当するかどうかにつき確 

-6-



認を行うことを妨げない。

I

「市町村民税世帯非課税世帯」については、その属する「世帯」の世帯主及びすべての世帯員 

が自立支援医療を受ける日の属する年度（自立支援医療を受ける日の属する月が4月二曲であ 

る場合にあっては、前年度）を基準として非課税であるかどうかを判断することとしているとこ 

ろ、仮に、自立支援医療を受ける日の属する月が4月ヨ耳である場合であって、7月以降も継 

続して自立支援医療を受けることとなっているときには、za以降、課税状況が判明した段階で、 

利用者の属する「世帯」が、再度市町村民税世帯非課税世帯に該当するかどうかにつき確認を行 

うことを妨げない。

•【世帯の範囲の特例】部の1つ目の〇（19ページ） 

障害者を扶養しない

曼診者を扶養しない

＜所得の確認方法等について〉部

・【確認の対象となる所得】部の2つ目の〇（21ページ）

~*つまり、

•国民健康保険加入者については、「世帯」の確認の際、受診者と 

同一の加入関係にある者全員の被保険者証の写しを提出させること 

が必要となる一方、

I
- つまり、!•世第」の範囲の確認において、

•国民健康保険加入者については、受診者と同一の加入関係にある 

者全員の被保険者証の写しを提出させることが必要となる一方、

・【所得区分の認定】部の1つ目の〇（2 3ページ） 

収入を確認し、（探2箇所）

I
所得を確認し、

・【所得区分の認定】部の2つ目の〇（2 3ページ） 

住民税非課税の者

I
市肛村民税非課税の者

-7-



・【所得区分の認定】部の4つ目の〇（2 4ページ）

『この場合においても、7月以降の月額負担上限額について、7月に全員の再認 

定を行うことは襄さないこととする。」の追加

・【支給認定の変更について】部の1つ目の〇（2 4ページ） 

必要な書面

I
必要なもの

・【支給認定の変更について】部の3つ目の〇（2 5ページ） 

適用するわけではない

I
適用するものではない

-8-



自己負担上眼額を定める際の所得区分の認定について

＜本資料について〉

自立支援医療の支給認定に際しては、同時に自己負担上限額を認定する必要があ 

るが、当該認定については基本的に次の作業を行うこととなる。

1「世帯」の範囲を確認する。

2 「世帯」の所得状況を確認する。

3 必要に応じ「重度かつ継続」に該当するかどうかを確認する。

本資料は上記のうち、1及び2について説明するものであり、最終的な流れをフ 

ロー図で示せば次頁のとおり。

（参考）

自立支援医療の対象となる医療は、

① 従来の育成医療

② 従来の更生医療

③ 従来の精神通院公費負担医療（以下「精神通院医療」という。） 

の3種類である。

また、本資料中、

•受診者:自立支援医療を実際に受ける者（障害者•障害児）

・受給者:自立支援医療費を支給される者（障害者•障害児の保護者）

・申請者:自立支援医療費の支給を申請する者（障害者•障害児の保護者）

• 世帯:住民基本台帳上の世帯

• 「世帯」:自立支援医療における「世帯」（医療保険単位・後述参照）

と整理している（受診者と受給者とを区別しているのは、育成医療等の場合におい 

て、実際に医療を受ける者と自立支援医療費を支給される者が異なるためである。）。

—9 —



（参考） 自立支援医療費の支給認定のフロー

支給認定については、提出された書類に基づき、次の流れで認定する。

申請の受理

対象疾病等ある 

旨の診断書があ 

る.

I 「世帯」の範囲を確認

n 「世帯」の所得を確認

※

対
象
疾
病
等
が
な
け
れ
ば
、
 

自
立
支
援
医
療
の
対
象
外

②低所得］

①生话俣矗
生活保護世帯

市町村民税非課税世帯 市町村民税非課税世帯ではない

「重度かつ継続I申請なし

「重度かつ継続I申請あり

③低所緡2

所得に応じて

皿「重度かつ継続」かどうかを確認

所得税

3 〇万円未満

「重度かつ継続Iに非該当 「重度かつ継続Iに該当

所得に応じ

所得税

3 〇万円以上

④中間所得層 ⑸'一定所得以上（篡継）
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＜所得区分について〉

〇18年4月から、自立支援医療に係る自己負担の月額上限額については、受 

診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じて、以下の5区分に設定す 

る。

① 生活保護................................... 〇円

② 低所得1.................................................. 2, 5 0 0円

③ 低所得2.................................................. 5, 0 0 0円

④ 中間所得層・••医療保険の自己負担限度額（公費負担あり）

⑤ 一定所得以上••医療保険の自己負担限度額（公費負担なし）

なお、所得区分④又は所得区分⑤に該当する場合であって、受診者が「重度 

かつ継続」に該当するときにおける負担の月額上限額については、受診者の属

する「世帯」の収入に応じて、以下の区分とする。

④’中間所得層1• • • • .................... 5, 0 0 0円

④”中間所得層2 • • ■ ■ •■•■10, 0 0〇円

⑤’一定所得以上（重継） • • • -2 0, 0 0 0円

（所得区分⑤’は施行後3年間の経過措置）

所得区分榔念図

1. 受診者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者（対鉄疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:由己魏挫については1豳翁揑（巨4 部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）

については自己負担。 

一定所得以下 
市町村民税非課税 

ヽ本人所得080万丿

<■
市町村民税非課税 
本人所得＞80万 」

中間所得層 -------- ＞

j神税彌税・ 30需專満一

ー ー定所得以上—

（所得税額
30万円相当以上）

所得区分①

負担0円

所得区分② 

負担上限無

2, $00円 5. OOOR

所碍区分③

負担上限額

/は壬で/キ乏乏所得屋分®迂な爰应应エ送注 

二ろm萇捱宝琨蜜壬溥銀垠険说暮圭董朝賤絵^；:;^ 

む》ごい二；ニコ港成医療威極進偲※れj 
2:に:I其担M限!sjmmご^珥m負担王限額
二:工舟;佩ppp円疔コ疔舟ヱ总むち疔【轮 创沖m ごI

所得区分⑤ 

公費負担の対象外 

（医療保険の負担割合 

・負担限度額）

套^訂彩討話話憲］遽^垂^慈ヨ邂彩持 

1:壬册鸳徳卷（级疔茎需薪線屋分④臺学m 
m净!SJ瀨膨 m百瀆廻き曝彊［茎さ舟

5, 000R 10, 000R

飢※2）

m 两篠匡#⑤:黛紀；;:

負拒上限額

20. 000円

j主活保護世帯t

① 育成医療（若い世帯）における負担の激変緩和の経過措置を実施する。
（施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。）

② 再認定を認める埸合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に 
明確にする。

探2 ① 当面の重度かつ継続の範囲
・疾病、症状等から対象となる者

精神  .......... 統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん
更生・育成........ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神•更生•育成••医療保険の多数該当の者

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。
※彳 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。



〇 各所得区分の留意事項等は、次のとおり。

•所得区分①について

所得区分①の対象となるのは、受診者の属する世帯が生活保護世帯である場 

合であるものとする。

•所得区分②について

所得区分②の対象となるのは、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非 

課税世帯（注1）であって、受給者に係る次に掲げる収入（障害者に対するー 

般的な制度として給付される収入として考えられるもの）が8 〇万円以下であ 

る場合であって、かつ、①の対象ではない場合であるものとする。

•地方税法上の合計所得金額（注2）

（合#l•所得金額がマイナスとなる者については、〇とみなして計算する） 

•障害年金等（注3 ）

・特別児童扶養手当等（注4）

（注1） 「市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」のす

べての世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度（自立支援医療 

を受ける日の属する月が4月〜6月である場合にあっては、前年度） 

分の地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）の規定による市町村民税 

（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第3 2 8条の規 

定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者又 

は市町村の条例で定めるところにより当該市町村の条例で定めるとこ 

ろにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村民税の賦課期日 

において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である世帯をい 

う。

（注2 ） 「合計所得金額」とは、地方税法第2 9 2条第1項第13号に規定

する合計所得金額をいう。

（注3） 「障害年金等」とは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金をいう。

（注4） 「特別児童扶養手当等」とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、

経過的福祉手当、特別児童扶養手当をいう。

・所得区分③について

所得区分③の対象となるのは、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非 

課税世帯（均等割•所得割の非課税）である場合であって、かつ、①•②の対 

象ではない場合であるものとする。

・所得区分④について

所得区分④の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の所得税 
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額（納付すべき所得税額）の合計が3〇万円未満の場合であって、かつ、所得 

区分①〜③の対象ではない場合であるものとする。

（注）育成医療について

育成医療については、所得区分④の対象になる場合、激変緩和のための 

経過措置を設けることとしている。

•所得区分④'について

所得区分④’の対象となるのは、所得区分④の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当し、かつ、「世帯」に属する者がいずれも所得税非課税である場合であ 

るものとする。

・所得区分④”について

所得区分④”の対象となるのは、所得区分④の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当し、かつ、「世帯」に属する者の所得税額の合計が3〇万円未満の場合 

であるものとする。

•所得区分⑤’について

所得区分⑤'の対象となるのは、所得区分⑤の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当する場合であるものとする。

〇所得区分の設定の際にいずれの区分に該当するか否かの判定に当たっては、 

所得確認に係る事務負担を考慮し、税情報を基本として判定に当たるものとす 

る（詳細は後述参照。）。

さらに、所得区分②に該当するかどうかを検討する場合は、税情報では収入 

額を把握できないこととなるが、障害者に対する一般的な制度として給付され 

る収入については、税情報に加えて判定するものとする。

（注） 老人保健制度における高額医療費の負担区分の低所得Iの基準では、雑所得での 

公的年金等控除額を6 5万円とした上で、地方税法上の各所得金額がそれぞれすべて 

〇円であるときを要件としている。

これと同様の方法を採用した場合、

•各所得項目につき、それぞれ税情報を取り寄せる必要があることから、事務が繁 

雑となること。

・黒字の所得項目がないこと（所得項目のいずれもが0円であること）が要件とな 

っているため、黒字所得と赤字所得を相殺する損益通算後の合計所得金額を用いる 

場合より、対象者の範囲が狭くなること。

から、老人保健制度とは異なり合計所得金額を基本として、算定することとする。
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＜「世帯」の考え方・確認方法等について〉

【原則的な考え方】

〇 自立支援医療における「世帯」については、「医療保険の加入単位」、すなわ 

ち「受診者と同じ医療保険に加入する者」をもって、「生計を一にする世帯」と 

して取り扱うこととする。

これは、①自立支援医療は、基本的には医療保険の自己負担部分を助成する 

機能を持っていること及び②医療保険における自己負担の上限額等は同じ医療 

保険に加入する者を単位として設定していることという実態に着目したことに 

よる〇

〇 具体的には、同一単位の被保険者証の交付を受けている単位によって「世帯」 

の範囲を判断することとなるが、「世帯」の範囲等に関する具体例については、 

別添資料を参照。

- 申請の際に、申請書の他、受給者の名前が記載（被保険者本人として記 

載又は被扶養者として記載）されている被保険者証・被扶養者証•組合員 

証など医療保険の加入関係を示すもの（以下「被保険者証等」という。）の 

写し（育成医療の場合は、受給者のものに加えて受診者（=障害児）の名 

前が記載されている被保険者証等の写しも同時に）を提出させるものとす 

る（カード型の被保険者等については、その券面の写しが該当。以下同様。）。

あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の名前が記載された 

被保険者証等の写しを提出させるものとする。

なお、受診者が国民健康保険に加入している場合については、申請者の 

提示した被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどうかにつき、申請 

者に住民票を提出させる又は職権で調査する等の方法によって確認するこ 

ととして差し支えない。

1 ただし、「世帯」に属する他の者の名前が記載された被保険者証等の写し 

については、被保険者証等の形式や加入している医療保険によって、実質 

上、提出する必要のある範囲が異なることとなる点に注意（この点につい 

てはく所得の確認方法について〉を参照。）。

（注） 「市町村民税世帯非課税世帯」については、その属する「世帯」の世

帯主及びすべての世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度（自 

立支援医療を受ける日の属する月が4月~6月である場合にあって 

は、前年度）を基準として非課税であるかどうかを判断することとし 

ているところ、仮に、自立支援医療を受ける日の属する月が4月〜6 

月である場合であって、7月以降も継続して自立支援医療を受けるこ 

ととなっているときには、7月以降、課税状況が判明した段階で、利 

用者の属する「世帯」が、再度市町村民税世帯非課税世帯に該当する 
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かどうかにつき確認を行うことを妨げない。

〇なお、実際の世帯の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 

は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定

③ 精神通院医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体としての各都道府県の判断により、 

提出された資料を逐一確認するのではなく、市町村の確認結果をもって世帯を 

確認したこととして認定する取扱いとしても差し支えない。
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（別添） 自立支援医療における「世帯」の具体例（親A • B及びその子C）
※以下、この別添資料における世帯は「「世帶」」を示すものとする。 

〇 パターン］

医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険※の被保険者本人

B健康保険においてAの被扶養者 

〇健康保険においてAの被扶養者

A•B•Cは同一世帯

※本資料にいう健康保険とは、国民健康保険以外■の全ての医療保険を指すものとする。

〇 ーパター・ン 2-1-1■
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人
° Aとは別の健康保険において被保険者本人 

C健康保険においてAの被扶養者

A • Cは同一世帯 

Bは単独世帯

〇 ーパターン2 —1一 2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

B健康保険においてAの被扶養者
A-Bは同一世帯 

Cは単独世帯
Aと同じ健康保険だが被保険者本人 

Aとは別の健康保険において被保険者本人

〇 ーパターン2-2-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人 
〇 Aとは別の健康保険において被保険者本人

C健康保険においてBの被扶養者

Aは単独世帯 
B・CIま同一包帯

〇 ーパターン2-2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

B健康保険においてCの被扶養者
Aは単独世帯 

B・CIま同一也帯
Aと同じ健康保険だが被保険者本人 

Aとは別の健康保険において被保険者本人

〇 ーパターン3
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

R A•C■ACと同じ健康保険だが被保険者本人 
° ACとは別の健康保険において被保険者本人

「A • B ■ ABと同じ健康保険だが被保険者本人 
しABとは別の健康保険において被保険者本人

A • B ■ C は 
それぞれ別世帯
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〇パターン4
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A•B-Cは同一世帯B国民健康保険の被保険者

C国民健康保険の被保険者

〇パターン5-1-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A • Cは同一世帯
Bは単独世帯

B健康保険において被保険者本人

C国民健康保険の被保険者

〇 ーパターン5 —!一 2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A•日は同一世帯 
Cは単独世帯

B国民健康保険の被保険者

c健康保険において被保険者本人

〇 パターン5 — 2 —1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

Aは単独世帯 
B•Cは同一世帯

B健康保険において被保険者本人

C健康保険においてBの被扶養者

〇 ーパターン5 — 2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

Aは単独世帯 
B•Cは同一世帯

B健康保険においてCの被扶養者

c健康保険において被保険者本人
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〇 パターン6—1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者

C国民健康保険の被保険者

Aは単独世帯 
B•Cは同一世帯

※ここにいう「世帯主」は国保の擬制世帯主である。以下本別添資料において同じ。

〇 パターン6-2-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B健康保険においてAの被扶養者
A - Bは同一世帯 

Cは単独世帯

C国民健康保険の被保険者

〇 パターン6 — 2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者

C健康保険においてAの被扶養者

A・Cは同一世帯 
Bは単独世帯

〇 パターン6 — 3一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主 

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人
° Aとは別の健康保険において被保険者本人

C国民健康保険の被保険者

A ■ B ■ C は 
それぞれ別世帯

〇 ーパターン6-3-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者
A ■ B ■ C は 

それぞれ別世帯
Aと同じ健康保険だが被保険者本人 

Aとは別の健康保険において被保険者本人
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【世帯の範囲の特例】

〇 上記の原則にかかわらず、受診者と同一の「世帯」に属する親、兄弟、子ど 

もがいる場合であっても、その親、兄弟、子どもが、税制と医療保険のいずれ 

においても受診者を扶養しないこととしたときは、上記原則からいえば同一「世 

帯」であっても、特例として、受診者及びその配偶者を別の「世帯」に属する 

ものとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できる。

なお、この特例を認め得る場合は、

i受診者及びその配偶者は市町村民税非課税である一方、

iiこれ以外に同一の「世帯」に属する者が市町村民税課税であるとき 

のみとする。

自立支援医療に係る『世帯」の特例について

く原則〉
自立支援医療に係る「世帯」は、同一保険単位で認定 
（右図の證］の範囲、すなわち、家族iiと受診者・配 
偶者が同一「世帯」となる。）。

-①税制上の関係は問:bない。
②保険内の扶養・被扶養関係は問わない。

く特例〉
下記の要件①及ぴ②をいずれも満たしていれば、受妙 
者及びその配價者の所得に基づくことも選択すること 
ができる.

（要件①）
税制上、同一の『世帯』に属する親兄弟、子ど 
も等が陣害者を扶養控除の対象としていないこ 
と〇
（右図では、家族Hが受診者を扶養控除の対象 

としていないこと）

（要件②）
医療保険上・同一の「世帯」に原する親兄弟、 
子ども等の披扶養者となっていないこと。

（右図では・受診者の加入している健康保険上・ 
受診音が家族iiの被扶養者となっていないこ 
と）

※「世帶」を同一保険単位で考えるので、受診耆が 
国保に加入している増合は、臬件②は自動的に満た 

しているにととなる.

［住民票上の世帯

〇特例の実際

特例については、上記i • iiを満たす場合であって、

① 同一「世帯」に属する他の者が受診者及びその配偶者を市町村民税上、 

扶養関係に基づく各種控除の対象としていないこと

② 受診者及びその配偶者が同一「世帯」に属する他の者の医療保険の被扶 

養者となっていないこと

ときに認めることとなる（なお、この特例を適用せず、医療保険単位という原則 

に沿って自立支援医療費の支給を受ける場合には、①•②を勘案する必要はな 

い。）。

この特例的な取扱いを行う際には、申請書の他、次に掲げる事項に 

ついて確認することとする。

・同一「世帯」に属する者の市町村民税の税情報（受診者及びその配偶 

者が扶養関係に基づく各種控除（以下「扶養控除」という。）の対象とな
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っていないか確認するため）

※ なお、ある年度において扶養関係にあったものの、その後生計を別 

にしたような場合は、税の申告が年1回であることから、次回の税申 

告時には扶養控除の対象から外れることとなる者については、その旨 

の確認を本人から取る（誓約書の提出を想定）ことにより、別の「世 

帯」とみなす取扱いができるものとする。

-医療保険関係の証明（被保険者証等の写し等）

T上記②を証明するためには、

受診者及びその配偶者が国民健康保険に加入していること 

受診者が健康保険の被保険者であること

受診者は健康保険の被扶養者であるが、当該健康保険の被 

保険者がその配偶者であること

が示される必要がある。

したがって、この場合は加入している医療保険にかかわらず、 

受診者の被保険者証等の写しに加え、配偶者の被保険者証等の 

写しを提出させる必要があることとなる。

（注） このような特例的な取扱いを認めるのは、すでに与党からの確認質

問に対する平成17年7月13日の衆議院厚生労働委員会における答 

弁でも示されたとおり、障害者の自立という観点から、本人の所得の 

みに基づいた負担上限とすべきという要望がある一方で、医療保険制 

度等において、受診者を被扶養者とすることなどで事実上の経済的な 

恩典を受けている場合に、障害分野においてのみ特別な取扱いを行う 

ことについて国民の理解が得られるか疑問があるという観点から、原 

則は医療保険単位で「世帯」を認定することとしつつ、例外的に、福 

祉サービスと同様、月額負担上限を受診者とその配偶者の所得に基づ 

くことも選択できるように扱うこととしたところ。

【世帯の範囲が変化した場合】

〇 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯」の状況が変化した場 

合は、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、速やかに変更の届出 

をしてもらう（支給認定の変更の申請とは異なるものであることに留意。）。

なお、「世帯」を医療保険単位で考えることから、上記の例では、新たな被保 

険者証の写しが届いてから、変更の届出が行われても問題ないものと考えられ 

る。
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く所得の確認方法等について〉

【原則的な考え方】

〇 どの所得区分に該当するかは、申請者の申請に基づき認定することとする。 

なお、例えば、申請があったとしても、提出資料や申請者からの聞き取りか 

ら、

•所得が一切確認できなければ、所得区分⑤として取り扱うこととし、 

・所得税額が30万円未満であることのみ確認できるような場合は所得 

区分④として取り扱うこととし、

-市町村民税世帯非課税であることのみ確認できる場合は所得区分③と 

して取り扱う

こととする。

7現在すでに育成医療•更生医療*精神通院医療を利用している者につい 

ても、区分を設定するため、申請を出すように周知することが必要。

※ 負担上限額の申請と支給認定の申請とは本来異なる位置づけの申請である 

が、自治体の事務の便宜上、支給認定の申請様式と負担上限額の申請様式と 

の間で共通化できる部分について、これを共通化した申請書を用いることと 

する。

〇 どの所得区分に該当するかは課税状況によって決せられることから、所得区 

分②に該当するかどうかを確認する場合を除けば、各都道府県等は、「世帯」に 

属する者の課税状況を確認すればよいこととなる。

【確認の対象となる所得】

〇 「世帯」の所得の確認については、医療保険の保険料の算定対象となってい 

る者の所得（=課税状況）を確認する。

〇 したがって、国民健康保険加入者については、同一の加入関係にある者全員 

の所得を確認することになる。

一方、健康保険（被用者保険）加入者については、被保険者本人の所得を確 

認することになる。

f つまり、「世帯」の範囲の確認において、

•国民健康保険加入者については、受診者と同一の加入関係にある 

者全員の被保険者証の写しを提出させることが必要となる一方、

•健康保険（被用者保険）加入者については、受診者の被保険者証 

の写しと被保険者本人の被保険者証の写しが必要（受診者が被保険 

者本人であれば後者は不要）
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となることになる。

「世帯」の認定方法とあわせて数例の実例を提示すれば、次表のとおり 

整理される（表内の世帯という文言は「世帯」を意味している。）。

所得の勘案の具体例（親A • B及びその子C）
〇 パターン1

医療保険の加入状況 世帯の考え方 受診者 所得勘案

A健康保険の被保険者本人

A・B・Cは同一世帯

I

Aなら A

B健康保険においてAの被扶養者 Bなら A

C健康保険においてAの被扶養者 Cなら A

〇 パターン2 —1一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方 受診者 所得勘案

A健康保険の被保険者本人

A・Cは同一世帯 

日は単独世帯
]

Aなら A

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人 
° Aとは別の健康保険において被保険者本人 Bなら B

C健康保険においてAの被扶養者 Cなら A

〇 パターン4
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A・B・Cは同一世帯B国民健康保険の被保険者

C国民健康保険の被保険者

受診者 所得勘案

Aなら A・B・C

Bなら A・B・C

Cなら A •吕・C

〇 パターン5 —1一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方 受診者 所得勘案

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A-Cは同一世帯 

巳は単独世帯
I

[Aなら A - C

B健康保険において被保険者本人 Bなら B

C国民健康保険の被保険者
I cなら

A • C

【所得区分の認定】

〇実際の所得区分の認定においては、

1 受診者が生活保護世帯に属するかどうかを確認

2 生活保護世帯に属しないのであれば、受診者の属する「世帯」が市町村 

民税世帯非課税かどうかを確認（-市町村民税世帯非課税なら3'へ）

3 市町村民税世帯非課税でないのであれば、「重度かつ継続」の適用を求め 

ているかどうかを確認。（〜求めていれば4へ）
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求めていないのであれば、受診者の属する「世帯」について、各医療保 

険制度で保険料の算定対象となっている者の所得を確認し、所得区分④又 

は⑤のいずれに属するかを決定

4受診者が「重度かつ継続」に該当するかを確認

5 該当しないのであれば、所得区分を決定（3の後段と同様）

該当するのであれば、受診者の属する「世帯」について、各医療保険制 

度で保険料の算定対象となっている者の所得を確認し、所得区分④'、④” 

又は⑤’のいずれに属するかを決定

3'市町村民税世帯非課税であれば、受給者の所得を確認し、8 0万円を境 

に、所得区分②又は③のいずれに属するかを決定

するという流れになる。

〇申請する際に、添付する必要のある書類は次に掲げるもの。

- 受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象

となっている者の収入を確認するために必要な者の分の市町村民税の課 

税状況等が分かる資料

（資料の一例）

市町村の証明書（利用者の属する世帯のうち、所得を勘案すべき者の 

市町村民税の課税•非課税状況）

確定申告書の控えや源泉徴収票の写し（所得税の課税•非課税状況） 

標準負担額減額認定書など医療保険制度で市町村民税非課税の者に対 

する減免措置が行われていることを示す書面

生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書や保護決定通知書の写し 

等

• 受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税である場合には、±

請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況がわかる資料

（資料の一例）

年金証書の写し、振込通知書の写し

特別児童扶養手当等の証書の写し

〇 なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能で 

あるが、事務の便宜上、申請の際に必要な税情報や手当の受給状況等について 

調査同意を書面で得るような取扱い等を行うことは、差し支えない（この調査 

同意は、原則本人から得るものとするが、これが困難な場合は、自らの身分を 

示す適宜の書類を提出させた上で、保護者等から得てもよいこととする。）。

また、申請者による添付書類から状況が確認できる場合は、添付書類で確認 

することを原則とし、添付書類だけで確認できない場合は、必要に応じ、税部



局や社会保険事務所等に確認する。

〇月額負担上限額については、支給認定時に把握されている所得状況に基づき 

認定することとする。

つまり、4月から6月までの間に認定する場合は、前々年の所得が月額負担 

上限額の認定の基礎になることとなり、その他の場合は前年の所得が基礎とな 

ることとなる。この場合においても、7月以降の月額負担上限額について、7 

月に全員の再認定を行うことは要さないこととする。

〇 なお、実際の所得の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 

は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定

③ 精神通院医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体はあくまで各都道府県であるから、 

各都道府県等の責任において、提出された資料を逐一確認するのではなく、市 

町村の確認結果をもって所得を確認したこととして認定する取扱いとしても差 

し支えない。

【支給認定の変更について】

〇受給者による支給認定の変更の申請については、当初の受給申請と同様の書 

面（ただし、添付書類は必要なもののみでよい。）及び受給者に発行している受 

給者証の写しを提出させることとする。

〇なお、実際の所得の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 

は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定
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③精神通院医療の場合 、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体としての各都道府県の判断により、 

提出された資料を逐一確認するのではなく、市町村の確認結果をもって所得を 

確認したこととして認定する取扱いとしても差し支えない。

〇 申請を受け、月額負担上限額の変更の必要があると判断した場合は、変更す 

ることを決定した日の翌月の初日から新たな月額負担上限額を適用するものと 

する（申請日から新たな月額負担上限額を適用するものではない。）。

〇 なお、申請日から新たな受給者証が受給者に届くまでの間に自立支援医療を 

受けた場合の受給者証の取扱い等については、以下の2案を軸に検討中。

案1 償還払いにより対応する。

この場合、受給者には、新たな受給者証、加入している医療保険 

の被保険者証、領収書（受診者名・医療点数が記載されているもの）

・印鑑を持参させるなど、国民健康保険における取扱いと同様の対 

応を行うことを想定。

案2 新たな受給者証が届くまで有効又は申請日の翌月の末日まで有効 

というように、一定期間に限って有効な「仮受給者証」を交付し、 

対応する。

【未申告者の取扱いについて】

〇 非課税であることから申告をしておらず、課税・非課税の確認がとれない者 

については、原則として、申告したうえで非課税の証明書を取り、提出しても 

らうこととする（所得がありながらこれを隠していたような例もあり、原則と 

しては非課税の証明書を提出してもらう必要がある。）。

なお、非課税であることが確認できなけれぱ、所得区分⑤として取り扱うこ 

とは既述のとおりである。

〇ただし、精神通院医療においては、これまで所得確認がなかったことなどを 

勘案し、新制度への切り替えに伴う当分の間の措置として、非課税の証明書が 

添付されていないにも関わらず非課税であることを申し述べる者が現れた場合 

については、例外的に、申請書類の提出を受けた市町村は、資料を都道府県に
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送付する際に、非課税であるとみなすことができるかどうかの意見を付して送 

付することとし、当該都道府県は、市町村の意見を参考に非課税であるとみな 

してよいと判断すれば非課税とみなすことができるものとする。

〇 なお、上記の者については、実際の合計所得金額が確定できず、収入が8 0 

万円未満なのかどうかの確認ができない。

この場合、原則としては低所得2として取り扱うこととなろうが、非課税と 

みなした者の判断によって、その者を低所得1とみなす取扱いをしても差し支 

えない。

ただし、この場合には、障害基礎年金1級を受給する者とのバランスを失す 

ることのないよう、本人の収入状況等を十分に確認するなどの配慮をされたい。
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「自立支援医療費の支給認定について（案）」
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本案について

本案は、障害者自立支援法の自立支援医療に係る実施要綱に 

ついての本日時点の案文（未定稿）であり、今後変更のあり得 

るものですので、その取扱いにはご注意願います。

本案は、

•通知本文

•別紙1自立支援医療費支給認定通則実施要綱

•別紙2自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱

•別紙3自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱

•別紙4自立支援医療費（精神通院医療）支給認定実施 

要綱

から構成しています。

なお、別紙1については、「自己負担上限額を定める際の所 

得区分の認定について」を基に、追って通知案文を作成しお示 

しする予定です。

また、別紙2〜4については、現行の育成医療、更生医療及 

び精神通院医療に係る実施要綱に係る通知を基に適宜の修正を 

加え作成しています。
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平成17年 月 日 

障発第 号

都道府県知事

各指定都市市長 殿

中核市市長

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長

自立支援医療費の支給認定について

標記については、障害者自立支援法（平成17年运律第12 3号。以下「法」 

という。）に基づき、平成18年4月」目から自立支援医療として、自立支援 

医療費支給認定通則実施要綱（効緬1）,;自立支援憧療費（育成医療）支給認 

定実施要綱（別紙2）、自立夹援医瘻糞（更生医療）支給認定実施要綱（別紙 

3）及び自立支援医療費（附通院医療：f支給證宗実施要綱（別紙4）によっ 

て実施することとなったのでご御了知;のうえ、；円滑な執行を図りつつ、適宜貴 

管内市町村を含め関係者及び関係団体応対する周知方につき配慮されたい。

なお、昭和6 2年帀月3白児発第59；3号「身体に障害のある児童に対する 

育成医療の給付について」、平成5年3月3 〇日社援更第8 9号「更生医療の 

給付について」及び健康保険及び精神障害者福祉に関する法律第3 2条に規定 

する精神障害者通院医療費公費負担の事務取扱いについて（昭和4 0年9月1 

5日衛発第6 4 8号）よは、本通知の施行に伴い廃止する。

また、今回の改正虑:より、昭和4 5年10月21日社更第8 9号通知「先天 

性心臓疾患による心臓機能障害者に対する更生医療の給付について」、昭和5 

4年5月1〇日社更第5 6号通知「じん臓機能障害者に対する更生医療の給付 

について」、昭和5 5年5月2 0日社更第8 2号通知「更生（育成）医療におけ 

る形成外科的治療を担当する医療機関の指定について」、昭和5 7年3月2 3 

日社更第4 3号通知「音声•言語機能障害を伴う唇顎口蓋列の歯科矯正の更生 

（育成）医療を担当する医療機関の指定について」及び平成1〇年4月8日障第 

2 3 0号「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者に対する更生医療 

の給付について」に定める更生医療の給付の決定等については、本通知の事務 

手続により行うものであること。
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別紙2
自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱

法第5 8条第1項に基づく自立支援医療費（育成医療）の支給認定（以下「支給認定」 

という。本要綱において同じ。）の事務手続及び運営等については、法令及び通知による 

ほか、本要綱により行い、支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努める 

こと。

第1 自立支援医療（育成医療）の対象

自立支援医療（育成医療）（以下単に「育成医療」とする。本要綱において同じ。） 

の対象となる児童は、身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第4条の規定 

による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は^^存する疾患が、これを放 

置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる 

児童であって、確実なる治療効果が期待しうるものとするこざ。ミ

1 育成医療の対象となる疾患を障害区分によ也示せば【次@とおりであること。

（1）肢体不自由によるもの

（2 ）視覚障害によるもの

（3） 聴覚、平衡機能障害によるもの

（4） 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの 入

（5） 内臓障害によるもの（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障 

害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。）

（6） ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるも 

のに限ることとし、人、わゆる内科的治療のみのものは除くこと。

なお、腎臓機能憚籌に対する人工透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄 

養法については「それ' らに伴う医療についても対象となるものであること。

第2 支給認定の申請 “

支給認定の申請は、障害者自立支援法施行規則（平成17年厚生労働省令第 号。

以下「規則」という。本要綱において同じ。）第 条に定めるところによるが、そ

の具体的事務処理は次によること。

1 申請に当たっては、申請書（別紙様式〇）に指定自立支援医療機関の担当医師の 

作成する意見書（以下「医師の意見書」という。本要綱において同じ。）（別紙様式 

〇）、受診者及び受診者と同一の「世帯」（規則で定めるところによる自立支援医療 

における世帯をいう。本要綱において同じ。）に属する者の名前が記載されている 

被保険者証•被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの（以下「被 

保険者証等」という。本要綱において同じ。）、受診者の属する「世帯」の所得の状 

況等が確認できる資料（市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世 

帯の証明書、市町村民税（均等割•所得割）非課税世帯については受給者に係る収 
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入の状況が確認できる資料）の他、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合にっ 

いては、特定疾病療養受療証の写しを添付させること。

2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、法第5 

4条第2項の指定自立支援医療機関の担当医師の作成したものであること。

第3 支給認定

1都道府県知事（指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。）が所定の手続によ 

る申請を受理した場合は、申請者について育成医療の要否等について、育成医療の 

対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見 

通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行う 

とともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療 

機関において実施する医療の費用（食事療養の費用を除く。; jにわいて健康保険診療 

報酬点数表によって行うものとすること。

2 都道府県知事は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、 

「世帯」の所得状況を確認の上、「重度カゝつ継続」べめ該当］・非該当、別表に定める 

自己負担限度額の認定を行った上で、規則の定めるところにまり、自立支援医療受 

給者証（以下「受給者証」という。本要綱において同じ。）（別紙様式〇）及び自己 

負担上限額管理票（別添様式〇）を 申讀者に交付すること。認定を必要としないと 

認められるものについては認定しない旨い通知書:,（别紙様式〇）を申請者に交付す 

ること。

なお、受給者証の交付に当たっては逖め点に留意されたい。

（1） 支給認定の看効期間は丁当該自立麦援医療費の支給の終了期限であるので、そ 

の記載に当た存で住磁指定自喜支援医療機関と十分連絡の上、治療予定期間に受 

給者証の送達等@せめの若干の余裕日数を見込む等育成医療に支障のないよう配 

意すること。

（2） 支給認定め有効壕簡が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地から 

厳に戒むべきとこ,谷であるので、原則3ヶ月以内とし、3か月以上に及ぶものに 

ついての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われたいこと。なお、腎臓機 

能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HI V療法等治療が長 

期に及ぶ場合についても最長1年以内とすること。

（3） 本人が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場 

合は、当該者に交付していた受給者証を速やかに都道府県知事に返還させること。

第4 育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合（以下「再認定」 

という。）、申請者は、申請書（別紙様式〇）に医師の意見書、被保険者証等、受診 

者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料の他、腎臓機能障害に対する 

人工透析療法の場合については特定疾病療養受療証を添付の上、都道府県知事あて 
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申請すること。都道府県知事は再認定の要否等について、再認定が必要であると認 

められるものについて、再認定後の新たな受給者証を交付すること。再認定を必要 

としないと認められるものについては認定しない旨を前記の却下手続に準じて通知 

書を交付すること。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、申請者から申請があった場合、 

変更の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、都道府県知 

事あて申請すること。都道府県知事は育成医療の変更の要否等について変更が必要 

であると認められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付すること。変更 

を必要としないと認められるものについては認定しない旨を前記の却下手続に準じ 

て通知書を交付すること。

第5自立支援医療費の支給の内容

1 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育 

成医療に係る費用について、都道府県が当該指定自立支援医療機関に支払うことに 

より行うことを原則とする。 ゝ匚、,

■' ' ' 4 ；'

2自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、規貝"第 条第項に列

挙されているとおりであるが、それら：のうち移送等の取扱い.については、次による 

こと。 ・：■ : '-

(1) 移送費の支給は、本人が歩行困難等によ・り必要と認められる場合に支給するこ 

ととし、その額は必要とする最小限度の実費とすること。

なお、介護者が必要と認められる場合は、付添人の移送費についても支給して 

差支えないこと。

(2) 移送費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明 

書等を添えて、申請者から都道府県知事に申請させること。

”、參襄擠” 用述该童ぎ］;护照・:毬羹逐还富疑溯”

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発 

した場合は、ぞの併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差支 

えないこと。

第6 育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払

1 診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和2 9年社発第3 5 3号通知「医 

療扶助並びに更生医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払に関する 

事務の委託について」、昭和4 9年児発第6 5 5号通知「育成医療費等公費負担医療 

の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会 

への委託について」及び昭和51年衛発第7 9 2号通知「公費負担医療に関する費 

用の審査支払事務を日本鉄道共済組合に委託する契約について」に定めるところに 

よること。

2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領するもので
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あること。

第7 医療保険各法との関連事項

医療保険各法と自立支援医療費の支給との関係は、障害者自立支援法施行令（平成 

17年政令第 号）第 条に基づき、医療保険各法による医療の給付が優先する 

こと。

したがって、結果的に、自立支援医療費の支給は、いわゆる医療保険の自己負担部 

分を対象とすることとなるものであること。

第8 その他

!受給者証の交付及び自立支援医療費の支給について台帳等を備え付け、支給の状 

況を明らかにしておくこと。

2 本要綱に係る各種様式の例は別添のとおりであるので、参考とされたい。
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別紙3

自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱

法第5 8条第1項に基づく自立支援医療費（更生医療）の支給認定（以下「支給認定」 

という。本要綱において同じ。）についての事務手続及び運営等については、法令及び通 

知によるほか本要綱により行い、もって自立支援医療の適正な実施を図るとともに効率 

的な運営に努めること。

第1 自立支援医療（更生医療）の対象

自立支援医療（更生医療）（以下単に「更生医療」とする。本要綱において同じ。） 

の対象となる者は、身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第4条の規定に 

よる別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者であって、確実なる治療効果が期待 

しうるものとすること。

1 更生医療の対象となる疾患を障害区分により示せはヾ次のとおりであること。

（1）肢体不自由によるもの

（2 ）視覚障害によるもの

（3） 聴覚、平衡機能障害によるもの、

（4） 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの二

（5） 内臓障害によるもの（心®!费瞽曦广小腸機能障害に限る）

（6） ヒト免疫不全ウイルスによる兔疫の機能の障害によるもの

2 内臟障害によるものについては、手術により障害の除去又は軽減が見込まれるも 

のに限るものとし、い！5ゆる内科的治麋のみのものは除くこと。

なお、腎臓障番・鋼す总头エ透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障 

害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となるも 

のであること。: 「

第2支給認定に係る事務め委任」

支給認定については、・福祉行政の第一線機関である福祉事務所の長に事務を委任し 

て行うこと。ただし、福祉事務所を設置していない町村についてはこの限りでないこ 

と。

第3 支給認定の申請

支給認定の申請は障害者自立支援法施行規則（平成17年厚生労働省令第 号。

以下「規則」という。本要綱において同じ。）第 条に定めるところによるが、そ

の具体的事務処理は次によること。

1 申請者は、別紙様式〇による申請書に指定自立支援医療機関の担当医師の作成す 

る意見書（以下「医師の意見書」という。本要綱において同じ。）、身体障害者手帳 

の写し、受診者の名前が記載されている被保険者証•被扶養者証•組合員証など医 

療保険の加入関係を示すもの（以下「被保険者証等」という。本要綱において同じ。）、 
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受診者と同一の医療保険に属する者の被保険者証等、受診者の属する「世帯」（規則 

で定めるところによる自立支援医療における世帯をいう。本要綱において同じ。）の 

所得の状況等が確認できる資料（市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保 

護受給世帯の証明書、市町村民税（均等割•所得割）非課税世帯については受給者 

に係る収入の状況が確認できる資料）の他、腎臓機能障害に対する人工透析療法の 

場合については、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長（支給認定の事務 

を委任された福祉事務所の長を含む。本要綱において同じ。）に申請すること。

2 医師の意見書は、支給認定に当たって基礎資料となるものであるから、法第5 4 

条第2項に定める指定自立支援医療機関の担当医師が作成したものであること。

3 市町村長は、所定の手続による申請を受理した場合は;、備付けの自立支援医療申

請受理簿に記入し、かつ、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、申請の資 

格を有すると認められた者については、身体障害者更生相談所;（以下「更生相談所」 

という。本要綱において同じ。）の長に対し、更生医療の要容等についての判定（以 

下「判定」という。本要綱において同じ。）を依頼するどをもに、必要に応じ、申請 

者に期日を指示し、更生相談所に来所させること。「宀 ]

なお、申請者について、その資格を'有じないと認め;ちれだ場合には、様式〇〇に 

よる通知書を申請者に交付するこ,と。

第4 更生医療の要否の判定

1判定の依頼を受けた更生相談所の長は申讀者について判定を行い、判定書及び付 

属書類を作成し市町村醪に送付することQ

2 判定は、申請者につ妙て、医警够、心理学的及び職能的に行うものであるが、特 

に医学的判定につい丈ほ;ご浸給認定を行うかどうかについて的確な判定を行うこと 

は勿論、更生医療を481stると認められた者については、医療の対象となる障害 

の種類、「重度かつ継続」の該当•非該当、具体的な治療方針、入院、通院回数等の 

医療の具体的な見通ら及び更生医療によって除去軽減される障害の程度について具 

体的に判断を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療 

機関において実施する医療の費用（食事療養の費用を除く。）について健康保険診療 

報酬点数表によって行うものとすること。また、老人保健法の対象者の更生医療の 

支給に要する費用の概算額の算定は、老人診療報酬点数表によって行うものとする 

こと。’

第5 支給認定

1 市町村長は、更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められた申請 

者について、支給認定を行い、自立支援医療受給者証（以下「受給者証」という。） 

を交付すること。



また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については前記第3 

の3の却下手続に準じて通知書を交付すること。

なお、支給認定の際に指定自立支援医療機関において実施する医療以外に移送等 

を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算定を行った調 

査書を作成すること。

2 更生医療と他の法律による医療の給付等との関係は、更生医療の対象となる障害 

は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られるので他の法律による療養 

の給付等とは対象を異にし、原則として競合することはないこと。

ただし、例外的に他法によるものと更生医療とが同時に行われた場合には、本人 

が直接負担する部分についてのみ更生医療の対象とすること。

3 受給者証の交付に当たっては、「世帯」の所得状況及び更生相談所の判定書に基づ

き「重度かつ継続」への該当•非該当、別表に定める自己負担上限額の認定を行っ 

た上で、規則の定めるところにより、別紙様式〇による受給者証及び別添様式〇自 

己負担上限額管理票を申請者に交付すること。 '

4 有効期間は、当該自立支援医療費の支給の終了期限であるので、その記載にあた 

っては、指定自立支援医療機関と,十分連絡の上、治療予定期間に受給者証送達等の 

ための若干の余裕日数を見込む更生医療に支障のないよう配慮すること。

r ---------..... 11 -

5 更生医療の具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面別紙に詳細に記入する

こと。 •；

6自立支援医療費の支給羽範囲は、受給者証に記載されている医療に限られること。

7 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地から厳 

に戒むべきとごろであるので、有効期間は原則3ヶ月以内とし、3か月以上に及ぶ 

ものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われたいこと。なお、腎 

臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害に抗H I V療法等治療が長期に 

及ぶ場合についても最長1年以内とすること。

8 本人が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、当該者に交付して 

いた受給者証を速やかに市町村長に返還させること。

第6 更生医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合（以下「再認定」 

という。）、申請者は別紙様式〇の申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意 

見書及び被保険者証等、受診者と同一の医療保険に属する者の被保険者証等、受診 

者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料の他、腎臓機能障害に対する 
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人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長 

あて申請すること。市町村長は、更生相談所の長に対し、再認定の要否等について 

の判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結果、再認定が必要であると認め 

られるものについて、再認定後の新たな受給者証を交付すること。再認定を必要と 

しないと認められるものについては認定しない旨を、前記第3の3の却下手続に準 

じて通知書を交付すること。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、身体障害者本人から申請があっ 

た場合、変更の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、市 

町村長あて申請すること。市町村長は、更生相談所の長に対し、変更の要否等にっ 

いての判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結果、変更が必要であると認 

められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付すること。変更を必要とし 

ないと認められるものについては認定しない旨を、前記第3の3の却下手続に準じ 

て通知書を交付すること。

第7自立支援医療費の支給の実施

1市町村長は、支給認定を受けた者が更生医療を受时た指定自立支援医療機関に対 

し、必要に応じ、治療経過•予疋報管書(以下「報告書しという。)の提出を求める 

こと。ただし、当該指定自立支援医療関が薬局の場合はその必要はないこと。

2 指定自立支援医療機関におじゝて袁給認雅の有効期間を延長する必要があると認め 

る場合には、報告書にその旨を記入して提胃:き:ぜること。この場合において単なる 

期間延長として認められる期間は、療期を忙て、2週間以内でかつ、1回に限るこ 

ととする。この場合、更生相談所にお冬る判定は要せず、市町村長の判断により期 

間延長の承認を行って差し支えないこと。それ以上の期間を要するものについては、 

医療の具体的方釘・の変更として前記6 (2)の取扱いによること。

3 自立支援医療費を支給する場合にあっては次によること。

(1) 更生医療は指定自立支援医療機関において現物給付によって行うことを原 

則とし、現物給付に代えて費用を支給することは止むを得ない事情がある場 

合に限るようにされたいこと。

(2) 移送費の支給は本人を移送するために必要とする最小限度の経費とするこ 

と。なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと。

(3) 施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立医療機関 

にマッサージ師がなく、かつ、担当の医師の処方に基づいて指定する施術所 

において施術を受ける場合にのみその料金を支給すること。

(4) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、 

最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法に要する 

器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は 

-37-



認められないこと。

(5) 移送費、施術料及び治療材料費の費用の算定は次によること。

ア移送費の算定は、移送のために必要な最少限度の実費とすること。

ィ 施術料は保険局長通知「はり•きゅう、あんま、マッサージにかかる療養費 

の支給について」により算定すること。

ウ治療材料費の算定は、健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定方 

法の例によること。

第7 指定自立支援医療機関における診療報酬の請求及び支払

! 診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付のうえ、当該指定自 

立支援医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に 

提出させること。

2自己負担額については、指定自立支援医療機関においま社ら受領するもので 

あること。

第8 診療報酬の審査、決定及び支払 1;一汪「

1診療報酬の審査については「更生犀療の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関 

する事務の社会保険診療報酬支掩塞金个め委託について能及び「更生医療の給付に 

係る診療報酬の審査及び支払炉関す;甬華務@国民健康保険団体連合会への委託にっ 

いて」の通知によること。

2 診療報酬の額の決雇は、都道府県知事文ぼ指定都市若しくは中核市の市長が行う 

こと。

第9 施行期日

この通知は、平成〇〇年〇月〇日から施行すること。
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別紙4

自立支援医療費（精神通院医療）支給認定実施要綱

法第5 8条第1項の規定に基づく自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定（以下 

「支給認定」という。本要綱において同じ。）についての事務手続運営等については、法 

令及び通知によるほか本要綱により行い、もって自立支援医療の適正な実施を図るとと 

もに効率的な運営に努めること。

第一自立支援医療（精神通院医療）の対象及び医療の範囲

1 自立支援医療（精神通院医療）（以下単に「精神通院医療」という。本要綱におい 

て同じ。）の対象となる者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和2 5 

年法律第12 3号）第5条に規定する統合失調症、:精神作用物質による急性中毒又 

はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する看で、通院による精 

神医療を継続的に要する程度の病状にあるものとする兀・ .

2 精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障簣を起因して生じた病態に対し

て病院又は診療所に入院しないで行われる医療とずるい う］

ここで、当該精神障害に起因して生じた病態とばゝ雪!!精神障害の治療に関連し 

て生じた病態や、当該精神障害:の症状だ起因して生じた病態とし、指定医療機関に 

おいて精神医療を担当する医師（てんかん;については、てんかんの医療を担当する 

医師）によって、通院による医療を'行うご〔とがでぎる範囲の病態とする。

ただし、複数の診療科を有する医療施設にあらては、当該診療科以外において行 

った医療は範囲外とする。また、結核性疾患は、結核予防法に基づいて医療が行わ 

れるので、範囲外と■する訂

3 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防 

するためになお通院治療を続ける必要がある場合には、対象となる。

第二支給認定の申請

1 法第5 8条第1項の規定に基づく自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定の 

申請については、別紙様式第1号による自立支援医療費支給認定申請書（以下「申 

請書」という。本要綱において同じ。）に、次の書類を添付して行う。

① 支給認定の申請のみを行う場合

指定自立支援医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する医師による 

別紙様式第2号による意見書（自立支援医療費の意見書）、受診者の名前が記載さ 

れている被保険者証•被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの 

（以下「被保険者証等」という。本要綱において同じ。）、受診者と同一の医療保 

険に属する者の被保険者証等の写し、「世帯」（規則で定めるところによる自立支 

援医療費における世帯をいう。以下同じ。）の所得状況を証明する書類

② 手帳の新規交付又は再認定の申請と併せて支給認定の申請を行う場合
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精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であって指定自 

立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師による精神障害者保健福祉 

手帳実施要領の別紙様式2による診断書（精神障害者保健福祉手帳用の診断書）ヽ 

受診者と同一の医療保険に属する者の被保険者証等の写し、「世帯」の所得状況を 

証明する書類

2 申請書の提出は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して行うものと 

する。提出を受けた市町村においては、申請書、添付資料等を確認の上、該当する 

所得区分等を記入して都道府県に進達するものとする。

3 支給認定の申請は、現に支給認定を受けている者がその継続のために申請する場 

合には、支給認定の有効期間の終了する日の概ね3ヶ月前から行うことができるも 

のとする。

第三支給認定 一」、・

1 都道府県知事（指定都市市長を含む。本要綱において同じ。）は、［第一の1による 

申請書を受理したときは、次により審査を行う「

（1） 自立支援医療費の支給認定の申請のみを行う場合

精神通院医療の要否について精神保健福祉センターにおいて判定すること。精 

神保健福祉センターは、別記第1の判定指針により、精神通院医療の要否につい 

て判定し、その結果を都道府県知事に報告すること。都道府県知事は、精神保健 

福祉センターの報告を受け、速やかに支給認定を行うかどうかを決定するものと 

する。 ./'

都道府県知事は、支給認定を行うことを決定をしたときは別紙様式第3号によ 

る自立支援医療受給者証（以下「受給者証」という。本要綱において同じ。）を、 

支給認定を行わない決定をしたときは、別紙様式3号による通知書を精神障害者 

の居住地を管轄する市町村長を経由して申請者に交付する。

（2） 手帳の新規菱付又は再認定の申請と併せて自立支援医療費の支給認定の申請を

行う場合

速やかに精神障害者福祉手帳の交付の可否についての所定の審査を行い、手帳 

の交付の決定をしたときは手帳を交付する。また、支給認定を行った場合は、受 

給■者証を交付する。

なお、精神保健福祉センターが手帳の交付の適否について判定を行う際におい 

ては、手帳の交付については否とする場合でも、別記第1の判定指針により、精 

神通院医療の要否について判定し、その結果を都道府県知事に報告すること。都 

道府県知事は、精神保健福祉センターの報告を受け、速やかに自立支援医療費の 

支給認定を行う決定又は行わない決定をする。

この場合、手帳の交付又は支援認定の一方又は両方を行わないこととする場合 

には、精神障害者保健福祉手帳実施要領の別紙様式3による不認定の通知を行う。

（3） 既に手帳の交付を受けている者が新たに「重度かつ継続」に該当しない自立支援 

医療費の支給認定の申請を行う場合、受診者と同一の医療保険に加入している者
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の被保険者証等の写し、所得の確認書類等を確認し、精神通院医療が必要と判断 

されれば速やかに、当該手帳に自立支援医療費受給者番号を記入するとともに、 

受給者証を交付する。ただし、この取り扱いは手帳の有効期間が1年以上残って 

いる場合に限る。

2 受給者証の「有効期間」欄には、支給認定の有効期間を記入すること。支給認定 

の有効期間は、初回又は再度申請の場合には、都道府県知事が支給決定を行った日 

を始期とし、また、継続申請の場合には、前回支給認定の有効期間の満了日の翌日 

を始期とし、それぞれ、その始期を含む月の末日の翌日から1年以内の日で月の末 

日たる日を終期とする。

3 受給者証の「自立支援医療費受給者番号」については、継続申請の場合には、確

認できる限りにおいて、前回の認定時の受給者証に記載された受給者番号と同一と 

する。 』1；,,ぎぎ］；曇紅、

4 受給者証の交付を受けた者が氏名を変更したとき、同一の都'道府県（指定都市を 

含む。以下同じ。）の居住地を移したとき、所得の状逛底変化が生じたとき、「世帯」 

の状況が変化したとき、又は保険の種類に変更が生恵を場合については、申請と同 

様に市町村長を経由して、都道府梟知事に届け出させる。"

5 支給認定に当たっては、受謬者@属參る世帯の所得状況に応じて、月の負担上限 

額の設定を行い受給者証に記するものとする。自己負担額の管理については、別 

に別紙様式〇号による§己負担上限籲簣黑寒を発行して行うものとする。

第四医療に要する費用の額及び診療報酬の請求等
1医療費の算定雳法送］鑛康保險ゐ診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法 

の例による。なお、7 5歳以上の者及び6 5歳以上7 5歳未満の者であって老人保 

健法施行令別表妊定める程療Q障害の状態にあるものに係る通院医療については、 

現行の健康保険法その他医療保険各法と同等の仕組みとなった（平成14年改正）。

2 法第5 8条に規定する医療を受けた者について同項に規定する病院若しくは診療 

所又は薬局が同項の規定により都道府県に対し自立支援医療を請求するときは、療 

養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51 

年厚生省令第3 6号）の定めるところによる。

3 2の請求書は、各月分について翌月1〇日までに社会保険診療報酬支払基金又は 

国民健康保険団体連合会に送付しなければならない。

第五診療報酬請求書の審査及び支払

都道府県知事は、法第7 3条第4項の規定による診療報酬の審査及び支払に関する事 

務の委託について、社会保険診療報酬支払基金の幹事長との間にあっては別記第2契約 
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書例及び覚書例に準じて、国民健康保険団体連合会の理事長との間にあっては別途の通 

知による契約書例及び覚書例に準じて契約を締結する。

第六担当医療機関等の指導

都道府県知事は、都道府県医師会、都道府県薬剤師会、社会保険診療報酬支払基金、 

国民健康保険団体連合会等の関係機関の協力を求めて担当医療機関等の指導を行う 。

第七届出事項

患者から居住地の変更等する旨の届出（様式は別紙様式第5号による）があった場合、 

都道府県知事は受給者証の該当欄を訂正して患者に返送する。なお、指定自立支援医療 

機関を変更するには、支給認定の変更の申請によらなくてはならないことに留意のこと。

第八受給者証の返納

支給認定の有効期間が満了したとき、受診者が他の都道府県は居住地を移したとき、 

その他当該都道府県において法第5 8条第1項の支給認定を行う锂宙がなくなったとき 

は、速やかに受給者証をその交付を受けた際の居住地を管轉する市时村長を経由して都 

道府県知事に返納させる。 ヽ;「 「疥

第九指定自立支援医療機関

都道府県知事は、厚生労働省令で塞初◎乏ころにより、病院若しくは診療所又は薬局 

の開設者の申請によりヽ指定自立支援医療機関リストを自立支援医療の種類ごとに作成 

する。

また、指定自立支援医療機関リストについてほ;各月1〇日までに、社会保険診療報 

酬支払基金又は各都道府県あ国民健康保険団体連合会に送付しなければならない。
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別記第1

自立支援医療費の支給認定判定指針

第一 精神通院医療の対象となる精神障害者

法第5 8条に基づく精神通院医療の対象となる精神障害者は、法第5条に定める統合 

失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精 

神疾患を有する者で、以下の病状を示す精神障害のため、継続的な通院医療を要する者 

である。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するた 

めに、なお通院医療を継続する必要のある場合は、精神通院医療の対象となる。

第二 精神通院医療の対象となる精神障害及びその状態像 ;

1躁および抑うつ状態

国際疾病分類ICD-10の気分（感情）障害、症状性を含む器質性精神障害、統合失 

調感情障害などでみられる病態である。疾患の経過において躁状態、およびうつ状態 

の両者がみられる場合と、いずれか一方のみの場杏が初拓ぎ躁状態においては、気分 

の高揚が続いて被刺激性が亢進し、多弁、多動、思考奔逸、誇大的言動などがみられ 

る。一方、抑うつ状態では気分は沈み、精神運動制止がみられ、しばしば罪業妄想、 

貧困妄想、心気妄想などの妄想が生じ、ときに希死念慮が生じたり、昏迷状態に陥る 

こともある。躁状態で精神運動興奮が強い場合、抑う;Q状態で希死念慮が強い場合、 

あるいは昏迷が持続する場合は、通驚、入院医療を要する。入院を要さない場合で、 

躁、およびうつ状態が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、ある 

いは消長を繰り返匕、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、 

精神通院医療の対るす

2幻覚妄想状態

国際疾病分類ICD-10の統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、症状性を含む 

器質性精神病、精神作用物質に壬る精神および行動の障害などでみられる病態である。 

その主症状として、幻覚、妄想、させられ体験、思考形式の障害などがある。強度の 

不安、不穏、精神運動興奮がともなう場合や、幻覚妄想に支配されて著しく奇異な行 

動をとったり、衝動行為に及ぶ可能性がある場合などは、入院医療を要する。入院を 

要さない場合で、幻覚妄想状態が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続す 

るか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とす 

る場合には、精神通院医療の対象となる。

3 精神運動興奮及び昏迷の状態

国際疾病分類ICD-10の統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、症状性を含む 

器質性精神障害、精神作用物質による精神および行動の障害などでみられる病態であ 

る。この病態は、精神運動性の障害を主体とし、運動性が亢進した精神運動興奮状態 

と、それが低下した昏迷状態とがある。しばしば、滅裂思考、思考散乱などの思考障 
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害、拒絶、緘黙などの疎通性の障害、常同行為、衝動行為などの行動の障害を伴う。 

強度の精神運動性興奮がみられたり、昏迷状態が続く場合などは、入院医療を要する。 

入院を要さない場合で、精神運動興奮あるいは混迷状態が精神病、あるいはそれと同 

等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療 

法や薬物療法を必要とする場合には、精神通院医療の対象となる。

4統合失調等残遺状態

国際疾病分類ICD-10の統合失調症、統合失調型障害、精神作用物質による精神お 

よび行動の障害などの慢性期、あるいは寛解期などにみられる病態である。この病態 

では、感情鈍麻、意欲低下、思路の弛緩、自発語の減少などがみられ、社会生活能力 

が病前に比べ、著しく低下した状態が続く。不食、不潔、寝たきりの状態が続くなど 

して身体の衰弱が著しい場合、通常、入院を要する。入院を要さない場合で、このよ 

うな残遺状態が精神病か、それと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰 

り返し、日常生活の指導、社会性の向上、および疾患の再発予防のため、持続的な通 

院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、精神通院医療の対象となる。

5 情動および行動の障害 .

国際疾病分類ICD-10の成人の人格および行動の障害、症状性を含む器質性精神障 

害、生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群、小児期および青年期に通常 

発症する行動および情緒の障害、精神遅滞、心理的発達の障害などでみられる病態で 

ある。情動の障害には、不機嫌、易怒彳生-爆発性、気分変動などの情動の障害などが 

あり、行動の障害には、暴力、衝動行為、常同行為、多動、食行動の異常、性行動の 

異常などがある。情動および行動の障害により、著しい精神運動興奮を呈する場合、 

あるいは行動制御の能力を失っている場合は、通常、入院医療を要する。入院を要さ 

ない場合で、情動および行動の障害が精袖病、あるいはそれと同等の病態にあり、持 

続するか、消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場 

合には、精神通院医療の対象となる。

6 不安および不穏状態'

国際疾病分類ICD-10の統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害、症状性を含む 

器質性精神病、精神作用物質による精神および行動の障害、神経症性障害、ストレス 

関連障害、身体表現性障害などでみられる病態である。この病態は、長期間持続する 

強度の不安、あるいは恐怖感を主症状とし、強迫体験、心気症状、不安の身体化、お 

よび不安発作などを含む。強度の不安により、精神運動不穏を呈するか、あるいは心 

身の衰弱が著しい場合は、通常、入院医療を要する。入院を要さない場合で、不安お 

よび不穏状態が、精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは 

消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、精 

神通院医療の対象となる。

7 痙れんおよび意識障害
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国際疾病分類ICD-10のてんかん、症状性を含む器質性精神障害、精神作用物質に 

よる精神および行動の障害、解離性障害などでみられる病態である。この病態には、 

痙れんや意識消失などのてんかん発作や、もうろう状態、解離状態、せん妄など意識 

の障害などがある。痙れんおよび意識障害が遷延する場合は、入院医療を要する。入 

院を要さない場合で、痙れん、または意識障害が挿間性に発現し、継続的な通院によ 

る精神療法や薬物療法を必要とする場合には、精神通院医療の対象となる。

8 精神作用物質の乱用および依存

国際疾病分類ICD-10の精神作用物質による精神および行動の障害のうち、精神作 

用物質の有害な使用、依存症候群、精神病性障害などでみられる病態である。当該物 

質の乱用および依存には、しばしば、幻覚、妄想、思考障害、情動あるいは行動の障 

害などが生じ、さまざまな社会生活上の問題がともなう。侏存を基礎として生じた急 

性中毒、離脱状態、あるいは精神病性障害において、精神運動興奮が著しい場合は、 

通常、入院医療を要する。入院を要さない場合で、乱用、依存からの脱却のため通院 
医療を自ら希望し、あるいは精神作用物質によ裕精轉房冢び彳亍動の障害が精神病、あ 

るいはそれと同等の病態にあり、継続的な通院汪よる精神療法や薬物療法を必要とす 

る場合には、精神通院医療の対象となる。

9 知能障害

精神遅滞及び認知症についてはご易怒性、気翁変動などの情動の障害や暴力、衝動 

行為、食行動異常等の行動の障雪等を律い“継続的な通院による精神療法や薬物療法 

を必要とする場合に、精神通院医療の対象となる。

一 45 —



障害保健福祉関係主管課長会議

H "1 7 .11.11 資料7 — 4

各種様式について

本資料は、自立支援医療に係る各種様式として、

① 自立支援医療費支給認定申請書

② 所得の区分に関するチェックシート

③ 自立支援医療受給者証

④ 自己負担上限額管理票

⑤ 通知書（支給認定を行わない旨の決定をお知らせする書面）

⑥ 医師の意見書（育成医療） 

についてお示しするものです。

記入事項•記入方法については、記入例入り様式をご参考ください。

上記以外には、⑦指定自立支援医療機関の指定に係る申請書等の様式、⑧「重度 

かつ継続」の証明書（育成医療•更生医療・精神通院医療）の様式を追ってお示し 

する予定です。精神通院医療に係る医師の意見書については、現行のものを活用し 

てください。

※ 更生医療に係る医師の意見書については、従来から特段の様式をお示ししてお 

りませんが、引き続き各自治体（更生相談所）で現在使用している様式をそのま 

ま活用いただいて差し支えありません。

なお、当方としては③及び④のサイズは、従来の紙による「健康保険証」であれ 

ば受診者にとって携帯等がしやすいのではないかと思料しますが、③及び④のサイ 

ズ・色•紙質・綴じ方（縦綴じ・横綴じ・蛇腹状など）等については、各自治体の 

実情に応じ適宜のものを作成・利用していただいて差し支えありません。
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※

※
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※

該当する医療の種類及び新規・変更のいずれかに〇をする。変更の埸合、障害者•児欄及び変更のある事項のみ記入。 
受診者本人と異なる場合に記入。
裏面を参照し、該当すると思う区分に〇をする。
裏面を参照し、該当すると思う区分に〇をする。
再認定まだは変更の方のみ記入。
申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

・ここから下の欄には記入しないでください。

自治体記入欄

申請受付年月日 進達年月日 認定年月日

前回所得区分 生保•低1•低2 ・中間1•中間2 • —定以上
重度かつ 
継続

該当・非該当

今回所得区分 生保・低1・低2 •中間4 -中間2 -一定以上
重度かつ 
継続

該当•非該当

所得確認書類
市町村民税課税証明書 市町村民税非課税証明書 標準負担額減額認定証

生活保護受給世帯の証明書 その他（ ）

前回の受給者番号 今回の受給者番号

備考
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自立支援医療費（青野更生・精神通院）支給認定申請書 衡規・再認定・変更）

私は、上記のとおり、自立支援医療費の支給を申請します。
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申請者氏名 厚労花男 印※6

平成〇〇年△△月 XX日

〇〇〇〇都道府県知事
〇〇〇〇市町村長 殿

1
2
3
4
5
6

探※

※

※

※

※

該当する医療の種類及び新規•変更のいずれかに〇をする。変更の場合、障害者•児欄及び変更のある事項のみ記入。 
受診考本人と異なる場合に記入。
裏面を参照し;該当すると思う区分に〇をする。
裏面を参照し、該当すると思う区分に〇をする。
再認定または変更の方のみ記入。
申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

ここから下の欄には記入しないでください。

自治体記入欄

申請受付年月日 進達年月日 認定年月日

前回所得区分 生保•低1•低2 •中間1• 齐間2 -一走以上 重度かつ 
継続

該当-非該当

今回所得区分 生保•低1・低2 ・中間4 •中間2 ・ 一定以上
重度かつ 
継続

該当・非該当

所得確認書類
市町村民税課税証明書 市町村民税非課税証明書 標準負担額減額認定証

生活保護受給世帯の証明書 その他（ ）

前回の受給者番号 今回の受給者番号

備考



自立支援医療費（竜屁更生•精神通院）支給認

障

害
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•

児
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者
が1
8

歳
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満
の
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合

•

担
額
に
関
す
る
事
項

フリガナ

受診者氏名

フリガナ

受診者住所

フリガナ

保護者氏名

フリガナ

保護者住所 
探2

受診者の被保険者証 
の記号及び番号

受診音と同一保険 
の加入者

該当する所得区分 
探3

身体障害者手帳 
番号

受診を希望する指走自 
立支援医療機関（薬 
局・訪問看護事業者を 
含も）

コウロウハナコ

厚労花子

w診する保療にI 
____I〇をつける。J

性別

トウキョウト チョタり カスミガモキミヽ・_____ 

「医療を受ける者 
東京都干代田区霞ケ関〇 △一X の名前を書く。

コウロウハナオ

厚労花男

トウキョウト チョダク カスミガセキ

東京都千代田区霞ケ関△一△一△

135790
傕療を受ける\ 

方の同一保険 
に加入してい 
る方全ての氏
名を記入。

生保

定申請書（新玉わ.再認定・变^）ーノ由請の内容|厂 
________________ _________ ※コ ーー〇もつける。

受診者が18歳］

未満の場合のみ
記入する。

俺療を受ける方、

の被保険者証の 
記号及び番号を

厚労花男

生年 月ゝ-------------

00年 △△月 XX日

霞話番号

受診者と
の関係

電話番号 
探2

〇 3 — △△△△一口□□ロ

父 _______________
作診者本人と異な 
空場合に記入。_

0 3 —△△・入△-□□ロロ

保険者包

記入する。 丿

L—①リ添チェック 
厂ノ%労花美」シートを参考に

記入する。

中間1）-中間2

123456789 _
~医療機話S手帳をお持ちの

受診者本人と異な 
る場合に記入。

受診者の属する被 
保険者証の記号及 

び番号

一定以上
重度かつ 
継統※4

〇〇〇〇組合

缶付を受け韵

方の被保険者
証の記号及び1357
番号を記入す

医療を受ける方］ 
が加入している 
保険者名を記入 
する。

記入する。

非該当

該当すると思 
われる区分を

該当

精神障害者保健福
—It手帳番号_

〇〇〇〇病院 /_______________
□ □□ 口薬局複数申請するの 
△△△△事業所っであれば、全て

記入する。

方はその手帳番・ 
号を記入する。

987654321- ヽ
_______________ 帳をお持ちのk 
所任地・電話番も!方はその手帳番_ 

号を記入する。「

東京都千代田区霞ケ関〇〇〇 
東京都千代田区霞ケ関口□ロ 
東京都干代田区霞ケ関△△△

03~OOOO-xxxx
03-□□□□-xxxx
03—△△△△一XXXX

男•⑨ 翔 歳
7

^）〇

ノ

低1 低2

受給者番号※5

私は、上記のとおり、自立支援医療費の支給を申請します。

申請音氏名 厚労花男 印※点

平成〇〇年△△月 XX日

餌に受給者証を、 

ヽ、お持ちの方はそ

の受給者番号を
記入する。

K___________丿

〇〇〇〇都道府県知事
〇〇〇〇市町村長 殿

1
2
3
4
5
6

※

※

※

※

※

孤

該当する医療の種類及び新規・変更のいずれかに〇をする。変更の埸合、障害者・児欄及び変更のある事項のみ記入。 
受診者本人と異なる場合に記入。
裏面を参照し、該当すると思う区分に〇をする。
裏面を参照し、該当すると思う区分に〇をする。
再認定または変更の方のみ記入。
申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。

ここから下の欄には記入しないでください。

自治体記入欄

申請受付年月B 進達年月日 認定年月日

前回所得区分 生保•低1・低2 ・中間1・中間2 -一定以上
重度かつ 
継続

該当•非該当

今回所得区分 生保•低1•低2 •中間1•中間2 •一定以上
重度かつ 
継続

該当•非該当

所得確認書類
市町村民税非課税証明書 標準負担額減額認定証

生活保護受給世帯の証明書 その他（ ）

前回の受給者番号 今回の受給者番号

備考
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<所得の区分に関するチェックシート〉

※ 自立支援医療制度における「世帯」とは、受診する方が加入している医療保険において扶養・ 

被扶養の関係にある方全員（国民健康保険の加入者については加入者全員）をいう。

〇 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」に関しての質問

1 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」は、生活保護の認定を受けてい茨すか。

•受けている:「生保」に〇をしてください。

•受けていない:2へ

2自立支援医療を受診する方が属する「世帯」は、市町村民税（均等割か所得割のいずれか又 

は両方）が課税されていますか。

•課税されていない:3へ

•課税されている:4へ

3自立支援医療を受診する方の収入が曲互田以丕ですか。

（※収入とは障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額）

• 8〇万円以下:「低1」に〇をしてください。

• 8〇万円を超える:「低2」に〇をしてください。

4 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」のうち、加入している医療保険の保険料を支払 

っている方力ヾ納めている所得税額は以下のどの金額に該当しますか。

•所得税額 なし:中間1に〇をしてください。

•所得税額 3〇万円未満:中間2に〇をしてください。

•所得税額 30万円以上:一定以上に〇をしてください。

5 「重度かつ継続」（※下記参照）に該当しますか。

•該当する:「重度かつ継続」の該当に〇

•該当しない:「重度かつ継続」の非該当に〇

※ 「重度かつ継続」の対象範囲（範囲は検討中）

とうこうしつらようしょう そううつびょう

①精神通院医療• • • •統合失調症、

なんちせいてんかん

躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

じんぞうきのうしようがい しょうちようきのうしようがい

② 育成医療・更生医療・・•腎臓機能障害、 小腸機能障害、

③ 医療保険多数該当の方

めんえききのうしようがい

免疫機能障害

0円

一定所得以下 

<-「低"->

中間的な所得

「中間2」

e 一定所得以上 つ

「一定以上」

5, 000円
負租生滾鑰

a担-

Amヨ奥環澤慶©§

:垣竟担王限額

㈡弓:〇卫酿円m江

匕限額

己負担限度額

め霽鰐董壬ち隽ごg 

担土限額

40 200円

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

・負担限度額）

重

負玛丰限fedhb

氐ぬ00円m

茫度;；;が;疥◎當継再 

mヨ毒里主跟顧;;;C 〇;;;^4：$^；;；;;hH；h

2〇・ OOQH

<-------

©「生保」つ

-------- >

V 「低 2J T
<----

<■ 「中間口

負担的8額
爼;敬対円



自立支援医療受給者証（育成医療 ・ 更生医療 ・ 精神通院）

公費負担者番号
1 1 1 t1 1 11 1 1■ 1 1

自立支援医療費受給考番号
< I 1 11 1 1 1■ 1 1 I1 1 ' ■■ 1 1 (1 1 1 >

/

受

診

者

フリガナ 性別 生年月日

氏 名 男•女 盍爵 年 月 日

フリガナ

住 所

被保険者証の記号及び番号 保険者名

重度かつ継続 該当•非該当

保護者（受診者が18歳未満の 
場合記入）

フリガ•ナ 続柄

氏名

フリガナ

住所

指

定

医

療

機

関

名

病院・診療所
所在地・ 
電話番号

薬 局
所在地・ 
電話番号

訪問看護事業者
所在地・ 
電話番号

自己負担上限額 月額 円

有効期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

上記のとおり認定する。

〇〇〇〇知事

平成 年 月 日 0000市町村長 印

（注）育成医療及び更牛医療の受診者のみ裏面も記入のこと



（注）育成医療及び更生医療の受診者のみ記入のこと^

自立支援医療受給者証（対象となる障害名及び医療の具体的方針）

公費負担の対象となる障害 重度かつ継続 該当・非該当

医療の具体的方針



自立支援医療受給者証（倉成医療〉•更主医療•精神通院）

公費負担者番号

自立支援医療費受給者番号

フリガナ

名 氏

受

フリガナ

住 所

者被保険者証の記号及び番号

重度かつ継続

保護者（受診者が18歳未満の 
場合記入）

病院•診療所

指

定

医

療

機

関

薬 局

コウロウハナコ 性別 生年月日

子 花 労 厚 男

治
正
和
盧 

明
大
昭
乎

00年△△月XXS

トウキョヴト チョダクミガセキ

東京都千代田区霞が関〇一△一X

135790 保険者名 〇〇〇〇組合

非該当

フリガチ

氏名

コウロウハナオ

厚労花男

フリガチ トウキョウト チョ歹ア・スミガモギ

住所 東京都千代田区霞ケ関〇一△一 X

〇000病院

□□□□薬局

名

訪問看護事業者 △△△△事業所

自己負担上限額

有効期間

所在地・ 
電話番号

所在地• 
電話番号

所在地・ 
電話番号

月額 5,0 0 0

続柄

父

東京都干代田区霞ケ関〇〇〇
03-0000-XXXX

東京都千代田区霞ケ関口□ロ
03-□□□□-XXXX

東京都千代田区霞ケ関△△△ 
〇3—△△△△一XXXX

円

平成〇〇年△△月X x日 から 平成〇〇年△△月x X日 まで

上記のとおり認定する。

平成〇〇年△△月XX日
〇〇〇〇知事
0000市町村長 EP

（注）育成医療及び更生佞療の受診者のみ裏面も記入のこと"



（注）育成医療及び更生医療の受診者のみ記入のこと.

自立支援医療受給者証（対象となる障害名及び医療の具体的方針）

公費負担の対象となる障害 腎臓機能障害 重度かつ継続 缽＞ •非該当

医療の具体的方針 慢性腎不全により、週3回の通院による人工透析療法を継続的に行う。



年 月分自己負担上限額管理票

月額自己負担上限額 円

下記のとおり月額自己負担上限額に達しました。

日付 医療機関名 確認印

月 日

日付 医療機関名 自己負担額
月間自己負担額 

累積額
自己負担額 
徴収印

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

一10 一



〇〇年〇〇月分自己負担上限額管理票

月額自己負担上限額 5, 〇〇〇 円

下記のとおり月額自己負担上限額に達しました。

日付 医療機関名 確認印

〇〇月〇〇日 〇〇〇〇病院 印

日付 医療機関名 自己負担額
月間自己負担額 

累積額
自己負担額 
徴収印

〇〇月〇〇日 〇〇〇〇病院 3,000 3,000 印

〇〇月〇〇日 〇〇〇〇薬局 1,000 4,000 印

〇〇月〇〇日 〇〇〇〇病院 1,000 5,000 印

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

-11-



番 号

平成 年 月 日

通 知 書

申請者

都道府県知事名 印

市町村長名 印

障害音自立支援法第5 8条第1項の規定による自立支援医療の申請は次によ 

り認定されませんでしたので通知します。

1 障害者自立支援法第5 8条第1項の規定に該当しないこと。

2その他の理由

-12-



別紙様式〇

自立支援医療（育成医療）意見書

フリガナ

受診者氏名 性別 男•女 年齢 歳
飜年 月 日

受診者住所

病 名 発症年月日 平成 年 月 日

障害の種類 
（該当するものに 
〇をつける）

（1）肢体不自由 （2）視覚障害 （3）聴覚•平衡機能障害
（4）音声•言語•そしゃく機能障害 （5）心臓機能障害 （6）腎臓機能障害
（7）/J 、腸機能障害 （8）その他内臓障害 （9）免疫機能障害

医療の具体的方針

ゝ4 

/□

療

治療見込期間

入院治療期間 日間］
通院治療回数並びに期間 回 日間ゝ通算 日間

訪問看護予定回数並びに期間 回 日間J

医療費概算額

入院治療費 円］

通院治療費 円ト計 円

訪問看護等 円J

移送費見込額 円

医療費及び移送 
費合計額

円

治療後における 
障害の回復状況 
の見込

上記のとおり診断し、その医療費及び移送費を概算いたします。

平成 年 月 日

指定自立支援医療機関名

電話番号

担当医師名 E卩



1. 医療観察法の施行について（17.11.4現在）
障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7 .11.11 資料8

【新たな処遇決定手続の創設】

〇 精神保健判定医名簿■精神保健参与員候補者名簿の提出
•処遇事件毎に精神保健審判員等を選任するために必要となる名簿を最高裁及び各地裁に対し提出済み 

•18年の名簿については現在整理中

〇 鑑定入院を引き受ける医療機関リストの提出
施行に際して必要な医療機関のリストについては所管である法務省及び最高裁に対し提出済み

【対象者の処遇施設の整備】

.〇 指定入院医療機関の確保（別紙1）
・国立精神•神経センター武蔵病院について本年7月15日、独立行政法人国立病院機構花巻病院は 
本年10月1日付けで指定入院医療機関として指定

・国関係では精神専門病院である14か所全てを整備する計画、都道府県関係では1か所が計画中

〇指定通院医療機関の確保（別紙2）
施行に際して必要な医療機関数は確保したが、今後も確保が遅れている都道府県は個別に対応

〇入院している者に対する行動制限等に関する基準
行動制限の内容や処遇についての基準を精神保健福祉法と同様の内容で告示済み

〇処遇改善請求制度の実施に向けた準備
処遇改善請求に対する審査を行うため、社会保障審議会に「医療観察法部会」を設置 

【退院後の体制の確立】

〇 地域における連携体制の確保
全都道府県から、保護観察所と都道府県が共同して作成する地域における運用の細則が提出された



事 項 指定数等 備 考

〇精神保健判定医名簿 

の提出

推薦数415 H16.ll.1提出

〇精神保健参与員候補 

者名簿の提出

推薦数404 H16.ll.1提出

〇鑑定入院を引き受け 

る医療機関リストの提 

出

提出数188 つ国関係 14ヽ

•都道府県関係 28
こ民間等 146 ノ

〇指定入院医療機関の 

確保（国関係）

•指定済 2か所

・建設中 3か所

（うち2か所が準備中）

•設計中 8か所

1か所調整中

〇指定入院医療機関の 

確保（都道府県関係）

刖向きに検討中 2都道府県
探1か所は予算計上済

〇指定通院医療機関の 

確保

指定数214 「・国関係 8、

•都道府県関係 37
、・民間等 169 ノ



指定入院医療機関の整備計画

〇
〇
〇

〇.

〇

関東甲信越

夕
整備目標240~270床

中国•四国

東海•北陸

〇 〇

武蔵病院 !

（17.7.15指定）J

整備目標90床

•国関係30床-1か所設計中

•県関係60床-1か所計画中

•国関係120床が所指定

-1か所建設中（準備中）

-3か所設計中

•県関係!20~150床f 0か所

東尾張病院

北海道・東北

整備目標90床

•国関係30床-1か所指定

•県関係60床-0か所

整備目標数 全国で700床程度
国関係 240床（1/3）- 約350床（約1/2）
都道府県関係480床⑵3） 約370床（約1/2）

北陸病院 ]

（18.2月開棟予定）J

九州 近畿

整備目標90床 整備目標12〇〜150床

•国関係60床-2か所設計中
•国関係30床 -1か所設計中

->1か所調整中
•県関係90-120床-0か所

,県関係30床一・〇か所

（17.12月開棟予定

C7

整備目樣9〇床

•国関係75床f 2か所建設中

（1か所準備中）

-1か所設計中

•県関係15床-〇か所

花巻病院
（17.10.1指定）

旦指定 

ち建設中 

巳設計中

（別紙1）

-3-



（別紙2）

侈

夕

〇勺

指定通院医療機関の推薦状況（H17.11.4現在）

〇 4

ロ推薦医療機関なし 1か所

勿推薦医療機関1か所 6か所

■推薦医療機関2か所以上40か所

プ
〇



2.指定入院医療機関の整備等の方針について

指定入院医療機関の整備を一層強力に推進する。
!国立•独立行政法人国立病院機構病院について、国•都道府県の整備割合を見直し、

【整備割合の見直し】
・国関係（国立、（独）国立病院機構） 約240床-9約350床（約1/2）
•都道府県関係 約480床・»約37〇床（約1/2）

2都道府県立病院についても、対象者の社会復帰の促進を図るためには可能な限り各 
地域で医療が受けられるようにすることが重要であることに鑑み、原則全ての都道府県 
において整備を目指す。

【病棟等の規模】
人口規模の小さい都道府県等においても適切な病床数を指定入院医療機関として設置できるよう、 

15床〜3〇床の病棟に加え15床未満の病棟も認めるよう検討。

都道府県においては、人口規模にかかわらず、今月以降順次、訪問等により指定入院 

医療機関の整備について要請することとしているので、十分検討されるようお願いする。

指定入院医療機関は原則全ての都道府県において整備を目指す方針であることから、 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の7に規定する都道府県立精神病院 
を未だ設置してない都道府県については、あらためてその設置に向けた検討を行うようお 

願いする。
-5
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ハ

章

雑

則
(
第
百
六
条
—
第
百
ハ
条) 

第

九

章

罰

則
(

第
百
九
条
—
第
百
十
五
条)

附
則

第

一

章

総

則

(

目
的)

第

一

条

こ

の

法

律

は

、
障

害

者

基

本

法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号)

の
基
本
的
理
念
に
の
う
と
り
、
身
体 

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

、
知

的

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十 

七
号)

、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

、
児
童
福
祉
法 

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

そ
の
他
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
と
相
ま
っ
て
、
障
害 

者
及
び
障
害
児
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き 

る
よ
う
、
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
そ
の
他
の
支
援
を
行
い' 

も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉 

の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す 

こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
市
町
村
等
の
責
務)

第

二

条

市

町

村
(

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

は
、

こ
の
法
律
の
実
施
に
関
し' 

次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。
 

ー
 

障
害
者
が
自
ら
選
択
し
た
場
所
に
居
住
し
、
又
は
障
害
者
若
し
く
は
障
害
児(

以

下

「障
害
者
等
」
と
い
う
。) 

が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
 

当 

該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
生
活
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
り 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二 

条
第
七
号
に
規
定
す
る
聡
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
措
置
を 

実
施
す
る
機
関
、
教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
自
立
支
援
給
付
及
び 

地
域
生
活
支
援
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
。

一
ー
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
い
、
並
び
に
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
調
査
及
び
指
導
を 

行
い' 

並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

三
意
思
疎
通
に
つ
い
て
支
援
が
必
要
な
障
害
者
等
が
障
害
福
祉
サ
ー
ピ
ス
を
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ 

う
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
、
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
に
関
係
機
関 

と
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
そ
の
他
障
害
者
等
の
権
利
の
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。
 

2

都
道
府
県
は
、

こ
の
法
律
の
実
施
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

ー
 

市
町
村
が
行
う
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う' 

市
町
村
に
対 

す
る
必
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

二 

市
町
村
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
を
総
合
的
に
行
う 

こ
と
。

三
障
害
者
等
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
を
行
う
こ
と
。
 

四
市
町
村
と
協
力
し
て
障
害
者
等
の
権
利
の
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に' 

市
町
村
が
行
う
障 

害
者
等
の
権
利
の
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
援
助
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な 

助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

3

国
は
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
行
う
自
立
支
援
給
付
、
地
域
生
活
支
援
事
業
そ
の
他
こ
の
法
律
に
基
づ
く
業
務 

が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
必
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援 

助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

国
民
の
責
務)

第
三
条
す

べ
て

の

国

民

は' 

そ
の
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
者
等
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
 

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
め
る
よ
う
な
地
域
社
会
の
実
現
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

(
定
義)

第

四

条

こ

の

法

律

に

お

い

て

「障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
、
知
的
障 

害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
の
う
ち
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る 

法
律
第
五
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者(

知
的
障
害
者
福
祉
法
に
い
う
知
的
障
害
者
を
除
く
。
以
下
「精
神
障
害
者
」
 

と
い
う
。)

の
う
ち
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て
「障
害
児
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
及
び
精
神
障
害
者
の 

う
ち
十
八
歳
未
満
で
あ
る
者
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
に
お
い
て
「保
護
者
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。

4
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「障
害
程
度
区
分
」
と
は
、
障
害
者
等
に
対
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
を
明
ら
か 

に
す
る
た
め
当
該
障
害
者
等
の
心
身
の
状
態
を
総
合
的
に
示
す
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
を
い 

う
。
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第
五
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護' 

行
動
援
護
、
療
養
介 

護
、
生
活
介
護' 

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
共
同
生
活
介
護' 

施
設
入
所
支 

援
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
及.
ひ
共
同
生
活
援
助
を
い
い
、
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と 

は
、
障

害

福

祉

サ
ー

ビ

ス(
障
害
者
支
援
施
設
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法 

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総 

合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設(

以

下

「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。)

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設 

に
お
い
て
行
わ
れ
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(
施
設
入
所
支
援
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
除
く
。)

を
行
う
事
業
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

「居
宅
介
護
」
と
は' 

障
害
者
等
に
つ
き
、
居
宅
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介 

護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
に
お
い
て

「重
度
訪
問
介
護
」
と
は' 

重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者 

に
つ
き
、
居
宅
に
お
け
る
入
浴' 

排
せ
つ
叉
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
及
び
外
出
時 

に
お
け
る
移
動
中
の
介
護
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

4

こ

の
法
律
に
お
い
て
「行
動
援
護
」
と
は
、
知
的
障
害
又
は
精
神
障
害
に
よ
り
行
動
上
著
し
い
困
難
を
有
す
る
障 

害
者
等
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
障
害
者
等
が
行
動
す
る
際
に
生
じ
得
る
危
険
を
回
避
す 

る
た
め
に
必
要
な
援
護
、
 

外
出
に
お
け
る
移
動
中
の
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る 

こ
と
を
い
う
。

5

こ

の
法
律
に
お
い
て
「療
養
介
護
」
と
は
、
医
療
を
要
す
る
障
害
者
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
し
て 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き' 

主
と
し
て
昼
間
に
お
い
て
、
病
院
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施 

設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
機
能
訓
練
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
及
び
日
常
生
活
上 

の
世
話
の
供
与
を
い
い
、
「療
養
介
護
医
療
」
と
は
、
療
養
介
護
の
う
ち
医
療
に
係
る
も
の
を
い
う
。

6
 

こ

の
法
律
に
お
い
て
「生
活
介
護
」
と
は
、
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に 

つ
き
、
主
と
し
て
昼
間
に
お
い
て
、
障
害
者
支
援
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ 

る
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護' 

創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定 

め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う*'

?

こ
の
法
律
に
お
い
て

「児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
障
害
児
に
つ
き
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
三
に
規
定 

す
る
肢
体
不
自
由
児
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
通
わ
せ
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動 

作
の
指
導
、
集
団
生
活
へ
の
適
応
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

8
 

こ
の
法
律
に
お
い
て

「短
期
入
所
」
と
は
、
居
宅
に
お
い
て
そ
の
介
護
を
行
う
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
 

障
害
者
支
援
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
へ
の
短
期
間
の
入
所
を
必
要
と
す
る
障
害
者
等
に
っ 

き
、
当
該
施
設
に
短
期
間
の
入
所
を
さ
せ
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

9
 

こ

の
法
律
に
お
い
て
「重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
」
と
は' 

常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者
等
で
あ
っ
て' 

そ
の
介 

護
の
必
要
の
程
度
が
著
し
く
高
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
居
宅
介
護
そ
の
他
の
厚
生 

労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
包
括
的
に
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

W
 

こ
の
法
律
に
お
い
て•

「共
同
生
活
介
護
」
と
は
、
障
害
者
に
つ
き
、
主
と
し
て
夜
間
に
お
い
て' 

共
同
生
活
を
営 

む
べ
き
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ 

と
を
い
う
。

D
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「施
設
入
所
支
援
」
と
は' 

そ
の
施
證
に
入
所
す
る
障
害
者
に
つ
き
、
主
と
し
て
夜
間
に
お 

い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

こ
の
法
律
に
お
い
て

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
は
、
障
害
者
に
つ
き
、
施
設
入
所
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
施
設 

入
所
支
援
以
外
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設(

の
ぞ
み
の
園
及
び
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

施
設
を
除
く
。)

を
い
う
。

n
 

こ
の
法
律
に
お
い
て

「自
立
訓
練
」
と
は
、
障
害
者
に
つ
き
、
自̂
!

し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と 

が
で
き
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
、
身
体
機
能
又
は
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な 

訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

14
こ
の
法
律
に
お
い
て
「就
労
移
行
支
援
」
と
は
、
就
労
を
希
望
す
る
障
害
者
に
つ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

期
間
に
わ
た
り' 

生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て' 

就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の 

た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「就
労
継
続
支
援
」
と
は'

通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
者
に
つ
き
、
 

就
労
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
そ
の
知
識
及
び
能
力 

の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「共
同
生
活
援
助
」
と
は
、
地
域
に
お
い
て
共
同
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
な
い
障
害
者
に 

つ
き
、
主
と
し
て
夜
間
に
お
い
て
、
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
相
談
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を 

行
う
こ
と
を
い
う
。

17
こ
の
法
律
に
お
い
て
「相
談
支
援
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
便
宜
の
供
与
の
す
べ
て
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
「相
談
支 

援
事
業
」
と
は
、
相
談
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

一
 

地
域
の
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
障
害
者
等
の 

介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
者
と
市
町
村 

及
・
ひ
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
厚
生
労
働 

省
令
で
定
め
る
便
宜
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ
と
。

-- 

第
十
九
条
第
一.
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者X

は

障
害
児

の

保

護

者(

以 

下

「支
給
決
定
障
害
者
等
」
と
い
う
。)

が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
 

当
該 

支
給
決
定
障
害
者
等
の
依
頼
を
受
け
て
、
当
該
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い 

る
環
境
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
の
種
類
及
び
内
容
、

こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画(

以
下
こ 

の
号
に

43
い

て

「サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画J

と
い
う
。)

を
作
成
す
る
と
と
も
に' 

当
該
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
に
基
づ 

く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う' 

第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
者
等
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
。

18
こ
の
法
律
に
お
い
て
「自
立
支
援
医
療
」
と
は' 

障
害
者
等
に
つ
き'

そ
の
心
身
の
障
害
の
状
態
の
軽
減
を
図
り
、
 

自
立
し
た
日
常
生
活X

は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
医
療
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

19
こ
の
法
律
に
お
い
て
「補
装
具
」
と
は
、
障
害
者
等
の
身
体
機
能
を
補
完
し
、X

は
代
替
し
、

か
つ
、
長
期
間
に 

わ
た
り
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て' 

義
肢
、
 

装
具' 

車
い
す
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

20
こ
の
法
律
に
お
い
て
「移
動
支
援
事
業
」
と
は' 

障
害
者
等
が
円
滑
に
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う' 

障
害
者 

等
の
移
動
を
支
援
す
る
事
業
を
い
う
。

21
こ
の
法
律
に
お
い
て
「地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
—
」
と
は' 

障
害
者
等
を
通
わ
せ
、
創
作
的
活
動
叉
は
生
産
活
動 

の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
施
設
を
い
う
。
 

22
こ
の
法
律
に
お
い
て
「福
祉
ホ
ー
ム
」
と
は' 

現
に
住
居
を
求
め
て
い
る
障
害
者
に
つ
き' 

低
額
な
料
金
で' 

居 

室
そ
の
他
の
設
備
を
利
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
日
常
生
活
に
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
施
設
を
い
う
。

第

二

章

自

立

支

援

給

付

第
-

節

通

則

(
自
立
支
援
給
付)

第

六

条
自
立
支
援
給
付
は

、
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費' 

訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費' 

サ
ー
ビ 

ス
利
用
計
画
作
成
費
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費' 

自
立
支
援
医
療
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
の
支
給
と
す
る
。

(

他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整)

第

七

条
自
立
支
援
給
付
は

、
当
該
障
害
の
状
態
に
つ
き' 

介

護

保

険

法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
規
定 

に
よ
る
介
護
給
付
、
健

康

保

険

法(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号)

の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
そ
の
他
の
法
令
に 

基
づ
く
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
自
立
支
援
給
付
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と 

き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に

43
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
給
付
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国X

は
地
方
公
共
団
体
の 

負
担
に
お
い
て
自
立
支
援
給
付
に
相
当
す
る
も
の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。
・
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(

不
正
利
得
の
徴
収)

第
八
条 

市

町

村
(

政
令
で
定
め
る
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
関
し
て
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
以
下 

「市
町
村
等
」
と
い
う
。)

は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
自
立
支
援
給
付
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ 

の
者
か
ら
、

そ
の
自
立
支
援
給
付
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

市
町
村
等
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等' 

第
三
十
二
条
第
一
項
に 

規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
事
業
者
又
は
第
五
十
四
条
第
一 

一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

以
下
こ
の
項 

に

お

い

て

「事
業
者
等
」
と
い
う
。)

が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
介
護
給
付
費' 

訓
練
等
給
付
費
、
 

サ
— 

ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
自
立
支
援
医
療
費
又
は
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た 

と
き
は
、
当
該
事
業
者
等
に
対
し' 

そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、

そ
の
返
還
さ
せ
る
額
に
百
分
の 

四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
地

方

自

治

法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
三 

第
三
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
歳
入
と
す
る
。

(
報
告
等)

第
九
条 

市
町
村
等
は' 

自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
障
害
者
等' 
障
害
児
の
保
護
者' 

障
害
者
等
の
配
偶
者
若
し
く
は
障
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の 

者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に 

質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し' 

か 

つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は' 

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条 

市
町
村
等
は
、
 

自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

当
該
自
立
支
援
給
付
に
係
る
障 

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
、
自
立
支
援
医
療
、
療
養
介
護
医
療
若
し
く
は
補
装
具
の
販
売
若
し
く
は
修
理(

以 

下

「自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。)

を
行
う
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら 

の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ' 

又
は
当
該
職
員 

に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く 

は
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に 

よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
調
査
等) 

第
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は' 

自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

自 

立
支
援
給
付
に
係
る
障
害
者
等
若
し
く
は
障
害
児
の
保
護
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
自
立
支 

援
給
付
に
係
る
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
に
関
し' 

報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若 

し
く
は
提
示
を
命
じ
、

又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

厚
生
労
働
大
臣
文
は
都
道
府
県
知
事
は
、
自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

自
立
支
援 

給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
使
用
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
行
っ
た
自
立
支
援
給
付
対
象 

サI

ビ
ス
等
に
関
し
、
報
告
若
し
く
は
当
該
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
記
録' 

帳
簿
書
類
そ
の
他 

の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、

又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前-

一
項
の
規
定
に
よ 

る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
資
料
の
提
供
等)

第
十
二
条 

市
町
村
等
は
、
自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護 

者' 

障
害
者
等
の
配
偶
者
は
障
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
資
産
又
は
収- 

入
の
状
況
に 
つ
き
、
 

官
公
署
に
対
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、
 

又
は
銀
行' 

信
託
会
社 

そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
障
害
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

受
給
権
の
保
護)

第
十
三
条
自
立
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

(

租
税
そ
の
他
の
公
課
の
禁
止)

第
十
四
条 

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
自
立
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が 

で
き
な
い
。

第

二

節

介

護

給

付

費

、
特
例
介
護
給
付
費' 

訓
練
等
給
付
費' 

特
例
訓
練
等
給
付
費
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
計 

画
作
成
費' 

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
及
び
特
例
特
定
障
害
者
特 

別
給
付
費
の
支
給

第

一

款

市

町

村

審

査

会

(
市
町
村
審
査
会)

第
十
五
条 

第
一 

ー
十
六
条
第
一 

一
項
に
規
定
す
る
審
査
判
定
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め' 

市
町
村
に
第
十
九
条
第
一
項
に
規 

定
す
る
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会(

以

下

「市
町
村
審
査
会
」
と
い
う
。)

を
置
く
。

(
委
員)

第
十
六
条
市
町
村
審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
数
と
す
る
。

2
 

委
員
は
、
障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市

町

村

長(

特
別
区
の 

区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

が
任
命
す
る
。

(

共
同
設
置
の
支
援)

第
十
七
条 

都
道
府
県
は
、
市
町
村
審
査
会
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
共 

同
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

2

都
道
府
県
は
、
市
町
村
審
査
会
を
共
同
設
置
し
た
市
町
村
に
対
し
、
そ
の
円
滑
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
必 

要
な
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

政
令
へ
の
委
任)

第
十
八
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

市
町
村
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第

二

款

支

給

決

定

等

(
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定)

第

十

九

条

介

護

給

付

費

、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費(

以
下
「介
護
給
付
費
等
」
 

と
い
う
。)

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
を
支
給
す
る 

旨

の

決

定(

以

下

「支
給
決
定
」
と
い
う
。)

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 

支
給
決
定
は
、
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
居
住
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
者
又 

は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
と
き' 

又
は
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

そ
の
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保 

護
者
の
現
在
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等 

の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
ー 

一
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
厚 

生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号) 

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
障
害
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定
施
設
入
所
障 

害
者
」■
と
総
称
す
る
。)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第 

五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
設(

以

下

「特
定
施 

設
」
と
い
う
。)

へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地(

継
続
し
て
ニ
以
上
の
特
定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所 

障

害

者
(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「継
続
入
所
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ 

の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地)

の
市
町
村
が
、
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し' 

特
定
施
設
へ
の
入
所
前 

に
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
つ
い
て
は' 

入
所
前
に
お
け
る
そ 

の
者
の
所
在
地(

継
続
入
所
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
の
入
所
前
に
有
し
た
所
在
地)

の 

市
町
村
が' 

支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

4

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及 

び
当
該
障
害
者
に
対
し
支
給
决
定
を
行
う
市
町
村
に
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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-
(

申
請)

第
二
十
条 

支
給
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に 

よ
り
、
市
町
村
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

・
市
町
村
は' 

前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第
一 

ー
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
程
度 

区
分
の
認
定
及
び
同
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当 

該
職
員
を
し
て' 

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
又
は
障
害
児
の
保
護
者
に
面
接
を
さ
せ
、

そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の 

置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に 

お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
調
査
を
第
三
十
二
条
第
一
隕
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働 

省

令

で

定

め

る

者(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て

「指
定
相
談
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。)

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
指
定
相
談
支
援
事
業
者
等
は' 

障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る 

専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省

・
tや

で
定
め
る
者
に
当
該
委
託
に
係
る
調
査
を
行
わ
せ
る 

も
の
と
す
る
。

4
 

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
指
定
相
談
支
援
事
業
者
等
の
役
員(
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締 

役' 

執
行
役X

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い' 

相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を 

問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
叉
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配 

力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を.
含
む
。
以
下
同
じ
。
〉
若
し
く
は
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
又
は
こ 

れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、

正
当
な
理
由
な
し
に' 

当
該
委
託
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
の
秘
密
を
漏
ら
し
て 

は
な
ら
な
い
。

5

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
指
定
相
談
支
援
事
業
者
等
の
役
員X

は
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で 

定
め
る
者
で' 

当
該
委
託
業
務
に
従
事
す
る
も
の
は
、
刑

法
.(
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

そ
の
他
の
罰
則
の 

適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

6

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
障
害
者
等X

は
障
害
児
の
保
護
者
が
遠
隔
の
地
に
居
住
地
又
は
現 

衽
地
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
を
他
の
市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
障
害
程
度
区
分
の
認
定)

第
二
十
一
条 

市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
審
査 

会
が
行
う
当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
の
障
害
程
度
区
分
に
関
す
る
審
査
及
び
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
、
障
害
程
度 

区
分
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

市
町
村
審
査
会
は
「
前
項
の
審
査
及
び
判
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

当
該
審
査
及 

び
判
定
に
係
る
障
害
者
等
、

そ
の
家
族
、
医
師
そ
の
他
の
関
係
者
の
童
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

(

支
給
要
否
決
定
等)

第
一
一
十
二
条
市
町
村
は' 

第
二
十
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
の
障
害
程
度
区
分
、
当
該
障
害
者
等
の
介
護 

を
行
う
者
の
状
況' 

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等X

は
障
害
児
の
保
護
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る 

意
向
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
介
護
給
付
費
等
の

-5
給

の

要

否

の

決

定(

以
下
こ
の
条 

及
び
第
一
一
十
七
条
に
お
い
て
「支
給
要
否
決
定
」
と
い
う
。)

を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

市
町
村
は' 

支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と 

こ
ろ
に
よ
り'

市
町
村
審
査
会X

は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所(
第 

七
十
四
条
及
び
第
七
十
六
条
第
三1

¢
.

に

お

い

て

「身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
」
と
い
う
。)

、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第 

九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第 

一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
—
若
し
く
は
児
童
相
談
所(

以

下

「身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
」
と
総 

称
す
る
。)

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

3

市
町
村
審
査
会
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
文
は
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
は
、
同
項
の
意
見
を 

述
べ
る
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
給
要
否
決
定
に
係
る
障
害
者
等
、
そ
の
家
族
、
医
師 

そ
の
他
の
関
係
者
の
倉
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

4
 

市
町
村
は' 

支
給
決
定
を
行
う
場
合
に
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
月
を
単
位
と
し
て
厚
生
労
働
省 

令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
介
護
給
付
費
等
を
支
給
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量(

以

下

「支
給
量
」
と
い
う
。) 

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

市
町
村
は' 

支
給
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
り
、
支
給
量
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証(

以
下 

「受
給
者
証
」
と
い
う
。)

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
支
給
決
定
の
有
効
期
間)

第-

一
十
三
条
支
給
決
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
・(

以

下

「支
給
決
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。)

内
に
限 

り' 

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

(
支
給
決
定
の
変
更)

第
二
十
四
条
支
給
決
定
障
害
者
等
は
、
現
に
受
け
で
い
る
支
給
決
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類' 

支
給
量 

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に 

よ
り' 

市
町
村
に
対
し
、
当
該
支
給
決
定
の
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

市
町
村
は
、
前
項
の
申
請X

は
職
権
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し' 

支
給
決
定
障
害
者
等
に
つ
き' 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
は' 

当
該
決
定
に
係
る
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
も 

の
と
す
る
。

3

第

十

九

条(

第L

項
を
除
く
。)

、
第

二

十

条(

第
一
項
を
除
く
。)

及
び
第-

一
十
二
条(
第
一
項
を
除
く
。)

の
規
定 

は
、
前
項
の
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に

¢5
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
 

政
令
で
定
め
る
。

4
 

市
町
村
は
、
第
一
一
項
の
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
を
行
う
に
当
た
り' 

必
要
加
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

障
害
程 

度
区
分
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5

第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
障
害
程
度
区
分
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

6

市
町
村
は
、
第
二
項
の
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
受
給
者
証
に
当
該
決
定
に
係
る
事
項
を 

記
載
し' 

こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

(

支
給
決
定
の
取
消
し)

第
一
一
十
五
条
支
給
決
定
を
行
っ
た
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き 

る
。

ー
 

支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
等
が
、
第
二
十
九
条
第
」
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
な
第
三
十 

条
第
一
項
第-

一
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

-
-

支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に' 

当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を 

有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き(
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
市
町 

村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
を
除
く
。)

。

三 

支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
等X

は
障
害
児
の
保
護#;

一
が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
第
二
十
条
第
二
項(

前
条
第
三 

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
調
査
に

f&
じ
な
い
と
き
。

四
・
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
決
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
市
町
村
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当 

該
取
消
し
に
係
る
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

(
都
道
府
県
に
よ
る
援
助
等)

第-

一
十
六
条
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
求
め
に
応
じ' 

市
町
村
が
行
う
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十 

四
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
関
し
、
そ
の
設
置
す
る
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
に
よ
る
技
術
的
事
項
に 

つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
審
査
判
定
業
務(
第
二 

十

一

条
(
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
に*

い
て
同
じ
。)

並
な
に
第
二
十
二
条 

第
ー 

ー
項
及
び
第
三
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
一
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い 

て
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
審
査
会
が
行
う
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
な
第
九
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に 

お
い
て
同
じ
。)

を
行
う
都
道
府
県
に
、
当
該
審
査
判
定
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る 

審

査

会
(

以

下

「都
道
府
県
審
査
会
」
と
い
う
。)

を
置
く
。
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第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
都
道
府
県
審
査
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 

第
十
六
条
第
二
項
中
「市

町

村

長
(
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

」
と
あ
る
の
は
、
「都
道
府
県
知
事
」
と 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

審
査
判
定
業
務
を
都
道
府
県
に
委
託
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
第
一 

ー
十
一
条
並
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三 

項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は' 

こ
れ
ら
の
規
定
中
「市
町
村
審
査
会
」
と
あ
る
の
は
、
「都
道
府
県
審
査 

会
」
と
す
る
。

(

政
令
へ
の
委
任)

第
一-
十
七
条 

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
程
度
区
分
に
関
す
る
審
査
及
び
判
定
、
支
給
決
定
、
支
給
要
否 

決
定
、
受
給
者
証
、
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
並
び
に
支
給
決
定
の
取
消
し
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め 

る
。

第

三

款

介

護

給

付

費

、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給 

(
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給) 

第
二
十
八
条 

介
護
給
付
費
及
び
特
例
介
護
給
付
費
の
支
給
は
、
次
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
次
条
及 

び
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
給
付
と
す
る
。

一
 

居
宅
介
護

二

重

度

訪

問

介

護

三

行

動

援

護

四 

療

養

介

護(

医
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

五

生

活

介

護

六

児

童

デ

イ

サ
ー

ビ

ス

七

短

期

入

所 

八

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

九

共

同

生

活

介

護

十

施

設

入

所

支

援

2

訓
練
等
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
は
、
次
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
次
条
及
び
第 

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
給
付
と
す
る
。

一
 

自
立
訓
練

ー
ー
就
労
移
行
支
援

三

就

労

継

続

支

援

四

共

同

生

活

援

助

(
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費)

第

二

十

九

条

市

町

村

は

、
支
給
決
定
障
害
者
等
が' 

支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て' 

都
道
府
県
知
事
が
指
定 

す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者(

以

下

「指
定
障
害
福
祉
サ
—
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。)

若
し
く
は
障
害 

者

支

援

施

設(

以

下

「指
定
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

か
ら
当
該
指
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

以
下
「指 

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き
、

又
は
の
ぞ
み
の
園
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た 

と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し'

当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
又
は
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以

下

「指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
 

と
い
う
。)

に

要

し

た

費

用(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用' 

居
住
若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生 

活
に
要
す
る
費
用
又
は
創
作
的
活
動
若
し
く
は
生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用 

(

以

下

「特
定
費
用
」
と
い
う
。)

を
除
く
。)

に
つ
い
て' 

介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
を
支
給
す
る
。

2
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
決
定
障
害
者
等
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に 

よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
又
は
の
ぞ
み
の
園(

以
下
「指
定
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。)

に
受
給
者
証
を
提
示
し
て
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し' 

緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は' 

こ
の
限
り
で
な
い
。

3

介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に 

通

常
要
す

る
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ 

の
額
が
現
に
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当 

該
現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
の
額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

4
 

支
給
決
定
障
害
者
等
が
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用(

特
定
費
用
を
除
く
。) 

の
額
の
合
計
額
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
介
護
給
付
費
及
び
訓
練
等
給
付 

費
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌 

し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
介
護
給
付
費 

又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
百 

分
の
百
に
相
当
す
る
額
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

5
 

支
給
決
定
障
害
者
等
が
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き 

は
、
市
町
村
は
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
が
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
支
払
う
べ
き
当
該
指
定 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用(

特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
と
し 

て
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て' 

当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
代
わ
り
、
当
該
指 

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

6
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の 

支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

7

市
町
村
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

は
、
第
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限 

る
。)

又
は
第
四
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る 

基

準
(
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

に
照
ら
し
て
審
査
の
上
、
支
払
う
も
の
と
す 

る
。

8

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二 

号)

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会(

以

下

「連
合
会
」
と
い
う
。)

に
委
託
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。

9

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
給
付
費
及
び
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事 

業
者
等
の
介
護
給
付
費
及
び
訓
練
等
給
付
費
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

(
特
例
介
護
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費)

第

三

十

条

市

町

村

は' 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(
支 

給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。)

に

要

し

た

費

用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
特
例
介
護
給
付
費
又
は
特
例 

訓
練
等
給
付
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
第
二
十
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
決
定
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
前 

日
ま
で
の
間
に
、・
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
。
 

ーー 

支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
以
外
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(
次
に
掲
げ
る
事
業
所
又 

は
施
設
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以

下

「基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き
。
 

ィ
第
四
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
も
の
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
事
業
を
行
う
事
業
所(

以

下

「基
準
該
当
事
業
所
」
と
い
う
。) 

口 

第
四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定 

障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の 

を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
施
設(

以

下

「基
準
該
当
施
設
」
と
い
う
。) 

三
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
。
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2

特
例
介
護
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
額
は' 

当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
は
前
条
第
三 

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額-
(

そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

等

に

要

し

た

費

用(
待
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き
は' 

当
該
現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し 

た
費
用
の
額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を' 
当
該
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
通
常
要
す
る
費
用(

特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
き
厚
生
労
働 

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た 

費

用
(

特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き
は' 

当
該
現
に
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の 

額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
基
準
と
し
て' 

市
町
村
が
定
め
る
。

3

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
例
介
護
給
付
費
及
び
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

(

介
護
給
付
費
等
の
額
の
特
例
シ

第

三

十-

条

市

町

村

が

、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り' 

障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
支
給
決
定
障
害
者
等
が
受
け
る
次
の
各
号
に 

掲
げ
る
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規 

定

中

「百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、
「百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た 

割
合J

と
す
る
。

一
 

介
護
給
付
費X

は

訓

練

給

付

費

の

支

給

第

二

十

九

条

第

三

項 

-
-

特
例
介
護
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
前
条
第
二
項 

第
四
款 

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
及
び 

特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給-

(

サ
—
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
支
給)

第
三
十
一
一
条 

市
町
村
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
で
あ
っ
て' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
の
種
類
の
障
害
福
祉 

サ
—
ビ

ス
(
施
設
入
所
支
援
を
除
く
。)

を
利
用
す
る
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
市
町
村
が 

必
要
と
認
め
た
も
の(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
」
と
い
う
。)

が' 

都
道
府
県
知
事
が
指 

定
す
る
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者(

以

下

「指
定
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。)

か
ら
当
該
指
定
に
係
る
相
談
支
援 

(
第
五
条
第
十
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
便
宜
の
供
与
に
限
る
。
以

下

「指
定
相
談
支
援J

と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き 

は
、
当
該
計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
に
対
し' 

当
該
指
定
相
談
支
援
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
計 

画
作
成
費
を
支
給
す
る
。

2

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
額
は' 

指
定
相
談
支
援
に
通
常
要
す
る
費
用
に
つ
き' 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る 

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
相
談
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は' 

当
該
現
に
指
定
相
談
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額)

と
す
る
。

3

計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
が
指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
指
定
相
談
支
援
を
受
け
た
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該 

計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
が
当
該
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
支
払
う
べ
き
当
該
指
定
相
談
支
援
に
要
し
た
費
用
に
っ 

い
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
と
し
て
当
該
計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い 

て
、
当
該
計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
に
代
わ
り' 

当
該
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
計
画
作
成
対
象
障
害
者
等
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の 

支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

5

市
町
村
は' 

指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
項
の
厚 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営 

に

関

す

る

基

準(
指
定
相
談
支
援
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

に
照
ら
し
て
審
査
の
上
、
支
払
う
も
の
と
す 

る
。.

6

市
町
村
は
、.
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
支
給
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス 

利
用
計
画
作
成
費
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

(
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給)

第

三

十

三

条

市

町

村

は' 

支
給
決
定
障
害
者
等
が
受
け
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
二 

項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
か
ら
当
該
費
用 

に
つ
き
支
給
さ
れ
た
介
護
給
付
費
等
及
び
同
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
介
窸
給
付
等
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の 

合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は' 

当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し' 

高
額
障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考 

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

(
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給)

第

三

十

四

条

市

町

村

は

、
施
設
入
所
支
援
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
障
害
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て 

「特
定
入
所
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。)

に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
の
う
ち
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し 

ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の(

以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「特
定
障
害
者
」
と
い
う
。) 

が
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設X

は

の

ぞ

み

の

園(

以

下

「指
定
障
害
者
支
援 

施
設
等
」
と
い
う
。)

に
入
所
し' 

当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
か
ら
特
定
入
所
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
当 

該
待
定
障
害
者
に
対
し
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
及
・
ひ
居
住
に
要
し 

た

費

用
(
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「特
定
入
所
費
用
」
と
い
う
。
「
に
つ
い
て' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

特 

定
障
害
者
待
別
給
付
費
を
支
給
す
る
。

2

第-

一
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
準 

用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

3

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
特
定
障
害 

者
特
別
給
付
費
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

(

特
例
特
定
障
害
者
恃
別
給
付
費
の
支
給)

第

三

十

五

条

市

町

村

は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て' 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
障
害
者
に
対
し
、
 

当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等X

は
基
準
該
当
施
設
に
お
け
る
特
定
入
所
費
用
に
つ
い
て' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

特
定
障
害
者
が
、
第
二
十
条
第-

項
の
申
請
を
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
決
定
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で 

の
間
に' 

緊
急
そ
の
他
や'

tr
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
。

-
-

特
定
障
害
者
が
、
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
。

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令 

で
定
め
る
。第

五
款
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者 

(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定)

第
三
十
六
条
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
り' 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
の
申
請
に
よ
り
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所(

以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。)

ご
と
に
行
う
。
 

2

就
労
継
続
支
援
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・(

以
下
こ
の
条
及.
ひ
次
条
第
一
項
に
お 

い

て

「特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。)

に
係
る
前
項
の
申
請
は' 

当
該
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
定 

め
て
す
る
も
の
と
す
る
。

3

都
道
府
県
知
事
は' 

第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て' 

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七 

号
ま
で' 

第
九
号X

は

第

十

号(
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で)

の 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は' 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・•

申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

二 

当
該
申
請
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
及
び
技
能
並
び
に
人
員
が
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
厚 

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

三 

申
請
者
が
、
第
四
十
三
条
第
一
ー
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び 

運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ 

る
と
き
。
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四 

申
請
者
が' 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
叉
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま 

で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五

申

請

者

が
' 

こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規 

定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ' 

そ
の
執
行
を
終
わ
り' 

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で 

あ
る
と
き
。

六 

申
請
者
が
、
第

五

十

条

第

一

項(
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項 

に
お
い
て
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い 

者
(

当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続 

法
(

平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の 

役
員
文
は
そ
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人(

以
下
「役
員
等
」
と
い
う
。) 

で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ 

た
者
が
法
人
で
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
者
の
管
理
者
で
あ
っ
た 

者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。)

で
あ
る
と
き
。

七 

申
請
者
が
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定 

に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
四 

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者(

当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ 

る
者
を
除
く
。)

で' 

当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

ハ 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い 

て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人(
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相 

当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。)

の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
者(
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い 

て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。)

の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し 

な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

九

申

請

者

が

、
指
定
の
申
請
前
五
年
以
内
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た 

者
で
あ
る
と
き
。

十

申

請

者

が

、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も 

の
で
あ
る
と
き
。

十

一

申

請

者

が' 

法
人
で
な
い
者
で
、

そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
ー
に
該
当
す
る
者
で 

あ
る
と
き
。

4
 

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府 

県
又
は
当
該
申
請
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域(

第
八
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り 

都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。)

に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量
が' 

同
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
都
道
府
県
若
し
く
は
当 

該
区
域
の
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
な
量
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
の 

指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
達
成
に 

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一 

ー
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
変
更)

第
三
十
七
条 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者(
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
第
二
十
九 

条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は' 

あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省 

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
同
項
の
指
定
の
変
更
を
申
請
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。

2
 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の 

場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定)

第
三
十
八
条 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
申
請
に
よ
り
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
障
害
者
支
援
施
設
の
入 

所
定
員
を
定
め
て
、
行
う
。

2
 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
指
定 

障
害
者
支
援
施
設
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府 

県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に 

達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き' 

そ 

の
他
の
当
該
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十
九
条 

第
一
項
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
三
十
六
条
第
三
項(

第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障 

害
者
支
援
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 

(

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更)

第
三
十
九
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

の
種
類
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

又
は
当
該
指
定
に
係
る
入
所
定
員
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か 

じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
係
る
同
項
の
指
定
の
変
更
を
申 

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は' 

前
項
の
指
定
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の 

場
合
に
お
い
て
、
・
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は' 

政
令
で
定
め
る
。

(
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定)

第

四

十

条

第

三

十

六

条(
第
三
項
第
四
号' 

第
八
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の 

指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は' 

政
令
で 

定
め
る
。

(
指
定
の
更
新)

第
四
十
一
条 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に 

第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
は
、
六
年
ご
と
に
そ
れ
ら
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、

そ
の 

期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
効
力
を
失
う
。

2
 

前
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て' 

同

項

の

期

間(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「指
定
の
有
効
期
間
」
 

と
い
う
。)

の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
指
定
は' 

指
定
の
有
効
期 

間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は' 

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
指
定
の
有
効
期 

間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

4
 

第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
及
び
前
条
の
規
定
は' 

第
一
項
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に 

お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は' 

政
令
で
定
め
る
。

(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
責
務) 

第
四
十
一 

ー
条
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者 

(

以

下

「指
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。)

は
、
障
害
者
等
が
そ
の
有
す
る.
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生 

活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ 

ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関' 

教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
又
は
相
談
支
援
を
当
該
障
害
者
等
の
意
向' 

適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
効
果
的
に
行
う
よ
う 

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

•

2

指
定
事
業
者
等
は
、

そ
の
提
供
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
相
談
支
援
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措 

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
相
談
支
援
の
質
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
 

指
定
事
業
者
等
は
、
障
害
者
等
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
遵 

守
し
、
障
害
者
等
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
只
の
事
業
の
基
準)

第
四
十
三
条 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令 

で
定
め
る
基
準
に
従
い' 

当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び 

運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
い' 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
基
準)

第
四
十
四
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
を
有
な
け
れ
ぽ
な
ぢ
な
い
。

,
2

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営 

に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
基
準)

第
四
十
五
条 

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は' •

当
該
指
定
た
係
る
相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所(

以
下
こ
の
款
に
お
い 

て

「相
談
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。)

ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
指
定
相
談
支
援
に
従 

事
す
る
従
業
者
を
有
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

2

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
い' 

指
定
相
談
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
変
更
の
届
出
等)

第
四
十
六
条 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業 

所
又
は
相
談
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又 

は
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
若
し
く
は
再
開
し
た
と 

き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。

2

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
設
置
者
の
住
所
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ 

た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

-

(

指
定
の
辞
退)

，

第
四
十
七
条 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、

三
月
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。

(
報
告
等)

第
四
十
八
条
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業 

者
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業 

者

で

あ

っ

た

者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。)

に
対
し' 

報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ' 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し 

く
は
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
に 

対
し
出
頭
を
求
め
、

又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事 

業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
立
ち
入
り' 

そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査 

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定 

に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読 

替
え
は' 

政
令
で
定
め
る
。

4
 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な 

技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 

-

(

勧
告' 

命
令
等)

第
四
十
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従 

業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て
第
四
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適 

合
し
て
お
ら
ず' 

又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の.
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は' 

当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準 

を
遵
守
し
、

又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に 

関
す
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
及
び
の
ぞ
み
の
園
の
従
業 

者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て
第
四
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合 

し
て
お
ら
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す 

る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定 

障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し' 

期
限
を
定
め
て
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守 

し
、

又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を 

遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
相
談
支
援
事
業
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
相
談
支
援
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く 

は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て
第
四
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、

又 

は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定 

相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め 

て
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
、

又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指 

定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

都
道
府
県
知
事
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て' 

そ
の
勧
告
を
受
け
た
指
定
事
業
者
等 

が
、
前
三
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
事
業
者
等
が
、

正
当
な
理
由 

が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
事
業
者
等
に
対
し' 

期
限
を
定
め
て
、

そ 

の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
じ
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7

市
町
村
は
、
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
若
し
く
は
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費 

の
支
給
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
指
定
相
談
支
援
を
行
っ
た
指
定
事
業
者
等
に
つ
い
て' 

第
四
十
三 

条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準' 

第
四 

十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
又
は
第
四 

十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定 

障
害
福
祉
サ}

ビ
ス
の
事
業
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
又
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な 

い
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
若
し
く
は
相
談
支
援
事
業
所
又
は
施
設
の
所 

在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
指
定
の
取
消
し
等)

第
五
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
一 

ー
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
し
、

又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は 

一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
三
十
六
条
第
三
項
第
四
号
、
第
五
号' 

第
十
号
又
は
第
十
一
号
の
い 

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

一ー 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能 

又
は
人
員
に
つ
い
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ 

た
と
き
。

四
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が' 

第
四
十
・
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。
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五
介
護
給
付
費
若
し
く
は
訓
練
等
給
付
費
又
は
療
養
介
護
医
療
費
の
請
求
に
関
し
不
正
が
あ
っ
た
と
き
。
 

六
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物 

件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

七 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
が' 

第
四
十
八
条
第
一 

項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず' 

若
し 

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み' 

妨
げ' 

若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
 

当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た 

め
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。
 

ハ

指

定

障

害

福

祉

サ}

ビ
ス
事
業
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
と
ぎ
。

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、

こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療 

若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違 

反
し
た
と
き
。

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か' 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が' 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
不
正
又 

は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
。

十
一
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
役
員
等
の
う
，ち
に
指
定
の
取
消
し 

又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に 

関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

十
二 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指 

定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
不 

正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

2

市
町
村
は
、
自
立
支
援
給
付
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
つ 

い
て
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の 

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前

二

項
(
第
一
項
第
十
二
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に 

お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

4
 

第

一

項
(
第
十
二
号
を
除
く
。)

及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場 

合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(

公
示)

第
五
十
一
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
又
は
第
三 

十
二
条
第
一
項
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
を
し
た
と
き
。

二 

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出(

同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
変
更
並
び
に
同
項
に
規 

定
す
る
事
業
の
休
止
及
び
再
開
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が
あ
っ
た
と
き
。

三 

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
と
き
。

四 

前

条

第

一

項(

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
又
は
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第

三

節

自

立

支

援

医

療

費

、
療
養
介
護
医
療
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給 

(
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定)

：

第
五
十
二
条 

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
市
町
村
等
の
自
立 

支
援
医
療
費
を
支
給
す
る
旨
の
認
定(

以

下

「支
給
認
定
」
と
い
う
。)

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
市
町 

村
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
申
請)

第
五
十
三
条 

支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り
、
市
町
村
等
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 

前
項
の
申
請
は' 

都
道
府
県
が
支
給
認
定
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
障
害
者
又 

は
障
害
児
の
保
護
者
の
居
住
地
の
市
町
村(
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、

又
は
そ
の 

居
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

そ
の
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
現
在
地
の
市
町
村)

を
経
由
し
て
行
う 

こ
と
が
で
き
る
。

(
支
給
認
定
等)

第

五

十

四

条

市

町

村

等

は

、
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
が' 

そ
の
心
身
の
障
害
の
状
態
か
ら
み
て
自
立 

支
援
医
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
障
害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
所
得
の
状
況
、
 

治
療
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
自 

立
支
援
医
療
の
種
類
ご
と
に
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
者
等
が
、
自
立
支
援
医
療
の
う 

ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
医
療
を
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法(

昭
和
三
十
ハ
年
法
律
第
百
六
十
ハ
号)

又 

は
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律 

第
百
十
号)

の
規
定
に
よ
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

•
2

市
町
村
等
は
、
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定 

す

る

医

療

機

関(

以

下

「指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
」
と
い
う
。)

の
中
か
ら
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が 

自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

3
 
-

市
町
村
等
は
、
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者(

以

下

「支
給 

認
定
障
害
者
等
」
と
い
う
。)

に
対
し' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
条
に
規
定
す
る
支
給
認
定
の 

有
効
期
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
名
称
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
事
項
を
記
載
し
た
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証(

以

下

「医
療
受
給
者
証
」
と
い
う
。)

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

ゝ
〇

(
支
給
認
定
の
有
効
期
間)

第
五
十
五
条 

支
給
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間(

以

下

「支
給
認
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。)

内
に
限 

り' 

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

(
支
給
認
定
の
変
更)

第
五
十
六
条
支
給
認
定
障
害
者
等
は
、
現
に
受
け
て
い
る
支
給
認
定
に
係
る
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定 

め
ら
れ
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
の
必
要
が
あ
る
と
き 

は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
等
に
対
し
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。

2

市
町
村
等
は
、
前
項
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り' 

支
給
認
定
障
害
者
等
に
つ
き
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
事
項
に
つ
い
て
変
更
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
認
定 

の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
等
は
、
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し 

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

3

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び 

第
四
項
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

4
 

市
町
村
等
は
、
第
二
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
受
給
者
証
に
当
該
認
定
に
係
る 

事
項
を
記
載
し
、
，
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

(
支
給
認
定
の
取
消
し)

第
五
十
七
条
支
給
認
定
を
行
っ
た
市
町
村
等
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で 

き
る
。

ー
 

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
、

そ
の
心
身
の
障
害
の
状
態
か
ら
み
て
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
必
要
が
な
く 

な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

二
支
給
認
定
障
害
者
等
が
、
支
給
認
定
の
有
効
期
間
内
に' 

当
該
市
町
村
等
以
外
の
市
町
村
等
の
区
域
内
に
居
住 

地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き(
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該 

市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
を
除
く
。)

。

三 

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
応
じ
な
い
と
き
。
 

・
四 

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
。

2
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
認
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
市
町
村
等
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
取
消
し
に
係
る
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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(

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給)

第
五
十
八
条 

市
町
村
等
は
、
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が' 

支
給
認
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
捋
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
自
立
支
援
医
療(

以

下

「指 

定
自
立
支
援
医
療
」
と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
支
給
認
定
障 

害
者
等
に
対
し
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
す
る
。

2

指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等
は
、
厚
生.
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
 

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
医
療
受
給
者
証
を
提
示
し
て
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ 

し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

3

自
立
支
援
医
療
費
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
 

当
該
指
定
自
立
支
援
医
療(
食

事

療

養(
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
 

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費 

用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当
該
支
給
認
定
障
害 

者
等
が
同
一
の
月
に
お
け
る
指
定
自
立
支
援
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額 

が
、
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
の
家
計
に
与
え
る
影
響
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定 

め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方 

法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額 

-- 

当
該
指
定
自
立
支
援
医
療(
食
事
療
養
に
限
る
。)

に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
負
担
額
、
支
給
認
定
障
害 

者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額 

4

前
項
に
規
定
す
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
及
び
こ
れ
に
よ 

る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
と
き
の
自
立
支
援
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
は' 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る 

と
こ
ろ
に
よ
る
。

5

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
た
と
き
は' 

市
町
村
・ 

等
は
、
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
が
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に
要 

し
た
費
用
に
つ
い
て
、
自
立
支
援
医
療
費
と
し
て
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
に
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
 

当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
に
代
わ
り
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

6

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
が
あ
っ
た 

も
の
と
み
な
す
。

(
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定)

第
五
十
九
条 

第
五
十
四
条
第
一 

ー
項
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

病
院
若
し
く
は
診
療
所 

(

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

又
は
薬
局
の
開
設
者
の
申
請
に
よ
り
、
 

同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
自
立
支
援
医
療
の
種
類
ご
と
に
行
う
。

2
 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指 

定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

当
該
申
請
に
係
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
が
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す 

る
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
所
若
し
く
は
施
設
で
な
い
と
き
。
 

-- 

当
該
申
請
に
係
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
又
は
申
請
者
が
、
 
•
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
関
し 

診
療
又
は
調
剤
の
内
容
の
適
切
さ
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
重
ね
て
第
亠
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

申

請

者

が

、
第
亠
ハ
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

四 

前
三
号
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
が
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て 

著
し
く
不
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

3
 

第
三
十
六

条

第

三

項(
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
除
く
。)

の
規
定
は' 

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
に
っ 

い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
ゝ
政
令
で
定
め
る
。

(
指
定
の
更
新)

第
六
十
条 

第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
は
、
六
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、

そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ 

て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

2

健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る*'
こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
責
務)

第

六

十-

条
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
良
質
か
つ
適
切
な
自
立
支 

援
医
療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
診
療
方
針)

第
亠
ハ
十
二
条 

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
診
療
方
針
は
、
健
康
保
険
の
診
療
方
針
の
例
に
よ
る
。

2
 

前
項
に
規
定
す
る
診
療
方
針
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き' 

及
び
こ
れ
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
と
き
の 

診
療
方
針
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

都
道
府
県
知
事
の
指
導)

第
六
十
三
条
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
自
立
支
援
医
療
の
実
施
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
の
指
導
を
受
け
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
変
更
の
届
出)

第
六
十
四
条
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
当
該
指
定
に
係
る
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
厚
生
労
働
省 

令
で
定
め
る
事!

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
旨
を
都
道
府
県
知 

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
指
定
の
辞
退)

第
六
十
五
条
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、

一
月
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、

そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。

(
報
告
等)

第
六
十
六
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
自
立
支
援
医
療
の
実
施
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

指
定
自
立
支 

援
医
療
機
関
若
し
く
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者 

で

あ

っ

た

者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「開
設
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。)

に
対
し
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
 

帳 

簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
 

医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者(

開
設
者
で
あ
っ
た
者
等
を
含
む
。)

に
対
し
出
頭
を
求
め
、

又
は
当
該
職
員
に
関 

係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
つ
い
て
設
備
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ 

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定 

に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
出
若
し
く
は
提 

示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た 

と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は' 

当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
対
す
る
市
町
村
等
の
自
立
支
援
医
療
費
の
支
払
を 

一
時
差
し
止
め
る
こ
と
を
指
示
し
、

又
は
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
勧
告
、
命
令
等)

第
六
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
第
六
十
一
条
文
は
第
六
十
二
条
の
規
定
に
従
っ
て 

良
質
か
つ
適
切
な
自
立
支
援
医
療
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
・
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者 

に
対
し
、
期
限
を
定
め
て' 

第
六
十
一
条
文
は
第
六
十
一 

ー
条
の
規
定
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。

2

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
指
定
自
立
支
援
医 

療
機
関
の
開
設
者
が
、
同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



平成17年11月7日月曜日 官 報 （号外第249号） 1 78
3

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
が' 

正
当
な
理 

由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
に
対
し
、
 

期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は' 

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
 

市
町
村
は' 

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
っ
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
に
つ
い
て' 

第
亠
ハ
十
一
条
又
は 

第
六
十
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
良
質
か
つ
適
切
な
自
立
支
援
医
療
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を 

当
該
指
定
に
係
る
医
療
機
関
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
定
の
取
消
し
等)

第
六
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医 

療
機
関
に
係
る
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部 

の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
第
五
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。
 

一
ー
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
三
十
亠
ハ
条
第
三
項
第
四
号
、
 

第
五
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三 

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
第
六
十
一
条
又
は
第
六
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四 

自
立
支
援
医
療
費
の
請
求
に
関
し
不
正
が
あ
っ
た
と
き
。

五
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
、
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の 

他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
又
は
従
業
者
が
、
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ 

て
こ
れ
に
応
ぜ
ず' 

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、

又
は
同
項 

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た
だ
し' 

当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の 

従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の 

開
設
者
が
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。

2

第
五
十
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指 

定
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
ゝ
政
令
で 

定
め
る
。

(

公
示)

第

六

十

九

条

都
道
府
県
知
事
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は' 

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ー
 

第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
と
き
。

ーー 

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出(

同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が 

あ
っ
た
と
き
。

三 

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
と
き
。
 

四
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

(

療
養
介
護
医
療
費
の
支
給)

第

七

十

条

市

町

村

は

、
介

護

給

付

費(
療
養
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
が' 

支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
療
養
介
護
医
療 

を
受
け
た
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
に
対
し' 

当
該
療 

養
介
護
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
療
養
介
護
医
療
費
を
支
給
す
る
。

2
 

第
五
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
療
養
介
護
医
療
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い 

て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は' 

政
令
で
定
め
る
。

(
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給)

第

七

十-

条

市

町

村

は

、
特

例

介

護

給

付

費(

療
養
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害 

者
が
、
基
準
該
当
事
業
所
又
は
基
準
該
当
施
設
が
ら
当
該
療
養
介
護
医
療(

以

下

「基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
」
と 

い
う
。)

を
受
け
た
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
に
対
し' 

当
該
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て' 

基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
を
支
給
す
る
。

2

第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に 

お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
準
用)

第
七
十
二
条
第
亠
ハ
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
は
、
療
養
介
護
医
療
を
行
う
指
定
障
害
福
祉
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
者 

等
又
は
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
を
行
う
基
準
該
当
事
業
所
若
し
く
は
基
準
該
当
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

自
立
支
援
医
療
費
等
の
審
査
及
び
支
払)

第
七
十
三
条
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
、
 

療
養
介
護
医
療
を
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事 

業
者
等
又
は
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
を
行
う
基
準
該
当
事
業
所
若
し
く
は
基
準
該
当
施
設(

以
下
こ
の
条
に
お
い 

て

「公
費
負
担
医
療
機
関
」
と
い
う
。)

の
診
療
内
容
並
び
に
自
立
支
援
医
療
費
、
療
養
介
護
医
療
費
及
び
基
準
該
当 

療
養

介

護

医

療

費(

以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
五
条
に
お
い
て
「自
立
支
援
医
療
費
等
」
と
い
う
。)

の
請
求
を
随
時 

審
査
し' 

か
つ
、
公
費
負
担
医
療
機
関
が
第
五
十
八
条
第
五
項(
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含 

む
。)

の
規
定
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
立
支
援
医
療
費
等
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2

公
費
負
担
医
療
機
関
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
前
項
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
費
負
担
医
療
機
関
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
立
支
援
医
療
費 

等
の
額
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号) 

に
定
め
る
審
査
委
員
会
、
国
民
健
康
保
険
法
に
定
め
る
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
審
査
委
員
会
そ
の
他
政
令
で
定
め 

る
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

市
町
村
等
は
、
公
費
負
担
医
療
機
関
に
対
す
る
自
立
支
援
医
療
費
等
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
社
会
保
険
診
療
報 

酬
支
払
基
金' 

連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

自
立
支
援
医
療
費
等
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
。

6

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
等
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
は' 

行

政

不

服

審

査

法(

昭
和
三
十
七
年
法 

律
第
百
六
十
号)

に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
都
道
府
県
に
よ
る
援
助
等)

第
七
十
四
条 

市
町
村
は
、
支
給
認
定
又
は
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
し
な
い
旨
の
認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
が 

あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
そ
の
他
厚
生
労
働 

省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
は' 

市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
が
行
う
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
関
し
、

そ
の
設
置
す
る 

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
市 

町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(
政
令
へ
の
委
任)

第
七
十
五
条 

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
ゝ
支
給
認
定
、
医
療
受
給
者
証
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
及
び
支
給 

-

認
定
の
取
消
し
そ
の
他
自
立
支
援
医
療
費
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第

四

節
補
装
具
費
の
支
給

第
七
十
六
条 

市
町
村
は
、
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て' 

当
該
申
請
に
係
る 

障
害
者
等
の
障
害
の
状
態
か
ら
み
て
、
当
該
障
害
者
等
が
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
る
と
認 

め
る
と
き
は
、
当
該
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
」
 

と
い
う
。)

に
対
し
、
当
該
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
補
装
具
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
 

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
者
の
所
得
が
政
令
で
定 

め
る
基
準
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

2

補
装
具
費
の
額
は
、
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る 

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る 

と
き
は' 

当
該
現
に
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。

以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「基
準
額
」
 

と
い
う
。)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し' 

当
該
基
準
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
が' 

当
該 

補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る 

と
き
は
、
当
該
基
準
額
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
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市
町
村
は' 

補
装
具
費
の
支
給
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り' 

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

4

第
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
市
町
村
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
ゝ
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
必
要 

な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

6

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
装
具
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
三
章
地
域
生

活

支

援

事

業

(
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業)

第

七

十

七

条

市

町

村

は

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る 

事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ー
 

障
害
者
等
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
 

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の 

問
題
に
つ
き
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な 

情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
等
に
対
す
る 

虐
待
の
防
止
及
ぴ
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
障
害
者
等
の
権
利
の
擁
護
の
た 

め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

二 

聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声
機
能
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
そ
の 

他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
に
つ
き
、
手

話

通

訳

等(

手
話
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定 

め
る
方
法
に
よ
り
当
該
障
害
者
等
と
そ
の
他
の
者
の
意
思
疎
通
を
仲
介
す
る
こ
と
を
い
う
。)

を
行
う
者
の
派
遣
、
 

日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
給
付
又
は
貸
与
そ
の
他
の 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業

三
移
動
支
援
事
業
一

四 

障
害
者
等
に
つ
き' 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
通
わ
せ
、
創
作
的 

活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与 

す
る
事
業

2

都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
 

関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
市
町
村
に
代
わ
っ
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き 

る
。

3

市
町
村
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
現
に
住
居
を
求
め
て
い
る
障
害
者
に
つ
き
低
額
な
料
金
で
福 

祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
当
該
施
設
の
居
室
そ
の
他
の
設
備
を
利
用
さ
せ
、
日
常
生
活
に
必
要
な
便
宜
を 

供
与
す
る
事
業
そ
の
他
の
障
害
者
等
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ' 

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活 

を
営
む
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業)

第

七

十

八

条

都

道

府

県

は

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
前
条
第
一 

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
特
に
専
門
性
の
高
い
相
談
支
援
事
業
そ
の
他
の
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
事
業 

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
 

都
道
府
県
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
相
談
支
援
の
質
の
向
上
の
た
め
に
障
害 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
相
談
支
援
を
提
供
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
必
要
な
指
導
を
行
う
者
を
育
成
す
る 

事
業
そ
の
他
障
害
者
等
が
そ
の
有
ず
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め 

に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第

四

章

事

業

及

び

施

設

(
事
業
の
開
始
等)

第

七

十

九

条

都

道

府

県

は' 

次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

障
害
福
祉
サ
ー
ピ
ス
事
業

二

相

談

支

援

事

業

三

移

動

支

援

事

業

四
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業 

五
福
祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業

2
 

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で 

定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
項
の
規
定
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
日 

か
ら
一
月
以
内
に
、

そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
廃
止
し' 

又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
 

あ
ら
か
じ
め' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
障
害
福
祉
サ
ー
ピ
ス
事
業
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
ホ
ー
ム
の
基
準)

第
八
十
条' 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(
施
設
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び 

第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
—
及
び
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て' 

基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
並
び
に
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
—
及
び
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
 

同
項
の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
報
告
の
徴
収
等)

第
八
十
一
条
都
道
府
県
知
事
は
、
障
害
者
等
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
、
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
移
動
支
援
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
福
祉 

ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
対
し
て
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
求
め
、

又
は
当 

該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
所
若
し
く
は
施
設
に
立
ち
入
り
、

そ
の
設
備
若
し
く 

は
帳
薄
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定 

に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
事
業
の
停
止
等)

第

八

十

二

条

‘都
道
府
県
知
事
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ピ
ス
事
業
、
相
談
支
援
事
業
又
は
移
動
支
援
事
業
を
行
う
者
が
、
 

こ
の
章
の
規
定
若
し
く
は
当
該
規
定
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
 

そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き' 

又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
若
し
く
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条 

の
七
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

そ
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、

そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と 

が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
知
事
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
又
は
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
—
若
し
く
は
福
祉
ホ
ー
ム 

の
設
置
者
が' 

こ
の
章
の
規
定
若
し
く
は
当
該
規
定
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違 

反
し
た
と
き
、
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
—
若
し
く
は
福
祉
ホ
ー
ム
が
第
八
十
条
第 

一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き' 

又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
二' 

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二 

十
一
条
若
し
く
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
者
又
は
そ
の
設 

置
者
に
対
し
て
、
そ
の
施
設
の
設
備
若
し
く
は
運
営
の
改
善
又
は
そ
の
事
業
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
を
命
ず
る
こ
と 

が
で
き
る
。

(
施
設
の
設
置
等)

第

八

十

三

条

国

は

、
障
害
者
支
援
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

都
道
府
県
は' 

障
害
者
支
援
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

市
町
村
は' 

あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
障
害
者
支
援
施
設
を 

設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



平成17年11月7日月曜日 官 報 （号外第249号） 1 80
4

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
社

会

福

祉

法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号)

の
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
り' 

障
害
者
支
援
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
、
廃
止
又
は
休
止
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

政
令
で 

定
め
る
。

(

施
設
の
基
準)

第
八
十
四
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て' 

基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

2

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
基
準
を
社
会
福
祉 

法
第
六
十
五
条
第
「
項
の
最
低
基
準
と
み
な
し
て
、
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
、
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
七
十 

一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
報
告
の
徴
収
等)

第

八

十

五

条

都
道
府
県
知
事
は

、
市
町
村
が
設
置
し
た
障
害
者
支
援
施
設
の
運
営
を
適
切
に
さ
せ
る
た
め' 

必
要
が 

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
施
設
の
長
に
対
し
て' 

必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の 

物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
求
め' 

又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立 

ち
入
り
、
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定 

に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
事
業
の
停
止
等)

第
八
十
六
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
が
設
置
し
た
障
害
者
支
援
施
設
に
つ
い
て' 

そ
の
設
備
又
は
運
営
が
第
八 

十
四
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
、
又
は
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は' 

そ
の 

事
業
の
停
止
又
は
廃
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
に
は
、
文
書
を
も
っ
て
、

そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。

第

五

章

障

害

福

祉

計

画

(
基
本
指
針)

第

八

十

七

条

厚
生
労

働
大
臣
は

、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
並
び
に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活 

支
援
事
業
の
提
供
体
制
を
整
備
し
、
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の 

基

本

的

な

指

針(

以

下

「基
本
指
針
」
と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
 

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

ー
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
事
項

二 

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
福
祉 

計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

3
 

厚
生
労
働
大
臣
は' 

基
本
指
針
を
定
め' 

又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は' 

遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

(
市
町
村
障
害
福
祉
計
画)

第

八

十

八

条

市

町

村

は

、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提 

供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画(

以

下

「市
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
 

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は' 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

ー
 

各
年
度
に
お
げ
る
指
定
障
害
福
祉.
サ.
—
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み

二 

前
号
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策

三 

地
域
生
活
支
援
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四
そ
の
他
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
し
必 

要
な
事
項

3
 

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
数' 

そ
の
障
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情 

を
勘
案
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
基
本
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
者
計
画
、
社
会
福
祉
法
第 

一
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
障
害
者
等
の
福
祉
に
関 

す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
 

市
町
村
は' 

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め' 

住
民
の
意
見 

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

6

障
害
者
基
本
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
設
置
す
る
市
町
村
は' 

市
町
村
障
害
福 

祉
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
意
見 

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7

市
町
村
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め' 

都
道
府
県
の 

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
 

市
町
村
は' 

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画)

第

八

十

九

条

都

道

府

県

は

、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
達
成
に
資
す
る
た
め' 

各
市
町
村
を 

通
ず
る
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に 

関

す

る

計

画(

以

下

「都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は' 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
 

当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
宦
相 

談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み

-
-

・
前
号
の
区
域
ご
と
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の 

た
め
の
方
策

三 

第
一
号
の
区
域
ご
と
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
の
確
保
又
は
資
質
の
向 

上
の
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項

四 

各
年
度
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
必
要
入
所
定
員
総
数

五
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
の
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項 

亠ハ 

地
域
生
活
支
援
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
事
項

•

七 

そ
の
他
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
し 

必
要
な
事
項

3
 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
基
本
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
者
計
画
、
社
会
福
社 

法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
障
害
者
等 

の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
は
、
医

療

法
(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す 

る
医
療
計
画
と
相
ま
っ
て' 

精

神

病

院(
精
神
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。) 

に
入
院
し
て
い
る
精
神
障
害
者
の
退
院
の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
 

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は' 

あ
ら
か
じ
め' 

障
害
者 

基
本
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
 

都
道
府
県
は' 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
厚
生
労
働
大 

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

都
道
府
県
知
事
の
助
一
言
等)

第
九
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
上
の
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
必
要 

な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
の
手
法
そ
の
他
都
道
府
県
障
害
福
祉 

計
画
の
作
成
上
重
要
な
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

国
の
援
助)

第

九

十

一

条

国

は

、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
又
は
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
定
め
ら 

れ
た
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助 

の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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第

六

章

費

用

(
市
町
村
の
支
弁)

第
九
十
ー 

ー
条 

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

一
 

介
護
給
付
費
等' 

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費' 

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
定障

#
!

者
特
別
給
付
費
及 

び
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費(

以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。)

の
支
給
に
要
す
る
費
用 

ーー 

自

立

支

援

医

療

費(
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

、
療
養
介
護
医
療
費
及
び 

基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用

三
補
装
具
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用 

四
市
町
村
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用

(

都
道
府
県
の
支
弁)

第
九
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
費
用
は' 

都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る
。

一
 

自

立

支

援

医

療

費(
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
支
給
に
要
す
る
費
用

二
都
道
府
県
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用

(

都
道
府
県
の
負
担
及
び
補
助)

第
九
十
四
条 

都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費 

用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。

一
 

第
九
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
国
及
び
都
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
市
町
村
に 

お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
者
等
の»

程
度
区
分
ご
と
の
人
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘 

案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額(

以
下
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
」
と
い
う
。) 

の
百
分
の
二
十
五

ーー 

第
九
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
そ
の
百
分
の
二
十
五

2
 

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
九
十
二
条
の 

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
の
百
分
の
二
十
五
以
内
を
補
助
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。

(

国
の
負
担
及
び
補
助)

第
九
十
五
条 

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。

一
 

第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち' 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
の
百 

分
の
五
十

二 

第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
同
条
第
二
号
及
ぴ
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の 

百
分
の
五
十 

、

三
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
の
百
分
の
五 

十

2
 

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
補
助
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。

ー
 

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で' 

第
一 

ー
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
支
給
決
定 

に
係
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用(
地
方
自
洽
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が 

審
査
判
定
業
務
を
都
道
府
県
審
査
会
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る
費
用
を
含
む
。)

の 

百
分
の
五
十
以
内

ーー 

第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
費
用
の
う
ち' 

第
九
十
二 

条
第
四
号
及
び
第
九
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
百
分
の
五
十
以
内

(
準
用
規
定)

第
九
十
六
条 

社
会
福
祉
法
第
五
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
有
財
産
待
別
措
置
法(

昭
和
二
十 

七
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
又
は
同
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
の
規
定 

に
よ
り
普
通
財
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
を
受
け
た
社
会
福
祉
法
人
に
準
用
す
る
。

第

七

章

審

査

請

求

(
審
査
請
求)

第
九
十
七
条
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
不
服
が
あ
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
都
道
府
県 

知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
審
査
請
求
は
、
時
効
の
中
断
に
関
し
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な
す
。

(

不
服
審
査
会)

第
九
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
わ 

せ
る
た
め' 

障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会(

以

下

「不
服
審
査
会
」
と
い
う
。)

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

2

不
服
審
査
会
の
委
員
の
定
数
は' 

政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
定
め
る
員
数
と
す
る
。

3

委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
介
護
給
付
費
等
に
関
す
る
処
分
の
審
理
に
関
し
公
正
か
つ
中
立
な
判
断
を
す 

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ' 

障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
ビ
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県 

知
事
が
任
命
す
る
。

(
委
員
の
任
期)

第
九
十
九
条
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し' 

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

2
 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
会
長)

第
百
条 

不
服
審
査
会
に
、
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
が
選
挙
す
る
会
長
一
人
を
置
く
。

2
 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は' 

前
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
者
が' 

そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

(
審
査
請
求
の
期
間
及
び
方
式)

第
百
一
条 

審
査
請
求
は
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、
文
書
又
は
口 

頭
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

正
当
な
理
由
に
よ
り
、

こ
の
期
間
内
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な 

か
っ
た
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
は' 

こ
の
限
り
で
な
い
。

(
市
町
村
に
対
す
る
通
知)

第

百
二
条
都
道
府
県
知
事
は

、
審
査
請
求
を
受
理
し
た
と
き
は
、
原
処
分
を
し
た
市
町
村
及
び
そ
の
他
の
利
害
関
係 

人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
審
理
の
た
め
の
処
分)

第
百
三
条
都
道
府
県
知
事
は

、
審
理
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
請
求
人
若
し
く
は
関
係
人 

に
対
し
て
報
告
若
し
く
は
意
見
を
求
め
、

そ
の
出
頭
を
命
じ
て
審
問
し
、

又
は
医
師
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
指
定 

す

る

者
(
次

項

に

お

い

て

「医
師
等
」
と
い
う
。)

に
診
断
そ
の
他
の
・
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
又
は
診
断
そ
の
他
の
調
査
を
し
た
医
師
等
に
対
し
、
政
令 

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
旅
費
、

日
当
及
び
宿
泊
料
又
は
報
酬
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
政
令
等
へ
の
委
任)

第
百
四
条
，
こ
の
章
及
び
行
政
不
服
審
査
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

審
査
請
求
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令 

で' 

不
服
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
当
該
不
服
審
査
会
を
設
置
し
た
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
。

(
審
査
請
求
と
訴
訟
と
の
関
係)

第
百
五
条 

第
九
十
七
条
第~

項
に
規
定
す
る
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は' 

当
該
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す 

る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第

八

章

雑

則

(
大
都
市
等
の
特
例)

第
百
六
条
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
が
処
理
す
る
ご
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
関
す
る
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の 

は' 

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市(

以

下

「指
定
都
市
」
と
い
う
。)

及
び
同
法
第
二 

百
五
十
二
条
の
ー
ー
十
二
第
一
項
の
中
核
市(

以

下

「中
核
市
」
と
い
う
。)

並
び
に
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
四
第 

一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市(

以

下

「児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。)

に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る 

と
こ
ろ
に
よ
り' 

指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市(

以

下

「指
定
都
市
等
」
と
い
う
。)

が
処 

理
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
等
に
関
す 

る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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(
権
限
の
委
任)

第
百
七
条 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
厚 

生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方 

厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
実
施
規
定) 

-

第
百
ハ
条
こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執 

行
に
つ
い
て
必
要
な
細
則
は
、
厚
生
労
働
・
省
令
で
定
め
る
。

第

九

章

罰

則

第
百
九
条 

市
町
村
審
査
会
、
都
道
府
県
審
査
会
若
し
く
は
不
服
審
査
会
の
委
員
又
は
こ
れ
ら
の
委
員
で
あ
っ
た
者
が
、
 

正
当
な
理
由
な
し
に
、
職
務
上
知
り
得
た
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
の
業
務
上
の
秘
密
又
は
個 

人
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は' 

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

2
 

第

二

十

条

第

四

項(
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
違
反
し
た
者
は' 

一
年 

以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
条 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽 

の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し 

て
、
答
弁
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は' 

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第

百

十-

条

第

四

十

八

条

第

一

項
(

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に 

お
い
て
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し 

く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対 

し
て
、
 

答
弁
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ' 

若
し
く 

は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
一
一
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、

そ
の
法
人
又
は
人 

の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
 

同
条
の
刑
を
科
す
る
。

第
百
十
三
条 

正
当
な
理
由
な
し
に
、
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
て
、
出
頭
せ
ず' 

陳
述
を
せ 

ず
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
若
し
く
は
報
告
を
し
、
又
は
診
断
そ
の
他
の
調
査
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
・
 

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
不
服
審
査
会
の
行
う
審
査
の
手
続
に
お
け
る
請
求
人
又
は
第
百
二
条 

の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
市
町
村
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
十
四
条 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚 

偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対 

し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第

百

十

五

条

市

町

村

等

は

、
条
例
で
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件 

の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
 

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し' 

又 

は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
に
対
し
十
万 

円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

市
町
村
等
は' 

条
例
で
、
・
正
当
な
理
由
な
し
に
、
第
十.
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若 

し
く
は
提
示
を
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の 

規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し' 

若
し
く
は
同
項
の
規
定
に 

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
に
対
し
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が 

で
き
る
。

3

市
町
村
は' 

条
例
で
、
第
二
十
四
条
第
一 

ー
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
者
証
の
提
出
又
は
返 

還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

見

(
施
行
期
日)

第
一
条 

こ
の
法
律
は' 

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各 

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー
 

附
則
第
一 

ー
十
四
条
、
第
四
十
四
条
、
第
百
一
条
、
第
百
三
条
、
第
百
十
亠
八
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
及
び
第
百 

二
十
二
条
の
規
定
公
布
の
日

ー
ー
第
五
条
第
一
項(

居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
及
び
共
同
生
活
援
助
に
係
る
部 

分
を
除
く
。)

、
第
三
項' 

第
五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
十
七
項
及
び
第
十
九
項
か
ら
第 

二
十
二
項
ま
で' 

第

二

章

第

一

節(

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害 

者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限 

る
〇)

、
第
二
十
八
条
第
一
項(

第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。) 

及

び

第

二

項(

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
ご
・
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
 

第
三
十
六
条
第
四
項(

第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)' 

第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条 

ま
で
、
第

四

十

一

条(

指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第 

四

十

二

条(
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。)' 

第
四
十 

四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項(
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
第
二
項
、
第 

四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
か
ら
第 

七

項

ま

で(
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。)' 

第
五
十 

条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

五

十

一

条(
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限 

る
。)

、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七
十
三
条' 

第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条(
療
養
介
護 

医
療
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
二
章
第
四
節
、
第
三
章' 

第

四

章
(
障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
部
分
を
除
く
。)

、
第
五
章
、
第
九
十
二

条

第

一

号(

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定 

障
害
者
特
別
給
付
費
及
び
恃
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第

二

号
(
療
養
介
護 

医
療
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
三
号
及
び
第
四
号' 

第
九
十
三
条 

第
二
号
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第
二
号(
第
九
十
二
条
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

及
び
第
二
項' 

第
九
十
五 

条

第
一
項
第
二
号(
第
九
十
二
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。)

及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
九
十
六
条' 

第
百
十 

条
(

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費' 

特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医 

療
費' 

基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十 

二

条
(

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限 

る
。)

並
び
に
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項(

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
、
特
定
障
害 

者
特
別
給
付
費' 

特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
療
養
介
護
医
療
費
、
 

基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
及
び
補
装 

具
費
の
支
給
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

並
び
に
附
則
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
亠
ハ
条
、
第
三
十
条 

か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
か 

ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
亠
ハ
十
条
ま
で
、
第
六
十
一 

ー
条
、
第
亠
ハ
十
五
条
、
第
亠
ハ
十 

八
条
か
ら
第
七
十
条
ま
で'

・
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
三
条
、
 

第
八
十
五
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
、
第
九
十
二
条' 

第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条 

か
ら
第
百
条
ま
で' 

第
百
五
条
、
第
百
八
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規 

定

平

成
十
八
年
十
月
一
日

三 

附
則
第
六
十
三
条
、
第
六
十
六
条
、
第
九
十
七
条
及
び
第
百
十
一
条
の
規
定 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

ま
で
の
日
で
政
令
で
定
め
る
日

(
自
立
支
援
給
付
の
特
例)

第
二
条
児
童
福
祉
法
第
六
十
三
条
の
四
及
び
第
六
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
児
童
は
、
第
十
九
条
か 

ら
第
二
十
五
条
ま
で' 

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で' 

第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十 

四
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
と
み
な
す
。
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(

検
討)

第
三
条 

政
府
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、

こ
の
法
律
及
び
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
他
の
法 

律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
、
障
害
児
の
児
童
福
祉
施
設
へ
の
入
所
に
係
る
実
施
主
体
の
在
り
方
等
を
勘
案
し' 

こ
の 

法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
障
害
者
等
の
範
囲
を
含
め
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る 

も
の
と
す
る
。

2

政
府
は' 

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て' 

第
二
章
第
ー 

ー
節
第
五
款
、
第
三
節
及
び
第
四 

節
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

3

政
府
は
、
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
状
況
、
 

障
害
者
等
の
経
済
的
な
状
況
等
を
踏
ま
え
、
就
労 

の
支
援
を
含
め
た
障
害
者
等
の
所
得
の
確
保
に
係
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い 

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
四
条 

こ

の
法
律
の
施
行
の
日(

以

下

「施
行
日
」
と
い
う
。)

か
ら
附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の 

日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第

十

九

条

第

三

項

中

「介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十 

八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
」
と

あ

る

の

は

「訓
練
等
給
付
費
若
し
く
は
特
例
訓 

練
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
居
の
措
置 

が
採
ら
れ
て
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「共
同
生
活
住
居
」
と
い
う
。)

に
入
居
し
て
い 

る
障
害
者
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
を
受 

け
て
又
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
」
と
、
『障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項 

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
」
と

あ

る

の

は

「同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設(

以
下
こ 

の

項

に

お

い

て

「身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
と
い
う
。
ご

と

、
「障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
、
第
五
条
第
一
項 

若
し
く
は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
」
と

あ

る

の

は

「共
同
生
活
住
居' 

身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
 

と'

「入
所
前
」
と

あ

る

の

は

「入
居
又
は
入
所
の
前
」
と'

「特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「特
定
施
設
に 

入
居
又
は
入
所
を
し
て
」
と
、
「入
所
し
た
」
と

あ

る

の

は

「入
居
又
は
入
所
を
し
た
」
と
、
同

条

第

四

項

中

「入
所 

し
て
」
と

あ

る

の

は

「入
居
し' 

又
は
入
所
し
て
」
と
す
る
。

(

支
給
決
定
障
害
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
五
条 

施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
一 

ー
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
二 

項
の
規
定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
障
害
児
の
保
護
者
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定 

に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
五
第
一 

ー
項
の
規
定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
の
決
定
を 

受
け
て
い
る
障
害
者
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
六
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
、
第
十
九
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

2
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
に
つ
い
て
こ
の
法 

律
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(

障
害
程
度
区
分
の
認
定
及
び
支
給
決
定
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
六
条 

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
五
条
中
「置
く
」
 

と

あ

る

の

は

「置
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
第
二
十
条
第
一
一
項
中
「調
査
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「調 

査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「行
う
も
の
と
す
る
」
と

あ

る

の

は

「行
う
こ
と
が
で 

き
る
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「障
害
程
度
区
分
」
と

あ

る

の

は

「障
害
程
度
区
分
又
は
障
害
の
種
類
及
び
程 

度
」
と
す
る
。

(
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
七
条 

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
一 

ー
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
二
条
第
二
項 

中

「第
九
条
第
六
項
」
と

あ

る

の

は

「第
九
条
第
五
項
」
と'

「第
九
条
第
五
項
」
と

あ

る

の

は

「第
九
条
第
四
項
」
 

と
す
る
。

(

介
護
給
付
費
等
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
経
過
措
置)

第

八

条

・
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
一 

ー
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
給
付
費
及
び
特
例
介
護
給
付
費
の
支
給
は' 

次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
第
二 

十
九
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
給
付
と
す
る
。
・

- 

居
宅
介
護

-
-

行
動
援
護

三
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

四

短

期

入

所

五

外

出

介

護
(
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
一
項
に
規
定
す
る
児
童 

居
宅
介
護
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る 

身
体
障
害
者
居
宅
介
護
、
附
則
第

E9
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す 

る
法
律
第
五
十
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定 

に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
の
う
ち
、
 

外
出
時
に 

お
け
る
移
動
中
の
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

六

障

害

者

デ

イ

サ

ー

ビ

ス(
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の-

一
第
三 

項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉 

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

以
下
同
じ
。) 

2

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は' 

外
出
介
護
及
び
障
害
者
デ 

イ
サ
ー
ビ
ス
を
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
、
外
出
介
護
又
は
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て' 

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
介
護
給
付
費
等
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
九
条 

施
行
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は' 

第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
」
 

と
あ
る
の
は
、
「か
ら
当
該
費
用
の
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
経
過
措
置)

第
十
条
施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規 

定
す
る
児
童
居
宅
介
護(

行
動
援
護
及
び
外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
十
第 

一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第 

二
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
居
宅
介
護(
外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
同
法
第
十
七
条
の
四
第 

一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
二 

項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
居
宅
介
護(
行
動
援
護
及
び
外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
同
法
第
十 

五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
並
び
に
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精 

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業(

外
出
介 

護
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は' 

施
行
日
に' 

居
宅 

介
護
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

2

施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す 

る
児
童
居
宅
介
護(
行
動
援
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け 

て
い
る
者
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
的 

障

害
者
居
宅
介
護(
行
動
援
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
同
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て 

い
る
者
は
、
施
行
日
に
、
行
動
援
護
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

3

施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
一
ー
第
三
項
に
規
定
す 

る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
法
第
一-
十
一
条
の
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は' 

施
行
日
に
、
児
童
デ 

イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
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施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す 

る
児
童
短
期
入
所
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に. 

よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
短
期
入
所
に
係
る
同
法
第
十
七 

条
の
四
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第 

四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
短
期
入
所
に
係
る
同
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
並 

び
に
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
三 

の
ー
一
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
短
期
入
所
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の 

は' 

施
行
日
に' 

短
期
入
所
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

5

施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定 

す
る
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る
同
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第
四
十 

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
三
の
二
第
四
項
に
規 

定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は' 

施
行
日 

に' 

共
同
生
活
援
助
に
係
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

6

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
同
項
の
指
定
は
、
 

当
該
者
が' 

施
行
日
か
ら
一
年
以
内
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
三
十
六
条
第
一
項
の
申
請
を 

し
な
い
と
き
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
 

第
十
一
条
施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に 

規
定
す
る
児
童
居
宅
介
護(

外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
指
定 

を
受
け
て
い
る
者
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定 

す
る
身
体
障
害
者
居
宅
介
護(
外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
同
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
指
定 

を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す 

る
知
的
障
害
者
居
宅
介
護(

外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
同
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を 

受
け
て
い
る
者
並
び
に
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法 

律
第
五
十
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業(
外
出
介
護
に
該
当
す
る
も
の
に
限 

る
。)

を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
日
に
、
外
出
介
護
に
係
る
第
二
十
九
条 

第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

2

施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に 

規
定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
及
び
附
則
第 

五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

に
係
る
同
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は' 

施
行
日
に' 

障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
第 

二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

3
 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
同
項
の
指
定
は' 

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
そ
の
効 

力
を
失
う
。

(
介
護
給
付
費
及
び
訓
練
等
給
付
費
の
支
払
委
託
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
二
条
施
行
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
九
条
第
八
項
中
「国
民
健
康
保
険
団
体
連 

合

会
(

以

下

「連
合
会
」
と
い
う
。)

」
と

あ

る

の

は

「国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会(

以

下

「連
合
会
」
と
い
う
。) 

そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
第
六
項
中
「連 

合
会
」
と

あ

る

の

は

「連
合
会
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
と 

す
る

(

自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
三
条 

施
行
日
に

43
い
て
現
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は
育
成
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
児
の
保
護
者
、
附
則
第
三 

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給
付
叉
は
更 

生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
者
並
び
に
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保 

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用
の
負
担
を
受
け 

て
い
る
障
害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
つ
い
て
ば' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

施
行
日
に
、
第 

五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
四
条
施
行
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
の
二 

第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
及
び
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障 

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
医
療
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に 

該
当
す
る
医
療
機
関
は
、
施
行
日
に' 

第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
四
条
第
二
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
医
療
機
関
に
係
る
同
項
の
指
定 

は' 

当
該
医
療
機
関
が
、
施
行
日
か
ら
一
年
以
内
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
第
五
十
九
条
第
一 

項
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は' 

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず' 

当
該
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て' 

そ
の
効 

力
を
失
う
。

(
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
五
条
施
行
日
に
お
い
て
現
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
っ
て
い
る
国
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者(

附
則
第 

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
行
う
者
を
含
む
。)

で
あ
っ
て
、
当
該 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
相
当
す
る
事
業
に
係
る
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
三 

十
四
条
の
三
第
一
項' 

附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
六
条
第
一
項' 

附 

則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
三
第
一
項 

又
は
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る 

も
の
は
、
施
行
日
に' 

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

(
事
業
の
停
止
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
六
条 

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は'

第
八
十
二
条
中
「身 

体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
若
し
く
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
七
」
 

と
あ
る
の
は
、
「身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
八
条
の
二
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
四
若
し
く
は
児
童
福 

祉
法
第-

一
十
一
条
の
二
十
五
の
二
」
と
す
る
。

(
費
用
負
担
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
七
条 

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は' 

第
九
十
四
条
第
一 

項

第

二

号

中

「費
用
」
と
あ
る
の
は
、
「費

用
(
社
会
福
祉
法
に
定
め
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村 

が
支
弁
す
る
も
の
に
限
る
。)

」
と
す
る
。

(

待
定
施
設
入
所
障
害
者
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
八
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
叉
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
叉
は
附
則
第
五 

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
・(

附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福 

祉
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。)

は' 

障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て' 

第
十
九 

条
第
三
項
及
な
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

Z
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
、
当
分
の
間' 

第
十
九
条

第

三

項

中

「第
十
六
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と

あ

る

の

は

「第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し 

く
は
入
居
の
措
置
」
と'

「
又
は
第
五
条
第
一
項
」
と

あ

る

の

は

「若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「定
め
る
施
設
に 

入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「定
め
る
施
設
に
入
所
し
、

又
は
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居 

(

以
下
こ
の
項
に

43
い

て

「共
同
生
活
住
居J

と
い
う
。)

に
入
居
し
て
」
と'

「
叉
は
同
法
」
と

あ

る

の

は

「、
 

共
同 

生
活
住
居
又
は
同
法
」
と
、
「入
所
前
」
と

あ

る

の

は

「入
所X

は
入
居
の
前
」
と
、r

待
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ 

る

の

は

「特
定
施
設
に
入
所
叉
は
入
居
を
し
て
」
と'

「入
所
し
た
」
と

あ

る

の

は

「入
所
叉
は
入
居
を
し
た
」
と' 

同

条

第

四

項

中

「入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「入
所
し'
X

は
入
居
し
て
」
と
す
る
。

(
支
給
決
定
障
害
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
十
九
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正 

前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て 

い
る
障
害
者
及
び
同
法
第
十
七
条
の
三
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
施
設
に
入
所
し 

て
い
る
障
害
者
並
び
に
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項 

の
規
定
に
よ
り
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、•

同
日
に' 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し' 

当
該
障
害
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
障
害
者
に
つ
い
て' 

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す 

る
場
合
に
お
い
て
必.
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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.(
旧
法
指
定
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
二
十
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
附
則
第
五 

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
で
あ
っ
て' 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

の
前
日
に
お
い
て
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
指
定 

叉
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て 

い

る

も

の(

以
下
こ
の
条
及
が
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「旧
法
指
定
施
設
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
条 

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
旧 

法
指
定
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
五
条
第
一
一
項 

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
施
設
支
援
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
五
条 

第
二
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
施
設
支
援
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス(

以

下

「旧
法
施
設
支
援
」
と
い
う
。)

を
障
害 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
し
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に' 

当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係 

る
第
一 

ー
十
九
条
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

(

旧
法
施
設
支
援
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
一
一
十
一
条 

附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の.
日
か
ら
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前 

日
ま
で
の
間
は
、
市
町
村
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
が
支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧
法
指
定
施
設(
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す 

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
「特
定
旧
法
指
定
施
設
」
 

と
い
う
。)

か
ら
、
旧

法

施

設

支

援(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「指
定
旧
法
施
設
支
援
」
と
い
う
。)

を
受
け 

た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
、
当
該
指
定
旧
法
施
設
支
援(

厚 

生
労
働
省
令
で
定
め
る
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。)

に

要

し

た

費

用(

特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て' 

介
護
給 

付
費
を
支
給
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
介
護
給
付
費
の
額
は
、
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
旧
法 

施
設
支
援
に
通
常
要
す
る
費
用(

特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た 

費

用

の

額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き 

は
、
当
該
現
に
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

3

第
二
十
九
条
第
四
項
の
一
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
介
護
給
付
費
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ 

の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
特
定
旧
法
受
給
者
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
一
一
十
二
条 

附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
入
所
し
て
い 

る
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給 

の
決
定
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に 

よ

る

支

給

の

決

定(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「旧
法
施
設
支
給
決
定
」
と
い
う
。)

を
受
け
て
附
則
第
三
十
五
条
の
規 

定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費X

は
附
則
第
五
十
二
条
の 

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
を
受
け
て
い
た
者 

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「特
定
旧
法
受
給
者
」
と
い
う
。)

は' 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

以
後
引
き
続
き
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間(

当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
継
続
し
て
ー
以
上
の 

他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設
叉
は
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一
以
上
の 

他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設X

は
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
居 

住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
特
定
旧
法
受
給
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
以
上
の
他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設
叉
は
障
害
者 

支
援
施
設
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
に
継
続
し
て
入
所
し
て
い
る
間
を
含
む
。)

は' 

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
旧
法
施
設
支
給
決
定
を
行
っ
た
市
町
村
が
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
旧
法
指
定
施
設
又
は
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は 

の
ぞ
み
の
園
は
、
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
敲
又
は
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
の
所
在
す
る
市
町
村
及 

び
当
該
障
害
渚
に
対
し
支
給
決
定
を
行
う
市
町
村
に' 

必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

特
定
旧
法
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る 

規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
り' 

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
引
き
続
き
特
定
旧
法 

指
定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間(
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
係
る
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り' 

当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設
に
継
続
し
て 

ー
以
上
の
他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設X

は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
し
た
特
定
旧
法
受
給
者
に
あ
っ
て
は
、
 

当
該
一
以
上
の
他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設X

は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
継
続
し
て
入
所
し
て
い
る
間
を
含
む
。) 

は' 

当
該
旧
法
施
設
支
給
決
定
を
行
っ
た
市
町
村
は
、
当
該
特
定
旧
法
受
給
者
を
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
と
み
な
し
て' 

当
該
特
定
旧
法
受
給
者
が
当
該
特
定
旧
法
指
定
施
設(

当
該
一
以
上
の 

他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設X

は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
し
た
特
定
旧
法
受
給
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
以 

上
の
他
の
特
定
旧
法
指
定
施
設X

は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等)

か
ら
指
定
旧
法
施
設
支
援X

は
指
定
障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
特
定
旧
法
受
給
者
に
対
し' 

当 

該
指
定
旧
法
施
設
支
援
叉
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て' 

介
護 

給
付
費
叉
は
訓
練
等
給
付
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
旧
法
受
給
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
を 

受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
旧
法
受
給
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
介
護
給
付
費
叉
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
は' 

第
二 

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
費
用
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
厚
生 

労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
旧
法
施
設
支
援
又
は
指
定 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用(

特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
旧
法
施
設 

支
援
叉
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
の
額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

5

第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
特
定
旧
法
受
給
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
介 

護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政 

令
で
定
め
る
。

6

特

定
旧
法
受
給
者(

支
給
決
定
障
害
者
等
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施 

行
の
日
か
ら
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
り' 

第
一 

ー
十
九
条
第
二
項' 

第
五
項 

及
び
第
六
項
、
第
三
十
一
条
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
支
給
決
定
障
害
者
等
と
、
第 

三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
と
み
な
す
。

(
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
一
一
十
三
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
障
害
者
支
援
施
設
を
設
置
し
て
い
る 

市
町
村
に
つ
い
て
第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

項

中

「あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る 

の
は
、
「附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
」
と
す
る
。

2

附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身 

体
障
害
者
福
祉
法
第-

一
十
七
条
第
三
項X

は
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
附 

則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
条
の
二
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー 

ム
文
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
九
に
規
定
す
る
知
的
障
害 

者

福

祉

ホ

ー

ム(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
等
」
と
総
称
す
る
。)

の
設
置
者
は'

同
日
に
、
 

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
等
を
福
祉
ホ
ー 

厶
と
み
な
す
。

3

附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児 

童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
六 

条
第
一
項
叉
は
附
則
第
五
十
一 

ー
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を 

し
て
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援 

事
業' 

附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障 

害
者
相
談
支
援
事
業X
は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
に
規
定
す
る
知 

的
障
害
者
相
談
支
援
事
業(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
"-
と
総
称
す
る
。)

を
行
っ
て
い
る 

者
は' 

同
日
に
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
障
害
児
相
談
支
援
事
業 

等
を
相
談
支
援
事
業
と
み
な
す
。
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(
施
行
前
の
準
備)

第
二
十
四
条 

こ

の

法

律(

附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は' 

当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則 

第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二 

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
の
手
続' 

第

三

十

六

条(

第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第 

三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
の
手
続
、
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
第
五
十
四
条
第
二
項 

の
指
定
の
手
続
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の
届
出
、
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準 

備\
、
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
準
備
そ
の
他
の
行
為
は' 

こ
の
法
律
の
施
行 

前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正)

第
二
十
五
条
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目

次

中

「——
第
九
条
」
を

「•

第
九
条
」
に
改
め
ニ
、
医
療
の
給
付
」
を
削
り'

「第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を
「第 

二
十
一
義n

。
」、
・
こ
、
「第
一
款 

居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給(
第
二
十
一
条
の
十
—
第
二
十
一
条
の
二
十
四) 

二
十
一
条
の
九
の
亠
ノ
」I

第
二
款 

居
宅
介
護
の
措
置
等(

第
二
十
一
条
の
二
十
五) 

」
 

を

「第

一

款

削

除
 

こ
、
「嘉 

を 

第
二
款 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
等(
第
二
十
一
条
の
二
十
五
—
第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
三
ご
一
須 

六
十
二
条
の
三
」
を

「第
六
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
で
、
障
害
児
と
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
い
う
。
 

第
六
条
の
二
第
十
項
中
「身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
」
を

「障
害
児
」
に
、
「児
童
居 

宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

障
害
福
祉
サ
—
ビ

ス

事

業(

同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事 

業
を
含
む
。
以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。)

」
に
改
め' 

同
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
る
。
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「ホ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
」

の

下

に

「並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及 

び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
を
加
え
る
。

「第
一
節 

療
育
の
指
導
、
医
療
の
給
付
等
」
を

「第
一
節 

療
育
の
指
導
等
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
五
ま
で 

削
除

第
二
十
一
条

の

ハ

中

「扶
養
義
務
者
」
の
下
に
「(

民
法
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加
え 

る
。第

二
十
一
条
の
九
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

療
育
の
給
付
は
、
医
療
並
び
に
学
習
及
び
療
養
生
活
に
必
要
な
物
品
の
支
給
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
中
「前
項
第
一
号
」
を

「第
二
項
」
に
改
め
、
同

条

第

四

項

中

「第
二
項
第
一
号
」
を 

「第
二
項
」
に
改
め
、
同

条

第

七

項

中

「第
五
項
」
を

「第
六
項
」
に'

「第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
 

を

「次
条
」
に
、
「第
二
項
第
一
号
」
を

「第
一 

ー
項
」
に
改
め' 

同
条
第
八
項
を
削
り
、
同
条
第
一 

一
項
の
次
に
次
の
ー 

項
を
加
え
る
。

前
項
の
医
療
は
、
次
に
掲
げ
る
給
付
と
す
る
。

ー
 

診
察

二 

薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

三 

医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
並
び
に
施
術

四
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

五

移

送

第
一 

一
章
第
一
節
中
第
二
十
一
条
の
九
の
二
を
第
二
十
一
条
の
九
の
六
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
次
に
次
の
四
条 

を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
九
の
二 

指
定
療
育
機
関
は' 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
医
療
を 

担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
九
の
三 

指
定
療
育
機
関
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
健
康
保
険
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬 

の
例
に
よ
る
。

前
項
に
規
定
す
る
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
及
び
こ
れ
に
よ
る
こ
と
を
適
当 

と
し
な
い
と
き
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
十
一
条
の
九
の
四 

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
療
育
機
関
の
診
療
内
容
及
び
診
療
報
酬
の
請
求
を
随
時
審
査
し
、
 

か
つ
、
指
定
療
育
機
関
が
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。

指
定
療
育
機
関
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
前
項
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
療
育
機
関
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
を
決 

定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

に
定
め
る 

審
査
委
員
会
、
国

民
健
康
保
険
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)

に
定
め
る
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬 

審
査
委
員
会
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

都
道
府
県
は
、
指
定
療
育
機
関
に
対
す
る
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
、
 

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
報
酬
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
ー 

ー
十
一
条
の
九
の
五 

都

道

府

県

知

事(

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た
指
定
療
育
機
関
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働 

大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

は' 

指
定
療
育
機
関
の
診
療
報
酬
の
請
求
が
適
正
で 

あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
療
育
機
関
の
管
理
者
に
対
し
て
必
要
な 

報
告
を
求
め
、
 

又
は
当
該
職
員
を
し
て
、
指
定
療
育
機
関
に
つ
い
て
、

そ
の
管
理
者
の
同
意
を
得
て' 

実
地
に
診 

療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
療̂
:

機
関
の
管
理
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
項
の
報
告
の
求
め
に
応
ぜ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
報 

告
を
し
、
又
は
同
項
の
同
意
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
定
療
育
機
関
に
対
す
る
都
道
府
県 

の
診
療
報
酬
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
を
指
示
し
、

又
は
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務(
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た 

指
定
療
育
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
つ
い
て
、
児
童
の
利
益
を
保
護
す
る
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と 

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
第
二
節
第
一
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

一

款

削

除

第
二
十
一
条
の
十
か
ら
第
二
十
一
条
の
一
一
十
四
ま
で 

削
除

「第
二
款 

居
宅
介
護
の
措
置
等
」
を

「第
二
款 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
等
」

に
改
め
る
。
 

第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
中
「児
童
居
宅
支
援
を
必
要
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定 

す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を 

含
む
。
以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。)

を
必
要
」
に
、
「第
二
十
一
条
の
十
又
は
第
二
十
一
条
の
十
二
の
規 

定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
」
を

「同
法
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
又
は
特
例
介
護
給 

付

費
(
第
五
十
六
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「介
護
給
付
費
等
」
と
い
う
。)

」
に
、
「児
童
居
宅
支
援
を
提
供
し
」
を 

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
」
に'

「児
童
居
宅
支
援
の
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
」
に
改
め
る
。
 

第
二
章
第
二
節
第
二
款
中
第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
二 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け 

た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、

こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
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第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
三 

市
町
村
は
、
障
害
福
祉
サ
ヽ
ビ
ス
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
 

そ
の
利
用
に
関
し
相
談
に
応
じ
、
及
び
助
言
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
は' 

障
害
児
又
は
当
該
障
害
児
の
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用 

に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
又
は
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て' 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
に
対 

し
、
 

当
該
障
害
児
の
利
用
に
つ
い
て
の
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
は' 

前
項
の
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、

で
き
る
限
り
協
力
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
二
十
ハ
中
「第
六
条
の
二
第
十
二
項
」
を

「第
六
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。
 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「' 

第
一 

ー
十
一
条
の
十
か
ら
第
二
十
一
条
の
十
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
」
を
削
る
。
 

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
及
び
児
童
自
立
生
活 

援

助

事

業(

以

下

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
と
い
う
。)

」
に
改
め
、
同

条

第

三

項

中

「児
童
居
宅
生
活
支
援
事 

業
等
」

を

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
「児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「障
害
児
相
談
支
援
事 

業
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四

条

の

六

中

「児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
を

「障
害
児
相
談
支
援
事
業 

等
」
に
改
め
、
「、
第
二
十
一
条
の
一
ー
十
五
第
一
項
」
を
削
る
。

第

四

十

九

条

中

「児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
に
改
め
る
。
 

第
五
十
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

削

除

第
五
十
条
第
五
号
の
ー
ー
中
「第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を

「第
二
十
一
条
の
九
の
六
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
号
の
二
を
削
る
。

第

五

十

三

条

中

「第
一
号
の
二
、
第
二
号
」
を

「第

二

号
(
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用 

に
限
る
。)

」
に
改
め
るC

第

五

十

三

条

の

二

中

「並
び
に
第
五
十
一
条
第
一
号
の
二
の
費
用(

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
除
く
。) 

及

び

同

条

第

二

号

の

費

用(

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除 

く
。) j

を
削
る
。

第

五

十

五

条

中

「第
五
十
一
条
第
三
号
」
を

「第
五
十
一
条
第
二
号
の
費
用(
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
ー
項
の 

措
置
に
係
る
費
用
を
除
く
。)

並
び
に
第
五
十.
一
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
五
十
六
条
第
五
項
中
「育
成
医
療
の
給
付
又
は
第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を
•

「第
二
十
一
条
の
九
の
六
」
に
改 

め
、
「指
定
育
成
医
療
機
関
又
は
」
を
削
り'

「指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
を

「医
療
機
関
」
に
改
め' 

同
条
第
七
項
中 

「指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
を

「医
療
機
関
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「第
二
十
一
条
の
十
若
し
く
は
第-

一
十
一
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
居
宅
生
活
支
援 

費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
」
を

「介
護
給
付
費
等
」

に
改
め' 

同

条

第

二

項

中

「児
童
居
宅
生
活
支
援
事 

業
等
」
を

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
に
改
め
る
。

-

第
五
十
七
条
の
二
を
削
る
。

第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
中
「前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
同
条
第
一
一
項
を
削
り
、
同
条
を
第
五 

十
七
条
の
二
と
す
る
。

第
五
十
九
条
の
五
第
一
項
中
「第
一 

ー
十
一
条
の
四
第
一
項(

第
二
十
一
条
の
九
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合 

を
含
む
。
ご 

を

「第
一
ー
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
三
を
削
る
。

第
六
十
三
条
の
四
中
「入
所
す
る
こ
と
」

の

下

に

「又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(
障
害
者
自
立
支
援
法
第
四
条
第 

一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
利
用
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
 

「同
法
第
九
条
」

を

「身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
 

に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
五
中
「(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

」
を
削
り
二
又
は
」
を
・
「若
し
く
は
」
に
改
め
、
「入
所 

す
る
こ
と
」

の

下

に

「
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
」
を
、
「第
九
条
」

の

下

に

「又
は
障
害
者
自
立 

支
援
法
第
十
九
条
第
ー 

ー
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。
 

第-

一
十
六
条 

児
童
福
祉
法
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「第

一

款

削

除

目
次
中
「第-

一
十
一
条
の
九
の
六
」
を

「第
二
十
一
条
の
五
」
に
、
第
二
款 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
等(
第

第

三

款
•

子

育

て

支

援

事

業(
第
二
十
一
条
の 

一
±±

i?
耳

si
一

i±l

一
十
五
の
三)

」
を

「警

希

?s
窺

IT
蘇
ス

I8
+S
一

翹

A+
ii 

の

六•

第
一
ー
十
一
条
の
七)

こ
、
「第
四
節 

要
保
護
児
童
の
保
護
措
置
等.(
第
二
十
五
条
—
第
三
十
三
条
の
ハ) 

二
十
一
条
の
十
七) 

」
丨

第

五

節
 

雑

則
(
第
三
十
四
条•

第
三
十
四
条
の
二) 

」
 

「第
四
節
障
害
児
施
設
給
付
費
、
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害̂
^

食
費
等
給
付
費
並
び
に
障 

第
一
款
障
害
児
施
設
給
付
費
、
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給 

を 

第

二

款

指

定

知

的

障

害

児

施

設

等(
第
一 

一
十
四
条
の
九
—
第
二
十
四
条
の
十
九) 

を 

第
三
款 

障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給(

第
二
十
囲
条
の
二
十
—
第
二
十
四
条
の
二
十
三) 

第
五
節 

要
保
護
児
童
の
保
護
措
置
等(
第
二
十
五
条
—
第
三
十
三
条
の
ハ) 

第
六
節 

雑

則
(

第
三
十
四
条
・
第
三
十
四
条
の
二) 

害
児
施
設
医
療
費
の
支
給 

(
第
二
十
四
条
の
二
——
第
一
ー
十
四
条
の
ハ)

に
、厶
第
六
十
二
条
の
二
」
を

「第
六
十
二
条
の
三
」

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
を
削
る
。

第
七
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
で
、
障
害
児
施
設
支
援
と
は' 

知
的
障
害
児
施
設
支
援' 

知
的
障
害
児
通
園
施
設
支
援' 

盲
ろ
う
あ 

児
施
設
支
援
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
支
援
及
び
重
症
心
身
障
害
児
施
設
支
援
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
知
的
障
害
児
施
設
支
援
と
は' 

知
的
障
害
児
施
設
に
入
所
す
る
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し

-

て
行
わ
れ
る
保
護
又
は
治
療
及
び
知
識
技
能
の
付
与
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
支
援
と
は
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
通
う
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
に 

対
し
て
行
わ
れ
る
保
護
及
び
知
識
技
能
の
付
与
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
支
援
と
は
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
に
入
所
す
る
盲
児(
強
度
の
弱
視
児
を
含
む
。) 

又
は
ろ
う

あ
児(
強
度
の
難
聴
児
を
含
む
。)

に
対
し
て
行
わ
れ
る
保
護
及
び
指
導
又
は
援
助
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
支
援
と
は
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
又
は
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
若 

し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の(

以 

下

「指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。)

に
お
い
て
、
上
肢' 

下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害(

以

下

「肢
体
不
自
由
」
 

と
い
う
。)

の
あ
る
児
童
に
対
し
て
行
わ
れ
る
治
療
及
び
知
識
技
能
の
付
与
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
支
援
と
は
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
に
入
所
し' 

又
は
指
定
医
療
機
関 

に
入
院
す
る
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
に
対
し
て
行
わ
れ
る
保
護
並
び 

に
治
療
及
び
日
常
生
活
の
指
導
を
い
う
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「障
害
者
自
立
支
援
法
」

の

下

に

「(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

」
を
加
え
る
。
 

第
二
十
条
か
ら
第
一
ー
十
一
条
の
バ
ま
で
を
削
り' 

第
二
十
一
条
の
九
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
二 

を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
三
を
第
二
十
一
条
の
ー
ー
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
四
を
第
二
十
一
条 

の
三
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
五
を
第
二
十
一
条
の
四
と
し
、
第
二
十
一
条
の
九
の
六
を
第
二
十
一
条
の
五
と
す 

る
。第

ー 

一
章
第
二
節
第-

款
を
削
る
。

「第
二
款
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
等
」
を

「第
二
款 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
措
置
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
中
「同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ 

た
も
の
を
含
む
ご
を
削
り' 

同
条
第
二
項
を
削
り' 

第
二
章
第
二
節
第
二
款
中
同
条
を
第
二
十
一
条
の
六
と
す
る
。
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第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
二
中
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定 

す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
、
「前
条
第
一
項
」
を

「前
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
の
七
と
す
る
。
 

第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
三
を
削
る
。

第
二
章
第
二
節
第
二
款
を
同
節
第
一
款
と
す
る
。

第
二
章
第
二
節
第
三
款
中
第
二
十
一
条
の
一
一
十
六
を
第
二
十
一
条
の
八
と
し
、
第
二
十
一
条
の
二
十
七
を
第
二
十 

一
条
の
九
と
す
る
。
 

・
 

第
二
十
一
条
の
二
十
ハ
中
「第
六
条
の
二
第
三
項
」
を

「第
六
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条 

の
十
と
し' 

第
二
十
一
条
の
二
十
九
を
第
二
十
一
条
の
十
一
と
す
る
。

第

二

十~

条

の

三

十

中

「第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
十
四
第-

項
」

に
改
め
、
同
条 

を

第
二
十

一  

条
の
十
二
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
三
十
一
中
「第
二
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同 

条
を
第
二
十
一
条
の
十
三
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「第
二
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
十
一
第
三
項
」
に
改 

め
，
同
条
を
第
二
十
一
条
の
十
四
と
し
、
第
二
十
一
条
の
三
十
三
を
第
二
十
一
条
の
十
五
と
し
、
第
二
十
一
条
の
三 

十
四
を
第
二
十
一
条
の
十
六
と
し' 

第
二
十
一
条
の
三
十
五
を
第
二
十
一
条
の
十
七
と
す
る
。

第
二
章
第
二
節
第
三
款
を
同
節
第
二
款
と
す
る
。

第
二
章
第
五
節
を
同
章
第
六
節
と
す
る
。

第
一
ー
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「第
九
条
第
四
項
」
を

「第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
五
条
の
ハ
第
四
号
中
「第
二
十
一
条
の
二
十
五
」
を

「第
二
十
一
条
の
六
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定 

す

る
相
談
支
援
事
業(

次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十㈣

条

の
六
に
お
い
て

「相
談
支
援
事
業
」
と
い
う
。)

」
に 

改
め' 

同

項

第

五

号

中

「第
二
十
一
条
の
二
十
五
」
を

「第
二
十
一
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
」
を

「相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「国 

立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
—
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣 

の

指
定
す

る
も

の(

以

下

「指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。)

」
を

「指
定
医
療
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
交
付
等
の
権
限
、
第
二
十
一
条
の
二
十
五
」
を

「第
二
十 

一
条
の
六
」
に
、
「及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を

「、
 

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
「保
護 

の
権
限
」

の

下

に

「並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
七
ま
で
及
・
ひ
第
二
十
四
条
の
二
十
の
規
定
に
よ 

る
権
限
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
四
第
一
号
中
「第
二
十
一
条
の
二
十
五
」
を

「第
二
十
一
条
の
六
「
に
改
め
る
。
 

第

三

十

三

条

の

五

中

「第
二
十
一
条
の
二
十
五
」

を

「第
二
十
一
条
の
六
」
に
改
め
、
「(

平
成
五
年
法
律
第
八
十 

ハ
号)

」
を
削
る
。

第
二
章
第
四
節
を
同
章
第
五
節
と
し' 

同
章
第
三
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第

四

節

障

害

児

施

設

給

付

費

、
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び 

に
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給

第
一
款 

障
害
児
施
設
給
付
費' 

高
額
障
害
児®

設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の 

支
給 

-

第
一
一
十
四
条
の
一
一
都
道
府
県
は' 

次
条
第
六
項
に
規
定
す
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者(

以
下
こ
の
条
に

43
い
て
「施 

設
給
付
決
定
保
護
者
」
と
い
う
。)

が' 

次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県 

知
事
が
指
定
す
る
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
 

肢
体
不
自
由
児
施
設
若
し 

く
は
重
症
心
身
障
害
児
施
設
叉
は
指
定
医
療
機
関(

以

下

「指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。)

に
入
所
叉
は 

入

院
(

以

下

「入
所
等
」
と
い
う
。)

の
申
込
み
を
行
い
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
か
ら
障
害
児
施
設
支
援 

(

以

下

「指
定
施
設
支
援
」
と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き
は' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
指
定
施 

設
支
援
に
要
し
た
費
用(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用' 

居
住X
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に 

要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
及
び
治
療
に
要
す
る
費
用(

以

下

「待
定
費
用j

と
い
う
。) 

を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
障
害
児
施
設
給
付
費
を
支.
給
す
る
。

障
害
児
施
設
給
付
費
の
額
は' 

障
害
児
施
設
支
援
の
種
類
ご
と
に
指
定
施
設
支
援
に
通
常
要
す
る
費
用(

特
定 

費
用
を
除
く
。)

に
つ
き' 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
現
に
当
該
指 

定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
施
設
支
援
に
要
し 

た
費
用
の
額)

の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の
額
の 

合
計
額
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
障
害
児
施
設
給
付
費
の
合
計
額
を
控 

除
し
て
得
た
額
が' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で 

定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
障
害
児
施
設
給
付
費
の 

額
は
、
 

同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
百
分
の
百
に
相
当
す
る 

額
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
一
一
十
四
条
の
三
障
害
児
の
保
護
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
を
受
け
よ
う 

と
す
る
と
き
は
、
障
害
児
施
設
支
援
の
種
類
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
に 

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
は' 

前
項
の
申
請
が
行
わ
れ
た
と
き
は' 

当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度' 

当 

該
障
害
児
の
介
護
を
行
う
者
の
状
況
、
 

当
該
障
害
児
の
保
護
者
の
障
害
児
施
設
給
付
費
の
受
給
の
状
況
そ
の
他
の 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て' 
.
障
害
児

is
設
給
付
費
の
支
給
の
要
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
行
う
場
合
に
は' 

児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

障
害
児
施
護
給
付
費
を
支
給
す
る
旨
の
決
定(

以

下

「施
設
給
付
決
定
」
と
い
う
。)

を
行
う
場
合
に
は
、
障
害 

児
施
設
給
付
費
を
支
給
す
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
期
間
は' 

障
害
児
施
設
支
援
の
種
類
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な 

い
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
は
、
施
設
給
付
決
定
を
し
た
と
き
は' 

当
該
施
設
給
付
決
定
を
受
け
た
障
害
児
の
保
護
者(

以
下
「施 

設
給
付
決
定
保
護
者
」
と
い
う
。)

に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り 

定

め
ら
れ

た
期
間(

以

下

「給
付
決
定
期
間
」

と
い
う
。)

を
記
載
し
た
受
給
者
証(

以

下

「施
設
受
給
者
証
」
と 

い
う
。)

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
施
設
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
施
設
受
給
者
証
を
提
示
し
て
当
該
指
定
施
設
支
援
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し' 

緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は' 

こ
の
限
り
で
な
い
。

施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
か
ら
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と
き(
当
該
施
設
給
付
決 

定
保
護
者
が
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
施
設
受
給
者
証
を
提
示
し
た
と
き
に
限
る
。)

は
、
都
道
府
県
は
、
 

・

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
支
払
う
べ
き
当
該
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費 

用
(
特
定
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て' 

障
害
児
施
設
給
付
費
と
し
て
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
支
給
す
べ
き 

額
の
限
度
に*

い
て' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り' 

当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
支
払
う
こ
と 

が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支 

給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

都
道
府
県
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
か
ら
障
害
児
施
設
給
付
費
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は' 

前
条
第
二
項 

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
が.
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
が
運 

営

に
関
す

る
基
準(
指
定
施
設
支
援
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

に
照
ら
し
て
審
査
の
上
、
支
払
う
も
の 

と
す
る
。

都
道
府
県
は' 

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す 

る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に 

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
十
四
条
の
四 

施
設
給
付
決
定
を
行
っ
た
都
道
府
県
は' 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は' 

当
該
施
設
給
付
決
定
を
取 

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
.
施
設
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が' 

指
定
施
設
支
援
を
受
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

二 

施
設
給
付
決
定
保
護
者
が' 

給
付
決
定
期
間
内
に' 

当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
居
住
地 

を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
給
付
決
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
都
道
府
県
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に 

よ
り
、
当
該
取
消
し
に
係
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
施
設
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

前
一
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

施
設
給
付
決
定
の
取
消
し
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 

第
一
一
十
四
条
の
五
都
道
府
県
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
倩
が
あ
る
こ
と
に
よ
り' 

障
害
児
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
受
け
る 

障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項 

中

「百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、T

百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
が
定
め 

た
割
合J

と
す
る
。

第
一
一
十
四
条
の
六
都
道
府
県
は
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
受
け
た
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
か 

ら
当
該
費
用
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
障
害
児
施
設
給
付
費
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る 

と
き
は' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
を 

支
給
す
る
。

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
障
害
児
施
設
給 

付
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

指
定
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し 

て
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
一
十
四
条
の
七
都
道
府
県
は
、
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
う
ち
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚 

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
障
害
児(
知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
通
う
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
者
を
除
く
。)

が
、
給
付
決
定
期
間
内
に
お
い
て' 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
入
所
し' 

当
該
指
定
知
的
障
害 

児
施
設
等
か
ら
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と
き
は' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
指
定
知
的
障
害 

児
施
設
等
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て' 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り' 

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
支
給
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
七
項
か
ら
第
十
」
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い 

て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は:

政
令
で
定
め
る
。

第
二
十
四
条
の
ハ 

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
児
施
設
給
付
費' 

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費X

は
伶
定 

入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
及
び
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
障
害
児
施
設
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害 

児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
二
款
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等

第
二
十
四
条
の
九 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

知
的
障
害 

児
施
設
、
 

知
的
障
害
児
通
園
施
設' 

盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
 

肢
体
不
自
由
児
施
設
叉
は
重
症
心
身
障
害
児
施
設(

以 

下

「知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。)

で
あ
っ
て' 

そ
の
設
置
者
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。
 

都
道
府
県
知
事
は' 

前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て' 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は' 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等(
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
第
二
十
四
条
の
十
三
、
第
二
十
四
条
の
十
四
、
第
二
十
四 

条
の
十
七
及
び
第
二
十
四
条
の
十
八
に
お
い
て
同
じ
。)

の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

ー
 

申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

二
当
該
申
請
に
係
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
従
業
者
の
知
識
及
び
技
龍
並
び
に
人
員
が
、
第
二
十
四
条
の
十
二 

第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

三

申

請

者

が

，
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及 

び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
適
正
な
知
的
障
害
児
施
設
等
の
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ 

る
と
き
。
・

四 

申

請

者

の

役

員(
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
叉
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
 

顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず' 

法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員' 

取
締 

役 

執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
〇
。)

叉 

は
当
該
申
請
に
係
る
知
的
障
害
児
施
設
等
の
長(

以

下

r

役
員
等
」
と
い
う
。)

が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら 

れ' 

そ
の
執
行
を
終
わ
り' 

叉
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。
 

五
申
請
者
叉
は
申
請
者
の
役
員
等
が' 

こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で 

政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ' 

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

叉
は
執
行
を
受
け
る
こ 

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

六

申

請

者

が

、
第
二
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ' 

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て 

五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

七

申

請

者

の

役

員

等

が

、
第
一
一
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法(

平 

成
五
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
取
消
し
の
処 

分
を
受
け
た
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で' 

当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で 

あ
る
と
き
。

ハ

申

請

者

が

、
第
二
十㈣

条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の 

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日X

は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間 

に
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
者(

当
該
指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が 

あ
る
者
を
除
く
。)

で' 

当
該
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

九
前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
 

申
請
者
の
役
員
等
が' 

同
号
の
通
知
の
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
辞
退
に
係
る
法
人(

当
該
指
定
の
辞
退
に
つ 

い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。)

の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で' 

当
該
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を 

経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

十 

申
請
者X

は
申
請
者
の
役
員
等
が
、
指
定
の
申
請
前
五
年
以
内
に
障
害
児
施
設
支
援
に
関
し
不
正
文
は
著
し 

く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

第
二
十
四
条
の
十 

第
二
十
四
条
の
ー
ー
第
一
項
の
指
定
は
、
六
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、

そ
の
期
間 

の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

前
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て' 

同

項

の

期

間(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「指
定
の
有
効
期
間
」
 

と
い
う
。)

の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
指
定
は
、
指
定
の
有
効 

期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は' 

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は' 

そ
の
指
定
の
有
効
期
間
は' 

従
前
の
指
定
の
有
効 

期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

必
要
な
技
術
的
読
替 

え
は' 

政
令
で
定
め
る
。

第
一
一
十
四
条
の
十
一
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は' 

障
害
児
が
そ
の
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ' 

自
立
し
た
日
常
生
活X

は
社
会
生
活
を
営

tr
こ
と
が
で
き
る
よ
う' 

行
政
機
関
、
 

教
育
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関 

と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
児
施
設
支
援
を
当
該
障
害
児
の
意
向
、
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事 

情
に
応
じ
、
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
障
害
児
施
設
支
援
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他 

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
施
設
支
援
の
質
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
障
害
児
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
法
律X

は
こ
の
法
律 

に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し'

障
害
児
及
が
そ
の
保
護
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
四
条
の
十
二 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い' 

指
定
施 

設
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運 

営
に
関
す
る
基
準
に
従
い' 

指
定
施
設
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
十
四
条
の
十
三 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は
、
設
置
者
の
住
所
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め 

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

十
日
以
内
に' 

そ
の
旨
を
都
道 

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
十
四 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
は
、
三
月
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、

そ
の
指
定
を
辞
退
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
十
四
条
の
十
五 

都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者 

若
し
く
は
そ
の
長
そ
の
他
の
従
業
者(

以

下

「指
定
施
設
設
置
者
等
」
と
い
う
。)

で
あ
る
者
若
し
く
は
指
定
施
設 

設
置
者
等
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指 

定
施
設
設
置
者
等
で
あ
る
者
若
し
く
は
指
定
施
設
設
置
者
等
で
あ
っ
た
者
に
対
し
出
頭
を
求
め
ゝ
丈
は
当
該
職
員 

に
、
関
係
者
に
対
し
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
立
ち
入
り' 

そ
の
設
備
若
し
く
は 

帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を 

携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
四
条
の
十
六 

都
道
府
県
知
事
は
、
 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従 

業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
若
し
く
は
人
員
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
の
十
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

基
準
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及 

び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
 

当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る 

基
準
を
遵
守
し' 

又
は
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に 

関
す
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
知
事
は' 

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て' 

そ
の
勧
告
を
受
け
た
指
定
知
的
障
害 

児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は' 

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。都

道
府
県
知
事
は' 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

正
当
な 

理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
に 

対
し' 

期
限
を
定
め
て' 

そ
の
勧
告
に
係
る
措
匱
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

都
道
府
県
知
事
は' 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は' 

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
四
条
の
十
七 

都
道
府
県
知
事
は' 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
知 

的
障
害
児
施
設
等
に
係
る
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
し' 

叉
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全 

部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
又
は
そ
の
役
員
等
が' 

第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
第
四
号
、
第
五
号
、
 

第
七
号
叉
は
第
九
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

-- 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

第
一
一
十
四
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る 

と
き
。

三
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
又
は
人 

員
に
つ
い
て' 

第
二
十
四
条
の
十
一
一
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な 

っ
た
と
き
。

四
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

第
二
十㈣

条
の
十
二
第
ー 

ー
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
知 

的
障
害
児
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

五

障

害

児

施

設

給

付

費' 

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等.
給
付
費
又
は
障
害
児
施
設
医
療
費
の
請
求
に
関
し
不
正
が 

お
っ
た
と
き
。

六

指

定

施

設

設

置

者

等

が' 

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件 

の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
ご
れ
に
従
わ
ず'
X

は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

七 

指
定
施
設
設
置
者
等
が'

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
 

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し' 

叉
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立 

入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

た
だ
し
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等 

の
従
業
者
が
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て' 

そ
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め' 

当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設 

等
の
設
置
者X

は
そ
の
長
が
相
当
の
注
意
及
な
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。

ハ 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十㈣

条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た 

と
き
。

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が' 

こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健 

医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処 

分
に
違
反
し
た
と
き
。

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
が
、
障
害
児
施
設
支
援
に
関
し
不
正 

'
叉
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
。

十
一
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者X

は
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
の
取
消
し
文
は
指
定
の
全
部
若
し 

く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
障
害
児
施
設
支
援
に
関
し
不
正
叉
は
著
し
く 

不
当
な
行
為
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

第
二
十
四
条
の
十
八 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ー
 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
指
定
を
し
た
と
き
。

二
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
と
き
。
 

三
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第
一
一
十
四
条
の
十
九
都
道
府
県
は' 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
 

そ
の
利
用
に
関
し
相
談
に
応
じ' 

及
び
助
言
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
は' 

障
害
児X

は
当
該
障
害
児
の
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等 

の
利
用
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
又
は
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置 

者
に
対
し
、
当
該
障
害
児
の
利
用
に
つ
い
て
の
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
は' 

前
項
の
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
し' 

で
き
る
限
り
協
力
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給

第
一
一
十
四
条
の
二
十 

都
道
府
県
は
、
施
設
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が' 

給
付
決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
指
定
知 

的

障
害
児
施
設
等(
病
院
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
条' 

次
条
及
び
第
二
十
四 

条
の
二
十
三
に
お
い
て
同
じ
。)

か
ら
障
害
児
施
設
支
援
の
う
ち
治
療
に
係
る
も
の(

以

下

「障
害
児
施
設
医
療
」
 

と
い
う
。)

を
受
け
た
と
き
は' 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
障
害
児
に
係
る
施
設
給
付
決
定 

保
護
者
に
対
し
、
当
該
障
害
児
施
設
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て' 

障
害
児
施
設
医
療
費
を
支
給
す
る
。
 

障
害
児
施
設
医
療
費
の
額
は' 

次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
 

当
該
障
害
児
施
設
医
療(
食

事

療

養(
健

康

保

険

法(

大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号)

第
六
十
三
条
第
二
項 

に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
除
く:

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に 

つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す 

る
額
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
同
一
の
月
に
お
け
る
障
害
児
施
設
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額 

の
合
計
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
が' 

当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事 

情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
障
害
児
施
設
医
療
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に 

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

算
定
し
た
額

二

当

該

障

害

児

施

設

医

療(

食
事
療
養
に
限
る
。)

に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
負
担
額' 

施
設
給
付
決 

定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額 

前
項
に
規
定
す
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き' 

及
び
こ
れ
に 

よ
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
と
き
の
障
害
児
施
設
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
は' 

厚
生
労
働
大
臣
の 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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施
設
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
が
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
か
ら
障
害
児
施
設
医
療
を
受
け
た
と
き
は' 

都
道 

府
県
は
、
当
該
障
害
児
に
係
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
が
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
支
払
う
べ
き
当
該
障 

害
児
施
設
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
障
害
児
施
設
医
療
费
と
し
て
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
支
給
す 

べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
代
わ
り
、
当
該
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
支
払
う 

こ
と
が
で
き
る
。
・

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支 

給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
四
条
の-

一
十
一
第
二
十
一
条
の
規
定
は
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
つ
い
て
、
第
一
一
十
一
条
の
ー
ー
及
び
第 

二
十
一
条
の
三
の
規
定
は
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
対
す
る
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す 

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

二

十

一

条

中

「前
条
第
二
項
の
医
療
」
と

あ

る

の

は

「第-

一
十
四
条
の
二
十
第
一 

項
に
規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療
」
と' 

第
二
十
一
条
の
二
中
「診
療
方
針
及
が
診
療
報
酬
」
と

あ

る

の

は

「診 

療
方
針
」
と' 

第
一
一
十
一
条
の
三(

第
二
項
を
除
く
ご
中
「診
療
報
酬
の
」
と

あ

る

の

は

「障
害
児
施
設
医
療
費 

の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
二 

障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
は
、
当
該
障
害
の
状
態
に
つ
き
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ 

る
家
族
療
養
費
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支 

給
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
給 

付
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
に
相
当
す
る
も 

の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

第

二

四

条

の

二

十

三 

こ
の
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
及
び
指
定
知
的
障
害
児
施 

設
等
の
障
害
児
施
設
医
療
費
の
請
求
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業(

以

下

「障
害
児
相
談
支 

援
事
業
等
」
と
い
う
。)

」
を

「児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
 

を

「児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
三
の
二
を
削
る
。

第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
，
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「児
童
自
立
生
活
援
助
事 

業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条

の

六

中

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「相
談
支
援
事
業
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改 

め
る
。
 

・
 

第

四

十

二

条

中

「保
護
す
る
」
を

「保
護
し
、

又
は
治
療
す
る
」
に
改
め
る
。

第

四

十

三

条

の

三

中

「肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
上
肢
、
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害(

以
下
「肢
体
不
自
由
」
 

と
い
う
。)

」
を

「肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
肢
体
不
自
由
」
に
改
め
る
。

第

四

十

九

条

中

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
る
。
 

第
五
十
条

第

五

号

中

「第
二
十
一
条
の
九
」
を

「第
二
十
条
」
に
改
め' 

同
条
第
五
号
の
二
中
「第
二
十
一
条
の 

九
の
六
」
を

「第
二
十
一
条
の
五
」
に
改
め
、
同

条

第

六

号

中

「次
条
第
三
号
」
を

「次
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同 

条

第

六

号

の

二

中

「次
条
第
四
号
及
び
第
四
号
の
二
」

を

「次
条
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
の 

三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
・

・
六
の
四 

障
害
児
施
設
給
付
費' 

高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
若
し
く
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
又
は
障 

害

児

施

設

医

療

費(

以

下

「障
害
児
施
設
給
付
費
等
」
と
い
う
。)

の
支
給
に
要
す
る
費
用 

第
五
十
一
条
中
第
一
ー
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し' 

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
四
号
の
二
を
第
四
号
と 

す
る 

• 

第

五

十

二

条

中

「知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設' 

盲
ろ
う
あ
児
施
設' 

肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び 

重
症
心
身
障
害
児
施
設(

以

下

「知
的
障
害
児
施
設
等
」
と
い
う
。
ご 

を

「知
的
障
害
児
施
設
等
」
に
改
め
る
。
 

第

五

十

三

条

中

「第

二

号
(

第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
に
限
る
。)

、
 

第
四
号
」
を

「第 

三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
三
を
削
る
。

第

五

十

五

条

中

「第
五
十
一
条
第
二
号
の
費
用(
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
措
置
に
係
る
費
用
を
除
く
。) 

並
び
に
第
五
十
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
二
」
を

「第
五
十
一
条
第
・
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。
 

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「扶
養
義
務
者
」

の
下
に
「(

民
法
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加 

え
、
同

条

第

二

項

中

「及
び
第
六
号
の
三
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
」
を

「

第
六
号
の
三
、
第
七
号
及
び
第
七
号
の 

二
」
に
、
「第
五
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
費
用(
業
者
に
委
託
し
な
い
で
補
装
具
の
交
付
又
は
修
理
が
行
わ
れ
た 

場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
に
要
す
る.
費
用
に
限
る
。)

並
び
に
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を

「第
五
十
一
条
第
一
号 

及
び
第
一
ー
号
」
に

改

め

同

条

第

三

項

中

「第
五
十
一
条
第
四
号
若
し
く
は
第
四
号
の
二
」
を

「第
五
十
一
条
第
三 

号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め' 

同

条

第

五

項

中

「第
二
十
一
条
の
九
の
六
」
を

「第
二
十
一
条
の
五
」
に'

「第
七 

項
」
を

「次
項
」
に
改
め
、
同

条

第

七

項

中

「前
二
項
」
を

「前
項
」
に
改
め
、
「又
は
業
者
」
及
び
「
又
は
市
町
村
」
 

を
削
り
、
同

条

第

八

項

中

「
又
は
第
六
項
」
を
削
り'

「都
道
府
県
又
は
市
町
村
」
を

「都
道
府
県
」

に
改
め
、
「又
は 

市
町
村
長
」
を
削
り
、
同

条

第

九

項

中

「若
し
く
は
第
六
項
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
中
「第
八
項
」
 

を

「第
七
項
」
に
改
め' 

同
条
第
六
項
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「基
づ
く
」

の

下

に

「障
害
児
甌
設
給
付
費
の
支
給'

」
を
加
え
る
。
 

第
五
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「介
護
給
付
費
等
」

の

下

に

「

障
害
児
施
設
給
付
費
、
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費 

又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
」
を
加
え
、
「第
二
十
一
条
の
二
十
五
」
を

「第
二
十
一
条
の
六
」
に
改
め
、
 

同

条

第

二

項

中

「障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
」
を

「前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か' 

こ
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条 

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

障
害
児
施
設
給
付
費
等
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、

又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な

LV第
五
十
七
条
の
二
を
第
五
十
七
条
の
五
と
し' 

第
五
十
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。
 

第
五
十
七
条
の-

一
都
道
府
県
は' 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
た
者 

が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
か
ら' 

そ
の
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部X

は
一
部
を
徴
収 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
は
、
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
若
し
く 

は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費X

は
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は' 

当
該
指
定
知
的
障
害 

児
施
設
等
に
対
し
、
そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、
そ
の
返
還
さ
せ
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ 

て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る 

歳
入
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
三 

都
道
府
県
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

障 

害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で 

あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、

又
は
当
該
職
員
に
質 

問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
ー
十
四
条
の
十
五
第
一 

ー
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て' 

同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の 

規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
七
条
の
四 

都
道
府
県
は
、
障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
障 

害
児
の
保
護
者?

<

は
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
带
に
厲
す
る
者
の
資
産
文
は
収
入
の
状
況 

に
つ
き
、•

官
公
署
に
対
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、

叉
は
銀
行' 

信
託
会
社
そ
の
他 

の
機
関
若
し
く
は
障
害
児
の
保
護
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
五
十
九
条
の
五
第
一
項
中
「第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項
」
を

「第
ー 

ー
十
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 

第
五
十
九
条
の
七
第
一
一
項
た
だ
し
書
中
「第
二
十
一
条
の
二
十
七
各
号
」
を

「第
二
十
一
条
の
九
各
号
」
に
改
め 

る
。



平成17年11月7日月曜日 官 報 （号外第249号） 1 92

第
六
十
一
条
の
三
中
「第
二
十
一
条
の
ー
ー
于 

を

「第
二
十
一
条
の
十
二
」
に
改
め
る
。
 

第
六
十
二
条
第
三
号
中
「第
一
ー
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
」

に
改
め' 

同
条 

中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
亠
ハ
号
と
し' 

第
四
号
を
第
五
号
と
し' 

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え 

る
。四 

正
当
の
理
由
が
な
い
の
に' 

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し 

く
は
提
示
を
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し' 

同
項
の
規 

定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若 

し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し

く

は

忌

避

し

た

者

・
 

本
則
中
第
六
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
ー 

ー
条
の
三 

都
道
府
県
は
、
条
例
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
十
万
円̂
^

下
の
過
料 

を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
 

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
者 

二 

正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く 

は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し' 

又
は
同
項
の 

規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず' 

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

第
六
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
の
三
の
ー
ー
都
道
府
県
は
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の 

七
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指 

定
知
的
障
害
児
施
設
等
に
入
所
等
を
し
た
障
害
児(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「入
所
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
 

引
き
続
き
指
定
施
設
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

当
該
入
所 

者
が
満
十
八
歳
に
達
し
た
後
に
お
い
て
も
、
当
該
入
所
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
入
所
者
が
社
会
生
活
に
順 

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
引
き
続
き
障
害
児
施
設 

給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
入
所
者
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定 

す

る

療

養

介

護(

以

下

「療
養
介
護
」
と
い
う
。)

そ
の
他
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、

こ
の
限
り 

で
な
い
。

都
道
府
県
は' 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二 

十
四
条
の
亠
一
十
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間' 

重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重 

複
し
て
い
る
満
十
八
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て' 

重
症
心
身
障
害
児
施
設
支
援
に
係
る
指
定
施
設
支
援
を
受
け
な
け 

れ
ば
そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

そ
の
者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
支
援
に
係
る
障
害
児
施
設
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。
た
だ
し
、

そ
の
者
が
療
養
介
護
そ
の
他
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は' 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

前
ー 

一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
 

そ
の
者
を
障
害
児
又
は
障
害
児
の
保
護
者
と
み
な
し
て
、
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
一 

ー
十
四
条
の
七
ま
で
及
び
第 

二
十
四
条
の
十
九
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
十
二
ま
で
の
規
定
を.
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術 

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
相
談
所
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
六
十
三
条
の
四
中
「同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「障
害
者
自
立
支
援 

法
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(
次

条

に

お

い

て

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

」
に
二
障 

害
者
自
立
支
援
法
第
四
条
第
一
項
」
を

「同
法
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
五
中
「知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
同
法
第
二 

十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤 

寮
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
」
に
、
「同
法
第
九
条
」
を

「知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
」
に
改
め
る
。

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

(

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
二
十
七
条 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法(
次
条
及
び
附
則
第 

二
十
九
条
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
成
医
療
の
給
付
又
は
育
成
医
療
に
要 

す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
八
条 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
支
援
に
係
る
同
項
の
規 

定
に
よ
る
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
支
援
に
係
る
同
項
の
規
定 

に
よ
る
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
一
条
の
一
ー
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て 

の
市
町
村
の
支
弁
及
び
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者(

民

法
(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養 

義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
九
条 

施
行
日
に
お
い
て
現
に
旧
法
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
旧
法 

第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
居
宅
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
る
障
害
児
及
び
障
害
児
の
保
護
者
は' 

政
令
で 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
日
に' 

附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
に 

お

い

て

「新
法
」
と
い
う
。)

第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
障
害
児
及
び
障
害
児
の
保
護
者
と
み
な
す
。

2

新
法
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
一
条
の
二
十
五 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政̂

5

置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
及
び
国
庫
の
補
助
は' 

な
お
従
前
の
例
に 

よ
る
。

第
三
十
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正 

前
の
児
童
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
三
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
二
十
一
条
の
六
第 

一
項
の
規
定
に
よ
る
補
装
具
の
交
付
若
し
く
は
修
理
又
は
補
装
具
の
購
入
若
し
く
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に 

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
一
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
る
行 

政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
支
弁
並
び
に
都
道
府
県
及
び
国
庫
の
負
担
並
び
に
当
該
費
用
に
つ
い 

て
の
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第
三
十
一
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
現
に
存
す
る
旧
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
知
的 

障
害
児
施
設
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す 

る
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
旧
法
第
四
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の 

四
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
施
設
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童 

福

祉

法
(
次

条

に

お

い

て

「新
法
」
と
い
う
。)

第
一
ー
十
四
条
の
ー
ー
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
 

第
三
十
二
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は' 

新
法
第
二
十 

四
条
の
二
第
二
項
中
「
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「か
ら
当
該
費
用
の
額
の
百
分
の
十
に
相
当 

す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

第
三
十
三
条
旧
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
係
る
旧
法
第
三
十 

四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
附
則 

第
一
条
第
一 

ー
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正)

第
三
十
四
条
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目

次

中

「居
宅
生
活
支
援
費
及
び
」
及

び

「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
」
を
削
り
、
「居
宅
介
護
」
を

「障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
」
に
、
「第
十
八
条
の
四
」
を

「第
十
九
条
」
に
改
め
、
「更
生
医
療
、
」
を
削
り
、
「第
十
九
条
」
を

「第
二 

十
条
」
に
改
め
る
。

第

一

条

中

「
こ
の
法
律
は
」
の

下

に

「、
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

と
相
ま
っ 

て
」
を
加
え
る
。
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第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「(
事
業)

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
同

条

第

九

項

中

身
 

体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「(

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に 

規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(

同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
—
ビ
ス
事
業
と
み
な 

さ
れ
た
事
業
を
含
む
。
以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。)

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し' 

同 

条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
ハ
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第

九

条

第

六

項

中

「市
町
村
長
」

の
下
に
「(
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加
え
る
。
 

第
十
一
条
第
一
一
項
中
「第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を

「前
条
第
一
項
第-

号
」
に
改
め
、
「第
十
八
条
第
三
項
」

の 

下

に

「及
び
第
四
項
」

を
加
え'

「第

十

条

第-

項
第
二
号□

」
を

「前
条
第
一
項
第
二
号□

」
に
、
「業
務
を
」
を

「業 

務
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項' 

第
二
十
六
条
第
一
項
並.
ひ
に
第
七
十
四
条
に
規 

定
す
る
業
務
を
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「更
生
援
護
」

の

下

に

「、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
」
を 

加
え
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に'

「利
用
の
」
 

を

「利
用
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同

条

第

二

項

中

「身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
」
に
改
め
る
。

「第
二
節 

居
宅
生
活
支
援
費
及
び
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「第
二
節 

施
設
訓
練
等
支
援
費
」
に
改
め
る
。
 

第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
九
ま
で 

削
除

第
十
七
条
の
十
第
一
項
中
「規
定
す
る
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「施
設 

支
給
決
定
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。)

」
を
加
え
、
「同
条
第
三
項
」
を

「次
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「要

し

た

費

用(
」
 

の

下

に

「食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
又
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
「特
定
日
常
生
活
費
」
 

を

「特
定
費
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
ー
項
第
一
号
中
「特
定
日
常
生
活
費
」
を

「特
定
費
用
」
に
改
め
、
同
項
第
二 

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
前
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働 

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

第
十
七
条
の
十
第
三
項
中
「前
項
第
一
号
」
を

「第
一
ー
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し' 

同
条 

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 

施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の 

額
の
合
計
額
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
合
計
額 

を
控
除
し
て
得
た
額
が' 

当
該
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し 

て
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
施
設
訓
練
等 

支
援
費
の
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
一 

ー
号
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政 

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
十
七
条
の
十
一
第
八
項
中
「特
定
日
常
生
活
費
」
を

「特
定
費
用
」
に
改
め
、
同

条

第

十

項

中

「前
条
第
二
項 

各
号
」
を

「前
条
第
二
項
第
一
号
」

に
改
め' 

同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

n
 

市
町
村
は' 

前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十 

二
号)

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ 

っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
の
十
三
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

施
設
訓
練
等
支
援
費
の
額
の
特
例)

第
十
七
条
の
十
三
の
二 

市
町
村
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
 

身
体
障
害
者
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者 

が
受
け
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
額
は' 

第
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

同
項
第
一
号
に
掲
げ 

る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
長
が
定
め
た
額
を
控
除
し
て
得
た 

額
と
す
る
。

〇

(
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給)

第
十
七
条
の
十
三
の
三
市
町
村
は
、
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
が
受
け
た
身
体
障
害
者
施
設
支
援
、
知
的
障
害 

者

福

祉

法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
施
設
支
援
及
び
介
護 

保

険

法
(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
う 

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
か
ら
当
該
費
用
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
施
設
訓
練
等
支
援
費
、
知 

的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
及
び
介
護
保
険
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
介 

護
給
付
等
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該 

施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
に
対
し
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
を
支
給
す
る
。

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か' 

高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
施
設
訓
練
等
支 

援
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は' 

身
体
障
害
者
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を 

考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

(

特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の
支
給)

第
十
七
条
の
十
三
の
四
市
町
村
は
、
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者(
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
に
通
う
者
そ 

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省 

令
で

定
め
る
も

の(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定
入
所
者
」
と
い
う
。)

が
、
施
設
支
給
決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
 

指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
に
入
所
し
、
当
該
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
か
ら
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た 

と
き
は
、
当
該
特
定
入
所
者
に
対
し
、
当
該
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費 

用
及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
を
支
給 

す
る
。

2
 

第
十
七
条
の
十
一
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
準 

用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
七
条
の
十
五
中
「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費X

は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施 

設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
に
改
め'

「居
宅
支
給
決
定
身
体 

障
害
者
若
し
く
は
施
設
支
給
決
定
身
体
障
害
者
叉
は
身
体
障
害
者
居
宅
支
援
若
し
く
は
」
を
削
る
。

第
十
七
条
の
十
六
中
「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施 

設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」

に
改
め
る
。

「第
二
款
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等J

を

「第

二
款
指
定
身
体
障
害
者
更 

生
施
設
等J

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
七
か
ら
第
十
七
条
の
二
十
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
七
か
ら
第
十
七
条
の
一
一
十
三
ま
で
削
除

第
十
七
条
の
一
一
十
ハ
第
一
項
中
「施
設
訓
練
等
支
援
費
」

の

下

に

「、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費X

は
特
定
入
所 

者
食
費
等
給
付
費
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問X

は
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は' 

当
該
職
員
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を 

携
帯
し
、
か
つ' 

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は' 

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
二
十
ハ
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
十
七
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
中r

施
設
訓
練
等
支
援
費
」

の

下

に

「又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
を

加
え
る
。

第
十
七
条
の
三
十
二
第
五
項
中
「厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
」
を

「厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
基
準
と
し
て
」
に
改
め
る
。

「第
四
節 

居
宅
介
護
、
施
設
入
所
等
の
措
置
」
を

「第
四
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
入
所
等
の
措
置
」
 

に
改
め
る
。
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第
十
八
条
の
見
出
し
中
「居
宅
介
護
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
に
改
め
、
同

条

第

一

項

中

「身
体
障
害
者
居 

宅
支
援
を
必
要
と
す
る
者
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

同
法
附 

則
第
八
条
第
一 

ー
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
 

と
い
う
。)

を
必
要
と
す
る
身
体
障
害
者
」
に
、
「第
十
七
条
の
四
又
は
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援 

費
又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
」
を

「同
法
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は 

特
例
訓
練
等
給
付
費
」
に•

「そ
の
者
」
を

「そ
の
身
体
障
害
者
」
に
、
「身
体
障
害
者
居
宅
支
援
を
提
供
し
」
を

「障 

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
」
に
、
「身
体
障
害
者
居
宅
支
援
の
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
」
に
改
め
、
同
条
に 

次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
 

市
町
村
は
、
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
者
の
う
ち' 

療
養
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学 

的
管
理
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
の
世
話(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「介
護
等
」
と
い
う
。)

を
必
要
と
す
る
も
の 

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
代
え
て' 

国
立
高
度
専
門
医
療
セ 

ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の 

(

第
一 

ー
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。)

に
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
、
必
要
な
介
護
等
の
提
供 

を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

十

八

条

の

三

中

「第
四
十
九
条
の
二
」
を

「第
五
十
条
」
に
改
め
る
。
 

「第
五
節 

更
生
医
療
、
補
装
具
等
」

を

「第
五
節 

補
装
具
等
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
十
九
条
の
ハ
ま
で
を
削
る
。

第

十

八

条

の

四

中

「第
四
十
九
条
の
二
」
を

「第
五
十
条
」
に
改
め
、
第
二
章
第
四
節
中
同
条
を
第
十
九
条
と
す 

る
。第

二
十
一
条
の
二
た
だ
し
書
中
「但
し
」
を

「た
だ
し
」
に
改
め'

「扶
養
義
務
者
」
の
下
に
「(

民

法
(

明
治
二
十 

九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「ヽ

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を
削
り
二
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
 

を

「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
に
改
め
、
同

条

第

三

項

中

「身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「身 

体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
改
め
二
身
体
障 

害
者
更
生
援
護
施
設
」
の

下

に

「若
し
く
は
指
定
医
療
機
関
」
を
二
第
三
項
」

の

下

に

「若
し
く
は
第
四
項
」
を
加 

え
る
。

第
三
十
五
条
第
二
号
中
「

第
十
九
条
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
の
二
中
「第
十
七
条
の
四
若
し
く
は
第
十
七
条 

の
六
又
は
第
十
七
条
の
十
」
を

「第
十
七
条
の
十
、
第
十
七
条
の
十
三
の
三
又
は
第
十
七
条
の
十
三
の
四
」
に
改
め
、
 

「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
」
を
削
り
、
「(
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
五
条
に 

お

い

て

「居
宅
生
活
支
援
費
等
」
と
い
う
。)

」
を

「、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費 

(

以

下

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
と
い
う
。)

」
に
改
め' 

同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
の
三
を
同
条
第
三 

号
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
三
号
中
「

第
十
九
条
の
五
、
第
十
九
条
の
六
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
「及
び
補
助
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「第
十
八
条
第
三
項' 

第
十
九
条
及 

び
」
を

「第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が 

行
う
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
り
、
」
を
削
り
、
同

項

第

二

号

中

「第
十
八
条
第
三
項
、
第
十 

九
条
及
び
」
を

「第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
」
 

及

び

「に
つ
い
て
市
町
村
が
行
う
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。
 

第
三
十
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「及
び
補
助
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二 

項
」
を

「第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「(
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
施
設
訓
練
等
支
援
費
の 

支
給
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。)

」
及

び

「第
十
九
条
の
五
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。
 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「更
生
医
療
の
給
付
が
行
わ
れ
、

又
は
」
を
削
り
、
「若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「指 

定
医
療
機
関
又
は
」
を
削
り
、
同

条

第

二

項

中

「指
定
医
療
機
関
又
は
」
を
削
り
、
同

条

第

四

項

中

「身
体
障
害
者 

居
宅
支
援
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
に
、
「場
合
又
は
」
を

「場
合
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規 

定
す
る
介
護
等
の
提
供
の
委
託
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
中
「身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事 

業
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「第
十
九
条
の
六
第
一 
・
項
、
」
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「居
宅
生
活
支
援
費
等
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中 

「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
」
及
び
「(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。)

」
を
削 

り
、
「居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
 

に'

「当
該
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
等
」
を

「当
該
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
」
に
改
め
る
。
 

第
四
十
三
条
の
五
を
第
四
十
三
条
の
七
と
し
、
第
四
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
報
告
等)

第
四
十
三
条
の
五
市
町
村
は
、
施
設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
身
体 

障
害
者
、
 

身
体
障
害
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る 

者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し'

報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ' 

又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

第
十
七
条
の
二
十
八
第
一 

ー
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て' 

同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の 

規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
資
料
の
提
供
等)

第
四
十
三
条
の
六 

市
町
村
は
、
施
設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
身
体 

障
害
者
、
身
体
障
害
者
の
配
偶
者
又
は
身
体
障
害
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の 

資
産
又
は
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、

又
は
銀 

行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
身
体
障
害
者
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で 

き
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「居
宅
生
活
支
援
費
等
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
二
中
「第
十
七
条
の
七
第
二
項
後
段
若
し
く
は
第
十
七
条
の
ハ
第
一 

ー
項
の
規
定
に
よ
る
居
宅
受
給 

者
証
の
提
出
若
し
く
は
返
還
又
は
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
後
段
若
し
く
は
」
を

「第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
後
段 

又
は
」
に'

「若
し
く
は
返
還
を
」
を

「又
は
返
還
を
」
に
改
め
る
。

第

五

十

条

中

「第

十

八

条(
」

の

下

に

「第
一
項
及
び
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
中
「第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を

「第
三
十
七
条
の
二
」
に
改
め 

る
。

第
三
十
五
条
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「第
二
節 

施
設
訓
練
等
支
援
費

第

二

款

指

定

身

体

障

害

者

更

生

施

設

等(
第
十
七
条
の

目
次
中
「第
十
七
条
の
三
」
を

「第
十
七
条
の
二
」
に
、
第
三
節 

第
四
節 

第
五
節 

第
六
節

国
立
施
設
へ
の
入
所(

第
十
七
条
の
三
十
二) 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
入
所
等
の
措
置(
第 

補

装

具

等(
第
二
十
条
—
第
二
十
一
条
の
三) 

社

会

参

加

の

促

進

等(
第
二
十
一
条
の
四
—
第
二

条
の
十
六)

十
七
—
第
十
七
条
の
三
十
一) 

十
八
条
—
第
十
九
条)

を 
第第翳 

四三二 
節節節

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置(
第 

盲
導

犬

等

の

貸

与(

第
二
十
条)

社
会
参
加
の
促
進
等(
第
二
十
一
条
—
第
二
十
五
条
の
二)

十
五
条
の
二) 

」

十
八
条I

第
十
九
条)

に
、
「第
四
十
八
条
の
二
」
を

「第
四
十
八
条
」
に
、
「—
第
五
十
六
条
」
を

「
・
第
五
十
条
」

」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。
 

第
五
条
の
見
出
し
を
「(
施
設)

」
に
改
め
、
同

条

第

一

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社 

会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め'

「

身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
 

身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
 

身
体
障
害
者
授
産
施
設
」
を
削
り' 

同
条
中
第
一 

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
第
六
項
を
第
二
項
と
す
る
。
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第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
法
律
に
定
め
る
身
体
障
害
者
叉
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
援
護
は
、
そ
の
身
体
障
害
者
の
居
住
地 

の

市

町

村(
特
別
区
を
含
む
。

以
下
同
じ
。)

が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な 

い
か
、

叉
は
明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
身
体
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず' 

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
てX

は
障
害
者
自
立
支 

援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護 

給

付

費

等(

第
十
八
条
に
お
い
てr

介
護
給
付
費
等j

と
い
う
。)

の
支
給
を
受
け
て
同
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く 

は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
叉
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(

以

下

「障
害 

者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法(

昭
和
ー
ー
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四 

号)

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定 

施
設
入
所
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は' 

そ
の
者
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第 

五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
又
は
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規 

定

す

る

施

設(

以
下
こ
の
項
及
が
次
項
に
お
い
て
「特
定
施
設
」
と
い
う
。)

へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地(
継 

続
し
て
二
以
上
の
特
定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
待
定
施
設
入
所
身
体
障
害
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「継
続
入 

所
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は' 

最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地)

の
市 

町
村
が
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
居
住
地
を
有
し 

な
い
か
、
叉
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定
施
設
入
所
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
入
所
前
に*

け
る
そ
の
者
の
所 

在

地
(

継
続
入
所
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
所
在
地)

の 

市
町
村
が
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し' 

同

条

第

六

項

中

「第
三
項
第
三
号
」
を

「第
四
項
第
三
号j

に
改
め' 

同 

項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同

条

第

五

項

中

「第
三
項
第
三
号
」
を

「第
四
項
第
三
号
」

に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
六 

項
と
し
、
同

条

第

四

項

中

「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す 

る
相
談
支
援
事
業
」

に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し' 

同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次 

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
身
体
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
の
設
置
者
は' 

当
該
特
定
施
設
の
所 

在
す
る
市
町
村
及
が
当
該
身
体
障
害
者
に
対
し
こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
市
町
村
に
必
要
な
協
力
を
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「前
条
第
三
項
各
号
」
を

「前
条
第
四
項
各
号
」
に'

「同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「同 

条
第
六
項
及.
ひ
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号-

一
中
「補
装
具
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
補
装
具
」
に 

改
め
る
。

第

十

一

条

第

二

項

中

「第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
、
調
整
若
し
く
は
要
請X

は
第
十
八
条 

第
三
項
及
び
第
四
項
」
を

「第
十
八
条
第
二
項
」

に
、
「並
び
に
第
七
十
四
条
」
を

「、
第
七
十
四
条
並
が
に
第
七
十 

六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
四
項
第
二
号
中
「第
九
条
第
三
項
第
三
号
」
を

「第
九
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中r

に
よ
る
自
立
支
援
給
付
」

の

下

に

「及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
加
え
る
。
 

第
十
七
条
の
三
を
削
る
。

第
二
章
第
二
節
及
な
第
三
節
を
削
る
。

r

第
四
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス' 

施
設
入
所
等
の
措
置
」
を

「第
四
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス' 

障
害
者
支
援 

施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「施
設
入
所
等
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
」
に
改
め
、
同

条

第-

項
中
「同 

法
附
則
第
八
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
」
を

「同
条
第
五
項
に
規 

定
す
る
療
養
介
護
及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「療
養
介
護
等
」
と 

い
う
。)

を
除
く
」
に'

「同
法
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
叉
は
特
例
訓
練
等
給 

付
費
」
を

「介

護

給

付

費

等(
療
養
介
護
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三 

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
者
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
叉
は
障
害
者
自
立
支
援
法

第
五
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設(

以

下

「障
害
者
支
援
施
設
等
」
と
い
う
。)

へ
の
入
所
を
必
要
と 

す
る.
身
体
障
害
者
」
に
、
「第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
汶
は
第
十
七 

条
の
三
十
二
の
規
定
に
よ
り
国
立
施
設
に
入
所
す
る
」
を

「介

護

給

付

費

等(
療
養
介
護
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。) 

の
支
給
を
受
け
る
」
に'

「そ
の
者
」
を

「そ
の
身
体
障
害
者
」
に
、
「身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
に
入
所
さ
せ
」
を

「障 

害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
さ
せj

に
、
「身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
に
そ
の
者
の
入
所
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
等
若 

し
く
は
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
設
置
す
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て 

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の(

以

下

「指
定
医
療
機
関j

と
い
う
。)

に
そ
の
身
体
障
害
者
の
入
所
若
し
く
は
入 

院
」
に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し' 

同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
措
置
の
受
託
義
務)

第
十
八
条
の-
-

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
又
は
障
害 

者
支
援
施
設
等
若
し
く
は
指
定
医
療
機
関
の
設
置
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
と
き
は
、
正
当
な 

理
由
が
な
い
限
り
、

こ
れ
を
・
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

第-

一
章
第
四
節
を
同
章
第
二
節
と
す
る
。

「第
五
節 

補
装
具
等
」
を

「第
五
節 

盲
導
犬
等
の
貸
与
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
三
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
章
第
五
節
を
同
章
第
三
節
と
す
る
。

第
二
章
第
六
節
中
第
二
十
一
条
の
四
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
章
第
六
節
を
同
章
第
四
節
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「' 

身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
」
を
削
り
、
「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「身 

体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
、
同

条

第

三

項

中

「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「身
体
障
害
者 

生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
及
び
第
二
十
九
条
を
削
る
。

第

二

十

八

条

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第 

二
十
九
条
と
す
る
。

第
一
一
十
七
条
第
一
項
を
削
り
、
同

条

第

二

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支 

援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同

条

第

三

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」

を

「身
体
障
害 

者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
一 

一
項
と
し
、
同

条

第

四

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
 

を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条

第

五

項

中

「身
体
障
害
者
更 

生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」

に'

「
の
更
生
援
護
」

を

「
の
社
会
参
加
の
支
援
」
に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条

第

六

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施 

設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
 

同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
の
三
を
削
り
、
第
一
一
十
六
条 

の
二
を
第
一 

ー
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

三

十

条

削

除

第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十
一
条
の
二
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
一
号
中
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
」
を

「及
び
第
十
八
条
」
に'

「国
立
施
設
に
対
し
第
十
八 

条
第
三
項
」
を

「国
の
設
置
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等
に
対
し
第
十
八
条
第
一
一
項
」

に
改
め' 

同
条
第
二
号
の
二
及 

び
第
三
号
を
削
り
、
同

条

第

四

号

中

「第-

一
十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を

「第
二
十
八
条
第
一 

ー
項
及
び
第
四
項
」
 

に
、
「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め' 

同
号
を
同
条
第
三
号
と
す 

る
。第

三
十
六
条
第
三
号
中
「第
二
十
一
条
の
三
」
を

「第
二
十
条
」
に
改
め
、
同

条

第

四

号

中

「第
二
十
七
条
第
二 

項
及
び
第
五
項
」
を

「第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」

に
、
「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者 

社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
六

条

の

二

中

「第
十
七
条
の
三
十
二
又
は
第
十
八
条
第
三
項
」
を

「第
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「国
立
施
設
」
 

を

「国
の
設
置
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
め
る
。

,

第
三
十
七
条
第
一
号
中
「、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
が
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
」
を

「及
び
第
十
八
条
」
 

に
改
め
、
「及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用(
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。)

の
う
ち
、
福
祉
事
務
所
を
設
置 

し
な
い
町
村
が
支
弁
す
る
も
の
」
を
削
り' 

同
条
第
二
号
中
「(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
」
 

と
い
う
。)

」
を
削
り'

「、
第
十
八
条
第
一
項' 

第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
」
を

「及
び
第
十
八
条
」
に 

改
め
、
「及.
ひ
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用(

居
住
地
不
明
身
体
障
害
者
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。)

」
を
削
り' 

同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「第
三
十
五
条
第
四
号
」
を

「第
三
十
五
条
第
三
号
」

に
、
「身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー 

ム' 

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
—
、
補
装
具
製
作
施
設
、
盲
導
犬
訓
練
施
設
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の
設
置 

及
び
運
営
に
要
す
る
費
用
並
び
に
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
」
を

「視
聴
覚
障 

害
者
情
報
提
供
施
設
の
運
営
に
要
す
る
費
用
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「(
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ 

り
市
町
村
が
行
う
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。)

、
第
三
十
五
条
第
二
号
の
二
の
費
用
」
を
削
り
、
「第
二
十
一 

条
の
三
」
を

「第
二
十
条
」

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を
「(
費
用
の
徴
収)

」
に
改
め' 

同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
削
り' 

同
条
第
四
項
中 

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
日
常
生
活
用
具
の
給
付
若
し
く
は
貸
与
若
し
く
は
そ
の
委
託
が
行
わ
れ
た
場
合
、
 

同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
へ
の
入
所
若
し
く
は
入
所
の
委
託(

国
立
施
設
」
を

「又 

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
若
し
く
は
障
害
者
支
援
施
設
等
若
し
く
は
指
定
医
療 

機
関
へ
の
入
所
若
し
く
は
入
院
の
委
託(

国
の
設
置
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
め'

「' 

同
条
第
四
項
の
規
定 

に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
介
護
等
の
提
供
の
委
託
が
行
わ
れ
た
場
合
叉
は
補
装
具
の
交
付
若
し
く
は
修
理
が
行
わ 

れ

た

場

合(
業
者
に
委
託
し
て
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。)

」

を
削
り
、
「扶
養
義
務
者
」

の
下
に
「(

民

法
(

明
洽
二
十 

九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
 

同

条

第

五

項

中

「国
立
施
設
」
を

「国
の
設
置
す
る
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
め'

同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。
 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
、
 

同

条

第

二

項

中

「第
二
十
七
条
第
三
項
」
を

「第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」

を

「身 

体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

-

第㈣

十

条

中

「身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」
を

「身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」

に
改
め
る
。
 

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
、
「第
二
十 

八
条
第
一
項
」
を

「第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 

・
 

第
四
十
三
条
の
三
か
ら
第
四
十
三
条
の
六
ま
で
及
が
第
四
十
四
条
を
削
り' 

第
四
十
三
条
の
七
を
第
四
十
四
条
と 

し' 

第

EI
十
五
条
を
削
り
、
第
四
十
五
条
の
二
を
第
四
十
五
条
と
し
、
第
四
十
八
条
の
二
を
削
る
。
 

第

五

十

条

中

「、
第
十
七
条
の
三
、
第
十
七
条
の
十
か
ら
第
十
七
条
の
十
五
ま
で
、
第
十
七
条
の
三
十
二
」
及.
ひ 

「(

第
一
項
及
び
第
三
項
に
限
る
。)

、
 

第
十
八
条
の
二
」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
を
削
る
。

(
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
三
十
六
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の 

条
か
ら
附
則
第
三
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
支
援 

に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

2
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
支
援
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ 

る
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
施 

設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4 
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
七
条
の
三
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
施
設
へ 

の
入
所
後
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
支
弁
及
び
当
該
入
所
に
係
る
利
用
料
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
な

43
従
前 

の
例
に
よ
る
。

5
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
市
町
村
の 

支
弁
及
び
身
体
障
害
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第
三
十
七
条 

施
行
日
に*

い
て
現
に
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
旧
法
第
四
条
の
二 

第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
居
宅
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
 

施
行
日
に
、
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
に

43
い

て

「新
法
」
 

と
い
う
。)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
身
体
障 

害
者
と
み
な
す
。

2 
新
法
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定 

に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ 

る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
及
び
国
の
補
助
は' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第
三
十
八
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
医
療
の
給
付X
は
更
生
医
療
に
要 

す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
九
条 

附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法(

附
則
第
四
十
一
条
に
お
い
て
「新 

法
」
と
い
う
。)

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「特
定
施
設
」
 

と
い
う
。)

に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り' 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
特
定
施
設
の 

所
在
す
る
場
所
に
居
住
地
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
所
身
体
障
害
者
で
あ
っ
て
、
 

当
該
特
定
施
設
に
入
所
し
た
際' 

当
該
特
定
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
し 

て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

第㈣

十
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正 

前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第㈣

十
三
条
ま
で
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
十
七
条
の 

十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
に
係
る
同
項
、
旧
法
第
十
七
条
の
十
三
の
三
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
十
三 

の㈣

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
及
・
ひ
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の 

支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
七
条
の
十
四(

旧
法
第
十
八
条
の
二 

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
な
第
十
七
条
の
三
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
訓
練
費
又
は
物 

品
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な*

従
前
の
例
に
よ
る
。

3 
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
七
条
の
三
十
二
第㈣

項
の
規
定
に
よ 

る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
施
設
へ
の
入
所
後
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
支
弁
及
び
当
該
入
所
に
係
る 

利
用
料
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要 

す
る
費
用
に
つ
い
て
の
市
町
村
及
が
国
の
支
弁
並
び
に
都
道
府
県
及
・
ひ
国
の
負
担
並.
ひ
に
当
該
費
用
に
つ
い
て
の
身 

体
障
害
者X
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な

43
従
前
の
例
に
よ
る
。

5
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
装
具 

の
交
付
若
し
く
は
修
理X
は
補
装
具
の
購
入
若
し
く
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は' 

な
お
従
前
の
例 

に
よ
る
。

第
四
十
一
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
旧
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定 

す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設(

旧
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
旧
法
第
三
十
条
に
規 

定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
及
び
旧
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。

以
下
こ
の
項 

及
び
次
項
に
お
い
て
「身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
と
い
う
。)

の
設
置
者
は' 

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規 

定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
に
つ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 
.
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
身
体
障
害
者
更
生
援
護 

施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
を
障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
新
法
の
規
定
を
適
用
す 

る
。
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3
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
一
八
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
行
政 

措
置
を
受
け
て
旧
法
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等X
は
旧
法
第
十
八
条
第
四 

項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
に
入
所
叉
は
入
院
を
し
て
い
る
身
体
障
害
者
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

に' 

新
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
障
害
者
支
援
施
設
叉
は
同
項
に
規
定
す
る
指
定
医 

療
機
関
に
入
所
叉
は
入
院
を
し
て
い
る
身
体
障
害
者
と
み
な
す
。

第
四
十
一
一
条 

旧
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
係
る
旧
法
第 

二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
附
則 

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
も
、
 

な

43
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
三
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二 

項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は' 

同
日
以
後
も
、
な
お
そ 

の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条

第

三

項

中

『前
二
項
」
と

あ

る

の

は

「障
害
者
自
立
支
援
法
附
則 

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法(

以

下

「旧
法
」
と
い
う
。)

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び 

第
二
項
」
と
、
同

条

第

四

項

中

「第
一
項
及
び
第
二
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
 

と' 

同

条

第

五

項

中

「第
-

項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
第
五
十
一
条
第
一
項
」
と
、
「第
三
十
七
条
の
二
」
と
あ
る
の 

は

「旧
法
第
三
十
七
条
の
二
」
と' 

同
条
第
亠
ハ
項
中
「第
二
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
、
 

同

条

第

七

項

中

「第
一
項
叉
は
第
二
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
第
五
十
一
条
第
一
項X
は
第
一
一
項
」
と
す
る
。

(
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
四
十
四
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第

五

条

中

「精
神
分
裂
病
」
を

r

統
合
失
調
症
」

に
改
め
る
。

第
四
十
五
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

癖

蟲

蠶

翳

81
諾

1!
矗
一
西
蔚
赊
「
第
三
十i

を

「第

三

節

指

定

医

の

診
察
及
び

措

置

入

院(
第
二
十
三
条
—
第
三
十
二
条)

」
に'

「第
五
節
」
を

「第
四
節
」
に
、
「第
六
節
」
を

「第
五
節
」
 

に
、
「第
七
節
」
を

「第
六
節
」
に
改
め
る
。

第

一

条

中

「保
護
を
行
い
、
」
の

下

に

「障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

と
相
ま
っ
て
」
 

を
加
え
る
。

第

二

条

中

「地
方
公
共
団
体
はJ

の
下
に
「、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
と
相
ま
っ
て
」
 

を
加
え
、
「並
び
に
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を
削
る
。

第㈣

条

第

一

項

中

「居
宅
生
活
支
援
事
業
若
し
く
は
」
を
削
り
、
同

条

第

二

項

中r
居
宅
生
活
支
援
事
業X
は
」
 

を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
第
四
号
中
「第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
」
を
削
り
、
「決
定
」

の

下

に

「及
び
障
害
者
自
立
支
援
法 

第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定(
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

」
を
加
え' 

同
項
に
次
の
二
号 

を
加
え
る
。

五

障

害

者

自

立

支̂
®

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り' 

市
町
村
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否 

決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

六 

障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力 

そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

第

九

条

第

一

項

中

「都
道
府
県
に
」
を

「都
道
府
県
は' 

条
例
で
、
」
に
改
め'

「置
く
」

の
下
に
「
こ
と
が
で
き
る
」
 

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都 

道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び

第

十

一

条

削

除

第
十
九
条
の
六
の
三
第
一
号
中
「又
は
こ
の
法
律
」
を
窘
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
障
害
者
自
立 

支
援
法
若
し
く
は
同
法
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
九
第
二
項
中
「地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
」

の
下
に
「(
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
が
置
か
れ
て 

い
な
い
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
医

療

法
(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定 

す
る
都
道
府
県
医
療
審
議
会
ご
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
の
長
」

の

下

に

「若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
事
業(

同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業 

を
含
む
。
以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。)

を
行
う
者
」
を
加
え
る
。

「第

四

節

通

院

医

療

」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

三

十

二

条

削

除

第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
五
章
中
第
五
節
を
第
四
節
と
し
、
 

第
六
節
を
第
五
節
と
し
、
第
七
節
を
第
六
節
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
四
項
中
「除
く
」

の

下

に

「。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「精
神
保
健
及
び
」
を
削
り
、
「指 

導
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加 

え
る
。

5
市
町
村
は' 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
、
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家 

族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
及
び
こ
れ
ら
の
者
を
指
導
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「都
道
府
県
等
」
を

「都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
に
改
め
、

「保
健
所
」

の

下

に

「そ
の 

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
」
を
加
え' 

同

条

第

二

項

中

「都
道
府
県
知
事
等
」

を
「都
道
府
県
知
事
文
は
市
町
村
長
」
 

に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「叉
は
精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「
叉
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
、
「
こ 

の

条

に
お
い
て

「精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二 

項

中

「精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「障
害
福
祉
サI
ビ
ス
事
業
等
」
に'

「利
用
の
」
を

「利
用
に
っ 

い
て
の
」
に
改
め' 

同

条

第

四

項

中

「精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
 

に
改
め
る
。

-

第
五
十
条
の
二
の
五
第
二
項
を
削
る
。

第
五
十
条
の
三
か
ら
第
五
十
条
の
三
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
五
十
条
の
四
を
第
五
十
条
の
三
と
す
る
。
 

第
五
十
一
条
中
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「前
一
一
項J

を 

「前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
四
中
「精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業X
は
精
神
障
害<

社
会
適
応
訓
練
事
業
」
を

「障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
中
「ヽ

第
五
章
第
四
節
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「若
し
く
は
臨
時
委
員
」
を
削
り
、
「五
十
万
円
」
を

「百
万
円J

に
改
め
る
。
 

第
五
十
三
条
の
二
中
「五
十.
万
円
」
を

「百
万
円
」
に
改
め
る
。

第

五

十

四

条

中

「三
十
万
円
」
を

「五
十
万
円
」
に
改
め
、
同

条

第

三

号

中

「第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
」
を 

「第
五
十
条
の
一
ー
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
り
、
同

条

第

五

号

中

「第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
」
を

「第 

五
十
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第

五

十

六

条

中

第

三

号

若

し

く

は

第

四

号

」
を

「若
し
く
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

第

五

項

中

「第
五
十
一
条
第
三
項
」
を

「第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「第
五
十
一
条
第
四
項
」
を

「第
五
十 

一
条
第
ー 

ー
項
」
に
改
め
る
。

別 
表 
中

政精関神精 
姜神す障神 
希葆も害保 

健法者健 
福律福及 
祉及祉び 
行びに精

るをに神こ 
こ有関保の 
とすし健法

。る学福律 
者識祉及 
で経行び 
あ験政精

を

福援律害精 
祉法及者神 
行並び福保 
政び障祉健 
概に害に及 
論精者関び 
神自す精 
保立る神 
健支法障

者し神自こ 
で学保立の 
あ識健支法 
る経福援律 
こ験祉法及 
とを行並び 

。有政び障 
ず■にに害 

る関精者

に
改
め
る
。
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第
四
十
六
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

目
次
中
「摯

一

wr
sl̂

r

il
E+s

—
sg
卄
『
熒

」
を
「第

二

節

相

談

指

導

等
(
第
四
十
六
条
— 

第

五

十-

条)

」
に
改
め
、
「第
五
十
一
条
の
十
六
」
を

「第
五
十
一
条
の
十
五
」
に
改
め
る
。

第

二

条

中

「に
よ
る
自
立
支
援
給
付
」

の

下

に

「及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
加
え
、
「、
社
会
復
帰
施
設
そ
の 

他
の
福
祉
施
設
」

を
削
る
。

第

四

条

第

一

項

中

「若
し
く
は
社
会
復
帰
施
設
」
を
削
り
、
同

条

第

二

項

中

「叉
は
社
会
復
帰
施
設
」
を
削
る
。
 

第

十

二

条

中

「第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
」

の
下
に
「(

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加 

え
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
審
査
の
案
件
の
取
扱
い)

第
十
四
条 

精
神
医
療
審
査
会
は
、

そ
の
指
名
す
る
委
員
五
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
審
査
の
案
件
を
取 

り
扱
う
。

2
 

合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
は' 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
 

そ
の
員
数
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
員
数
以
上 

と
す
る
。

ー
 

精
神
障
害
者
の
医
療
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
ニ

二
法
律
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

ー

三 

そ
の
他
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者 

ー

第
十
九
条
の
四
第
一 

ー
項
第
五
号
中
「第
三
十
八
条
の
三
第
三
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場 

合
を
含
む
。)

」
を
加
え
る
。

第

十

九

条

の

五

中

「若
し
く
は
第
二
項
」
を

「、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「第
三
十
三
条
の
四
第
一 

項
」

の

下

に

「若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第

十

九

条

の

六

中

「
の
申
請
」
を
削
る
。

第

二

十

二

条

の

二

中

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
長
若
し
く
は
」
及

び

「同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定 

に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
ご
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同

条

第

四

項

中

「前
項
」
を

「第
三
項
又
は
第
四 

項
後
段
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

4
 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精

神

病

院
(

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知 

事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。)

の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は' 

指
定
医
に
代
え 

て
指
定
医
以
外
の
医
師(

医

師

法
(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
以
下
「特
定
医
師
」
 

と
い
う
。)

に
任
意
入
院
者
の
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

診
察
の
結
果' 

当
該
任 

意
入
院
者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か 

わ
ら
ず
、
十
二
時
間
を
限
り
、

そ
の
者
を
退
院
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

5
 

第
十
九
条
の
四
の
ー
ー
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合 

に
お
い
て
、
同

条

中

「指
定
医
は
、
前
条
第
一
項
」
と

あ

る

の

は

「第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定 

医
師
は
、
 

同
項
」
と
二
当
該
指
定
医
」
と

あ

る

の

は

「当
該
特
定
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

6
 

精
神
病
院
の
管
理
者
は' 

第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令 

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
三
十
三
条
第
四
項
中
「又
は
第
二
頊
」
を

「、
第
二
項
又
は
第
四
項
後
段
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

4
 

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て' 

精

神

病

院(

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る 

と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。)

の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は' 

指
定
医
に
代
え
て
特
定
医
師
に
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
診
察
の
結
果
、
精
神 

障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
の
必
要
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
精
神
障
害
の
た
め
に
第 

二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も' 

十
二
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

第
十
九
条
の
四
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合 

に
お
い
て
、
同

条

中

「指
定
医
は
、 

前
条
第
一
項
」
と

あ

る

の

は

「第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定 

医
師
は
、
第
三
十
三
条
第
四
項
」
と
、
『当
該
指
定
医
」
と

あ

る

の

は

「当
該
特
定
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と 

す
る
。

6

精
神
病
院
の
管
理
者
は' 

第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
っ
た
と
き
は' 

遅
滞
な
く'

厚
生
労
働
省
令 

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
三
十
三
条
の
三
中
「X

は
第
二
項
」
を

第

二

項
X

は
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条.
の
四
中
第
四
項
を
第
七
項
と
し' 

第
三
項
を
第
六
項
と
し' 

同

条

第

二

項

中

「前
項
」
を

「第
一
項
」
 

に
改
め
、
「同
項
」

の

下

に

「叉
は
第
二
項
後
段
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の 

三
項
を
加
え
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
精
神
病
院
の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い 

理
由
が
あ
る
と
き
は' 

指
定
医
に
代
え
て
特
定
医
師
に
同
項
の
医
療
及
び
保
護
の
依
頼
が
あ
っ
た
者
の
診
察
を
行 

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て' 

診
察
の
結
果
、

そ
の
者
が
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直 

ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
者
の
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
精
神
障 

害
の
た
め
に
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は' 

同
項
の 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
十
二
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

,

第
十
九
条
の
四
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合 

に
お
い
て' 

同

条

中

「指
定
医
は' 

前
条
第
一
項
」
と

あ

る

の

は

「第
二
十
二
条
の
四
第㈣

項
に
規
定
す
る
特
定 

医
師
は
、
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
」
と
、
「当
該
指
定
医
」
と

あ

る

の

は

「当
該
特
定
医
師=

と
読
み
替
え
る
も 

の
と
す
る
。

4
 

第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
病
院
の
管
理
者
は
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な 

く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

当
該
措
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し' 

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
五
中
「前
条
第
三
項
」
を

「前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「前
条
第
一
項
」

の

下

に

「X

は
第
二
項
後 

段
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
ー
ー
の
見
出
し
を
「(
定
期
の
報
告
等
ご
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 

都
道
府
県
知
事
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
精
神
病
院
の
管
理
者(
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第 

二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て' 

当
該
命
令
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
厚
生
労 

働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に 

限
る
。)

に
対
し
、
当
該
精
神
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者(

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に 

限
る
。)

の
症
状
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「前
条
」
を

「前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、
「第
三
十
三
条
第
四
項
」
を

「第 

三
十
三
条
第
七
項
」
ヽ
に
改
め
、
同
条
に
次
の
ー 

一
項
を
加
え
る
。

5

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
 

当
該
報
告
に
係
る
入
院
中
の
者
の
症
状
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
精
神
医
療
審
査
会
に
通
知
し
、
 

当
該
入
院
中
の
者
に
つ
い
て
そ
の
入
院
の
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
 

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
審
査
を
求
め
た
場
合
に
つ
い
て
準
用 

す
る
。

第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
中
「若
し
く
は
第
二
項
」
を

「、
 

第
一 

ー
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。
 

第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
中
「若
し
く
は
第
ー 

ー
項
」
を

「、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
「第
三
十
三
条 

の
四
第
一
項
」

の

下

に

「若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同

条

第

三

項

中

「前
二
項
」
を

「第
一
項
又
は
第
二
項
」
 

に
、
「及
び
第
二
項
」
を

「ヽ
第
一 

ー
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
「第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
」

の
下
に
「及
び
第
二
項
」
 

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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3
 

都
道
府
県
知
事
は' 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て' 

そ
の
命
令
を
受
け
た
精
神
病
院
の 

管
理
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
の
七
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5
 

都
道
府
県
知
事
は' 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「。
第
五
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「師
設
及
び
」
を
削
り
、
同

条

第

一

項

中

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
又
は
」
を
削 

り
、
「若
し
く
は
」
を

「
又
は
」

に
、
「精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第 

十
七
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
」
に
改
め
、
同

条

第

二

項

中

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
利
用 

又
は
」
及

び

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
置
者
又
は
」
を
削
り
、
同

条

第

四

項

中

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰 

施
設
の
設
置
者
又
は
」
を
削
る
。

「第

三

節

施

設

及

び

事

業

」
を
削
る
。

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
条
の
一
ー
の
五
ま
で
を
削
り
、
第
五
十
条
の
三
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
五
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

国
の
補
助)

第
五
十
一
条 

国
は
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
が
行
う
精
神
障
害
者
社
会
適
応 

訓
練
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

五

十

一

条

の

四

中

「、
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
置
者
」
を
削
る
。

•
第
五
十
一
条
の
十
三
を
削
る
。

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
中
「第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を

「第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び 

第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
十
三
と
し
、
第
五
十
一
条
の
十
五
を
第
五
十
一
条
の
十
四
と
し' 

第
五 

十
一
条
の
十
六
を
第
五
十
一
条
の
十
五
と
す
る
。

第
五
十
一 

ー
条
第
四
号
中
「第
三
十
八
条
の
七
第
三
項
』
を

「第
三
十
八
条
の
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。
 

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「精
神
医
療
審
査
会
の
委
員
」

の

下

に

「、
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第 

四
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
っ
た
特
定
医
師
」
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

第
五
十
五
条
第
四
号
中
「第
三
十
八
条
の
三
第
三
項
」
の
下
に
「(

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

」
を
加
え
、
「、

同
項
」
を

「ヽ

同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第

五

十

六

条

中

「若
し
く
は
第
三
号
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
一
号
中
「第
十
九
条
の
四
の
二
」

の
下
に
「(

第
二
十
二
条
の
四
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
五
項
及 

び
第
三
十
三
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

」
を
加
え
、
同

条

第

五

号

中

「第
一 

ー
十
二
条
の
四 

第
四
項
」
を

「第
二
十
二
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
、
同

条

第

六

号

中

「第
三
十
三
条
第
四
項
」
を

「第
三
十
三
条 

第
七
項
」
に
改
め' 

同

条

第

七

号

中

「第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
」
・
を
『第
三
十
三
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
三
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
る
。

(
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正.
に
伴
う
経
過
措
置)

第
四
十
七
条 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉 

に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
必
要
な
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に 

よ
る
。

第
四
十
八
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に 

よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(
次
条
及
び
附
則
第
五
十
条
に
お
い
て
「旧
法
」
 

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設(
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下 

こ

の

条
に
お
い
て

「精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
と
い
う
。)

の
設
置
者
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定 

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は.
、
 

当
該
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
に
つ
き' 

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
旧
法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
—

の
職
員
に
係
る
旧
法 

第
五
・
十
条
の
ニ
の
ー
ー
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の 

規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
旧
法
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
同
日
以
後
も
、
な
お 

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
法
附
則
第
八
項
中
「附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
』
と
あ
る
の
は 

「障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法 

律
(

以

下

「旧
法
」
と
い
う
。)

附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
、
旧
法
附
則
第
九
項
中
「附
則
第
三
項
か
ら
第 

七
項
ま
で
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
、
旧
法
附
則
第
十
項
中
「附
則
第
三
項
」
と 

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
三
項
」
と' 

旧
法
附
則
第
十
一
項
中,

「附
則
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「旧
法
附
則
第
四
項
」
 

と
、
旧
法
附
則
第
十
二
項
中
「附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま 

で
」
と
、
旧
法
附
則
第
十
三
項
中
「附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
三
項
か
ら
第
七 

項
ま
で
」
と
す
る
。

(

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正) 

第
五
十
一
条 

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目

次

中

「居
宅
生
活
支
援
費
及
び
」
及

び

「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
」
を
削
り
、
「居
宅
介
護
」
を

「障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
」
に
改
め
る
。

第

一

条

中

「
こ
の
法
律
は
」

の

下

に

「

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

と
相
ま
っ 

て
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
り
、
同
条

第

十

一

項

中

「、
知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「(

特 

別
区
を
含
む
。•

以
下
同
じ
。)

、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(

同
法 

附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。
以
下
「障
害
福
祉
サ
ー 

ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。)

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
及
び
第
一 

一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
法
律
に
定
め
る
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
市
町
村
に
よ
る
更
生
援
護
は
、
そ
の
知 

的
障
害
者
の
居
住
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し' 

知
的
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、

又
は 

明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は' 

そ
の
知
的
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
が
採
ら
れ
て
又
は
障
害
者
自 

立
支
援
法
第
一 

ー
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
訓
練
等
給
付
費
若 

し
く
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
同
法
第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居 

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「共
同
生
活
住
居
」
と
い
う
。)

に
入
居
し
て
い
る
知
的
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法(

昭 

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者(

以 

下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
が
共
同
生
活
住
居
又
は 

同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
設(

以

下

「特
定
施
設
」
と
い
う
。)

へ
の
入
居
又
は
入
所
の
前
に
有
し
た 

居

住

地
(

継
続
し
て
ニ
以
上
の
特
定
施
設
に
入
居
又
は
入
所
を
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者(

以
下
こ 

の
項
に
お

い
て

「継
続
入
所
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
居
又
は
入
所
を
し
た
特
定
施
設 

へ
の
入
居
又
は
入
所
の
前
に
有
し
た
居
住
地)

の
市
町
村
が
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す 

る
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
居
又
は
入
所
の
前
に
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
 

又
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定 

施
設
入
所
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、

入
居
又
は
入
所
の
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地(

継
続
入
所
知
的
障
害 

者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
居
又
は
入
所
を
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
居
又
は
入
所
の
前
に
有
し
た
所
在
地)

の
市 

町
村
が
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第

九
条
第
五
項
中
「市
町
村
長
」

の
下
に
「(

特
別
区
の
区
長
を
含
む
。

以
下
同
じ
。)

」
を
加
え
る
。
 

第
十
一 

ー
条
第
二
項
中
「
ハ
に
掲
げ
る
業
務
」

の

下

に

「並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第 

三
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「更
生
援
護
」

の

下

に

「、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
」
を 

加
え
る
。
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第
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
、
「利
用
の
」
 

を

『利
用
に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
一
項
中
「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
」
に
改
め
る
。

「第
二
節 

居
宅
生
活
支
援
費
及
・
ひ
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「第
二
節 

施
設
訓
練
等
支
援
費
」
に
改
め
る
。
 

第
十
五
条
の
五
か
ら
第
十
五
条
の
十
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
五
か
ら
第
十
五
条
の
十
ま
で
削
除

第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
中
「規
定
す
る
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者J

の
下
に
「(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「施 

設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。)

」
を
加
え
、
「同
条
第
三
項
」
を

「次
条
第
三
項
」
に'

「期
間
内
」
を

「期
間 

(

第
十
五
条
の
十
四
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「施
設
支
給
決
定
期
間
」
と
い
う
。)

内
」
た
、
「如
的
障
害
者
通
勤
寮
支 

援

に

要

す

る

費

用

に

け

る

」
を

「食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
又
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
」
に
、
 

「通
勤
寮
支
援
日
常
生
活
費
」
を

「特
定
費
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「通
勤
寮
支
援
日
常
生
活
費
」
 

を

「特
定
費
用
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二 

前
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働 

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

第
十
五
条
の
十
一
第
三
項
中
「前
項
第
一
号
」
を

「第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、，
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同 

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
施
設
支
援
に
要
し
た
費
用(
特
定
費
用
を
除
く
。)

の 

額
の
合
計
額
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
合
計
額 

を
控
除
し
て
得
た
額
が' 

当
該
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し 

て
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は' 

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
同
一
の
月
に
お
け
る
施
設
訓
練
等 

支
援
費
の
額
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
政 

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
十
五
条
の
十
二
第
八
項
中
「通
勤
寮
支
援
日
常
生
活
費
」
を

「特
定
費
用
」
に
改
め' 

同

条

第
十
項
中
「前
条 

第
二
項
各
号
」
を

「前
条
第
一 

ー
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

n
 

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十 

二
号)

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ 

っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
の
十
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
額
の
特
例)

第
十
五
条
の
十
四
の
二
市
町
村
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
 

知
的
障
害
者
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者 

が
受
け
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
額
は
、
第
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲 

げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
下
回
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
長
が
定
め
た
額
を
控
除
し
て
得 

た
額
と
す
る
。

(
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給)

第
十
五
条
の
十
四
の
三
市
町
村
は
、
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
が
受
け
た
知
的
障
害
者
施
設
支
援
、
身
体
障
害 

者

福

祉

法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
施
設
支
援
及
び 

介

護

保

険

法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス 

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
か
ら
当
該
費
用
に
つ
き
支
給
さ
れ
た
施
設
訓
練
等
支
援 

費
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
及
び
介
護
保
険
法
第
二
十
条
に
規
定
す 

る
介
護
給
付
等
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
 

当
該
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
に
対
し
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
を
支
給
す
る
。

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
施
設
訓
練
等
支 

援
費
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
的
障
害
者
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
を 

考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

(
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の
支
給)

第
十
五
条
の
十
四
の
四 

市
町
村
は
、
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者(

知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
入
所
す
る
者
そ
の
他 

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。)

の
う
ち
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で 

定

め

る

も

の(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定
入
所
者
」
と
い
う
。)

が
、
施
設
支
給
決
定
期
間
内
に
お
い
て
、
指 

定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
に
入
所
し
、
当
該
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
か
ら
指
定
施
設
支
援
を
受
け
た
と 

き
は
、
当
該
特
定
入
所
者
に
対
し
、
当
該
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用 

及
び
居
住
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り' 

特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
を
支
給
す 

る
。

2

 

第
十
五
条
の
十
二
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
準 

用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
五
条
の
十
五
中
「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施 

設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
に
改
め
、
「居
宅
支
給
決
定
知
的 

障
害
者
若
し
く
は
施
設
支
給
決
定
知
的
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
若
し
く
は
」
を
削
る
。
 

第
十
五
条
の
十
六
中
「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施 

設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
に
改
め
る
。

「第
二
款 

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
」
を

「第
二
款 

指
定
知
的
障
害
者
更 

生
施
設
等
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
十
七
か
ら
第
十
五
条
の
二
十
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
十
七
か
ら
第
十
五
条
の
二
十
三
ま
で
削
除

第
十
五
条
の
二
十
ハ
第
一
項
中
「施
設
訓
練
等
支
援
費
」

の

下

に

「

高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所 

者
食
費
等
給
付
費
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を 

携
帯
し
、
か
つ
、
 

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二
十
ハ
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
十
五
条
の
三
十
第
一
項
第
二
号
中
「施
設
訓
練
等
支
援
費
」

の

下

に

「又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
を

加
え
る
。

「第
三
節 

居
宅
介
護
、
施
設
入
所
等
の
措
置
」
を

「第
三
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
入
所
等
の
措
置
」
 

に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
十
二
の
見
出
し
を
「(
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等)

」
に
改
め
、
同

条

第

一

項

中

「知
的
障
害
者
居
宅
支 

援
を
必
要
と
す
る
者
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
祛
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

同
法
附
則
第 

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。

以

下

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と 

い
う
。)

を
必
要
と
す
る
知
的
障
害
者
」
に'

「第
十
五
条
の
五
又
は
第
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
居
宅
生
活
支
援
費 

又
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
」
を

「同
法
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は
特 

例
訓
練
等
給
付
費
」
に
、
「そ
の
者
」
を

「
そ
の
知
的
障
害
者
」
に
、
「知
的
障
害
者
居
宅
支
援
を
提
供
し
」
を

「障
害 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
」
に
、
「知
的
障
害
者
居
宅
支
援
の
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
」
に
改
め
る
。
 

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「(
知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業
の
開
始)

」
に
改
め
、
同

条

中

「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支 

援
事
業
又
は
」
及
び
「(

以

下

「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
と
い
う
。)

」
を
削
る
。
 

第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
三
中
「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
」
 

を

「知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
四
中
「知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を

「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

に
改
め
る
。
 

第
二
十
一
条
の
五
中
「知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
」
を

「十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
叉
は
そ
の 

介
護
を
行
う
者
を
通
わ
せ
て
、
創
作
的
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
練' 

介
護 

方
法
の
指
導
そ
の
他
の
便
宜
を
供
与
す
る
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
一
号
の
三
中
「第
十
五
条
の
十
一
」

の

下

に

「、
第
十
五
条
の
十
四 

の
三
又
は
第
十
五
条
の
十
四
の
四
」
を
、
「施
設
訓
練
等
支
援
費
」

の

下

に

「

高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定 

入
所
者
食
費
等
給
付
費(

以

下

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
と
い
う
。)

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
一
号
の
ニ
と
し
、
 

同
条
第
一
号
の
四
を
同
条
第
一
号
の
三
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「及
ぴ
補
助
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「第
二
十
二
条
第
一
号 

の
三
」
を

「第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
」

に'

「施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
に
改
め' 

同 

項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次.
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三 

第
一 

ー
十
二
条
第
一
号
の
三
の
費
用(

第
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
及
び
次
号
に 

掲
げ
る
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は' 

そ
の
四
分
の
ー

四 

第
二
十
二
条
第
一
号
の
三
の
費
用(

居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
の
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の 

行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。)

に
つ
い
て
は
、

そ
の
十
分
の
五

第
二
十
五
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「及
び
補
助
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「第
一
ー
十
二
条
第
一
号
の
三
」
を
「第 

二
十
二
条
第
一
号
の
二
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号 

と
し' 

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第

二

十

二

条

第

一

号

の

三

の

費

用(
第
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。) 

第
一 

ー
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

第

二

十

七

条

中

「扶
養
義
務
者
」

の
下
に
「(

民

法
(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養
義
務
者 

を
い
う
・'
)

」

を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「居
宅
生
活
支
援
費
若
し
く
は
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費(
第 

二
十
八
条
に
お
い
て
「居
宅
生
活
支
援
費
等
」
と
い
う
。)

」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
に
改
め
、
同
条
第-

一
項 

中

「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
及
び
」
及
び
「(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「指
定
居
宅
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。)

」
を 

削
り
、
「居
宅
生
活
支
援
費
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
又
は
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
」
 

に
、
「当
該
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
等
」

を

「当
該
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
七
条
の
五
を
第
二
十
七
条
の
七
と
し' 

第
二
十
七
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
報
告
等)

第

二

十

七

条

の

五

市

町

村

は

、
施
設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
的 

障
害
者' 

知
的
障
害
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
知
的
障
害
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る 

者
又
は
こ
れ
ら
の
君
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
 

又
は
当
該
職
員
に
質
間
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

第
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の 

規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
資
料
の
提
供
等)

第
一 

ー
十
七
条
の
六 

市
町
村
は
、
施
設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
的 

障
害
者
、
知
的
障
害
者
の
配
偶
者
又
は
知
的
障
害
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の 

資
産
又
は
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、

又
は
銀 

行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
知
的
障
害
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で 

き
る
。

第

二

十

八

条

中

「居
宅
生
活
支
援
費
等
」
を

「施
設
訓
練
等
支
援
費
等
」
に
改
め
る
。

第

三

十

二

条

中

「第
十
五
条
の
ハ
第
一 

ー
項
後
段
若
し
く
は
第
十
五
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
居
宅
受
給
者
証 

の
提
出
若
し
く
は
返
還
又
は
第
十
五
条
の
十
三
第
ー 

ー
項
後
段
若
し
く
は
」
を

「第
十
五
条
の
十
三
第
一 

ー
項
後
段
又
は
」
 

に
、
「若
し
く
は
返
還
を
」
を

「又
は
返
還
を
」
に
改
め
る
。

附

則

第

三

項

中

「第
十
五
条
の
十
五
ま
で
」

の

下

に

「、
第
十
五
条
の
三
十
二(

第
一
項
に
限
る
。)

」
を
加
え
る
。
 

附
則
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
中
「第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
•

「第
一 

ー
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一

章

総

則
(

第
一
条L

第
八
条) 

第
二
章 

実
施
機
関
及
び
更
生
援
護 

第

一

節

実

施

機

関

等
(
第
九
条
—
第
十
五
条
の
三)

第
二
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ピ
ス' 

障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置(

第
十
五
条
の
四
—
第
二
十
一
条) 

第

三

章

費

用
(
第
二
十
ー 

ー
条
—
第
二
十
七
条
の
二)

第
四
章 

雑

則
(
第
二
十
八
条
—
第
三
十
二
条)

附
則

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
第
二
章
の
章
名
を
削
り
、
同
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
削
除

第
九
条
第
一
項
中
「対
す
る
市
町
村
」

の
下
に
「(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
ご

を

加

え

、
同
条
第
二
項
を
次 

の
よ
う
に
改
め
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
六
条
第
一
項
第
一 

ー
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
又
は
障
害
者 

自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す 

る
介
護
給
付
費
等(
第
十
五
条
の
四
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「介
護
給
付
養
等
」
と
い
う
。)

の 

支
給
を
受
け
て
同
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
、
同
条
第
十
二
項
に
規 

定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(

以

下

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者 

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法(

平
成
ナ
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法 

人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設(

以

下

「の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。)

に
入
所 

し
て
い
る
知
的
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法(

昭
和
一
ー
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書 

の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。) 

に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施 

設
、
障
害
者
支
援
施
設
、

の
ぞ
み
の
園
又
は
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
設(

以
下 

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「特
定
施
設
」
と
い
う
。)

へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地(

継
続
し
て
ニ
以
上
の
特 

定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「継
続
入
所
知
的
障
害
者
」
と 

い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
，地)

の
市
町
村
が
、

こ
の
法
律 

に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し' 

特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、

又
は 

明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
入
所
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地(

継
続
入 

所
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
所
在
地)

の
市
町
村
が
、

こ 

・

の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る.
。

第
九
条
第
五
項
中
「第
三
項
第
三
号
」
を

「第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第 

四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
知
的
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所 

在
す
る
市
町
村
及
び
当
該
知
的
障
害
者
に
対
し
こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
市
町
村
に
必
要
な
協
力
を 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中
「前
条
第
三
項
各
号
」
を

「前
条
第
四
項
各
号
」
に
、
「同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を

「同
条 

第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る 

相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
四
項
第
二
号
中
「第
九
条
第
三
項
第
三
号
」
を

「第
九
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 

第
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「に
よ
る
自
立
支
援
給
付
」

の

下

に

「及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
加
え
る
。
 

第
十
五
条
の
四
を
削
る3 

第
三
章
第
一 

一
節
を
削
る
。
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「第
三
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
入
所
等
の
措
置
」
を

「第
三
節 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
者
支
援 

施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
十
二
の
見
出
し
を
「(

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス)

」
に
改
め
、
同

条

第

一

項

中

「同
法
附
則
第
八
条
第
二 

項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
」
を

「同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
及 

が
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「療
養
介
護
等
」
 

と
い
う
。)

を
除
く
」

に
、
「同
法
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
 

特
例
介
護
給
付
費' 

訓
練
等
給
付
費X

は
特
例
訓
練
等 

給
付
費
」
を

「介

護

給

付

費

等(
療
養
介
護
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
第
三
章 

第
三
節
中
同
条
を
第
十
五
条
の
四
と
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「施
設
入
所
等
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
等
」
に
改
め' 

同
条
第
一
項
第
二 

号

中

「第
十
五
条
の
十
「
の
規
定
に
よ
り
施
設
訓
練
等
支
援
費
」
を

「介

護

給

付

費

等(
療
養
介
護
等
に
係
る
も
の 

に
限
る
。)

」
に
、
「知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
に
入
所
さ
せ
て
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
障
害
者
自
立
支
援 

法
第
五
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設(

以

下

「障
害
者
支
援
施
設
等
」
と
い
う
。)

に
入
所
さ
せ
て
」
 

に'

「如
的
障
害
者
更
生
施
設
等
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
す 

る
施
設
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
等
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
」
に
改
め
る
。

第

十

七

条

中

「第
十
五
条
の
三
十
二
」
を

「第
十
五
条
の
四
」
に
改
め
る
。
 

第
四
章
の
章
名
を
削
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の
二
を
削
る
。

第

十

七

条

の

二

中

「第
十
五
条
の
三
十
二
」
を

「第
十
五
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。
 

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
削
除

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
四
中
「障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

に
、
「知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
等
若
し
く
は
の
ぞ
み
の
園
」

に
、
「第 

十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を

「第
十
五
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
五
か
ら
第
二
十
一
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

第
三
章
第
三
節
を
同
章
第
二
節
と
す
る
。

第
三
章
を
第
二
章
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
三
中
「第
十
五
条
の
三
十
二
」
 

を

「第
十
五
条
の
四
」
に
改
め' 

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
二
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同

条

第

二

号

中

「第
二
十
二
条
第
一
号
の
二
」
を

「第
二
十
二 

条
第
三
号
」
に'

「第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
地
を
有
せ
ず
、
又
は
居
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
知
的
障
害
者(

以 

下
こ

の
条
に
お
い
て

「居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。
ご 

を

「居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
」
に
改
め
、
「の
施 

設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給(
知
的
障
害
者
通
勤
寮
支
援
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。)

及
び
第 

二
十
二
条
第
二
号
の
費
用(

」
、
「居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
」
及
び
「(

知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
を 

除
く
。)

」
を
削
り' 

同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同

条

第

一

号

中

「第
二
十
一
ー
条
第
一
号
の
二
の
費
用(

知
的
障
害 

者
通
勤
寮
支
援
に
係
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
及
び
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。)

及
び
同 

条
第
二
号
」
を

「第
二
十
二
条
第
三
号
」

に
改
め
、
「(

知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

」
及

び

「
の
う 

ち
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町
村
が
行
う
も
の
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し' 

同
号
の
前
に
次
の
二 

号
を
加
え
る
。

ー
 

第
二
十
二
条
第
二
号
の
費
用(
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
四
分
の
ー 

二

第

二

十

二

条

第

二

号

の

費

用(
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
居
住
地
が
明
ら 

か
で
な
い
知
的
障
害
者(

第

四

号

に

お

い

て

「居
住
地
不
明
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
の
行
政
措
置 

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五 

第

二

十

六

条

中

「又
は
第
二
十
三
条
」
及

び

「又
は
都
道
府
県
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
一 

ー
号 

中

「第
二
十
二
条
第
一
号
の
三
」
を

「第
二
十
二
条
第
二
号
」

に
改
め
、
二
第
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
の
行
政
措

置
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。)

」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同

条

第

三

号

中

「第
二
十
二
条
第
二
号
」
を 

「第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
「(

知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

」

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二 

号
と
し
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

第

二

十

七

条

中

「第
十
五
条
の
三
十
二
」
を

「第
十
五
条
の
四
」
に
改
め
る
。
 

第
二
十
七
条
の
二
中
「第
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を

「第
二
条
第
一 

ー
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
一 

ー
十
七
条
の
四
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
を
削
り' 

第
二
十
七
条
の
三
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。
 

第

三

十

条

中

「地
方
自
治
法
」

の

下

に

「(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

」
を
加
え
る
。
 

第
三
十
条
の
二
を
削
る
。

第
三
十
二
条
を
削
り
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
条
の
三
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。
 

第
六
章
を
第
四
章
と
す
る
。

附

則

第

三

項

中

「ヽ

第
十
五
条
の
十
一
か
ら
第
十
五
条
の
十
五
ま
で' 

第
十
五
条
の
三
十
二(

第
一
項
に
限
る
。)

」
 

を
削
る
。

附
則
第
四
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
る
。

(
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
五
十
三
条 

附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
的
障
害
者
福
祉
法(
附
則
第
五
十
五
条
に
お
い
て
「新 

法
」
と
い
う
。)

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て

「特
定
施
設
」
 

と
い
う
。)

に
入
居
又
は
入
所
を
す
る
こ
と
に
よ
り' 

施
行
日
以
後
に
当
該
待
定
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
居
住
地
を 

変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
施
設
に
入
居
叉
は 

入
所
を
し
た
際
、
当
該
特
定
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
し
て
い
た
と
認
め 

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て' 

適
用
す
る
。

第
五
十
四
条 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の 

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
る
指
定
居
宅
支
援
に
係
る
同
項
の
規 

定
に
よ
る
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
支
援
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ 

る
特
例
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る 

施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
 

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
匱
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の 

市
町
村
の
支
弁
及
び
知
的
障
害
者X

は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な

43
従
前
の
例
に
よ 

る
。

第
五
十
五
条
施
行
日
に
お
い
て
現
に
旧
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
旧
法
第 

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
が
提
供
さ
れ
て
い
る
知
的
障
害
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に 

よ
り' 

施
行
日
に' 

新
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が 

提
供
さ
れ
て
い
る
知
的
障
害
者
と
み
な
す
。

2

新
法
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は' 

施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
三
十
二
第
一 

項
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
及
び
国
の
補
助
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

第

五

十

六

条

当

分

の

間

、
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
的
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
及
び
附 

則
第
五
十
八
条
に
お
い
て 

嶄

法

」
と
い
う
。)

第
九
条
第
一
一
項
中
「第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所 

措
置
」
と

あ

る

の

は

「第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の 

措
置
」
と
、
「X

は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と

あ

る

の

は

「若
し
く
は
独 

立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と
、
「)

に
入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「)

に
入
所 

し
、X

は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る 

共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「共
同
生
活
住
居
」
と
い
う
。)

に
入
居
し
て
」
と
、
「
又
は
生 

活
保
護
法
」
と

あ

る

の

は

「、
共
同
生
活
住
居X

は
生
活
保
護
法
」
と'

「入
所
前
」
と

あ

る

の

は

『
入
所
叉
は
入
居 

の
前
」
と
、
「特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「特
定
施
設
に
入
所X

は
入
居
を
し
て
」
と
、
「入
所
し
た
」
と 

あ

る

の

は

「入
所X

は
入
居
を
し
た
」
と
、
同

条

第

三

項

中r

入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「入
所
し
、X

は
入
居
し 

て
」
と
す
る
。
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前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設(

以
下
こ 

の

項

に

お

い
て

「特
定
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る 

規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
居
住
地
を
変
更
し
た
と
認
め
ち
れ
る
新
法
第
九
条
第 

二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
際' 

当
該
特 

定
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て' 

適
用
す
る
。

第
五
十
七
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改 

正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法(

以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
六
十
条
ま
で
に
お
い
て
「旧
法
」
と
い
う
。)

第
十
五
条
の 

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
に
係
る
同
項
、
旧
法
第
十
五
条
の
十
四
の
三
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
十 

四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
、
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
及
び
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費 

の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の.
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
十
五
条
の
三
十
二
又
は
第
十
六
条
第
一 

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
支
弁
並
び
に
都
道
府
県
及
び
国
の
負
担 

並
び
に
当
該
費
用
に
つ
い
て
の
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前 

の
例
に
よ
る
。
'

第
五
十
八
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
旧
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定 

す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設(

旧
法
第
二
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
—
及
び
旧 

法
第
二
十
一
条
の
九
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「知
的
障 

害
者
援
護
施
設
」
と
い
う
。)

の
設
置
者
は' 
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
 

当
該
知
的
障
害
者
援
護
施
設
に
つ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
知
的
障
害
者
援
護
施
設 

に
つ
い
て
は
、
当
該
知
的
障
害
者
援
護
施
設
を
障
售
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
新
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ 

し' 

旧
法
第
一 

ー
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の 

規
定
は
適
用
し
な
い
。

3
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置 

を
受
け
て
旧
法
第
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
又
は
の
ぞ
み
の
園
に
入
所
し
て 

い
る
知
的
障
害
者
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一 

ー
号
の
規 

定
に
よ
る
行
政
措
置
を
受
け
て
障
害
者
支
援
施
設
又
は
の
ぞ
み
の
園
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
と
み
な
す
。

第
五
十
九
条 

旧
法
第
四
条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
係
る
旧
法
第
十
八
条
の
一
一 

の
規
定
に
よ
る
個
人
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
に 
つ
い
て
は
、
 

附
則
第
一
条
第
二
号 

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
も
、
 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
十
条
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定 

に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
旧
法
附
則
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
同
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効 

力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
法
附
則
第
六
項
中
「前
二
項
」
と

あ

る

の

は

「障
害
者
自
立
支
援
法
附
則 

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法(

以

下

「旧
法
」
と
い
う
。)

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
」
 

と' 

旧
法
附
則
第
七
項
中
「附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
」
と
、
旧 

法

附

則

第

八

項

中

「附
則
第
四
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
四
項
」
と'

「第
二
十
六
条
」
と

あ

る

の

は

「旧
法 

第
二
十
六
条
」
と
、
旧
法
附
則
第
九
項
中
「附
則
第
五
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
五
項
」
と
、
旧
法
附
則
第 

十

項

中

「附
則
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と

あ

る

の

は

「旧
法
附
則
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
す
る
。

(
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正)

第
六
十
一
条
社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「児
童
居
宅
介
護
等
事
業' 

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
児
童
短
期
入
所
事
業'

」
を
削 

り
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二 

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(

同 

・
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。) 

第
二
条
第
三
項
第
五
号
中
「身
体
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
、
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
身
体
障
害
者 

短
期
入
所
事
業'

」
を
削
り
、
同

項

第

六

号

中

「知
的
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
、
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
 

知
的
障
害
者
短
期
入
所
事
業
、
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
又
は
」
を
削
り
、
同

項

第

七

号

中

「及
び
同
法
に 

規
定
す
る
精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
を
削
る
。

第
亠
ハ
十
二
条
社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
一 

ー
条
第
二
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

の

二

障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
を
経
営
す 

る
事
業

第
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四 

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が 

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
を
経
営
す
る
事
業 

五
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が 

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項-
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
を
経
営
す
る
事
業 

第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「障
害
児
相
談
支
援
事
業
、
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
の
ニ
中
「(

平
成
十
七
年
法
律
第
百 

二
十
三
号)

」
を
削
り
、
「(

同
法.
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業 

を
含
む
。)

」
を

「、
相
談
支
援
事
業
又
は
移
動
支
援
事
業
及
び
同
法
に
規
定
す
る
地
・
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
福 

祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
」
に
改
め
、
同

項

第

五

号

中

「に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業'

」
を

「(

昭
和 

二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)
.

に
規
定
す
る
」
に
改
め' 

同

項

第

六

号

中

「に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
相
談
支 

援
事
業
、
同
法
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
及
び
」
を
「(

昭
和
三
十
五
年 

法
律
第
三
十
七
号)

に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同

項

第

七

号

中

「精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律 

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
規
定
す
る
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ 

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
」

に
改
め
る
。
 

第
亠
ハ
十
三
条 

社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一 

ー
条
第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
の
二
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

五

削

除

第
二
条
第
三
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

削

除

(
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正) 

第
六
十
四
条 

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ 

う
に
改
正
す
る
。

第
一 

ー
条
第
二
項
第
一
号
中
「児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
」
を
削
り
、
同
項
第 

二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一ー 

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な 

さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(

同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み 

な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。)

の
う
ち
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
外
出̂
;

護
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。
 

第
六
十
五
条
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二 

社

会

福

祉

法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ 

れ
た
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
『(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
ご 

を
削
り
、
「身
体
障
害

者

福

祉

法(

昭
和
二
十 

四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
う
ち
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障 

害
者
療
護
施
設
及
び
身
体
障
害
者
授
産
施
設
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施 

設
」
に
改
め' 

同

項

第

五

号

中

「知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

に
規
定
す
る
知
的
障 

害
者
援
護
施
設
の
う
ち
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
 

知
的
障
害
者
授
産
施
設
及
び
知
的
障
害
者
通
勤
寮
」
を

「障
害
者. 

自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と 

さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「(

平
成
十
七
年
法
律
第
百 

二
十
三
号
ご
を
削
り
、
「(

同
法
附
則
第
八
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業 

を
含
む
。)

の
う
ち
居
宅
介
護' 

行
動
援
護
、
 

外
出
介
護X

は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
」
を

「
の
う
ち
居
宅
介
護
、
 

重
度
訪
問
介
護' 

行
動
援
護
、
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援' 

就
労
継 

続
支
援
文
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
及
び
移
動
支
援
事
業
」

に
改
め
る
。
 

第
六
十
六
条 

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
の
二
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

五

削

除

(
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
六
十
七
条 

施
行
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立 

し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約(
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一 

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
、
附
則
第
三
十
四
条 

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
身
体
障
害
者 

居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
身
体
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
叉
は
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的 

障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
知
的
障
害
者 

居
宅
介
護
等
事
業
若
し
く
は
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
第
七
十
九
条
第
二
項
の 

規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ 

ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事
業
を
含
む
。)

の
う
ち
居
宅
介
護' 

行
動
援
護
、
外
出
介
護X

は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事 

業
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

2

施
行
日
前
に
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に 

よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
相
当
の
規 

定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
十
八
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共 

済
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約(
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
身
体
障 

害
者
更
生
援
護
施
設
の
う
ち
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
若
し
く
は
身
体
障
害
者
授
産
施
設
文 

は
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
う
ち
知 

的
障
害
者
更
生
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
若
し
く
は
知
的
障
害
者
通
勤
寮
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
社
会
福 

祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

43
従
前
の 

例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
叉
は
附
則
第 

五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

43
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定 

す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

2

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
四 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
退
職
手
当
共
済
契
約(
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ 

れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業(
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
み
な
さ
れ
た
事 

業
を
含
む
。)

の
う
ち
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
 

外
出
介
護
叉
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。) 

は' 

第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
居
宅
介
護
、
重
度
訪 

問
介
護
、
行
動
援
護
、
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
又
は
移
動
支
援
事
業
に
係
る
退
職
手 

当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

3
 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
施 

設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
そ
の
他
の
手
続
は
、
同
条
の
規 

定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

(
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
の
一
部
改
正)

第
亠
ハ
十
九
条 

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
一
条
第
三
号
中
「知
的
障
害
者
援
護
施
設(
知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第 

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
を

「障

害

者

支

援

施

設(
障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年 

法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第㈣

号

中

「知
的
障
害 

者
援
護
施
設
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

(

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
七
十
条 

附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ 

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
は
、
障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後 

の
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正) 

第
七
十
一
条 

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
一
条
第
一
項
中
「、
第
四
十
九
条
」
を

「X

は
第
四
十
九
条
、
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第 

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条j

に
改
め
る
。

第
百
四
条
第
二
項
及
び
第
百
ハ
条
第
一
項
中
「、
第
四
十
九
条
」
を

「X

は
第
四
十
九
条
、
障
害
者
自
立
支
援
法 

第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

(
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
一
一
条 

船

員

保

険

法(

昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
 

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
一
一
規
定
ス
ル
障
害
者
支
援
施 

設
(
次
号
ニ
於
テ
障
害
者
支
援
施
設
ト
称
ス)

へ
ノ
入
所
ノ
期
間(

同
条
第
六
項
二
規
定
ス
ル
生
活
介
護(

次 

号
一

於
テ
生
活
介
護
ト
称
ス)

ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
限
ル) 

第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し' 

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

障

害

者

支

援

施

設
(
生
活
介
護
ヲ
行
フ
モ
ノ
ニ
限
ル)

二
準
ズ
ル
施
設
ト
シ
テ
厚
生
労
働
犬
臣
ノ
定
ム
ル
モ 

ノ
へ
ノ
入
所
ノ
期
間

(

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
三
条 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
二
条
の
ハ
第
四
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
 

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施 

設
(

以

下

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
い
る
間(

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護(

以 

下

「生
活
介
護
」
と
い
う
。)

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。) 

第
十
二
条
の
ハ
第
四
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

-
-

障

害
者
支
援
施
設(
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
準
ず
る
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
夭
臣
が
定
め
る
も 

の
に
入
所
し
て
い
る
間

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

- 

障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間(

生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。) 

第
一
一
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し' 

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

-- 

第
十
二
条
の
ハ
第
四
項
第
一
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間 

(

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
四
条 

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二 

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施 

設
(
次

号

に

お

い

て

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
い
る
場
合(

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生 

活

介

護
(
次
号
に
お
い
て,
「生
活
介
護
」
と
い
う
。)

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。)
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第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障

害

者

支

援

施

設
(

生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
準
ず
る
施
設
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
も
の
に
入 

所
し
て
い
る
場
合

(

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
七
十
五
条 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号)

の
一
部
を
次 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
 

障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(
次
号
に
お
い 

て

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
い
る
と
き(

同
法
に
規
定
す
る
生
活
介
護(
次
号
に
お
い
て 

「生
活
介
護
」
と
い
う
。)

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。)

。

第
二
十
六
条
の
一
一
第
二
号
中
「収
容
さ
れ
る
」
を

「入
院
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し' 

同
条
第 

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

-
-

障

害

者

支

援

施

設(

生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
類
す
る
施
設
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に 

入
所
し
て
い
る
と
き
。

(

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
六
条 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

-- 

障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十.
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施 

設
(
次

号

に

お

い

て

「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
い
る
場
合(

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生 

活

介

護
(
次

号

に

お

い

て

「生
活
介
護
」
と
い
う
。)

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。) 

第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障

害

者

支

援

施

設
(

生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
準
ず
る
施
設
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に 

入
所
し
て
い
る
場
合

(
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
七
条 

介

護

保

険

法

施

行

法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
十
一
条
第
一
項
中
「身

体

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
一
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
十
一
第
二 

項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
決
定(

同
法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
支
援
に
係
る
も
の
に
限 

る
。)

を
受
け
て
同
法
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施 

設
に
入
所
し
て
い
る
も
の
若
し
く
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
入
所
し
て
い 

る
も
の
」
を

「障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給 

決

定
(

同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「生
活
介
護
」
と

い

う-J

及
び
同
条 

第
十
一
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
受
け
て
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指 

定
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
も
の
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
一 

ー
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号) 

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
ー 

一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(
生
活
介 

護
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
入
所
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

(

生
活
保
護
法
の
一
部
改
正)

第
七
十
八
条 

生
活
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四

条

の

三

中

「第
十
八
条
」
を

「第
十
八
条
第
三
項
」

に
、
「X

は
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
」
を

「、
知
的 

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
自
立
支 

援

法
(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助(

以
下
こ
の
条
に

43
い 

て

「共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。)

を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者' 

老
人
福
祉
法
第
十
「
条
第
一
項
第
一
号
」
に' 

「若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を

「に
入
所
し'

若
し
く
は
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
護
老
人
ホ
ー 

厶
」
に
、
「に
対
す
る
」
を

「文
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
訓
練
等
給
付
費
若
し
く
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
を
受
け
て
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い 

る
者
に
対
す
る
」
に'

「施
設
に
引
き
続
き
入
所
し
て
」
を

「施
設X

は
住
居
に
引
き
続
き
入
所
し'X

は
入
居
し
て
」
 

に
改
め
る
。

第
七
十
九
条 

生
活
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
の
三
中
「第
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
支
給
を
受
け
て
若
し
く
は 

同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
と
ら
れ
て
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
を

「第
十
八
条
第
二
項
の 

規
定
に
よ
り
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
一
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支 

援
施
設
・(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。)

」
に
、
「第
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を

「第 

十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
六
項
に
規 

定
す
る
共
同
生
活
援
助(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。)

を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
を

「障 

害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法(

平
成
十
四
年
法
律
第 

百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が 

設

置

す

る

施

設(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。)

に
入
所
し
て
」
に
、
「訓
練
等
給
付
費
若
し
く 

は
特
例
訓
練
等
給
付
費
」
を

「同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
等
」

に
、
「共
同
生
活
援
助
を
行
う 

住
居
に
入
居
し
て
」
を

r

障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
若
し
く
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定 

め
る
施
設
に
入
所
し
て
」
に
改
め
、
「又
は
住
居
」
を
削
り
、
「入
所
し' 

又
は
入
居
し
て
」
を

「
入
所
し
て
」
に
改
め 

る
。

(
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
八
十
条
附
則
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
第
八
十㈣

条
の
三
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
、
 

同
条
に
規
定
す
る
施
設X

は
住
居
に
入
所
し
、
又
は
入
居
し
た
者
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

第
八
十
一
条 

当
分
の
間
、
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「新 

法
」
と
い
う
。)

第
八
十
四
条
の
三
中
「第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と

あ

る

の

は

「第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り 

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
介
護(

以
下
こ
の
条
に*

い

て

「共
同
生
活
介
護
」
と 

い
う
。)

若
し
く
は
同
法
第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「共
同
生
活
援
助
」
 

と
い
う
。)

を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「に
対 

す
る
」
と

あ

る

の

は

「若
し
く
は
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
い
る
者
に
対 

す
る
」
と' 

r

施
設
に
引
き
続
き
入
所
し
て
」
と

あ

る

の

は

「施
設
又
は
住
居
に
引
き
続
き
入
所
し'
X

は
入
居
し
て
」
 

と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
八
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定 

の
施
行
の
日
以
後
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
八
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
施
設
又
は
住
居 

に
入
所
し
、
又
は
入
居
し
た
者
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

3
 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が 

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
附
則
第
五
十
八
条 

第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設(
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第 

二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。)

は
、
障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
新
法
第
八
十
四 

条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正) 

第
八
十
二
条 

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
六
条
の
ー
ー
の
見
出
し
中
「
又
は
入
所
中
」
を

「\

入
所
又
は
入
居
中
」
に
改
め
、
同

条

第

一

項

中

「又
は 

入
所
」
を

「、
入
所
又
は
入
居
」
に
二
又
は
施
設
」

を

「、
施
設
又
は
住
居
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の 

一
号
を
加
え
る
。

ー
ー
の
ー
ー
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
亠
ハ
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活 

援
助
を
行
う
住
居
へ
の
入
居

第
八
十
三
条 

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
六
条
の-

ー
第
一
項
中
「

施
設
又
は
住
居
」
を

「又
は
施
設
」
に
改
め
、
同

項

第

二

号

中

「第
七
条
」
を 

「第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
の
二
中
「第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同 

生
活
援
助
を
行
う
住
居
へ
の
入
居
」
を

「第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
条
第
一
項
の
厚 

生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
へ
の
入
所
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同

項

第

四

号

中

「知
的
障
害
者
福 

祉

法
(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等(

同 

法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。)

又
は
」
を
削
る
。
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(

国
民
健
康
保
険
法
の-

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
八
十
四
条 

附
則
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
同
条
第 

一
項
第
二
号
の
ー
ー
に
掲
げ
る
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り' 

施
行
日
以
後
に
当
該
住
居
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変 

更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
住
居
に
入
居
を
し
た
際' 

当
該
住
居
が
所
在 

す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。
 

第
八
十
五
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
附
則
第 

五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設(

附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者 

福
祉
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。)

は
、
障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
附
則 

第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「新
法
」
と
い
う
。)

第
百
十
六 

条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2

当
分
の
間
、
新
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「又
は
施
設
」
と

あ

る

の

は

「

施
設
又
は
住
居
」
と
、
同
項
第 

三

号

中

「又
は
」
と

あ

る

の

は

「若
し
く
は
」
と
二
入
所
」
と

あ

る

の

は

「入
所
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
共 

同
生
活
介
護
若
し
く
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
へ
の
入
居
」
と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
百
十
六
条
の
二
の
規
定
は' 

同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
入
所 

又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
一
条
第
一 

ー
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
施
設
又
は
住
居
の 

所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て' 

当
該
施
設
又
は
住
居 

に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
際
、
当
該
施
設
又
は
住
居
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し 

て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

(
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正) 

第
八
十
六
条 

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十 

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「第
二
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に'

「身 

体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」

を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め 

る
。ハ 

障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項X

は
第 

八
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県X

は
市
町
村
が
設
置
し
た
障
害
者
支
援
施
設
、
 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
叉
は
障
害
福
祉
サ
—
ビ

ス
(

同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活 

介
護' 

同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援X

は
同
条
第
十 

五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。)

の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業 

(

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
八
十
七
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項X

は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

43
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
附
則
第 

五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設(

附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者 

福
祉
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通
勤
寮
を
除
く
。)

は' 

障
害
者
支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
前
条 

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規 

定
を
適
用
す
る
。

(

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正)

第
八
十
八
条 

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

別

表

第

一

中

「第
七
条
」
を

「第
七
条
第
一
項
」
に
改
め'

、
身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二 

百
八
十
三
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
で' 

重
度
の
肢
体
不
自
由
者
を
入
所
さ
せ
る
も 

の
若
し
く
は
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
及

び

「知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
五
条 

に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設(

通
所
施
設
を
除
く
。)

叉
は
」
を
削
り'

「特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
の
下
に
「X 

は
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(

同 

条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
叉
は
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

」
を
加
え
る
。

別

表

第

二

中

「第
七
条
」
を

第

七

条

第

一

項

」

に
改
め
、
「、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

身
体
障
害
者
更
生
施
設
で
、
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
若
し
く
は
身
体
障
害
者
療
護
施
設
」
及
な 

「知
的
障
害
者
福
祉
法
第
五
条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設(

通
所
施
設
を
除
く
。)X

は
」
を
削
り
、
「特
別 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
」

の

下

に

「
叉
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設(

同
条 

第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
又
は
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
を
行
う
も
の
に
限
る
。)

」
を
加
え
る
。
 

(

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置) 

第
八
十
九
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項X

は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す 

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設(
附
則
第
三 

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
で
、
重
度 

の
肢
体
不
自
由
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
叉
は
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。)X

は
附 

則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設(
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障 

害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設(

通
所
施
設
を
除
く
。)

に
限
る
。)

は' 

障
害
者 

支
援
施
設
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

(
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正)

第
九
十
条 

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

別
表
十
八
の
項
中
『第
七
条
」
を

「第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表

十

九

の

項

中

『身
体
障
害
者
更
生
援
護
施 

設
」
を

「身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め' 

同
表
中
二
十
一
の
項
を
削
り
、

二
十
二
の
項
を
二
十
一
の 

項
と
し' 

二
十
三
の
項
か
ら
二
十
ハ
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

(

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正)

第
九
十
一
条 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

ハ
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務

別
表
第
一
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
項
第
一 

号

中

「、
第
五
章
第
四
節
」
を
削
る
。

・

第
九
十
二
条 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
項
第
一 

号

中

「第
三
項J

を

「第
六
項
」
に
改
め
る
。

■(

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正) 

第

九

十

三

条

次

に

掲

げ

る

法

律

の

規

定

中

「第
七
条
」
を

「第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 

ー
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号)

第
二
十 

八
条
第
一
項

二 

旅

館

業

法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号)

第
三
条
第
三
項
第
二
号

三 

地

価

税

法(

平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号)

別
表
第
一
第
六
号

四

過

疎

地

域

自

立

促

進

特

別

措

置

法(

平
成
十
一 

ー
年
法
律
第
十
五
号)

別
表

(
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
改
正) 

第
九
十
四
条 

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「ヽ

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
九
条
の
五
第
三 

項
」
を
削
り'

「第-

一
十
一
条
の
三
第
三
項(

同
法
第
二
十
一
条
の
九
第
九
項
及
び
」
を

「第
二
十
一
条
の
九
の
四
第 

三

項

に

、
〔第
二
十
条
第
六
項
」
を

「第
二
十
条
第
七
項
」
に
、rx
は
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
犬
な
他
害
行
為 

を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び

観
察
等
に
関
す

る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号)

第
八
十
四
条
第
三
項
」

を 

「、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
・
ひ
観
察
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法 

律
第
百
十
号)

第
八
十
四
条
第
三
項
叉
は
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七.
十
三
条
第
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三
項
」

に
改
め
ニ
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
の
五
第
四
項
」
を
削
り
、
「第
二
十
一
条
の
三
第
四
項(

同
法
第 

二
十
一
条
の
九
第
九
項
及
び
」
を

「第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
四
項(
」
に
、
「又
は
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な 

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
四
項
」
を

「、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で 

重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
四
項
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法 

第
七
十
三
条
第
四
項
」

に
改
め
、
「若
し
く
は
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
」
を
削
る
。
 

第
九
十
五
条 

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

十

五

条

第

二

項

中

「第
一
ー
十
一
条
の
九
の
四
第
三
項(
」
を

「第
二
十
一
条
の
三
第
三
項(

同
法
第
二
十
四
条 

の
二
十
一
及
び
」

に
、
「第
一 

ー
十
一
条
の
九
の
四
第
四
項(
」
を

「第
二
十
一
条
の
三
第
四
項(

同
法
第
二
十
四
条
の 

二
十
一
及
び
」

に
改
め
る
。

(
少
年
法
の
一
部
改
正)

第

九

十

六

条

少

年

法
(

昭
和
二
十
三
年
祛
律
第
百
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「第
亠
ハ
十
二
条
第
五
号
」
を

「第
六
十
二
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

(

医
療
法
の
一
部
改
正)

第
九
十
七
条 

医
療
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
四
十
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「又
は
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
削
る
。

(

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第

九

十

八

条

一

般

職

の

職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。

別
表
第
九
の
備
考
中
「呵

扇

風

冷

蕉

滸

帶

」
を

「

得

离

曙

」

に
改
め
る
。

(

国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正) 

第
九
十
九
条
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
」
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「第
七
条
」
を

「第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二 

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
に
係
る
者
に
対
す
る
障
害
児
施
設
支
援
の
用 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三 

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て' 

障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
一
ー
項 

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
す
る
と
き
、
又
は
社
会
福
祉
法
人
に
お 

い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
用
に
主
と
し
て
供
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
と
き(

ハ 

に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
場
合
に
は' 

八
に
掲
げ
る
用
に
併
せ
て
イ
又
は•
口
に
掲
げ
る
用
に
供
す
る
と
き
に
限 

る
・Tィ 

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
の
委
託
を
受 

け
て
行
う
当
該
委
託
に
係
る
措
置
の
用

口

知

的

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て 

行
う
当
該
委
託
に
係
る
措
置
の
用

ハ 

障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は
特
例
訓
練 

等
給
付
費
の
支
給
に
係
る
者
に
対
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス(

同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
 

同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練' 

同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項 

に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。)

の
用

第
一-
条
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す 

る
。

(

国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
百
条 

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ 

た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
又
は
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に 

よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
は
、
障
害
者
支
援
施
設 

と
み
な
し
て'

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
財
産
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正)

第
百
一
条 

租

税
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「(

昭
和
三
十
ハ
年
法
律
第
百
六
十
ハ
号)

」
の

下

に

「

身
体
障
害
者
福
祉
法
」
を
、
 

「養
育
医
療
の
給
付
」

の

下

に

「、
育
成
医
療
の
給
付
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
を
削
る
。

第
百
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「' 

身
体
障
害
者
福
祉
法
」
及

び

「、
育
成
医
療
の
給
付
」
を
削
り' 

同
項
に
次 

の
一
号
を
加
え
る
。

六

障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
規
定
に
よ
っ
て
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
す 

る
こ
と
と
さ
れ
る
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
に
係
る
指
定
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
当
該
自
立
支
援
医
療
費
の 

額
の
算
定
に
係
る
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
に 

相
当
す
る
部
分

(
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

第
百
三
条 

附
則
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
月 

一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
百
四
条 

附
則
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行 

わ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
附
則
第
百
二
条
の
規 

定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
一 

一
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前 

の
例
に
よ
る
。

(
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正)

第
百
五
条 

老

人

福

祉

法(

昭
和
三
十
ハ
年
法
律
第
百
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
一 

ー
十
五
条
中
「第
一 

ー
条
第
二
項
第
五
号
」
を

「第
二
条
第
一
一
項
第
四
号
」

に
改
め
る
。

(
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
一
部
改
正)

第
百
六
条 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
九
条
第
四
項
に
規 

定
す
る
指
定
医
療
機
関
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に 

規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
」
に
、
「行
な
う
」
を

「行
う
」
に
改
め
る
。

(

母
子
保
健
法
の
一
部
改
正)

第
百
七
条 

母

子

保

健

法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
六
項
中
「第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
一
条
の
九
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
九
第 

七
頊
及
び
第
八
項
並
び
に
第
一 

ー
十
一 
・
条
の
九
の
二
」
に
、
「第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
一 

ー
十
一
条
の
四
ま
で
」
を

「第 

二
十
一
条
の
九
の
三
か
ら
第
二
十
一
条
の
九
の
五
ま
で
」
に
改
め'

「

同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
は
、
養
育
医 

療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
」
を
削
り'

「第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
」
を

「第
二
十 

一
条
の
九
の
四
第
四
項
及
び
第
ー 

ー
十
一
条
の
九
の
五
第
二
項
」
に
改
め' 

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し' 

同
条
第
五
項 

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

6
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
費
用
の
額
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
、一
条
の 

九
の
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
育
医
療
機
関
が
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の 

う
ち
、
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者(

民

法
(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い 

う
。
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
額
と
す
る
。
 

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「(

民

法
(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

に
定
め
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。)

」
 

を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「第
二
十
条
第
六
項
」
を

「第
二
十
条
第
七
項
」
に
、
「第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を

「第 

二
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
百
ハ
条 

母
子
保
健
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
六
項
中
「第
二
十
一
条
の
九
の
三
」

を

「第
二
十
一
条
の
二
」
に
改
め
、
同

条

第

七

項

中

「第
二
十 

一
条
の
九
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
を

「第
二
十
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二 

十
一
条
」
に
二
第
二
十
一
条
の
九
の
三
か
ら
第
二
十
一
条
の
九
の
五
ま
で
」
を

「第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一 

条
の
四
ま
で
」
に'

「第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
二
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
三 

第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項
」
を

「第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 

(

消
費
税
法
の
一
部
改
正)

第

百

九

条

消

費

税

法
(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
ハ
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

別
表
第
一
第
六
号
ハ
中
「身

体

障

害

者

福

祉

法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

の
規
定
に
基
づ
く
更 

生
医
療
の
給
付
及
び
更
生
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
係
る
医
療'

」
を
削
り'

「並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す 

る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
を

「、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
一
般
疾
病
医
療
費 

の
支
給
に
係
る
医
療
」

の

下

に

「並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
規
定
に
基 

づ
く
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に
係
る
医
療
」
を
加
え
る
。

第
百
十
条 

消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
六
号
ハ
中
「自
立
支
援
医
療
費
」

の
下
に
「' 

療
養
介
護
医
療
費
又
は
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
 

を
加
え
、
同
表
第
七
号
口
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

□
 

社

会

福

祉

法

第

二

条(

定
義)

に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
及
び
更
生
保
護
事
業
法(

平
成
七
年
法
律
第 

ハ
十
六
号)

第

二

条

第

一

項(
定
義)

に
規
定
す
る
更
生
保
護
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等(
社 

会
福
祉
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
ニ
若
し
く
は
第
七
号
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
授
産
施 

設
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
・
四
号
の
二
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
又
は
同
号 

に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ}

ビ

ス

事

業(
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
六
項' 

第
十
四
項
又
は
第
十
五
項 

(

定
義)

に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。)

に
お
い
て 

生
産
活
動
と
し
て
の
作
業
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
及
び
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。) 

第
百
十
一
条 

消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
七
号
口
中
「第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
二
」
を

「第
二
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

(

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正) 

第
百
十
二
条
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
五
年
法
律
第
三
十
ハ
号)

の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

五

条

第

三

項

中

「身
体
障
害
者
更
生
施
設
」
を

「障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

(

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
百
十
三
条 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

第

九

条

第

二

項

中

「第
六
十
二
条
第
四
号
」
を

「第
六
十
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

(
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
の
一
部
改
正)

第

百

十

四

条

身

体

障

害

者

補

助

犬

法(

平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第

三

条

第

一

項

中

「第
四
条
の
二
第
十
二
項
」
を

「第
四
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。
 

第
百
十
五
条 

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

三

条

第

一

項

中

「第
四
条
の
二
第
四
項
」
を

「第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

(

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正) 

第

百

十

六

条

地

方

税

法

等
の
一
部
を

改
正
す

る
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。第

一
条
の
う
ち
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年 

法
律
第 

号)

」
を

「障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
一
条
第
十
号
中
「障
害
者
自

立

支

援

法(

平
成
十
七
年
法
律
第 

号)

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ 

る
規
定
」

を

「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
」
を
削
る
。

の-

部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
百
十
七
条
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

附
則
第
一
条
第
三
号
中
「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第 

号)

」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法(

平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
二
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
う
ち
障
害
者
自
立
支
援
法
附
刖
第
九
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「附
則
第
九
十
条
」
 

を

「附
則
第
八
十
七
条
」
に
、
「第
九
十
条
の
二
」
を

「第
八
十
七
条
の
二
」
に'

「障

害

者

自

立

支

援

法(

平
成
十
七 

年
法
律
第 

号)

」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

」
に
、
「第
九
十
条
の
三
」
を 

「第
八
十
七
条
の
三
」
に
、
「附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を

「附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「第
六
十
一
条
第
一 

項
」
を

「第
五
十
八
条
第
一
項
」
に'

「附
則
第
三
十
七
条
」
を

「附
則
第
三
十
五
条
」
に
、
「附
則
第
五
十
五
条
」
を

「附
則
第
五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

•

(
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
百
十
八
条
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
う
ち
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
第
二
条
第
一 

ー
項
の
改
正
規
定
中
「第
三
号
と
し
」

の 

下

に

「

第
五
号
を
第
四
号
と
し
」
を
加
え
る
。

(

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正) 

第
百
十
九
条 

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
十 

七
年
法
律
第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
六
項
中
「知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る
知 

・
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
」
を

「障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
条
第
十
六 

項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
」
に
改
め
る
。

(
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置)

第
百
二
十
条 

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等 

の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
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平成１７年１１月１１日

１０月６日全国会議及びヘルプデスクへ提出された質問事項（制度改正関係）について

（注）１０月６日の全国会議に地方自治体から提出された主な質問事項（制度改正関係）について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。

分類 質問の内容 現段階の考え方

自立支援医 ① 世帯認定について、保険単位ということであるが、保 ① 保険加入をしていない者については、まずはその手続きをとることを勧奨する
療 険加入をしていない者はどのように扱えばよいか。自立支 こととなるが、支給認定までに緊急的に医療が必要となる場合には、自立支援医療

援医療の対象外とすることでよいか。 費を支給することとして差し支えない。

② 精神通院公費について、これまで手帳とともに判定を ②(1) 現行制度と同様、自立支援医療のうち、精神通院医療の支給認定について
行ってきたが この法改正によって根拠法が分かれるため は、精神保健福祉センターの事務とすべく、精神保健福祉法第６条について、 、
別に本法に基づく判定機関を立ち上げなければならないと 所要の改正を行ったところである。
思われる。 (2) 自立支援医療の支給認定に対する不服申立てについて、介護給付費等不服
(1) この判定機関の設置については、どのように規定 審査会と同様の専門機関を必置とすることは検討していない。
されるのか。

(2) 不服等の申し出があった場合は、介護給付費等不
服審査会に含めて扱うのか。

③ 資料４－４のＰ４の ４月～６月である場合は前年度 ③ 誤記であり、以下のとおり訂正する。「 」
とＰ６の「４月又は５月である場合にあっては前年度」 誤；Ｐ６「４月又は５月である場合にあっては前年度」
の違いはなぜか。 正；Ｐ６「４月～６月である場合にあっては前年度」

④ 同一の医療保険の中に住民票上の住所が異なる者がい ④ 自立支援医療における「世帯」については、住民票上の世帯とは関係なく、医
ても同一世帯として扱うのか。また、その場合、支給認定 療保険の加入単位によって判断することとしている。
を行う市町村以外に住所を有する者の所得の確認は、どの したがって、ご質問の「住所の異なる者」との間において、
ように取り扱うべきか。 ・ 被用者保険であれば、被保険者本人と被扶養者の関係である場合

・ 市町村国民健康保険であれば、保険料の賦課や患者負担の限度額の判定等に
おいて、同一の世帯として取り扱われている（＝合算の対象となっている）場
合（通常は住所が異なれば別個に国保の適用を受けている（＝自立支援医療上
も別「世帯 ）と思われる ）」 。

には、同一世帯として取り扱うこととなる。また、ご指摘のように市町村外に住
所を有する者の所得確認についても、申請者に所得を証明する書類等の提出を求
めることとなる。

⑤ みなし支給認定について、旧制度の有効期限が１８年 ⑤ 旧制度の有効期限に応じて、必要となる認定手続きの基本形と、それぞれの有
４月１日の前後でその手続きは異なってくるが、その際 効期間の考え方は以下のとおり。
有効期限をどのように取り扱うのか。 ○１８年３月３０日までの場合：旧制度による認定とみなし認定
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→ 旧制度の認定の有効期間に沿って認定し、みなし認定については当該有効
期間のうち４月１日以降の残り期間（最長でも１年）

○１８年３月３１日までの場合：新制度による認定
→ 新制度による認定のため、１年以内

○１８年４月１日以降の場合：みなし認定と新制度による認定
→ みなし認定については旧制度の認定の有効期間のうち４月１日以降の残り
期間（最長でも１年 、新制度による認定については１年以内）
なお、特に、現行の有効期間が２年間である精神通院医療については、事務が

一時期に集中することを回避するため、本日提示の資料のとおり、有効期間の設
定に関する工夫を盛り込むこととしている。

⑥ 支給の再認定及び負担上限額区分の認定の時期につい ⑥ 所得の認定について、自立支援医療においては、支給認定の時に把握すること
て、同じ時期に行うのか、それとも負担上限額の認定は となり、現行の更生医療や育成医療のように、７月に一律に再認定等を行うことは
同時期に全対象者を行うのか。 不要である。

⑦ みなし認定を行う際に所得認定を行うため、本年度の ⑦ お見込みのとおり。
（通常６月に行っている）所得の見直しは行わくてもよ
いとする取扱いでよいか。

⑧ １８年３月診療分について、国庫負担金は１７年度分 ⑧ 医療費の３月診療分～２月診療分は旧年度予算（１７年度予算）となり、１８
の扱いとなるのか。それとも１８年度分の扱いとなるの 年３月診療分からは新年度予算（１８年度予算）となる予定。また、月遅れ請求に
か。また、３月診療分について、月遅れ請求については ついては、請求月が５月以降であれば新年度予算となる。
どちらの年度で整理するのか。

⑨ 育成医療における中間的な所得層に対する負担軽減の ⑨ 育成医療の経過措置としては 「市町村民税は課税されるが、年間の所得税額、
ための新たな経過措置とは具体的にどのようなものか。 が３０万円相当未満である中間層の世帯」について、２つの区分を設け、それぞれ
例えば、４万円とか５万円といった金額による上限額が の所得階層ごとに、①所得税非課税世帯は１０，０００円、②所得税課税世帯は４
設定されるのか。 ０，２００円を定率負担の上限額として設定することとした。

⑩ 生活保護受給者が遡って保護廃止となった場合、また ⑩ 生活保護の支給が廃止となった旨の届出を受理した時点から変更するものとす
は、遡って保護の決定が行われた場合、自立支援医療費 る。
の自己負担額の上限額の変更は、その届出を受理した時
点からでよいのか。

⑪ 精神通院公費における都道府県と政令市の役割は同じ ⑪ 自立支援医療のうち、現行の精神通院医療に係る事務については、現行通り、
か。費用の負担割合はどうなるのか。 政令市は都道府県と同じく事務の実施主体であり、都道府県と同じ費用負担をお願

いすることとなる。
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⑫ 自立支援医療費の更新手続きは、支給認定の有効期間 ⑫ 自立支援医療のうち、現行の精神通院医療に係る医療については、現行通り、
の切れる３ヶ月前から行うことができるのか。 有効期限の３ヶ月前から申請できる取扱いとする予定であるが、現行の更生医療及

び育成医療に係る医療についても、同様の取扱いとする方向で検討している。

⑬ 旧精神通院公費制度においては、主たる医療及びデイ ⑬ 現行どおり医療の重複がなければ複数の医療機関を指定することは差し支えな
ケアについて、医療の重複がなければ複数の医療機関へ いが、その場合は、申請時において複数の医療機関を希望する旨を申請していただ
の通院医療が認められたが、自立支援医療制度において くとともに、受給者証においても支給認定において認めた医療機関名をそれぞれ明
も同様の取扱いとなるのか。この場合、医療受給者証の 記する必要がある。
医療機関名等の記載はどうなるのか。

⑭ みなし支給認定期間は「19年3月31日までの政令で定 ⑭ 本日お配りした資料をご確認いただきたい。
める日」で終了するとしているが、具体的には19年3月3
1日と考えてよいのか。
現行の精神通院公費で、有効期間が一年以上残存して
いる場合、19年3月31日でみなし認定期間が終了すると

、 、なると 約半数の受給者の有効期限がこの時点に集中し
更新手続きが処理困難となることが考えられるが、更新
時期の平準化のための経過措置は講じられるのか。

⑮ 精神通院公費について、自立支援医療が施行されると ⑮ 手帳の有効期限は従来通り２年、自立支援医療の有効期間は１年であるため、
精神保健福祉手帳との同時申請ができなくなるが、これ 申請の頻度は異なることとなるが、同時申請は可能である。
に伴い、精神保健福祉手帳関係の法令等も見直されるこ
ととなるのか。

分類 質問の内容 現段階の考え方

、 、新支給決定 ① 市町村審査会の設置について、都道府県が地方自治法 ① 市町村審査会は 障害程度区分や支給要否決定に係る審査判定業務を行うため
手続き に基づく委託を受けるのは、自立支援法第2条の市町村等 市町村に設置することとしている。

、 、の責務により、市町村が自ら設置をすることや共同設置を しかしながら 市町村が単独で審査会を設置することが困難な場合があるため
検討した上で、審査・判定業務を行うことが困難な場合に (1) 広域連合や一部事務組合での対応、
認められるという解釈でよいのかご教示願いたい。 (2) 機関の共同設置、

(3) 市町村の委託による都道府県審査会の設置、
といった対応を行うことを想定している。
都道府県には、市町村における事務が適正・円滑に行われるよう、広域的に支

援する立場から、
(1) 市町村審査会の共同設置をする市町村の求めに応じ、市町村相互間におけ
る必要な調整を行う、

(2) 市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保される
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よう必要な技術的助言その他の援助をする、
(3) 地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、市町村から委託を受け
て審査会を設置する、

などを行っていただくことを想定している。
いずれにせよ、都道府県には、管下市町村における審査会設置や審査判定業務

が円滑に進むよう、市町村と十分に調整し、できるだけの支援を行っていただく
ことを期待している。

② 障害児については、障害程度区分の詳細が明らかにさ ② 障害児の障害程度区分については、発達途上にあり障害の状態が刻々と変化す
れていないが、居宅サービス分は、障害者と同様１８年９ ることや、乳幼児については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと
月末までに、障害程度区分の認定を含めた新支給決定手続 等検討課題が多いことから、今回は設けないこととしている。しかしながら、３
きを行う必要があるのか。 年後の障害児施策の見直しに向け、障害程度区分を開発することは重要な課題と

考えており、今後、国内外の知見をふまえつつ、まずは指標の開発など検討を進
めてまいりたいと考えているところである。
なお、１８年１０月からは、サービス内容も変わることから、支給決定手続き

、 、 。については 新たに実施する必要があると考えており 詳細は追ってお示ししたい

③ １８年度に都道府県が行う市町村審査会委員研修、認 ③ １８年度以降は、都道府県の地域生活支援事業として位置付ける方向で検討し
定調査員研修等の国の補助額をお示しいただきたい。 ているところである。

④ １７年度予算において実施が予定されている障害程度 ④ 予算措置済みであり、実施時期２月～３月で実施することができるよう、年内
区分訪問調査事業、市町村審査会運営等試行事業につい には調査項目の確定や障害程度区分の設定等をしていく。
て、予定通り実施するのか。 なお、１７年度限りの予算であるので、１７年度内に実施した場合にのみ補助
また、１８年度に実施した場合も国からの補助は行わ 対象となる。
れるのか。

⑤ 新支給決定においては、障害者の実態像と乖離してサ ⑤ 介護給付に係る障害程度区分については、今回の試行事業によって新たに２７
ービス利用に結びつかない精神障害者が多数存在する状 項目のデータが蓄積されたことから、２７項目と２次判定における変更率との関
況となることが危惧されるが、試行事業の結果を踏まえ 連について詳細な分析を行い、コンピュータによる１次判定の中に、今回の試行
どのような措置を講じる予定か。 事業の結果を反映できないかどうかなどについて、関係団体や有識者のご意見も

伺いながら検討を行い、年内には障害程度区分の設定を行う予定。なお、訓練等
給付については、これと別に支給決定時の優先度の判定に用いるスコア（点数）
を開発する予定である。
また、市町村が支給決定を行うに当たっては、

(1) 障害者の心身の状況（障害程度区分 、）
(2) 社会活動や介護者、居住等の状況、
(3) サービスの利用意向、
など、障害者個々人の事情をきめ細かく反映することが重要と考えており、市町
村が支給決定案を作成するに当たっては、障害者本人に面接し、本人のサービス
利用の意向を十分に聞くとともに、必要に応じて、家族やサービス提供者からも
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十分に意見を聞くこととしている。

⑥ 調査結果の中で一次審査で非該当となった者のうち二 ⑥ ２７項目を一次判定で取り込める方式を検討中であり、更に市町村審査会にお
次審査で約半数が要支援以上となっている。この結果を ける二次判定で特記事項、医師意見書等により判断していただくことを想定して
踏まえて障害程度区分認定がさらに容易にできる手法につ いる。
いてどのように検討されているか。

⑦ 知的障害者に係る医師意見書については取得が困難で ⑦ 地元医師会の協力を得ながら、近隣の市町村に所在する知的障害者施設の嘱託
あるが、簡便な取扱いとすることはできないか。 医を協力医として依頼し、確保しておくことが望ましいと考えており、こうした方

法を各自治体においてご検討願いたい。

⑧ 試行事業において、医師の意見書を取得するにあたり ⑧ 意見書記載例を示す予定である。また、今年度の補助事業において都道府県・
説明に時間を要するケースが多々あった。これに対処す 指定都市が行う医師に対する研修・説明会の開催経費は補助対象となっている。
るため医師を対象に説明会を行うとすれば、国庫補助は
行われるのか。

⑨ 支給決定案の作成マニュアルを作る予定があるか。 ⑨ 支給決定にあたっては、障害者の生活実態をきめ細かく反映できるよう、障害
程度区分に加えて、
(1) 社会活動や介護者、住居等の状況
(2) サービス利用意向
(3) 訓練や就労に関する評価等
を多面的に評価し、支給決定を行うものであることから、国が一律に基準をつく
ることは困難と考える。

⑩ 居宅支援費による支給決定の有効期間の終期が平成１ ⑩ お見込みのとおり。
８年４月１日から平成１８年９月２９日までの間にある
者についても、自立支援法におけるみなし支給決定の有効
期間については、平成１８年９月３０日までとなるのか。

分類 質問の内容 現段階の考え方

相談支援事 ① 相談支援事業については、基本的に市町村が主体とな ① 相談支援事業について、直ちに市町村において十分な体制を確保できない場合
業 り、専門的な相談支援を担う県との連携を図るということ も想定されることから、都道府県が積極的に支援を行うこととし、地域生活支援事

であるが、上記の場合、今後の統合補助金においては 業の中で、専門的職員の市町村への配置、アドバイザーの派遣等を行う予定。具体
どのような交付方法となるのか。 的な交付方法については検討中。
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② 10月6日全国課長会議資料７のＰ７中の、市町村にお ② 配置職員の従事形態、職種等については、市町村、都道府県の実情に応じ、多
ける「専門的職員」とは、専門家を嘱託で雇用するイメー 様な在り方を可能とする方向で検討中。
ジか。 アドバイザーについては、相談支援事業に関し、特に専門的な知見を有する者
また、同ページ中の県のアドバイザーとは同様に誰を を想定しており、例えば、都道府県職員に限定することは考えていない。

イメージしているのか。職員か委託を行う専門家か。

③ 一般就労している障害者（アパート住まい等）への生 ③ ご質問のような支援は、一般に相談支援事業の中で対応することは可能。
活支援（人間関係、金銭管理、家事援助等）は、委託相談 また、市町村は「地域自立支援協議会（仮称 」を設置し、中立・公平性を確）
支援事業者が実施できるのか （中立・公平性の確保はど 保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施する方向で検討中。。
のようにするのか ） なお、ご質問のようなケースについては、必要に応じ、居住サポート事業や居。

宅介護による支援を利用することも可能。

④ 過疎地域等においては、介護保険の包括支援センター ④ サービス利用に際し、特に計画的な支援を必要とする障害者を対象に、サービ
等が障害者の相談支援事業者の指定や市町村事業の委託を ス利用計画の作成・調整（サービス利用計画作成費）を行う指定相談支援事業者
受けることが可能か。 については、

(1) 相談支援についての専門性を有するとともに、
(2) 事業運営の中立・公平性が確保されていること
が重要であると考えている。
具体的には、相談業務に従事する専門職員として、

(1) 一定の実務経験を有し、
(2) 国又は都道府県による研修を受講した
者を配置するといったことを想定している。
また、指定相談支援事業者のうち、市町村の相談支援事業の委託を受けるもの

については、高い専門性と中立・公平性が求められることから、次のような要件を
満たすものを想定している。
(1) 常勤の相談支援事業従事者の配置
(2) 地域自立支援協議会（仮称）における事業評価を受ける
よって、これらの要件を満たすものであれば、地域包括支援センター等につい

ても、都道府県の指定を受ける、あるいは、市町村の判断により委託を受けられる
ものと考える。

⑤ 今回の相談支援事業の再編において、現行の精神障害 ⑤ 今回の制度改正により、一般的な相談支援については市町村に一元化し、専門
者地域生活支援センターはどのような位置づけになるの 的・広域的な相談支援については都道府県が行うこととしている。
か。 これらの市町村及び都道府県が行う相談支援事業については、指定相談支援事

業者に委託して実施することが可能であり、現行の精神障害者地域生活支援セン
ターの相談機能については、その委託により活用することもできるものと考えて
いる。
なお、地域生活支援センターについては、相談支援事業の他、地域活動支援セ
ンターや自立訓練事業に移行することも選択肢として考えられる （これらの複。
数の事業を組み合わせて実施することも可能 ）。
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⑥ 障害者就業・生活支援センターの取扱いについて（10 ⑥ 本センターは地域の障害者が必要に応じて任意に活用するものである。
月6日全国課長会議資料Ｑ＆ＡのＰ６② 、就労移行支援事）
業・就労継続支援事業の利用者が活用するとなっている
が、有機的（任意）に活用するということか。利用は義務
づけられるのか。

⑦ 市町村における相談支援事業と、身体・知的障害者相 ⑦ 市町村の相談支援事業においては、福祉サービスの利用援助、社会資源を活用
談員はどのような関係となるのか （どのような役割分担 するための支援、社会生活力を高めるための支援、専門機関の紹介等の総合的な相。
となるのか ） 談支援を行うこととなる。身体・知的障害者相談員については、これまで同様、当。

事者の立場に留意しながら、行政の機能の及ばない領域の補完的役割や、障害者や
その家族と行政・関係機関とのパイプの役割を努めること等が期待されている。

⑧ 専門的な相談支援事業について、政令市に係る部分は ⑧ 発達障害者支援センター事業以外については、原則として、１８年４月から都
いつから統合して都道府県が行うのか。 道府県が行うことを考えている。

⑨ 指定相談支援事業者において相談支援に携わる者は、 ⑨ 国又は都道府県の行う研修であれば新規、上級あるいは障害分野の別を問わず
都道府県が実施する障害者ケアマネジメント従事者研修会 終了していることを想定している。
を修了し、一定の実務経験を有する者ということだが、研
修終了の概念は（国でいうところの）新規研修、上級研修
の修了状況の別、また、新規研修の中でも、身体、知的、
精神の分野別の修了状況の別によってその取扱いに差が生
じるのか。それとも何か一つでも修了していれば研修終了
として取り扱うのか。

分類 質問の内容 現段階の考え方

障害福祉サ ① 非雇用型の就労継続支援について、事業者の判断で利 ① 雇用型についてのみ、他の事業との違い（事業者と利用者が雇用関係にあるこ
ービスの利 用者から負担を取らないことは可能か。 と）を考慮して、事業者の負担により利用者の負担を減免できることとしたところ
用者負担 であり、非雇用型も含め、他の事業で同様のことを実施することは考えていない。

② 施設入所児の公費負担医療費について、１割負担の発 ② 契約制度に移行するため、新たな番号設定を予定している。
生に伴い、法別番号「５３」は変更はないのか。

③ 所得認定について、本人から同意書を得ることにより ③ 差し支えない。
調査して足りる場合であれば、利用者の事務的負担軽減
のため、本人から提出する添付書類を省略する取扱いと
してよいか。
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④ 10月6日全国課長会議資料資料２－２のＰ１４に示し ④ お見込みのとおり。
てある必要経費について、認められるのは、この所得税
等の租税、社会保険料に限定されるのか。

⑤ 資料２－２のＰ１４中 個別減免において収入から 必 ⑤ 含まれる。、 「
」 、「 」要経費 として控除するもののうち 所得税等の租税

について、固定資産税、都市計画税、市県民税、自動車
税等も含まれるのか。

⑥ 個別減免における稼得等収入について、グループホー ⑥ 施設入所者については、食費等実費負担を開始することに併せ、食費等の実費
ムは一定額まで１５％であるのに、施設入所者の場合は にかかる費用について公費により給付を行うのに対し、グループホーム利用者につ
５０％とされている理由は何か。 いては、家賃や食費等を全部負担し、地域において働きながら暮らしていることを

考慮し、一定の配慮をしたものである。

⑦ 障害児の利用者負担が１８年１０月から変更となる ⑦ 市町村及び都道府県の事務負担の観点から、障害児の施設入所者及び障害者の
が、１８年７月の所得の見直しは行わないこととしてよ 施設入所者ともに所得の見直しを行わなくても差し支えない。
いか。
また、１８年４月に所得の見直しが行われる予定の障
害者の施設入所者についてはどうか。

⑧ 新体系移行後、施設入所支援と就労移行支援の両サー ⑧ 両方あわせたもので個別減免後の月額負担上限額を設定する。
ビスの提供を受ける場合、個別減免はどのように認定す
るのか。

⑨ 食事等基準額として補足給付の算定基礎となっている ⑨ 告示で定める予定。
「５．８万円」については、今後、政省令や告示で定め
られる予定か。

⑩ 通所施設等食費軽減措置についての申請はどのように ⑩ 月額負担上限額設定の際に市町村民税非課税世帯の者であることが確認できれ
行えばよいのか。また、当該軽減措置は受給者証に記載 ば足りるため、別途通所の食費の軽減措置の申請は必要ない。
しなければならないか。 なお、通所施設の食費の軽減措置は生保世帯、低所得１、低所得２の者が対象

となるため、受給者証には特記しないこととしているので、対象事業者には上限額
。（ ， 。）で確認する旨を周知していただきたい 上限額が４０ ２００円以外の者が対象

⑪ 障害児の通所施設についても、社会福祉法人減免や食 ⑪ お見込のとおり。
費軽減措置が設けられる予定か。

⑫ 利用者負担について、１円単位まで算定される理由は ⑫ 介護保険における算定方法と同様の取り扱いとしており、１円単位までの算定
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なぜか。事務合理化等の観点から１０円単位とすること としている。
はできないか。

⑬ 現在の身体・知的障害者の通所授産施設を相互利用し ⑬ 現在検討中である。
ている精神障害者も４月から利用者負担１割が生じてく
るのか。

⑭ 社会福祉法人減免の対象事業について、短期入所、重 ⑭ 社会福祉法人減免は主として居宅サービスの激変緩和措置として行われるもの
度障害者等包括支援等は対象とならないと思われるが、 であるが、短期入所については利用期間が短期間であることから激変緩和措置の必
対象外とする理由は何か。 要性がないと判断しているところ。

１８年１０月施行分の減免対象となる障害福祉サービスについては、現在検討
中である。

⑮ 10月6日全国課長会議資料資料２－２のＰ１３による ⑮ お見込みのとおり
と、グループホーム利用者が通所サービスを利用している
場合は、通所サービスに係る定率負担も減免の対象とする
とされているがこの「通所サービス」には、障害者デイサ
ービス、支援費制度の通所施設、通所事業のいずれも含ま
れ、１８年１０月からは新体系事業の通所系サービスが該
当するという理解でよいか。

⑯ 次の事業の利用者負担の見直しの時期をお示しいただ ⑯ (1)のうち児童入所施設については１８年１０月、精神障害者社会復帰施設に
きたい。 ついては新体系へ移行したものから利用者負担の見直しを行う。
(1)精神障害者社会復帰施設、児童入所施設 (2)については、新体系に移行したものから
(2)福祉工場（身体 、小規模通所授産施設（身体・知 (3)については地域生活支援事業へ移行することとなるため、見直し時期は１）
的） ８年１０月となるが、その内容については検討中。
(3)福祉ホーム（知的）

⑰ 心身障害者扶養共済給付金は稼得等収入として区分さ ⑰ 当該給付金については、その性質上本来「その他の収入」として取り扱われる
、 「 」 。 、れているが、生活保護上では収入として認定されない収入 ところ 特に公的年金に相当するものして 稼得等収入 としたものである なお

である 当該給付金を稼得等収入に区分された理由は何か 個別減免は月額負担上限額を設定した後、負担能力の少ない方にさらに縮減を行う。 。
ものであり、生活保護における収入認定とは趣旨を異にする。

⑱ 月額負担上限額、個別減免、補足給付等の認定は申請 ⑱ 成年後見人制度や権利擁護事業を活用されたい。
主義となっているが、知的障害者等で申請するだけの能力
がなく、法定代理人等もいない場合、施設が申請代理を行
うこととなるのか。

⑲ 生活保護への移行防止措置について、生活保護部局で ⑲ 保護課より通知を出す予定。
は相当な事務量になる状況であるが、厚生労働省の生活保
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護担当課から各県の生活保護担当部局に対して、通知等が
行われる予定はあるのか。

⑳ 10月6日全国課長会議資料２－１のＰ１３において 補 ⑳ 実際の額には合わせない。施設が利用者負担限度額以上負担をとった場合は補「
足給付額が実際に要した費用を超える場合は、実際に要し 足給付を支給しない。
た費用を補足給付額とする」とあるが、実際の額以内の場
合は実際の額に合わせるのか。

分類 質問の内容 現段階の考え方

事業体系・ ① 現行の居宅介護事業者等（ホームヘルパー、ガイドヘ ① 新事業体系における居宅介護従業者等の資格要件や研修課程については、新事
サービス内 ルパー の資格要件や研修課程はどのようになるのか 精 業のサービス内容等により、今後検討していくこととしているが、現行でヘルパー） 。（
容（現行を 神障害者分も含めて） の要件を満たしている者については、今回の自立支援法においてもヘルパーとして
含む） 認める方針である。

② 精神障害者の短期入所事業においては、現行は本人の ② 介護給付における短期入所については、介護者を行う者の疾病の理由のほか、
理由による利用はできなかったが、障害者自立支援法にお 本人の障害の状態が急に悪化した場合なども含める方向で検討しているが、具体的
いては 本人理由による利用は可能となると考えてよいか 要件については追ってお示しすることとしている。、 。

③ 精神障害者退院促進支援事業は、現在事業の一部を精 ③ 精神障害者退院促進事業については、障害者自立支援法における地域生活支援
神障害者地域生活支援センターに委託する形となっている 事業の都道府県事業として位置づけることを検討している。
が、障害者自立支援法において精神障害者退院促進支 なお、平成１８年４月から９月までの間の取扱いを含め、国庫補助の方法など
援事業の位置づけはどのような形となるか。仮に都道府 の詳細については、予算編成過程の中で検討し、お示ししたい。
県の地域生活支援事業に位置づけられるとすると、平成１
８年４月から９月までの国庫補助はどのような形となる
か。

④ 精神障害者社会復帰施設については、法附則第５１条 ④ 利用者の対象者像を考慮しつつ、予算編成過程と併行して検討することとして
において、政令で定める施設を除き概ね５年間の経過措置 いる。
が設けられている。政令で定める施設の種類は何か。

⑤ 法附則第５１条に規定する経過期間中の精神障害者社 ⑤ 平成１８年１０月以降の経過措置期間中に現行法に基づき運営している施設が
会復帰施設が新たに相互利用施設を実施することは可能 新たに都道府県等の承認を受けて相互利用施設を実施することはできない。
か。

⑥ 精神障害者グループホームが「共同生活援助」に移行 ⑥ 地域生活支援事業における「福祉ホーム」は平成１８年１０月施行であること
せず地域生活支援事業の「福祉ホーム」へ移行する場合、 から、平成１８年４月から９月までの間については、障害者自立支援法に基づく福
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平成１８年４月から９月までの自立支援法上の取扱いは 祉ホームとして事業を行うことはできない。
どのようになるのか。 したがって、ご指摘のケースにおいては、４月から９月までの間は共同生活援

助事業を行い、１０月以降に福祉ホームへ移行することが考えられる。

⑦ １８年度精神障害者社会復帰施設運営費について、Ｈ ⑦ 精神障害者社会復帰施設の運営時期については、基本的には設置主体（法人）
１７～１８整備施設についての運営開始はいつからとなる のご判断によるが、精神障害者社会復帰施設として整備補助を行っているものであ
か。 るので、新体系に移行する平成１８年１０月１日以前に開設していただく必要があ

る。

⑧ 重症心身障害児通園施設について、障害者自立支援法 ⑧ 重症心身障害児（者）通園事業の在り方については、障害児施設、事業のサー
上どのような位置づけとなるのか。 ビス体系の見直しの中で併せて検討することとしており、当面、従来どおりの事業

として継続する予定である。

⑨ 小規模通所授産施設の運営のための法人として設立さ ⑨ 小規模通所授産施設は法定事業であることから、18年10月から5年間で新体系
れた社会福祉法人についても新しい事業体系への移行は へ移行していただくことになる。なお、現状の小規模通所授産施設を経営する社会
可能か （現行では規制緩和により設立された法人は運 福祉法人ができる事業を制限していることを存続させるか否かについては現在検討。

営できる施設の種別が限られている） 中。

運営基準、 ① １８年１０月より、措置制度から利用契約制度へ移行 ① 原則、日額単価とすることとしている。具体的な積算等については検討中であ
報酬 する障害児通所施設の給付費について、措置制度と同様に る。

定員あるいは月初日在籍人数をもとに積算し給付されるの
か、１日利用人数で積算し給付されるのか。１日の利用人
数で積算し給付されるのであれば、施設定員を１日利用定
員としてよいか。

② 改正児童福祉法第２４条の２の特定費用の内、食事の ② 入所施設の食費については、補足給付を支給するための基準は示すが、実際の
提供に要する費用については 国が標準費用額を示すのか 費用は施設が契約書に明示の上独自に設定する。ただし、補足給付を設定する際に、 、
施設が独自に設定するのか。また、通園バス利用の費用に 算定する利用者毎の負担限度額を超えて負担をとった場合は補足給付を支給しな
ついては 特定費用ではなく給付費に入ると考えてよいか い。、 。
（公共交通機関を利用しにくい障害児の通園事情を考えた 通園バスにかかる部分については、サービスに含まれないため、給付費にも特
場合、バス利用は必須であり、特定費用として利用者から 定費用にも含まれない。
バス代を徴収するべきではないと考えるがどうか ）。

③ グループホームやケアホームについても日額報酬化さ ③ グループホームやケアホームについては、利用者負担の導入に伴いサービスの
れると理解してよいか。 利用実態を反映する観点から、報酬を日払い方式とすることとしており、グループ

ホームは１８年４月から、ケアホームは制度がスタートする１８年１０月から実施
することとしている。

④ １８年１０月以降、各種加算（重度重複、自活訓練） ④ 旧体系については、内容についての見直しを行うこととしている。
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は存続するのか。 なお、新体系については、新しいサービスに係る報酬体系を検討する中で、本
体報酬とは別に加算が必要か否かも含め検討の上、結論を得ることとしている。

⑤ 就労継続支援事業の非雇用型を選択する授産施設は多 ⑤ 就労継続支援事業については、一般就労等が困難な方へ就労機会等を提供する
いと思われるが、利用者が夜間の施設ケアを選択できない 事業であり、利用者期間の限定もないことから、職住分離の観点より、その入所の
とすれば、日中は生活介護のメニューを選択するのでなけ 費用は個別給付の対象とはしないこととしている。ただし、従来から施設に入所し

、 、れば、通所サービスのみとなるので、結果として今後は入 ていて 平成１８年１０月１日時点で現に存する施設に入所している者については
所授産施設は無くなると考えてよいか。 経過期間中については引き続き入所できることとしている。

⑥ 10月6日全国課長会議資料９中、生活訓練利用者につ ⑥ 生活訓練については、在宅で生活している知的障害や精神障害を有する方であ
いて「病院や施設を退院、退所し」という表記があるが、 って、地域生活を営む上での社会的リハビリテーションが必要な方も対象となり得
精神障害の方の場合、必ずしも「入院」後に必要となる る。

。 （ ）サービスとは思われない 従前から 入院等していない
在宅で生活してきている者について、このサービスを受け
ることはできないのか。

⑦ グループホームの利用対象者像の中に、小規模作業所 ⑦ グループホームの対象者については、知的障害者・精神障害者であって、日中
や精神障害者デイケア等の利用者がない。趣旨からいうと において就労又は自立訓練、就労移行支援等のサービスを利用しているものを想定
含まれるべき者と考えるがどうか。 しており、この中には、小規模作業所や精神障害者デイケア利用者も含まれると考

えている。

⑧ 精神障害者のグループホームの個室化について、現行 ⑧ 新体系におけるグループホームの指定基準については、現在検討中であるが、
、 、 。法では２人部屋が認められているが、新制度の下でも認め 入居者の居室については 原則個室しつつ 経過措置を設ける方向で考えている

られるのか。または経過措置を経て個室へ移行していくの
か。

⑨ 従前の精神障害者地域生活支援事業 グループホーム ⑨ お見込みのとおり、個々の共同生活援助等の指定に際し、国への協議を行って（ ）
は、前年度中に国庫補助協議を行い、国庫補助対象となグ いただくことは、想定していない。
ループホームについては内示される方法がとられていた
が、１８年度からは、国庫補助協議は行わず、共同生活援
助等の指定を受ければ事業開始できると考えてよいか。

⑩ 認知症高齢者グループホームと精神障害者グループホ ⑩ 介護保険法に基づく指定基準と、今後定めることとなる障害者自立支援法に基
ームの併設は可能か。 づく指定基準をそれぞれ満たしていれば可能。

⑪ 現在、精神障害者グループホームは医療機関と同一敷 ⑪ 病院や施設の敷地内へのグループホームの設置については、関係者の間に賛否
地内設置が認められているが、自立支援法施行後も引き続 両論の意見があり、社会保障審議会障害者部会などの場において、関係者から十
き事業が実施可能と考えてよいか。 分意見を伺いながら、検討する。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

事業者指定 ① 現在休止中の指定居宅支援事業者について、再開の見 ① 指定事業者のみなし指定に当たっては、ご指摘のようなケースを含め、事業継
込みがない場合もみなし認定を行うこととなるのか。 続の意思のない事業者からは現行制度における事業廃止届の提出を求め、みなし指

定の対象としないなど、各自治体において適切に対応願いたい。

② １８年１０月から事業開始となる新体系事業に係る１ ② 新体系事業に移行又は参入する事業者の準備指定事務も、１８年４月にみなし
８年９月末までの準備指定事務とみなし指定された事業者 指定を受けた居宅サービス事業者の指定更新事務についても、各々の事業について
の指定更新事務とは内容において同様か。 １８年１０月から施行される新たな指定基準に基づいて指定することとなる。

③ 新体系のサービスに係る準備指定事務について、１８ ③ １８年１０月１日以降に提供されるサービスについての事業者指定（新体系事
年１０月以前も都道府県が行うのか。 業の新規指定及び１８年４月にみなし指定を受けた事業者に係る指定更新）は、

１８年９月までの間においても基本的には都道府県が行うこととなる。ただし、
１８年４月から９月までの間の特例的な取扱いができないか現在検討中。

④ 障害福祉計画策定以前において、新事業体系での指定 ④ 障害福祉計画の策定を踏まえた具体的な指定事務の進め方については、ご指摘
は可能か。 の１８年１０月から実際の計画策定までの間における取扱いを含め、現在検討し

ているところ。

⑤ みなし指定を受けた事業者がみなし期間経過後、新基 ⑤ １８年１０月以降に適用される指定基準については現在検討中であるが、仮に
準に該当しなかった場合の取扱いはどうなるか。 御質問のようなケースが生じる場合は、指定は受けられないこととなるので、新

体系移行時期までに新基準を満たすよう体制整備をしていただくこととなるもの
と考える。

⑥ 平成１８年１月から９月末までの間に、附則第11条に ⑥ お見込みのとおり。
規定するサービスについて新たに事業者指定の申請があっ 平成１８年１月から９月までの間の経過的障害福祉サービスである障害者デイ
た場合、指定は可能か。 サービス及び外出介護についても、障害者自立支援法上、新規の事業者指定は可能
特に、外出介護及び障害者デイサービスについては、９ である。ただし、指定申請の相談があった場合には、１８年１０月から新体系サー
月末までの期間に限って障害福祉サービス事業とみなされ ビスへ移行する必要があることを踏まえて、１８年１０月から新体系サービスとし
ているものであるが、みなし期間中の新規指定は可能か。 て事業開始することも含め、適切な指導助言をお願いしたい。

⑦ 改正児童福祉法第２４条９に障害児施設の指定は設置 ⑦ 設置者である市町村が申請する。
者から申請があった場合に行うとあるが 公設民営施設 指、 （
定管理者制度導入施設）については、市町村が申請するの
か、指定管理者が申請するのか。

受け入れ条件が整えば退院可能者（いわゆる社会的入院患者） 万人について障害福祉計 ① 障害福祉計画の策定に向けて、社会的入院者数の把握 ① 7.2
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は、 年に 度の患者調査により把握されている数である。本年が患者調査の調査年で画 について実施する予定はあるか。 3 1
あることから、この社会的入院患者数把握に特化した調査を新たに行うことは今年度中
は予定していないが、患者調査は 年に 度の調査であるため、調査年以外における3 1
進捗状況の把握方法に関しては現在検討中である。

受け入れ条件が整えば退院可能者（いわゆる社会的② 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」に定める約７万 ② 障害福祉計画においては、
入院患者） 万人についても、障害福祉サービスを必要とする者については、それぞ人の退院促進について、計画上、どのような盛り込み方に 7.2
れ必要なサービスを見込むこととしている。なお、医療計画との関係については、現在検なるのか。医療計画と障害福祉計画とはどのような関係と
討中である。なるのか。

③ 精神障害者数については、手帳交付者数と保健所把握 ③ 障害福祉計画においては、各自立支援給付ごとの必要なサービス量を見込むこ
数で大幅な違いがあるが、対象者数は市町村、都道府県に ととしており、必ずしも給付対象者数を見込む必要はないものと考えている。また
おいて見込むことでよいか。また、対象者数を公表するこ 必要なサービス量についても、３障害含めて見込むこととしており、小規模市町村
とで個人の特定ができるとして計画の策定をしない、又は においても、対象者個人の特定にはつながらないものと考えている。
対象者数を盛り込まないとする小規模市町村に対してどう
対応すればよいか。

国庫補助等 ① １８年度概算要求において 障害保健福祉推進事業 新 ① 障害者保健福祉推進事業については、制度改正に伴う施行事務を円滑に進める、 （
予算等 規）があげられているが、補助の対象となる事業や経費な ことなどを目的として、

ど具体的な事業内容をお示しいただきたい。 （１）障害者自立支援制度の推進・定着のための支援事業、
（２）障害者の自立支援及び社会参加の推進のための先駆的、試行的事業、
（３）その他障害者の保健福祉の推進のための特別事業

、 、等を行うための経費を要求しているところであり 具体的事業内容等については
予算編成過程の中で検討することとしている。

、 、② 障害者地域生活推進事業に大都市特例が適用されない ② 障害者地域生活推進事業は １８年４月から９月までの半年間の事業であるが
のはどうしてか。 当該事業については、１８年１０月から実施される地域生活支援事業と一体的に行

うことによって年間を通じた事業として実施していただきたいと考えている。
一方、地域生活支援事業については、介護給付費等と同様に大都市特例を適用

しないこととしていることから、障害者地域生活推進事業についても大都市特例
の適用はないものとしている。

③ 現行支援費制度における１８年３月のサービス提供分 ③ １８年度予算として整理する予定。
は１７年度予算、１８年度予算のどちらで整理することと
なるのか。

④ 地域活動支援センターの運営費はどれくらいのものを ④ 地域活動支援センターの施設基準、職員基準については、地域で柔軟な事業展
想定しているのか。また、面積要件、職員体制などの基準 開を可能とするために適切な水準となるよう検討中。運営費については、本センタ
はどうなるのか。 ーへの移行が多く見込まれる小規模作業所やデイサービス等の現状も踏まえ、サー

ビスの低下を招くことがないよう、地方交付税の在り方も含め検討中
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⑤ 精神障害者地域生活支援センターについて、相談業務 ⑤ 新法による相談支援は１０月から施行することとしており、新体系への移行経
の部分は交付税対応となるとのことであったが、これは４ 過措置も含め、詳細については、追ってお示ししたい。
月からか、１０月からか。
４月からとなる場合、運営費補助から相談業務分の補

助を差し引いた額が補助金となるのか。

⑥ 地域生活支援事業費、障害者地域生活推進事業費、社 ⑥ 社会福祉法人減免公費助成以外は、直接補助を予定している。
会福祉法人減免公費助成は、直接補助か間接補助か。

地域生活支 ① 地域生活支援事業において、高次脳機能障害者支援な ① 地方自治法上の事務の委託や、条例による事務処理の特例の規定に基づき、実
援事業等 ど専門的事項については都道府県で行うこととなっている 施可能と考える。

が、政令市・中核市で対応できる場合は、当該市において
補装具 実施させることは可能か。

② 地域生活支援事業の実施による補助金の交付方法（基 ② 地域生活支援事業の補助金は、統合補助金であり、従前のような個別事業の所
準）についてどのような手法により実施するのかお示しい 要額に基づく配分は考えていない。
ただきたい。各事業毎に基準額を設定するのか。また、間 特に、事業を実施していない市町村等については、全国水準並みに事業を実施
接補助か直接補助か。 するよう底上げを図る必要があり、一方、現在全国水準レベル以上の事業を行って

いる市町村等の水準を下げるような取扱いは困難であると考えており、
(1)人口に基づく全国一律の基準による配分
(2)現在の事業実施水準を一定程度反映した基準による配分
を組み合わせる形を考えており、具体的な基準について現在検討を行っていると
ころである。
なお、補助の方法は直接補助で対応する予定。

③ 既存の「障害者社会参加総合推進事業」及び「市町村 ③ 障害者自立支援法案においては、地理的条件や社会資源の状況といった地域の
社会参加促進事業」は、地域生活支援事業へどのように移 特性や利用者の状況に応じて、柔軟に実施されることが好ましい事業を「地域生活
行するのか。 支援事業」として法定化し、既存の社会参加事業については当該事業へ移行するこ

ととしている。
既存の「障害者社会参加総合推進事業」及び「市町村社会参加促進事業」のう

ち、手話奉仕員、要約筆記奉仕員及び手話通訳者等派遣事業、手話通訳者設置事業
については、コミュニケーション支援事業として市町村が行わなければならない事
業として位置づけることとしている。

また、手話奉仕員、要約筆記奉仕員及び手話通訳者等の養成事業については、
都道府県事業として位置づけることとしている。

なお、詳細については、スクラップビルドも含めて今後検討したうえで、当会
議等を通じて随時お知らせすることとしている。
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④ 補装具に関しても利用者負担１割となるが、他の自立 ④ 補装具における利用者負担については、定率負担１割負担を原則とするが、障
支援給付の上限管理と同様に管理すると解釈してよいか。 害福祉サービス費と合算せず、それぞれのサービスにおいて１割負担していただく
その際に、例えば、ホームヘルプと補装具の給付を同時に こととなる。したがって、障害福祉サービスとの関係において利用者負担の上限管
受けている場合、どちらを優先し管理するのか。 理をする必要なく、優先関係も生じない。

⑤ 点字図書館への負担金は、１８年１０月以降どうなる ⑤ 点字図書館に対しては 「点字図書館等事務費」として、身体障害者福祉法に、
のか。 基づき、国庫負担しているところであるが、障害者自立支援法の施行に関わらず、

引き続き、身体障害者福祉法に基づく国庫負担を行うこととしている。

⑥ 市町村の地域生活支援事業に対する都道府県の補助に ⑥ 地域生活支援事業については、給付費と同様、大都市特例の適用はないものと
ついては原則として大都市特例の適用がないものとされて する。
いるが、例外があるのか。また、適用時期はいつか。 ただし、他法に規定される事業（発達障害者支援センター運営事業）を地域生

活支援事業として実施する場合で、他法において大都市特例の規定がある場合は、
大都市特例の適用があるものとして整理している。

なお、地域生活支援事業は１８年１０月１日から実施されるが、大都市特例の
見直しは障害者地域生活推進事業を含めて行うこととしており、１８年４月からの
実施を考えている。

分類 質問の内容 現段階の考え方

不服審査 ① 不服審査会を設置する場合、審査請求件数等を考慮し ① 審査請求件数については、国として見込み方法等を示す予定はない。従って、
て委員数や体制を考えなければならないが、審査請求の件 各都道府県ごとに、支援費制度での実績を勘案したり、市町村と意見交換する等し
数はどのように見込めばよいか。 て、適宜見込んでいただきたい。

、 、施設整備等 ① １８年度の精神障害者社会復帰施設（新体系に移行予 ① 精神障害者社会復帰施設の施設整備については スケジュールは未定であるが
定のもの）の施設整備についてのスケジュール（ヒアリン 新体系における施設基準と併せて検討し、お示しする。
グ等）は例年どおりと考えてよいか。

② １８年度以降の整備費について、政令市、中核市案件 ② 新体系となる施設の整備に係る補助事業者については、直接補助については都
については、現行の精神障害者社会復帰施設に対応するも 道府県、指定都市、中核市を、間接補助については市町村、社会福祉法人、医療法
のも含め、事業主体は政令市、中核市にすべて移行す 人等として平成１８年度概算要求を行っているところである。
るという理解でよいか。 なお、現行の社会復帰施設として整備する場合については、新規採択を行わな

いことを予定している。

③ １８年度施設整備の予定があるが、整備の施設基準は ③ 平成１８年度の施設整備の協議基準については、今後の予算編成の過程の中で



- 17 -

いつ頃詳細が示されるのか。 検討することとしている。

その他 ① 障害児施設に入所している過齢児が、18年10月以降も ① 本人が行う。
継続して障害児施設を利用する場合、利用契約は本人が行
うのか。

② 法第１９条第３項において「特定施設入所障害者」が ② 改正児童福祉法に基づき、都道府県が援護の実施者となる。
、 。規定されているが 児童福祉法については言及していない

児童福祉施設に入所している児童についての援護の実施者
の取扱いを示してほしい。

③ 高次脳機能障害の診断基準が示された場合、その障害 ③ 高次脳機能障害の方については、その障害の状況に応じて、身体障害者手帳ま
者は自立支援法の中でどう位置づけられるのか。また、そ たは精神保健福祉手帳を取得していただき、その種別に関わらず、支援の必要性に

、 、 、 、の障害者に対する具体的支援はどのようなものを想定して 応じて 例えば 身体障害者のリハビリ施設などにおいて 生活訓練や職能訓練等
いるのか。 高次脳機能障害者のニーズに応じた支援が提供できるようにしてまりたい。

④ 精神障害者生活訓練施設についても、居住地特例の対 ④ 障害者自立支援法第１９条第３項の居住地特例は、現行の精神保健福祉法に基
象となると考えてよいか。 づく社会復帰施設たる精神障害者生活訓練施設の入所者について適用されるもので

はなく、新サービス体系における障害者支援施設等の入所者について適用されるも
のである。



障
害
者
自
立
支
援
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
七
年
十
月
十
三
日 

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
 

ー
、
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
の
範
囲
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
な
ど
の
福
祉
に
関
す
る
他
の
法
律
の
施 

行
状
況
を
踏
ま
え
、
発
達
障
害•

難
病
な
ど
を
含
め
、
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
障
害
者
が
適
切
に
利
用
で
き
る 

普
遍
的
な
仕
組
み
に
す
る
よ
う
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
現
在
、
個
別
の
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の
定
義
を
整 

合
性
の
あ
る
も
の
に
見
直
す
こ
と
。

二
、
 

附
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
就
労
の
支
援
を
含
め
、
障
害
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目 

的
と
し
、
社
会
保
障
に
関
す
る
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
一
体
的
な
見
直
し
と
併
せ
て
、
障
害
者
の
所
得
の
確
保
に
係
る
施
策 

の
在
り
方
の
検
討
を
速
や
か
に
開
始
し
、
三
年
以
内
に
そ
の
結
論
を
得
る
こ
と
。

三
、
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
自
立
支
援
医
療
の
利
用
者
負
担
の
上
限
を
決
め
る
際
の
所
得
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者 

の
自
立
の
観
点
か
ら
、
税
制
及
び
医
療
保
険
に
お
い
て
親•

子•

兄
弟
の
被
扶
養
者
で
な
い
場
合
、
生
計
を
一
に
す
る
世
帯



の
所
得
で
は
な
く
、
障
害
者
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
に
基
づ
く
こ
と
も
選
択
可
能
な
仕
組
み
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
今
回 

設
け
ら
れ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
自
立
支
援
医
療
の
負
担
軽
減
の
措
置
が
必
要
な
者
に
確
実
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
、
障 

害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

四
、
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
対
し
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用
者
負
担
減
免
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
、
き
め 

細
か
な
低
所
得
者
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
実
施
主
体
に
過
重
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
 

適
切
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
 

自
立
支
援
医
療
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
更
生
医
療
、
育
成
医
療
及
び
精
神
通
院
医
療
の
趣
旨
を
継
承
し
た
公
費
負
担 

医
療
制
度
と
し
て
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
医
療
上
の
必
要
性
か
ら
継
続
的
に
相
当
額
の
医
療
費
負
担
が 

発
生
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
月
ご
と
の
利
用
者
負
担
の
上
限
を
設
け
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
検
討
を
進
め
、
 

施
行
前
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
施
行
後
も
必
要
な
見
直
し
を
図
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
自
立
支
援
医
療
の
「重 

度
か
つ
継
続
」
の
範
囲
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
患
者
団
体
の
意
見
に
も
配
慮
す
る
こ
と
。

六
、
 

自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
に
つ
い
て
は
、
国
会
答
弁
を
踏
ま
え
て
、
適
切
な
水
準
を
制
度
化
す
る
こ
と
。

七
、
 

介
護
給
付
に
お
け
る
障
害
程
度
区
分
に
つ
い
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
度
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
障
害
の
特
性
を



考
慮
し
た
基
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
主
治
医
の
意
見
書
を
踏
ま
え
る
な
ど
審
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
適
正
な
措
置
を 

講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
支
給
決
定
に
係
る
基
準
や
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
生
活
機
能
や
支
援
の
状
況
、
本
人
の
就
労
意
欲
等 

利
用
者
の
主
体
性
を
重
視
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
適
宜
見
直
し
を
行
い
、
関
係
団
体
と
も
十
分
協
議
し
た
上 

で
策
定
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
障
害
程
度
区
分
認
定
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
障
害
児
に
対
す
る
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
が
障
害
児
の
成
長
過
程
に
お
い
て
生
活
機
能
を
向
上
さ
せ
る
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が 

み
、
市
町
村
が
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
障
害
程
度
の
評
価
手
法
の
開
発
を 

速
や
か
に
進
め
、
勘
案
事
項
に
つ
い
て
も
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

、
市
町
村
審
査
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
の
実
情
に
通
じ
た
者
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
特
に
、
障
害
保
健 

福
祉
の
経
験
を
広
く
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
地
域
生
活
に
相
当
の
実
績
を
持
ち
、
中
立
か
つ
公
正
な
立
場
で
審
査
が
行
え
る 

者
で
あ
れ
ば
、
障
害
者
を
委
員
に
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
を
市
町
村
に
周
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
審
査
会
の 

求
め
に
応
じ
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
申
請
者
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
市
町
村
に
周
知
す
る
こ
と
。

九
、
介
護
給
付
や
訓
練
等
給
付
の
支
給
決
定
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
の
実
情
を
よ
り
ょ
く
反
映
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
市
町

3



い
る
こ
と
を
障
害
者
及
び
障
害
児
の
保
護
者
に
十
分
周
知
す
る
こ
と
。

十
、
基
本
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
低
下
を
招
く
こ
と
な
く
、
障
害
者
が
居
住
す
る
地
域
に
お

い
て
円
滑
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
を
障
害
福
祉
計
画
に
盛
り
込
む
こ

と
、
計
画
の
策
定
の
際
に
、
障
害
当
事
者
等
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ
と
。
ま 

た
、
移
動
支
援
事
業
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
、
相
談
支
援
事
業
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
に
つ
い 

て
は
、
障
害
者
の
社
会
参
加
と
自
立
生
活
を
維
持
、
向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
障
害
福
祉
計
画
の
中
に
地
域
の
実
情 

に
応
じ
て
こ
れ
ら
サ
ー
ビ
ス
の
計
画
期
間
に
お
け
る
数
値
目
標
を
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
明
記
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
こ 

れ
ら
障
害
福
祉
計
画
に
定
め
た
事
項
が
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
予
算
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
。

十
一
、A
L
S

、
進
行
性
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
等
の
長
時
間
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ

る
事
業
者
が
少
な
い
現
状
に
も
か
ん
が
み
、
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
遅
滞
な
く
行
わ
れ
る

よ
う
、
社
会
資
源
の
基
盤
整
備
な
ど
の
措
置
を
早
急
に
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
氐
下
を
招
く
こ
と

4



ビ
ス
の
利
用
実
態
や
ニ
ー
ズ
等
を
把
握
し
た
上
で
設
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
や
国
庫
負
担
基
準
に
つ
い
て 

は
、
適
切
な
水
準
と
な
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

十
二
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
の
入
所
者
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
後
退
さ
せ
る
こ 

と
な
く
、
継
続
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

十
三
、
介
護
給
付
等
に
お
い
て
特
別
な
栄
養
管
理
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
係
る
報
酬
面
で
の
配
慮
の
必 

要
性
に
つ
い
て
十
分
検
討
す
る
こ
と
。

十
四
、
居
住
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
重
度
障
害
者
で
あ
っ
て
も
入
居
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
確
保
す
る
と 

と
も
に
、
利
用
者
が
希
望
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
障
害
程
度
別
に
入
居
の
振
り
分
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う 

な
仕
組
み
の
構
築
や
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
ホ
ー
ム 

ヘ 

ル
パ
ー
の
利
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
な
ど 

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
五
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
内
容
等
を
踏
ま
え
、
障
害
者
雇 

用
の
場
の
創
出»

拡
大
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
促
進
の
た
め
の
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
サ
イ
ド
の
生
活
支
援 

サ
ー
ビ
ス
等
が
相
互
に
か
つ
適
切
に
利
用
で
き
る
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
就
労
移
行
支



援
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
特
性
を
踏
ま
え
た
就
労
訓
練
期
間
等
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

十
六
、
障
害
者
の
地
域
生
活
の
充
実
及
び
そ
の
働
く
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
社
会
の
実
現
に
向
け
、
非
雇
用
型
の 

就
労
継
続
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
目
標
工
賃
水
準
の
設
定
や
官
公
需
の
発
注
促
進
な
ど
、
工
賃
収
入
の
改
善
の
た
め 

の
取
組
の
よ
り
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

十
七
、
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
小
規
模
作
業
所
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
系
に
お
い
て
、
そ
の
柔 

軟
な
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
新
た
な
施
設
体
系
へ
の
移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
必
要
な 

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
八
、
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
に
欠
か
せ
な
い
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
移
動
支
援
に
つ
い
て
は
、
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施 

状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
を
行
う
こ
と
。

十
九
、
医
療
法
に
基
づ
く
医
療
計
画
と
あ
い
ま
っ
て
、
精
神
病
院
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
七
・
二
万
人
の
社
会
的
入
院
の
解
消
を 

図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
者
の
地
域
に
お
け
る
生
活
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
精 

神
保
健
福
祉
法
に
基
づ
く
医
療
保
護
入
院
の
適
切
な
運
用
に
つ
い
て
、
精
神
医
療
審
査
会
の
機
能
の
在
り
方
、
保
護
者
の
制 

度
の
在
り
方
等
、
同
法
に
係
る
課
題
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
速
や
か
に



二
十
、
障
害
者
が
地
域
社
会
で
必
要
な
支
援
を
活
用
し
つ
つ
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
障
害 

を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
た
め
の
取
組
、
障
害
者
の
虐
待
防
止
の
た
め
の
取
組
及
び
成
年
後
見
制
度
そ
の
他
障
害
者 

の
権
利
擁
護
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
よ
り
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
検
討
し
、
必
要
な
見 

直
し
を
行
う
こ
と
。

二
十
一
、
地
域
生
活
支
援
事
業
に
盛
り
込
ま
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
を
充
実
す
る
観
点
か
ら
、
国
及
び
地
方
公 

•

共
団
体
に
お
い
て
手
話
通
訳
者
の
育
成
と
人
的
確
保
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
設
置
の
推
進 

や
点
字
図
書
館
の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
視
聴
覚
障
害
者
の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
情
報
コ
ミ
ュ 

ニ 

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
を
進
め
る
た
め
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
の
対
象
の
見
直
し
の
検
討
な
ど
必
要
な
方
策
を
講
じ
、
視
聴 

覚
障
害
者
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
十
二
、
市
町
村
の
相
談
支
援
事
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
高
齢
者
に 

係
る
相
談
支
援
を
行
う
事
業
者
を
含
め
、
専
門
性
と
中
立•

公
平
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
相
談
支
援
事
業
者
に
対
し
、
委
託

1



二
十
三
、
本
法
の
施
行
状
況
の
定
期
的
な
検
証
に
資
す
る
た
め
、
施
行
後
の
状
況
及
び
附
則
規
定
に
係
る
検
討
の
状
況
に
つ
い 

て
、
本
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
、
国
会
に
報
告
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

8



平成17年:11月!10 1
精神保健福祉課追加配付資料

精神通院医療の「重度かつ継続」の範囲



平成17年わ月い日 

精神保健福祉課

精神障害者居宅サービスにおける事業者のみなし指定

〇 現行の精神障害者居宅生活支援事業（ホームヘルプ、ショートスティ、グループホーム）では、 
個人や法人でない団体でも事業の実施が可能であるため、法人でない団体等が一定数存在する 
ところである。

〇現行の精神障害者居宅生活支援事業を行っている者のうち、新制度において省令で定めるもの 
については、指定事業者としてみなすこととしている。

【みなし期間】平成18年4月1日〜政令で定める日（9月3 〇日を予定）

〇 新制度において指定事業者としてみなされるためには、法人であることが要件となっている。

〇 よって、法人でない団体等に対して、社会福祉法人、NP〇法人、その他、法人格取得を促す 
とともに、関係部局との連携により当該団体等の法人格取得手続きが円滑に行われるよう配慮 
いただきたい。

【法人格の取得及びみなし指定手続きの期限】平成18年3月31日

〇 いずれにしても、現行のサービス提供体制が維持•確保できるよう、十分な配慮をお願いする 
ものである。

〇 なお、みなし指定の対象とした事業者であっても、平成18年10月1日以降については、現 
行事業を含め新体系に再編するため、事業を行うためには、あらためて指定事務を行う必要が 
ある。



平成１７年１１月１１日 

10月６日全国課長会議において提示した様式例の訂正について 

 

○ 訂正を行った様式例及び訂正箇所について 

⑴ 支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（様式２）につ

いて 

   「障害程度区分」欄と「施設支援」欄を新たに設けた。 

     

⑵ 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書（様式６）

について 

   「サービス利用の状況」欄の「施設サービス」欄について、「障害

程度区分」の文言を新たに追加し、併せて全体の文言の整理を行った。 

    

⑶ 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

（様式７）について 

  ・ 「変更後のサービスの種類、内容及び支給量」欄内について、「障

害程度区分」の文言を追加した。 

・ 受給者証を提出する必要がある旨、提出先、提出期限の記述につ

いて、新たに追加した。    

 

 

  



 （介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（例） 
文 書 番 号

平成  年  月  日

 

 

 

                 ○○市（町村）長      

 

 （（障害者自立支援法第２２条 身体障害者福祉法第１７条の１１ 知的障害者福

祉法第１５条の１２）の規定に基づき（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援

費）の支給）（及び）（（障害者自立支援法第２９条第４項 身体障害者福祉法第１

７条の１０第３項 知的障害者福祉法第１５条の１１第３項）に基づき利用者負担額

減額・免除等）について、下記のとおり決定し、受給者証を交付しますので通知しま

す。 

記 

受 給 者 証 

番     号 
          

支給決定障害者 

（保護者）氏 名
 

支 給 決 定 日  
支給決定に係る 

児 童 氏 名

 

 

有 効 期 間  

利 用 者 負 担 上 限 月 額 

特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額            円

サ ー ビ ス の 

種 類 
支援の内容 

サ ー ビ ス の

種 類
支援の内容 

居 宅 介 護  外 出 介 護  

行 動 援 護  障害者デイサービス  

児童デイサービス  共同生活援助  

短 期 入 所  
  

特 記 事 項  

 ・不服申立て及び取消訴訟 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に○○県知

事に対し審査請求をすることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月以

内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代表する者は○○市（町村）長となります。）、

提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の(1)か

ら(3)までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。 

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

  

 〒   -     

 ○市（町・村） 

 

      ○○   ○○     様 

印 

（様式第２号） 

問い合わせ先 

○○市（町村）△△△△課    住所              電話番号 

 

【訂正前】
（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（例） 

文 書 番 号 

平成  年  月  日 

 

 

 

                 ○○市（町村）長      

 

 （（障害者自立支援法第２２条 身体障害者福祉法第１７条の１１ 知的障害者福祉法第１５条の１２）の規

定に基づき（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）の支給）（及び）（（障害者自立支援法第２９条

第４項 身体障害者福祉法第１７条の１０第３項 知的障害者福祉法第１５条の１１第３項）に基づき利用者

負担額減額・免除等）について、下記のとおり決定し、受給者証を交付しますので通知します。 

記 

受 給 者 証

番     号

支給決定障害者 

（保護者）氏 名 
 

支 給 決 定 日  
支給決定に係る 

児 童 氏 名 

 

 

有 効 期 間  

障 害 程 度 区 分  

利 用 者 負 担 上 限 月 額 

特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額            円

サ ー ビ ス の

種 類
支援の内容 

サ ー ビ ス の 

種 類 
支援の内容 

居 宅 介 護  外 出 介 護  

行 動 援 護  障害者デイサービス  

児童デイサービス  共同生活援助  

短 期 入 所  施 設 支 援  

特 記 事 項  

 ・不服申立て及び取消訴訟 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に○○県

知事に対し審査請求をすることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代表する者は○○市（町村）長となり

ます。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次

の(1)から(3)までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされてい

ます。 

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 〒   -     

 ○市（町・村） 

 

      ○○   ○○     様 

印 

（様式第２号） 

問い合わせ先  

  ○○市（町村）△△△△課    住所        電話番号 

 

【訂正後 下線部分が訂正箇所】



 
（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更申請書兼 

利用者負担額減額・免除等変更申請書（例） 

 

○○市（町村）長  様 

 

次のとおり申請します。 

               

申請年月日 平成  年  月  日 

フリガナ  
生年月日 

明治

昭和 
大正

平成  年  月  日 

氏  名 
             

              受給者番号           
申

請

者 
居 住 地 

〒 

                   電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日 

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

 

続 柄  
身体障害者 

手帳番号 
 

療育手帳 

番  号 
 

精神障害者保健

福 祉 手 帳 番 号 
 

変更の理由  

 

居宅サービス 

利用中のサービスの種類と内容等 

施設サービス 

利用中の施設名等 

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 介 護 保 険 利用中のサービスの種類と内容等 

申請する支援の種類・内容 

□居宅介護 □行動援護 □児童デイサービス □短期入所 種

類 □外出介護 □障害者デイサービス □共同生活援助  

介
護
給
付
費
等 

内

容 
 

□身体障害者更生施設 

（入所・通所） 

□身体障害者療護施設 

（入所・通所） 

□身体障害者授産施設 

（入所・通所） 

□知的障害者更生施設 

（入所・通所） 

□知的障害者授産施設 

（入所・通所） 
□知的障害者通勤寮 

種

類 

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設 

変

更

を

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

種

類

等 

施
設
訓
練
等
支
援
費 内

容 
 

 

（様式第６号）（様式第６号）

 

（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更申請書兼 

利用者負担額減額・免除等変更申請書（例） 

 

○○市（町村）長  様 

 

次のとおり申請します。 

               

申請年月日 平成  年  月  日 

フリガナ  
生年月日 

明治

昭和 
大正

平成  年  月  日 

氏  名 
             

              受給者番号           
申

請

者
居 住 地 

〒 

                   電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日 

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

 

続 柄  
身体障害者

手帳番号
 

療育手帳

番  号
 

精神障害者保健

福 祉 手 帳 番 号
 

変更の理由  

 

居宅サービス

利用中のサービスの種類と内容等 

施設サービス

利用中の施設支援の種類・内容等及び障害程度区分 

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 介 護 保 険 利用中のサービスの種類と内容等 

申請する支援の種類・内容 

□居宅介護 □行動援護 □児童デイサービス □短期入所 種

類 □外出介護 □障害者デイサービス □共同生活援助  

介
護
給
付
費
等 

内

容
 

□身体障害者更生施設

（入所・通所） 

□身体障害者療護施設 

（入所・通所） 

□身体障害者授産施設 

（入所・通所） 

□知的障害者更生施設

（入所・通所） 

□知的障害者授産施設 

（入所・通所） 
□知的障害者通勤寮 

種

類

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設 

変

更

を

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

種

類

等 

施
設
訓
練
等
支
援
費 内

容
 

 

（様式第６号）（様式第６号）
【訂正前】 【訂正後 下線部分が訂正箇所】 



 
（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更決定通知書兼 
利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（例） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

                    ○○市（町村）長      

 
（障害者自立支援法第２４条 障害者自立支援法第２９条第４項）の規定に基づき、（支給決

定の変更 利用者負担額減額・免除等の変更）について下記のとおり決定しましたので通知し

ます。 
記 

受 給 者 証 番 号            

支給決定障害者（保護者） 
氏   名  支給決定に係る 

児童氏名 
 
 

変 更 年 月 日  

変更後のサービスの 
種類、内容及び支給量  

変 更 後 の 利 用 者 負 担 上 限 月 額  

変更後の特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）         日額         円 

変 更 の 理 由  

 
 
 

 
・不服申立て及び取消訴訟 
１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６

０日以内に○○県知事に対し審査請求をすることができます。 
２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か

ら起算して６か月以内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代

表する者は○○市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消

しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の(1)から(3)までのいずれかに該当
するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。 

   (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 
   (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 
問い合わせ先   ○○市（町村）△△△△課    住所        電話番号 

 〒   －     
 ○○（町村） 
 
      ○○   ○○     様 

印 

（様式第６号） （様式第７号） 

 

（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更決定通知書兼 
利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（例） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

                    ○○市（町村）長      

 
（障害者自立支援法第２４条 障害者自立支援法第２９条第４項）の規定に基づき、（支給決定の変

更 利用者負担額減額・免除等の変更）について下記のとおり決定しましたので通知します。 
記 

受 給 者 証 番 号            
支給決定障害者（保護者） 
氏   名  支給決定に係る

児童氏名 
 
 

変 更 年 月 日  

変更後のサービスの種

類、内容、支給量及び

障害程度区分 
 

変 更 後 の 利 用 者 負 担 上 限 月 額  

変更後の特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）        日額         円 

変 更 の 理 由  

  受給者証を○○市（町村）△△△△課に提出してください。 
 
  提出先 ○○市（町村）△△△△課 住所            電話番号 
 
  提出期限 平成  年  月  日 

 
・不服申立て及び取消訴訟 
１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以

内に○○県知事に対し審査請求をすることができます。 
２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算

して６か月以内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代表する者は○

○市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の

審査請求に対する裁決を経た後（次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときを除く。）でなけ
れば提起することができないこととされています。 

   (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 
   (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
問い合わせ先   ○○市（町村）△△△△課    住所        電話番号 

 〒   －     
 ○○（町村） 
 
      ○○   ○○     様 

印 

（様式第６号） （様式第７号） 

 

【訂正前】 【訂正後 下線部分が訂正箇所】



（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（例） 

文 書 番 号 

平成  年  月  日 

 

 

 

                 ○○市（町村）長      

 

 （（障害者自立支援法第２２条 身体障害者福祉法第１７条の１１ 知的障害者福祉法第１５条の１２）の規

定に基づき（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）の支給）（及び）（（障害者自立支援法第２９条

第４項 身体障害者福祉法第１７条の１０第３項 知的障害者福祉法第１５条の１１第３項）に基づき利用者

負担額減額・免除等）について、下記のとおり決定し、受給者証を交付しますので通知します。 

記 

受 給 者 証 

番     号 
        

支給決定障害者 

（保護者）氏 名
 

支 給 決 定 日  
支給決定に係る 

児 童 氏 名

 

 

有 効 期 間  

障 害 程 度 区 分  

利 用 者 負 担 上 限 月 額

特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額            円

サ ー ビ ス の 

種 類 
支援の内容 

サ ー ビ ス の

種 類
支援の内容 

居 宅 介 護  外 出 介 護  

行 動 援 護  障害者デイサービス  

児童デイサービス  共同生活援助  

短 期 入 所  施 設 支 援  

特 記 事 項  

 ・不服申立て及び取消訴訟 

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に○○県

知事に対し審査請求をすることができます。 

２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代表する者は○○市（町村）長となり

ます。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次

の(1)から(3)までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされてい

ます。 

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 〒   -     

 ○市（町・村） 

 

      ○○   ○○     様 

印

（様式第２号）

問い合わせ先  

  ○○市（町村）△△△△課    住所        電話番号 



（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更申請書兼 

利用者負担額減額・免除等変更申請書（例） 

 

○○市（町村）長  様 

 

次のとおり申請します。 

               

申請年月日 平成  年  月  日 

フリガナ  
生年月日

明治

昭和 
大正

平成  年  月  日 

氏  名 
             

              受給者番号           
申

請

者 
居 住 地 

〒 

                   電話番号 

フリガナ  
生年月日 昭和・平成   年  月  日 

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

 

続 柄  
身体障害者 

手帳番号 
 

療育手帳

番  号
 

精神障害者保健

福 祉 手 帳 番 号 
 

変更の理由  

 

居宅サービス 

利用中のサービスの種類と内容等 

施設サービス 

利用中の施設支援の種類・内容等及び障害程度区分 

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 介 護 保 険 利用中のサービスの種類と内容等 

申請する支援の種類・内容 

□居宅介護 □行動援護 □児童デイサービス □短期入所 種

類 □外出介護 □障害者デイサービス □共同生活援助  

介
護
給
付
費
等 

内

容 
 

□身体障害者更生施設 

（入所・通所） 

□身体障害者療護施設 

（入所・通所） 

□身体障害者授産施設 

（入所・通所） 

□知的障害者更生施設 

（入所・通所） 

□知的障害者授産施設 

（入所・通所） 
□知的障害者通勤寮 

種

類 

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設 

変

更

を

申

請

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

種

類

等 

施
設
訓
練
等
支
援
費 内

容 
 

 

（様式第６号）（様式第６号）



（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更決定通知書兼 
利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（例） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 
 
 

                    ○○市（町村）長      

 
（障害者自立支援法第２４条 障害者自立支援法第２９条第４項）の規定に基づき、（支給決定の

変更 利用者負担額減額・免除等の変更）について下記のとおり決定しましたので通知します。 
記 

受 給 者 証 番 号            
支給決定障害者（保護者） 
氏   名  支給決定に係る 

児童氏名 
 
 

変 更 年 月 日  

変更後のサービスの種

類、内容、支給量及び

障害程度区分 
 

変 更 後 の 利 用 者 負 担 上 限 月 額  

変更後の特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）         日額         円 

変 更 の 理 由  

  受給者証を○○市（町村）△△△△課に提出してください。 
 
  提出先 ○○市（町村）△△△△課 住所            電話番号 
 
  提出期限 平成  年  月  日 

 
・不服申立て及び取消訴訟 
１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日

以内に○○県知事に対し審査請求をすることができます。 
２ また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起

算して６か月以内に○○市（町村）を被告として（訴訟において○○市（町村）を代表する者

は○○市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、

前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときを除く。）
でなければ提起することができないこととされています。 

   (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 
   (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある

とき。 
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
問い合わせ先   ○○市（町村）△△△△課    住所        電話番号 

 〒   －     
 ○○（町村） 
 
      ○○   ○○     様 

印 

（様式第６号） （様式第７号） 
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